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議案第 ７３号参考資料

川口市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２９年条例第６３号）（第１条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

目次 目次

第１章～第６章 （略） 第１章～第６章 （略）

第７章 （略） 第７章 （略）

第１節～第４節 （略） 第１節～第４節 （略）

第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第１３０条の２―第１３０条 第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第１３０条の２―第１３０条

の５） の４）

第６節 （略） 第６節 （略）

第８章～第１７章 （略） 第８章～第１７章 （略）

附則 附則

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ～(16) （略） (1) ～(16) （略）

(17) 多機能型 第７８条に規定する指定生活介護の事業、第１２３条に規定す (17) 多機能型 第７８条に規定する指定生活介護の事業、第１２３条に規定す

る指定自立訓練（機能訓練）の事業、第１３４条に規定する指定自立訓練（生 る指定自立訓練（機能訓練）の事業、第１３４条に規定する指定自立訓練（生

活訓練）の事業、第１４６条に規定する指定就労移行支援の事業、第１５７条 活訓練）の事業、第１４６条に規定する指定就労移行支援の事業、第１５７条

に規定する指定就労継続支援Ａ型の事業及び第１７１条に規定する指定就労継 に規定する指定就労継続支援Ａ型の事業及び第１７１条に規定する指定就労継

続支援Ｂ型の事業並びに川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に 続支援Ｂ型の事業並びに川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例（令和元年条例第４３号。以下「指定通所支援等基 関する基準等を定める条例（令和元年条例第４３号。以下「指定通所支援等基

準条例」という。）第４条に規定する指定児童発達支援の事業 準条例」という。）第４条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援

、指定通所支援 等基準条例第６６条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、指定通所支援

等基準条例第７７条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支 等基準条例第７７条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支
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援等基準条例第８９条に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定 援等基準条例第８９条に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定

通所支援等基準条例第９７条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち２ 通所支援等基準条例第９７条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち２

以上の事業を一体的に行うこと（指定通所支援等基準条例に規定する事業のみ 以上の事業を一体的に行うこと（指定通所支援等基準条例に規定する事業のみ

を行う場合を除く。）をいう。 を行う場合を除く。）をいう。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第５条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章、第１９７条及び第２０５条に 第５条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章、第１９７条及び第２０５条に

おいて「指定居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下この章 おいて「指定居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下この章

において「指定居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（障害者の日 において「指定居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ

スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７ スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７

１号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。）第５条第１項に規定するこ １号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。）第５条第１項に規定する主

ども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者をいう。以下この節及び第４節にお 務大臣 が定める者をいう。以下この節及び第４節にお

いて同じ。）の員数は、常勤換算方法で、２．５以上とする。 いて同じ。）の員数は、常勤換算方法で、２．５以上とする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（管理者） （管理者）

第６条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事す 第６条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定居宅介護 る常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定居宅介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、 事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、

又は当該指定居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができ 又は同一敷地内にある他の 事業所、施設等の職務に従事することができ

るものとする。 るものとする。

（準用） （準用）

第７条 前２条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福 第７条 前２条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福

祉サービスの事業について準用する。この場合において、重度訪問介護に係る指 祉サービスの事業について準用する。

定障害福祉サービスの事業について準用するときに限り、第５条第１項中「第５

条第１項に規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「第７条

において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第５条第１項に規定する

厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

（指定居宅介護の具体的取扱方針） （指定居宅介護の具体的取扱方針）
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第２５条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次に掲 第２５条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次に掲

げるところによる。 げるところによる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。

(3) ～(5) （略） (2) ～(4) （略）

（居宅介護計画の作成） （居宅介護計画の作成）

第２６条 （略） 第２６条 （略）

２ サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の ２ サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の

家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の 家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を

家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援（法第５１

条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。）又は指定障害児相談支援

（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第２項に規定する指

定障害児相談支援をいう。）を行う者（以下「指定特定相談支援事業者等」とい

う。）に交付しなければならない。 交付しなければならない。

３ サービス提供責任者は、居宅介護計画の作成後においても、当該居宅介護計画 ３ サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後 においても、当該居宅介護計画

の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとす の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとす

る。 る。

４ （略） ４ （略）

（管理者及びサービス提供責任者の責務） （管理者及びサービス提供責任者の責務）

第３０条 （略） 第３０条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を

原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、利

用者への意思決定の支援が適切に行われるよう努めなければならない。

（準用） （準用）

第４３条 第９条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービ 第４３条 第９条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービ

スの事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条」と スの事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条」と
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あるのは「第４３条第１項において準用する第３１条」と、第２０条第２項ただ あるのは「第４３条第１項において準用する第３１条」と、第２０条第２項ただ

し書及び第２５条第１号中「次条第１項」とあるのは「第４３条第１項において し書 中「次条第１項」とあるのは「第４３条第１項において

準用する次条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第 準用する次条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第

４３条第１項において準用する第２１条第２項」と ４３条第１項において準用する第２１条第２項」と、第２５条第１号中「次条第

、第２６条 １項」とあるのは「第４３条第１項において準用する次条第１項」と、第２６条

第１項中「第５条第２項」とあるのは「第７条において準用する第５条第２項」 第１項中「第５条第２項」とあるのは「第７条において準用する第５条第２項」

と、第３０条第３項中「第２６条」とあるのは「第４３条第１項において準用す と、第３０条第３項中「第２６条」とあるのは「第４３条第１項において準用す

る第２６条」と、第３１条中「第３５条第１項」とあるのは「第４３条第１項に る第２６条」と、第３１条中「第３５条第１項」とあるのは「第４３条第１項に

おいて準用する第３５条第１項」と、第３２条中「食事等の介護」とあるのは「 おいて準用する第３５条第１項」と、第３２条中「食事等の介護」とあるのは「

食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。 食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。

２ 第９条から第３１条まで及び第３３条から前条までの規定は、同行援護及び行 ２ 第９条から第３１条まで及び第３３条から前条までの規定は、同行援護及び行

動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、 動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、

第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第４３条第２項において準用する第３ 第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第４３条第２項において準用する第３

１条」と、第２０条第２項ただし書及び第２５条第１号中「次条第１項」とある １条」と、第２０条第２項ただし書 中「次条第１項」とある

のは「第４３条第２項において準用する次条第１項」と、第２３条第２項中「第 のは「第４３条第２項において準用する次条第１項」と、第２３条第２項中「第

２１条第２項」とあるのは「第４３条第２項において準用する第２１条第２項」 ２１条第２項」とあるのは「第４３条第２項において準用する第２１条第２項」

と と、第２５条第１号中「次条第１項」とあるのは「第４３条第２項において準用

、第２６条第１項中「第５条第２項」とあるのは「第７条に する次条第１項」と、第２６条第１項中「第５条第２項」とあるのは「第７条に

おいて準用する第５条第２項」と、第３０条第３項中「第２６条」とあるのは「 おいて準用する第５条第２項」と、第３０条第３項中「第２６条」とあるのは「

第４３条第２項において準用する第２６条」と、第３１条中「第３５条第１項」 第４３条第２項において準用する第２６条」と、第３１条中「第３５条第１項」

とあるのは「第４３条第２項において準用する第３５条第１項」と読み替えるも とあるのは「第４３条第２項において準用する第３５条第１項」と読み替えるも

のとする。 のとする。

（準用） （準用）

第４３条の４ 第４条（第３項及び第４項を除く。）、第５条第２項及び第３項、 第４３条の４ 第４条（第３項及び第４項を除く。）、第５条第２項及び第３項、

第６条並びに前節（第４３条を除く。）の規定は、共生型居宅介護及び共生型重 第６条並びに前節（第４３条を除く。）の規定は、共生型居宅介護及び共生型重

度訪問介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３ 度訪問介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３

１条」とあるのは「第４３条の４において準用する第３１条」と、第２０条第２ １条」とあるのは「第４３条の４において準用する第３１条」と、第２０条第２

項ただし書及び第２５条第１号中「次条第１項」とあるのは「第４３条の４にお 項ただし書 中「次条第１項」とあるのは「第４３条の４にお

いて準用する次条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは いて準用する次条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは
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「第４３条の４において準用する第２１条第２項」と 「第４３条の４において準用する第２１条第２項」と、第２５条第１号中「次条

、第２６条 第１項」とあるのは「第４３条の４において準用する次条第１項」と、第２６条

第１項中「第５条第２項」とあるのは「第４３条の４において準用する第５条第 第１項中「第５条第２項」とあるのは「第４３条の４において準用する第５条第

２項」と、第３０条第３項中「第２６条」とあるのは「第４３条の４において準 ２項」と、第３０条第３項中「第２６条」とあるのは「第４３条の４において準

用する第２６条」と、第３１条中「第３５条第１項」とあるのは「第４３条の４ 用する第２６条」と、第３１条中「第３５条第１項」とあるのは「第４３条の４

において準用する第３５条第１項」と読み替えるものとする。 において準用する第３５条第１項」と読み替えるものとする。

第６節 （略） 第６節 （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第４４条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基準 第４４条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基準

該当居宅介護」という。）の事業を行う者（以下この節において「基準該当居宅 該当居宅介護」という。）の事業を行う者（以下この節において「基準該当居宅

介護事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下この節において「基準 介護事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下この節において「基準

該当居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（指定障害福祉サービス 該当居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（指定障害福祉サービス

基準第４４条第１項に規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者を 基準第４４条第１項に規定する主務大臣 が定める者を

いう。以下この節において同じ。）の員数は、３以上とする。 いう。以下この節において同じ。）の員数は、３以上とする。

２ 指定障害福祉サービス基準第４４条第２項に規定するこども家庭庁長官及び厚 ２ 指定障害福祉サービス基準第４４条第２項に規定する主務大臣

生労働大臣が定める離島その他の地域において基準該当居宅介護を提供する基準 が定める離島その他の地域において基準該当居宅介護を提供する基準

該当居宅介護事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事 該当居宅介護事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事

業所ごとに置くべき従業者の員数は、１以上とする。 業所ごとに置くべき従業者の員数は、１以上とする。

３ （略） ３ （略）

（管理者） （管理者）

第４５条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職 第４５条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職

務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、基準該当 務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、基準該当

居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の 居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の

職務に従事し、又は当該基準該当居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に 職務に従事し、又は同一敷地内にある他の 事業所、施設等の職務に

従事することができるものとする。 従事することができるものとする。

（運営に関する基準） （運営に関する基準）

第４８条 （略） 第４８条 （略）

２ 第４条第２項から第４項まで、第４節（第２１条第１項、第２２条、第２３条 ２ 第４条第２項から第４項まで、第４節（第２１条第１項、第２２条、第２３条

第１項、第２７条、第３２条、第３５条の２及び第４３条を除く。）及び第４４ 第１項、第２７条、第３２条、第３５条の２及び第４３条を除く。）及び第４４
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条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当 条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当

障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第９条第１項中 障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第９条第１項中

「第３１条」とあるのは「第４８条第２項において準用する第３１条」と、第２ 「第３１条」とあるのは「第４８条第２項において準用する第３１条」と、第２

０条第２項ただし書中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第４８条第２ ０条第２項ただし書中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第４８条第２

項において準用する次条第２項及び第３項」と、第２３条第２項中「第２１条第 項において準用する次条第２項及び第３項」と、第２３条第２項中「第２１条第

２項」とあるのは「第４８条第２項において準用する第２１条第２項」と、第２ ２項」とあるのは「第４８条第２項において準用する第２１条第２項」と、第２

５条第１号中「次条第１項」とあるのは「第４８条第２項において準用する次条 ５条第１号中「次条第１項」とあるのは「第４８条第２項において準用する次条

第１項」と、第２６条第１項中「第５条第２項」とあるのは「第４４条第３項」 第１項」と、第２６条第１項中「第５条第２項」とあるのは「第４４条第３項」

と、第３０条第３項中「第２６条」とあるのは「第４８条第２項において準用す と、第３０条第３項中「第２６条」とあるのは「第４８条第２項において準用す

る第２６条」と、第３１条中「第３５条第１項」とあるのは「第４８条第２項に る第２６条」と、第３１条中「第３５条第１項」とあるのは「第４８条第２項に

おいて準用する第３５条第１項」と、前条第１項第２号中「第４４条第３項」と おいて準用する第３５条第１項」と、前条第１項第２号中「第４４条第３項」と

あるのは「次条第２項において準用する第４４条第３項」と、同条第２項中「次 あるのは「次条第２項において準用する第４４条第３項」と、同条第２項中「次

条第１項」とあるのは「次条第２項」と読み替えるほか、重度訪問介護に係る基 条第１項」とあるのは「次条第２項」と読み替える

準該当障害福祉サービスの事業について準用するときに限り、第４４条中「第４

４条第１項に規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「第４８

条第２項において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第４４条第１項

に規定する厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 ものとする。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第５０条 指定療養介護の事業を行う者（以下「指定療養介護事業者」という。） 第５０条 指定療養介護の事業を行う者（以下「指定療養介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定療養介護事業所」という。）に置くべき従 が当該事業を行う事業所（以下「指定療養介護事業所」という。）に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。 業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) サービス管理責任者（指定障害福祉サービス基準第５０条第１項第４号に規 (4) サービス管理責任者（指定障害福祉サービス基準第５０条第１項第４号に規

定する厚生労働大臣が定める者をいう。以下同じ。） 指定療養介護事業所ご 定する主務大臣 が定める者をいう。以下同じ。） 指定療養介護事業所ご

とに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、当該ア又はイに定める とに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、当該ア又はイに定める

数 数

ア・イ （略） ア・イ （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

７ 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設（児童福祉法 ７ 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設（児童福祉法（昭和２２年法律
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第４２条第２号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下同じ。 第１６４号）第４２条第２号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下同じ。

）に係る指定障害児入所施設（同法第２４条の２第１項に規定する指定障害児入 ）に係る指定障害児入所施設（同法第２４条の２第１項に規定する指定障害児入

所施設をいう。以下同じ。）の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援 所施設をいう。以下同じ。）の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援

（同項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。）とを同一の施設において一 （同項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。）とを同一の施設において一

体的に提供している場合については、児童福祉法施行条例（平成２４年埼玉県条 体的に提供している場合については、児童福祉法施行条例（平成２４年埼玉県条

例第６８号。以下「埼玉県条例」という。）第１４３条に規定する人員に関する 例第６８号。以下「埼玉県条例」という。）第１４３条に規定する人員に関する

基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす 基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 ことができる。

８ 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関（児童福祉法第７条第２項 ８ 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関（児童福祉法第６条の２の２第

に規定する指定発達支援医療機関をいう。）の設置者である場合であって、 ３項に規定する指定発達支援医療機関をいう。）の設置者である場合であって、

指定療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているとき 指定療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているとき

は、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必 は、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必

要な人員を確保していることをもって、第１項から第６項までに規定する基準を 要な人員を確保していることをもって、第１項から第６項までに規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 満たしているものとみなすことができる。

（指定療養介護の取扱方針） （指定療養介護の取扱方針）

第５８条 （略） 第５８条 （略）

２ 指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

３・４ （略） ２・３ （略）

（療養介護計画の作成等） （療養介護計画の作成等）

第５９条 （略） 第５９条 （略）

２ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、 ２ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、

利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状 利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状

況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この章において 況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この章において

「アセスメント」という。）を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思 「アセスメント」という。）を行い

決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように 、利用者が自立した日常生活を営むことができるように

支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定

することに困難を抱える場合には、意思決定の支援を適切に行うため、当該利用
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者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

４・５ （略） ３・４ （略）

６ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者及び当該利用 ５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者

者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。） に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）

を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に を開催し 、前項に

規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

７ （略） ６ （略）

８ サービス管理責任者は、第５項に規定する療養介護計画の原案の内容について ７ サービス管理責任者は、第４項に規定する療養介護計画の原案の内容について

利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければなら 利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければなら

ない。 ない。

９ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を ８ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を

利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しなければならない。 利用者 に交付しなければならない。

１０・１１ （略） ９・１０ （略）

１２ 第２項から第９項までの規定は、第１０項に規定する療養介護計画の変更に １１ 第２項から第８項までの規定は、第９項 に規定する療養介護計画の変更に

ついて準用する。 ついて準用する。

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務）

第６０条 （略） 第６０条 （略）

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を

原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、利

用者への意思決定の支援が適切に行われるよう努めなければならない。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第７９条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業者」という。） 第７９条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定生活介護事業所」という。）に置くべき従 が当該事業を行う事業所（以下「指定生活介護事業所」という。）に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。 業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第７章、 (2) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第７章、

第８章及び第１６章において同じ。）、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚 第８章及び第１６章において同じ。）、理学療法士又は作業療法士

士及び生活支援員 及び生活支援員

ア 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数 ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士 及び生活支援員の総数
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は、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(ｱ) から(ｳ) までに は、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(ｱ) から(ｳ) までに

掲げる平均障害支援区分（指定障害福祉サービス基準第７８条第１項第２号 掲げる平均障害支援区分（指定障害福祉サービス基準第７８条第１項第２号

イに規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平 イに規定する主務大臣 が定めるところにより算定した障害支援区分の平

均値をいう。以下同じ。）に応じ、当該(ｱ) から(ｳ) までに定める数とする。 均値をいう。以下同じ。）に応じ、当該(ｱ) から(ｳ) までに定める数とする。

(ｱ) ～(ｳ) （略） (ｱ) ～(ｳ) （略）

イ （略） イ （略）

ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活 ウ 理学療法士又は作業療法士 の数は、利用者に対して日常生活

を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活 を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活

介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。 介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。

エ （略） エ （略）

(3) （略） (3) （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 第１項第２号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難 ４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療法士 を確保することが困難

な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止 な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置 するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置

くことができる。 くことができる。

５～７ （略） ５～７ （略）

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第８３条 （略） 第８３条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項第１号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第８２条第４ ４ 前項第１号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第８２条第４

項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 項の規定により主務大臣 が定めるところによるものとする。

５・６ （略） ５・６ （略）

（準用） （準用）

第９４条 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２２条、第２３条、 第９４条 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２２条、第２３条、

第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１ 第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１

条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条及び第７６条の規定は、 条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条及び第７６条の規定は、

指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第 指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第
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３１条」とあるのは「第９０条」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」 ３１条」とあるのは「第９０条」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」

とあるのは「第８３条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とある とあるのは「第８３条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とある

のは「第８３条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第９ のは「第８３条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第９

４条において読み替えて準用する次条第１項」と、同項、第５９条及び第７６条 ４条において読み替えて準用する次条第１項」と、

第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第６０条第１ 「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第５９条中「

項 中「前条」とあるのは 療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第６０条中「前条」とあるのは

「第９４条において準用する前条」と、第７６条第２項第２号 「第９４条において準用する前条」と、第７６条第２項第１号中「療養介護計画

中「第５４条第１項」とあるのは 」とあるのは「生活介護計画」と、同項第２号中「第５４条第１項」とあるのは

「第９４条において準用する第１９条第１項」と、同項第３号中「第６６条」と 「第９４条において準用する第１９条第１項」と、同項第３号中「第６６条」と

あるのは「第８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるの あるのは「第８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるの

は「第９４条」と読み替えるものとする。 は「第９４条」と読み替えるものとする。

（共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） （共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準）

第９４条の４ 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者（ 第９４条の４ 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者（

指定地域密着型サービス基準条例第８２条第１項に規定する指定小規模多機能型 指定地域密着型サービス基準条例第８２条第１項に規定する指定小規模多機能型

居宅介護事業者をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域 居宅介護事業者をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域

密着型サービス基準条例第１９１条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居 密着型サービス基準条例第１９１条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者（川口 宅介護事業者をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者（川口

市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域 市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基 密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例（平成２５年条例第１７号。以下「指定地域密着型介護予防サ 準等を定める条例（平成２５年条例第１７号。以下「指定地域密着型介護予防サ

ービス基準条例」という。）第４４条第１項に規定する指定介護予防小規模多機 ービス基準条例」という。）第４４条第１項に規定する指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護 能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護

事業者等」という。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 事業者等」という。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８ (1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８

２条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）、指定看 ２条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）、指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１９１ 護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１９１

条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は指 条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス 定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス

基準条例第４４条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業 基準条例第４４条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業
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所をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」とい 所をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」とい

う。）の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指定 う。）の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指定

地域密着型サービス基準条例第８２条第１項若しくは第１９１条第１項又は指 地域密着型サービス基準条例第８２条第１項若しくは第１９１条第１項又は指

定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第１項に規定する登録者をい 定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第１項に規定する登録者をい

う。以下同じ。）の数と共生型生活介護、共生型自立訓練（機能訓練）（第１ う。以下同じ。）の数と共生型生活介護、共生型自立訓練（機能訓練）（第１

３０条の２に規定する共生型自立訓練（機能訓練）をいう。）若しくは共生型 ３０条の２に規定する共生型自立訓練（機能訓練）をいう。）若しくは共生型

自立訓練（生活訓練）（第１４２条の２に規定する共生型自立訓練（生活訓練 自立訓練（生活訓練）（第１４２条の２に規定する共生型自立訓練（生活訓練

）をいう。）又は共生型児童発達支援（指定通所支援等基準条例第５５条に規 ）をいう。）又は共生型児童発達支援（指定通所支援等基準条例第５５条に規

定する共生型児童発達支援をいう。）若しくは共生型放課後等デイサービス（ 定する共生型児童発達支援をいう。）若しくは共生型放課後等デイサービス（

指定通所支援等基準条例第８４条に規定する共生型放課後等デイサービスをい 指定通所支援等基準条例第８４条に規定する共生型放課後等デイサービスをい

う。）（以下「共生型通いサービス」という。）を利用するために当該指定小 う。）（以下「共生型通いサービス」という。）を利用するために当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数 規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数

の上限をいう。以下この条、第１３０条の４及び第１４２条の３において同じ。 の上限をいう。以下この条、第１３０条の３及び第１４２条の３において同じ。

）を２９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着 ）を２９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着

型サービス基準条例第８２条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能 型サービス基準条例第８２条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。）、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護 型居宅介護事業所をいう。）、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１９１条第８項に規定するサテラ 事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１９１条第８項に規定するサテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又はサテライト型指 イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又はサテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス 定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス

基準条例第４４条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型 基準条例第４４条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所をいう。第９６条において同じ。）（以下「サテライト型指定 居宅介護事業所をいう。第９６条において同じ。）（以下「サテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）にあっては、１８人）以下とす 小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）にあっては、１８人）以下とす

ること。 ること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介 (2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介

護（指定地域密着型サービス基準条例第８１条に規定する指定小規模多機能型 護（指定地域密着型サービス基準条例第８１条に規定する指定小規模多機能型

居宅介護をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サー 居宅介護をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サー

ビス基準条例第１９０条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。 ビス基準条例第１９０条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。

）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サービ ）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第４３条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。 ス基準条例第４３条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。）のうち通い 以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。）のうち通い
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サービス（指定地域密着型サービス基準条例第８２条第１項若しくは第１９１ サービス（指定地域密着型サービス基準条例第８２条第１項若しくは第１９１

条第１項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第１項に規定 条第１項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第１項に規定

する通いサービスをいう。以下同じ。）の利用定員（当該指定小規模多機能型 する通いサービスをいう。以下同じ。）の利用定員（当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける 居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける

障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。以下この条、第１ 障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。以下この条、第１

３０条の４及び第１４２条の３において同じ。）を登録定員の２分の１から１ ３０条の３及び第１４２条の３において同じ。）を登録定員の２分の１から１

５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっ ５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっ

ては次の表の左欄に掲げる登録定員の数に応じ同表の右欄に掲げる利用定員の ては次の表の左欄に掲げる登録定員の数に応じ同表の右欄に掲げる利用定員の

数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては１２人）ま 数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては１２人）ま

での範囲内とすること。 での範囲内とすること。

（略） （略）

(3) ～(6) （略） (3) ～(6) （略）

（準用） （準用）

第９４条の５ 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２２条、第２３ 第９４条の５ 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２２条、第２３

条、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５１条、第５ 条、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５１条、第５

８条から第６１条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７ ８条から第６１条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７

６条、第７８条、第８０条及び前節（第９４条を除く。）の規定は、共生型生活 ６条、第７８条、第８０条及び前節（第９４条を除く。）の規定は、共生型生活

介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条」 介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条」

とあるのは「第９４条の５において準用する第９０条」と、第２０条第２項ただ とあるのは「第９４条の５において準用する第９０条」と、第２０条第２項ただ

し書中「次条第１項」とあるのは「第９４条の５において準用する第８３条第１ し書中「次条第１項」とあるのは「第９４条の５において準用する第８３条第１

項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第９４条の５におい 項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第９４条の５におい

て準用する第８３条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「 て準用する第８３条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「

第９４条の５において読み替えて準用する次条第１項」と、同項、第５９条及び 第９４条の５において読み替えて準用する次条第１項」と、

第７６条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第６ 「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第５

０条第１項 中「前条」と ９条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第６０条中「前条」と

あるのは「第９４条の５において読み替えて準用する前条」と、第７６条第２項 あるのは「第９４条の５において読み替えて準用する前条」と、第７６条第２項

第２号 中「第５ 第１号中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第２号中「第５

４条第１項」とあるのは「第９４条の５において準用する第１９条第１項」と、 ４条第１項」とあるのは「第９４条の５において準用する第１９条第１項」と、

同項第３号中「第６６条」とあるのは「第９４条の５において準用する第８９条 同項第３号中「第６６条」とあるのは「第９４条の５において準用する第８９条
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」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第９４条の５」 」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第９４条の５」

と、第９０条中「第９３条第１項」とあるのは「第９４条の５において準用する と、第９０条中「第９３条第１項」とあるのは「第９４条の５において準用する

第９３条第１項」と、第９３条第１項中「前条」とあるのは「第９４条の５にお 第９３条第１項」と、第９３条第１項中「前条」とあるのは「第９４条の５にお

いて準用する前条」と読み替えるものとする。 いて準用する前条」と読み替えるものとする。

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第１０４条 （略） 第１０４条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項第１号及び第２号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第 ４ 前項第１号及び第２号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第

１２０条第４項の規定によりこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところ １２０条第４項の規定により主務大臣 が定めるところ

によるものとする。 によるものとする。

５・６ （略） ５・６ （略）

（指定短期入所の取扱方針） （指定短期入所の取扱方針）

第１０５条 （略） 第１０５条 （略）

２ 指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

３・４ （略） ２・３ （略）

（準用） （準用）

第１０９条 第９条、第１１条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２２条、 第１０９条 第９条、第１１条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２２条、

第２３条、第２８条、第２９条、第３３条の２、第３５条の２から第４２条まで、 第２３条、第２８条、第２９条、第３３条の２、第３５条の２から第４２条まで、

第６１条、第６７条、第６９条、第７１条、第７５条、第８８条及び第９１条か 第６１条、第６７条、第６９条、第７１条、第７５条、第８８条及び第９１条か

ら第９３条までの規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合にお ら第９３条までの規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合にお

いて、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１０７条 いて、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１０７条

に規定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項 に規定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項

」とあるのは「第１０４条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」と 」とあるのは「第１０４条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」と

あるのは「第１０４条第２項」と、第９３条第１項中「運営規程」とあるのは「 あるのは「第１０４条第２項」と、第９３条第１項中「前条

第１０７条に規定する重要事項に関する規程」と、「前条」とあるのは「第１０ 」とあるのは「第１０

９条において準用する前条」と読み替えるものとする。 ９条において準用する前条」と読み替えるものとする。
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（準用） （準用）

第１０９条の４ 第９条、第１１条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２ 第１０９条の４ 第９条、第１１条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２

２条、第２３条、第２８条、第２９条、第３３条の２、第３５条の２から第４２ ２条、第２３条、第２８条、第２９条、第３３条の２、第３５条の２から第４２

条まで、第５１条、第６１条、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、 条まで、第５１条、第６１条、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、

第８８条、第９１条から第９３条まで、第９８条及び前節（第１０８条及び第１ 第８８条、第９１条から第９３条まで、第９８条及び前節（第１０８条及び第１

０９条を除く。）の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。この場合 ０９条を除く。）の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。この場合

において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１０ において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１０

９条の４において準用する第１０７条に規定する重要事項に関する規程」と、第 ９条の４において準用する第１０７条に規定する重要事項に関する規程」と、第

２０条第２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１０９条の４において準 ２０条第２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１０９条の４において準

用する第１０４条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは 用する第１０４条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは

「第１０９条の４において準用する第１０４条第２項」と、第９３条第１項中「 「第１０９条の４において準用する第１０４条第２項」と、第９３条第１項中「

運営規程」とあるのは「第１０９条の４において準用する第１０７条に規定する 前条

重要事項に関する規程」と、「前条」とあるのは「第１０９条の４において準用 」とあるのは「第１０９条の４において準用

する前条」と読み替えるものとする。 する前条」と読み替えるものとする。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第１１３条 （略） 第１１３条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項のサービス提供責任者は、指定障害福祉サービス基準第１２７条第３項に ３ 前項のサービス提供責任者は、指定障害福祉サービス基準第１２７条第３項に

規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者でなければならない。 規定する主務大臣 が定める者でなければならない。

４ （略） ４ （略）

（指定重度障害者等包括支援の取扱方針） （指定重度障害者等包括支援の取扱方針）

第１１９条 （略） 第１１９条 （略）

２ 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

３・４ （略） ２・３ （略）

（重度障害者等包括支援計画の作成） （重度障害者等包括支援計画の作成）

第１２０条 （略） 第１２０条 （略）

２ サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、利用者及 ２ サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、利用者及
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びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計 びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計

画を利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事業者等に交付しなけれ 画を 交付しなけれ

ばならない。 ばならない。

３ サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画の作成後においても、当該 ３ サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画作成後 においても、当該

重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害 重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害

者等包括支援計画の変更を行うものとする。 者等包括支援計画の変更を行うものとする。

４ （略） ４ （略）

（準用） （準用）

第１２２条 第９条から第２１条まで、第２３条、第２８条、第２９条、第３０条 第１２２条 第９条から第２１条まで、第２３条、第２８条、第２９条

第４項、第３３条（第１項及び第２項を除く。）から第４２条まで及び第６７条 、第３３条（第１項及び第２項を除く。）から第４２条まで及び第６７条

の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合におい の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合におい

て、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１２１条に て、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１２１条に

規定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」 規定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」

とあるのは「第１２２条において準用する次条第１項」と、第２３条第２項中「 とあるのは「第１２２条において準用する次条第１項」と、第２３条第２項中「

第２１条第２項」とあるのは「第１２２条において準用する第２１条第２項」と、 第２１条第２項」とあるのは「第１２２条において準用する第２１条第２項」と

第３５条第１項中「運営規程」とあるのは「第１２１条に規定する重要事項に関 読み替える

する規程」と読み替えるものとする。 ものとする。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第１２４条 指定自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓練（機 第１２４条 指定自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓練（機

能訓練）事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立訓練（機 能訓練）事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立訓練（機

能訓練）事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとす 能訓練）事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとす

る。 る。

(1) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 (1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士 及び生活支援員

ア 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数 ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士 及び生活支援員の総数

は、指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数 は、指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数

を６で除した数以上とする。 を６で除した数以上とする。

イ （略） イ （略）

ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、指定自立訓練（機能訓練 ウ 理学療法士又は作業療法士 の数は、指定自立訓練（機能訓練
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）事業所ごとに、１以上とする。 ）事業所ごとに、１以上とする。

エ （略） エ （略）

(2) （略） (2) （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 第１項第１号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難 ４ 第１項第１号の理学療法士又は作業療法士 を確保することが困難

な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止 な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置 するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置

くことができる。 くことができる。

５～８ （略） ５～８ （略）

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第１２７条 （略） 第１２７条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項第１号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第１５９条第 ４ 前項第１号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第１５９条第

４項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 ４項の規定により主務大臣 が定めるところによるものとする。

５・６ （略） ５・６ （略）

（準用） （準用）

第１３０条 第９条から第２０条まで、第２２条、第２３条、第２８条、第３３条 第１３０条 第９条から第２０条まで、第２２条、第２３条、第２８条、第３３条

の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１条まで、第６７条、 の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１条まで、第６７条、

第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条及び第８６条の２から第９３条 第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条及び第８６条の２から第９３条

までの規定は、指定自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。この場合に までの規定は、指定自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。この場合に

おいて、第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第１３０条において準用する おいて、第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第１３０条において準用する

第９０条」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１２７ 第９０条」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１２７

条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１２７条第 条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１２７条第

２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１３０条において読 ２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１３０条において読

み替えて準用する次条第１項」と、同項、第５９条及び第７６条第２項第１号中 み替えて準用する次条第１項」と、

「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、第５９条第１０ 「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、第５９条中「療

項 中「６月 養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同条第９項中「６月

」とあるのは「３月」と、第６０条第１項中「前条」とあるのは「第１３０条に 」とあるのは「３月」と、第６０条 中「前条」とあるのは「第１３０条に
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おいて読み替えて準用する前条」と、第７６条第２項第２号 おいて読み替えて準用する前条」と、第７６条第２項第１号中「療養介護計画」

中「第５４条第１項」 とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同項第２号中「第５４条第１項」

とあるのは「第１３０条において準用する第１９条第１項」と、同項第３号中「 とあるのは「第１３０条において準用する第１９条第１項」と、同項第３号中「

第６６条」とあるのは「第１３０条において準用する第８９条」と、同項第４号 第６６条」とあるのは「第１３０条において準用する第８９条」と、同項第４号

から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１３０条」と、第９０条中「第 から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１３０条」と、第９０条中「第

９３条第１項」とあるのは「第１３０条において準用する第９３条第１項」と、 ９３条第１項」とあるのは「第１３０条において準用する第９３条第１項」と、

第９３条第１項中「前条」とあるのは「第１３０条において準用する前条」と読 第９３条第１項中「前条」とあるのは「第１３０条において準用する前条」と読

み替えるものとする。 み替えるものとする。

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者

の基準）

第１３０条の３ 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテー

ション事業者（指定居宅サービス等基準条例第１１９条第１項に規定する指定通

所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）が当該事業に関して満たすべ

き基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等基準条例第１１９

条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）

の専用の部屋等の面積（当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保

健施設（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２８項に規定する介

護老人保健施設をいう。）又は介護医療院（同条第２９項に規定する介護医療

院をいう。）である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確

保されている食堂（リハビリテーションに供用されるものに限る。）の面積を

加えるものとする。第１３１条第２号において同じ。）を指定通所リハビリテ

ーション（指定居宅サービス等基準条例第１１８条に規定する指定通所リハビ

リテーションをいう。以下同じ。）の利用者の数と共生型自立訓練（機能訓練

）の利用者の数の合計数で除して得た面積が、３．３平方メートル以上である

こと。

(2) 指定通所リハビリテーション事業所は、次に掲げる基準に適合する静養室及

び医務室を設けなければならない。ただし、それぞれに必要な設備及び機械器

具等を備えることができる場合は、兼用することができる。
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ア 静養室 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

イ 医務室 治療に必要な機械器具等を備えること。

(3) 指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所リハビ

リテーション事業所が提供する指定通所リハビリテーションの利用者の数を指

定通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型自立訓練（機能訓練）の利

用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所リハビリテーション

事業所として必要とされる数以上であること。

(4) 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。

第１３０条の４ （略） 第１３０条の３ （略）

（準用） （準用）

第１３０条の５ 第９条から第２０条まで、第２２条、第２３条、第２８条、第３ 第１３０条の４ 第９条から第２０条まで、第２２条、第２３条、第２８条、第３

３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５１条、第５８条から第６１条ま ３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５１条、第５８条から第６１条ま

で、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条、第８０条、第 で、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条、第８０条、第

８６条の２から第９３条まで、第１２３条及び前節（第１３０条を除く。）の規 ８６条の２から第９３条まで、第１２３条及び前節（第１３０条を除く。）の規

定は、共生型自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。この場合において、 定は、共生型自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。この場合において、

第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第１３０条の５において準用する第９ 第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第１３０条の４において準用する第９

０条」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１３０条の ０条」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１３０条の

５において準用する第１２７条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項 ４において準用する第１２７条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項

」とあるのは「第１３０条の５において準用する第１２７条第２項」と、第５８ 」とあるのは「第１３０条の４において準用する第１２７条第２項」と、第５８

条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１３０条の５において読み替えて準用 条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１３０条の４において読み替えて準用

する次条第１項」と、同項、第５９条及び第７６条第２項第１号中「療養介護計 する次条第１項」と、 「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、第５９条第１０項 画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、第５９条中「療養介護計画」

中「６月」とあるのは とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同条第９項中「６月」とあるのは

「３月」と、第６０条第１項中「前条」とあるのは「第１３０条の５において読 「３月」と、第６０条 中「前条」とあるのは「第１３０条の４において読

み替えて準用する前条」と、第７６条第２項第２号 み替えて準用する前条」と、第７６条第２項第１号中「療養介護計画」とあるの

中「第５４条第１項」とあるの は「自立訓練（機能訓練）計画」と、同項第２号中「第５４条第１項」とあるの

は「第１３０条の５において準用する第１９条第１項」と、同項第３号中「第６ は「第１３０条の４において準用する第１９条第１項」と、同項第３号中「第６

６条」とあるのは「第１３０条の５において準用する第８９条」と、同項第４号 ６条」とあるのは「第１３０条の４において準用する第８９条」と、同項第４号
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から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１３０条の５」と、第９０条中 から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１３０条の４」と、第９０条中

「第９３条第１項」とあるのは「第１３０条の５において準用する第９３条第１ 「第９３条第１項」とあるのは「第１３０条の４において準用する第９３条第１

項」と、第９３条第１項中「前条」とあるのは「第１３０条の５において準用す 項」と、第９３条第１項中「前条」とあるのは「第１３０条の４において準用す

る前条」と読み替えるものとする。 る前条」と読み替えるものとする。

第６節 （略） 第６節 （略）

（基準該当自立訓練（機能訓練）の基準） （基準該当自立訓練（機能訓練）の基準）

第１３１条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（第１３２条 第１３１条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（第２１０条

の２に規定する病院等基準該当自立訓練（機能訓練）及び第２１０条に規定する に規定する

特定基準該当自立訓練（機能訓練）を除く。以下この節において「基準該当自立 特定基準該当自立訓練（機能訓練）を除く。以下この節において「基準該当自立

訓練（機能訓練）」という。）の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基 訓練（機能訓練）」という。）の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基

準は、次のとおりとする。 準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業者等又は指定通所リハビリテーション事業者であって、地 (1) 指定通所介護事業者等 であって、地

域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと等により自立訓練（ 域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと等により自立訓練（

機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等又は指定通所 機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等

リハビリテーションを提供するものであること。 を提供するものであること。

(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室又は指定通所リハビリテーショ (2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室

ン事業所の専用の部屋等の面積を、指定通所介護等又は指定通所リハビリテー の面積を、指定通所介護等

ションの利用者の数及び基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数の の利用者の数及び基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数の

合計数で除して得た面積が３平方メートル以上であること。 合計数で除して得た面積が３平方メートル以上であること。

(3) 指定通所介護事業所等又は指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員 (3) 指定通所介護事業所等の従業者 の員

数が、当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所 数が、当該指定通所介護事業所等

が提供する指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数を指 が提供する指定通所介護等 の利用者の数を指

定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者及び基準該当自立訓練 定通所介護等 の利用者及び基準該当自立訓練

（機能訓練）を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定 （機能訓練）を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定

通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とさ 通所介護事業所等 として必要とさ

れる数以上であること。 れる数以上であること。

(4) （略） (4) （略）

（病院等基準該当自立訓練（機能訓練）の基準）

第１３２条の２ 地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと等に
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より自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所

が行う自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この条にお

いて「病院等基準該当自立訓練（機能訓練）」という。）の事業を行う病院又は

診療所が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）の事業を行う事業所（次号において「

病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業所」という。）の専用の部屋等の面

積を病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数で除して得た面

積が、３平方メートル以上であること。

(2) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、管理者及び次のア又は

イに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める基準を満たす人員を配置

していること。

ア 利用者の数が１０以下の場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練（機能訓

練）の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職

員若しくは介護職員が１以上確保されていること。

イ 利用者の数が１０を超える場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練（機能

訓練）の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護

職員若しくは介護職員が、利用者の数を１０で除した数以上確保されている

こと。

(3) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者に対して適切なサービ

スを提供するため、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必

要な技術的支援を受けていること。

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第１３９条 （略） 第１３９条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 第３項第１号及び前項第１号から第３号までに掲げる費用については、指定障 ５ 第３項第１号及び前項第１号から第３号までに掲げる費用については、指定障

害福祉サービス基準第１７０条第５項の規定により厚生労働大臣が定めるところ 害福祉サービス基準第１７０条第５項の規定により主務大臣 が定めるところ

によるものとする。 によるものとする。

６・７ （略） ６・７ （略）

（利用者負担額に係る管理） （利用者負担額に係る管理）
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第１４０条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自 第１４０条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自

立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第１項に規定す 立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第１項に規定す

る厚生労働大臣が定める者に限る。）が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓練 る主務大臣 が定める者に限る。）が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓練

）事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受け ）事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受け

たときは、当該指定宿泊型自立訓練及び当該他の指定障害福祉サービス等に係る たときは、当該指定宿泊型自立訓練及び当該他の指定障害福祉サービス等に係る

利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自 利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自

立訓練（生活訓練）事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、 立訓練（生活訓練）事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、

当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福 当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福

祉サービス事業者等に通知しなければならない。 祉サービス事業者等に通知しなければならない。

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を ２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を

受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する厚生労 受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する主務大

働大臣が定める者を除く。）が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓練）事業者 臣 が定める者を除く。）が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓練）事業者

が提供する指定自立訓練（生活訓練）（指定宿泊型自立訓練を除く。）及び他の が提供する指定自立訓練（生活訓練）（指定宿泊型自立訓練を除く。）及び他の

指定障害福祉サービス等を受けた場合において、当該支給決定障害者の依頼を受 指定障害福祉サービス等を受けた場合において、当該支給決定障害者の依頼を受

けたときは、当該指定自立訓練（生活訓練）及び当該他の指定障害福祉サービス けたときは、当該指定自立訓練（生活訓練）及び当該他の指定障害福祉サービス

等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当 等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当

該指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告する 該指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告する

とともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した とともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した

指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

（準用） （準用）

第１４２条 第９条から第１８条まで、第２０条、第２３条、第２８条、第３３条 第１４２条 第９条から第１８条まで、第２０条、第２３条、第２８条、第３３条

の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１条まで、第６７条、 の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１条まで、第６７条、

第６９条から第７１条まで、第７５条、第８６条の２から第９３条まで、第１２ 第６９条から第７１条まで、第７５条、第８６条の２から第９３条まで、第１２

８条及び第１２９条の規定は、指定自立訓練（生活訓練）の事業について準用す ８条及び第１２９条の規定は、指定自立訓練（生活訓練）の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第１４２条に る。この場合において、第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第１４２条に

おいて準用する第９０条」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項から第３ おいて準用する第９０条」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項から第３

項まで」とあるのは「第１３９条第１項から第４項まで」と、第２３条第２項中 項まで」とあるのは「第１３９条第１項から第４項まで」と、第２３条第２項中

「第２１条第２項」とあるのは「第１３９条第２項」と、第５８条第１項中「次 「第２１条第２項」とあるのは「第１３９条第２項」と、第５８条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第１４２条において読み替えて準用する次条第１項」と、 条第１項」とあるのは「第１４２条において読み替えて準用する次条第１項」と、
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同項及び第５９条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」 「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」

と、同条第１０項 と、第５９条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、

中「６月」とあるのは「３月」と、第６０条第１項中「前条」とある 同条第９項中「６月」とあるのは「３月」と、第６０条 中「前条」とある

のは「第１４２条において読み替えて準用する前条」と、第９０条中「第９３条 のは「第１４２条において読み替えて準用する前条」と、第９０条中「第９３条

第１項」とあるのは「第１４２条において準用する第９３条第１項」と、第９３ 第１項」とあるのは「第１４２条において準用する第９３条第１項」と、第９３

条第１項中「前条」とあるのは「第１４２条において準用する前条」と読み替え 条第１項中「前条」とあるのは「第１４２条において準用する前条」と読み替え

るものとする。 るものとする。

（準用） （準用）

第１４２条の４ 第９条から第１８条まで、第２０条、第２３条、第２８条、第３ 第１４２条の４ 第９条から第１８条まで、第２０条、第２３条、第２８条、第３

３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５１条、第５８条から第６１条ま ３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５１条、第５８条から第６１条ま

で、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第８０条、第８６条の２ で、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第８０条、第８６条の２

から第９３条まで、第１２８条、第１２９条、第１３４条及び前節（第１４２条 から第９３条まで、第１２８条、第１２９条、第１３４条及び前節（第１４２条

を除く。）の規定は、共生型自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。こ を除く。）の規定は、共生型自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。こ

の場合において、第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第１４２条の４にお の場合において、第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第１４２条の４にお

いて準用する第９０条」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項から第３項 いて準用する第９０条」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項から第３項

まで」とあるのは「第１４２条の４において準用する第１３９条第１項から第４ まで」とあるのは「第１４２条の４において準用する第１３９条第１項から第４

項まで」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１４２条の４ 項まで」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１４２条の４

において準用する第１３９条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあ において準用する第１３９条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあ

るのは「第１４２条の４において読み替えて準用する次条第１項」と、同項及び るのは「第１４２条の４において読み替えて準用する次条第１項」と、

第５９条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同条 「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、第５

第１０項 ９条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同条第９

中「６月」とあるのは「３月」と、第６０条第１項中「前条」とあるのは「第 項中「６月」とあるのは「３月」と、第６０条 中「前条」とあるのは「第

１４２条の４において読み替えて準用する前条」と、第９０条中「第９３条第１ １４２条の４において読み替えて準用する前条」と、第９０条中「第９３条第１

項」とあるのは「第１４２条の４において準用する第９３条第１項」と、第９３ 項」とあるのは「第１４２条の４において準用する第９３条第１項」と、第９３

条第１項中「前条」とあるのは「第１４２条の４において準用する前条」と、第 条第１項中「前条」とあるのは「第１４２条の４において準用する前条」と、第

１４１条第２項第１号及び第３号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「 １４１条第２項第１号 中「次条」とあるのは「

第１４２条の４」と、同項第２号中「第１３８条第１項及び第２項」とあるのは 第１４２条の４」と、同項第２号中「第１３８条第１項及び第２項」とあるのは

「第１４２条の４において準用する第１３８条第１項及び第２項」と 「第１４２条の４において準用する第１３８条第１項及び第２項」と、同項第３

読み替える 号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１４２条の４」と読み替える
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ものとする。 ものとする。

（準用） （準用）

第１５６条 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２３条、第２８条、 第１５６条 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２３条、第２８条、

第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１条まで、第 第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１条まで、第

６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条、第８５条、第８６条、 ６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条、第８５条、第８６条、

第８７条から第９３条まで、第１２７条、第１２８条及び第１４０条の規定は、 第８７条から第９３条まで、第１２７条、第１２８条及び第１４０条の規定は、

指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中 指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中

「第３１条」とあるのは「第１５６条において準用する第９０条」と、第２０条 「第３１条」とあるのは「第１５６条において準用する第９０条」と、第２０条

第２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１５６条において準用する第１ 第２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１５６条において準用する第１

２７条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１５６ ２７条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１５６

条において準用する第１２７条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」と 条において準用する第１２７条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第１５６条において読み替えて準用する次条第１項」と、同項、第５ あるのは「第１５６条において読み替えて準用する次条第１項」と、

９条及び第７６条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計 「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計

画」と、第５９条第１０項 画」と、第５９条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条

中「６月」とあるのは「３月」と、第６０条第１項中「前条」とあるのは 第９項中「６月」とあるのは「３月」と、第６０条 中「前条」とあるのは

「第１５６条において読み替えて準用する前条」と、第７６条第２項第２号 「第１５６条において読み替えて準用する前条」と、第７６条第２項第１号中「

中「第５４条第 療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第２号中「第５４条第

１項」とあるのは「第１５６条において準用する第１９条第１項」と、同項第３ １項」とあるのは「第１５６条において準用する第１９条第１項」と、同項第３

号中「第６６条」とあるのは「第１５６条において準用する第８９条」と、同項 号中「第６６条」とあるのは「第１５６条において準用する第８９条」と、同項

第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１５６条」と、第９０条 第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１５６条」と、第９０条

中「第９３条第１項」とあるのは「第１５６条において準用する第９３条第１項 中「第９３条第１項」とあるのは「第１５６条において準用する第９３条第１項

」と、第９３条第１項中「前条」とあるのは「第１５６条において準用する前条 」と、第９３条第１項中「前条」とあるのは「第１５６条において準用する前条

」と、第１４０条第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及 」と、第１４０条第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及

び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第１項に規定する厚生労働大臣が定 び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第１項に規定する主務大臣 が定

める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（指定障害福祉サービス基準第 める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（指定障害福祉サービス基準第

１８４条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第１７０条の２ １８４条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第１７０条の２

第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」と、同条第２項中「支給 第１項に規定する主務大臣 が定める者に限る。）」と、同条第２項中「支給

決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１ 決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１

７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「 ７０条の２第２項に規定する主務大臣 が定める者を除く。）」とあるのは「
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支給決定障害者（指定障害福祉サービス基準第１８４条において読み替えて準用 支給決定障害者（指定障害福祉サービス基準第１８４条において読み替えて準用

する指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が する指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する主務大臣 が

定める者を除く。）」と読み替えるものとする。 定める者を除く。）」と読み替えるものとする。

（厚生労働大臣が定める事項の評価等） （主務大臣 が定める事項の評価等）

第１６９条の２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、指定就労継続支援Ａ型事業所ご 第１６９条の２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、指定就労継続支援Ａ型事業所ご

とに、おおむね１年に１回以上、利用者の労働時間その他の指定障害福祉サービ とに、おおむね１年に１回以上、利用者の労働時間その他の指定障害福祉サービ

ス基準第１９６条の３に規定する厚生労働大臣が定める事項について、同条に規 ス基準第１９６条の３に規定する主務大臣 が定める事項について、同条に規

定する厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインタ 定する主務大臣 が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインタ

ーネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 ーネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

（準用） （準用）

第１７０条 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２２条、第２３条、 第１７０条 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２２条、第２３条、

第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１ 第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１

条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条、第８７条 条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条、第８７条

から第８９条まで、第９１条から第９３条まで、第１２７条及び第１２８条の規 から第８９条まで、第９１条から第９３条まで、第１２７条及び第１２８条の規

定は、指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この場合において、第９ 定は、指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この場合において、第９

条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１６９条に規定する 条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１６９条に規定する

重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」とあるの 重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」とあるの

は「第１７０条において準用する第１２７条第１項」と、第２３条第２項中「第 は「第１７０条において準用する第１２７条第１項」と、第２３条第２項中「第

２１条第２項」とあるのは「第１７０条において準用する第１２７条第２項」と、 ２１条第２項」とあるのは「第１７０条において準用する第１２７条第２項」と、

第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７０条において読み替えて準 第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７０条において読み替えて準

用する次条第１項」と、同項、第５９条及び第７６条第２項第１号中「療養介護 用する次条第１項」と、 「療養介護

計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第６０条第１項 計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第５９条中「療養介護計画」と

中「前条」とあるのは「第１７ あるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第６０条中「前条」とあるのは「第１７

０条において読み替えて準用する前条」と、第７６条第２項第２号 ０条において読み替えて準用する前条」と、第７６条第２項第１号中「療養介護

中「第５４条第１項 計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中「第５４条第１項

」とあるのは「第１７０条において準用する第１９条第１項」と、同項第３号中 」とあるのは「第１７０条において準用する第１９条第１項」と、同項第３号中

「第６６条」とあるのは「第１７０条において準用する第８９条」と、同項第４ 「第６６条」とあるのは「第１７０条において準用する第８９条」と、同項第４

号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１７０条」と、第９３条第１ 号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１７０条」と、第９３条第１

項中「運営規程」とあるのは「第１６９条に規定する重要事項に関する規程」と、 項中
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「前条」とあるのは「第１７０条において準用する前条」と読み替えるものとす 「前条」とあるのは「第１７０条において準用する前条」と読み替えるものとす

る。 る。

（準用） （準用）

第１７５条 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２２条、第２３条、 第１７５条 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２２条、第２３条、

第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１ 第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１

条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条、第８５条、 条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条、第８５条、

第８７条から第９３条まで、第１２７条、第１２８条、第１６４条第６項及び第 第８７条から第９３条まで、第１２７条、第１２８条 及び第

１６５条から第１６７条までの規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事業について準 １６５条から第１６７条までの規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事業について準

用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第１７５ 用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第１７５

条において準用する第９０条」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」と 条において準用する第９０条」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」と

あるのは「第１７５条において準用する第１２７条第１項」と、第２３条第２項 あるのは「第１７５条において準用する第１２７条第１項」と、第２３条第２項

中「第２１条第２項」とあるのは「第１７５条において準用する第１２７条第２ 中「第２１条第２項」とあるのは「第１７５条において準用する第１２７条第２

項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７５条において読み 項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７５条において読み

替えて準用する次条第１項」と、同項、第５９条及び第７６条第２項第１号中「 替えて準用する次条第１項」と、 「

療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第６０条第１項 療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第５９条中「療養介護

中「前条」とあるのは 計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第６０条中「前条」とあるのは

「第１７５条において読み替えて準用する前条」と、第７６条第２項第２号 「第１７５条において読み替えて準用する前条」と、第７６条第２項第１号中「

中「第５４ 療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、同項第２号中「第５４

条第１項」とあるのは「第１７５条において準用する第１９条第１項」と、同項 条第１項」とあるのは「第１７５条において準用する第１９条第１項」と、同項

第３号中「第６６条」とあるのは「第１７５条において準用する第８９条」と、 第３号中「第６６条」とあるのは「第１７５条において準用する第８９条」と、

同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１７５条」と、第９ 同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１７５条」と、第９

０条中「第９３条第１項」とあるのは「第１７５条において準用する第９３条第 ０条中「第９３条第１項」とあるのは「第１７５条において準用する第９３条第

１項」と、第９３条第１項中「前条」とあるのは「第１７５条において準用する １項」と、第９３条第１項中「前条」とあるのは「第１７５条において準用する

前条」と、第１６４条第６項中「賃金及び第３項」とあるのは「第１７４条第１ 前条」と、第１６５条第１項

項」と、第１６５条第１項中「第１７０条」とあるのは「第１７５条」と、「就 中「第１７０条」とあるのは「第１７５条」と、「就

労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものと 労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものと

する。 する。

（準用） （準用）
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第１７９条 第９条から第１２条まで、第１４条から第１７条まで、第１９条、第 第１７９条 第９条から第１２条まで、第１４条から第１７条まで、第１９条、第

２０条、第２３条（第１項を除く。）、第２８条、第３３条の２、第３５条の２ ２０条、第２３条（第１項を除く。）、第２８条、第３３条の２、第３５条の２

から第４１条まで、第５１条、第５８条から第６１条まで、第６９条、第７１条、 から第４１条まで、第５１条、第５８条から第６１条まで、第６９条、第７１条、

第７５条、第７６条、第８５条、第８８条、第８９条、第９１条から第９３条ま 第７５条、第７６条、第８５条、第８８条、第８９条、第９１条から第９３条ま

で、第１２７条（第１項を除く。）、第１２８条、第１６４条第６項、第１６５ で、第１２７条（第１項を除く。）、第１２８条 、第１６５

条から第１６７条まで及び第１７１条の規定は、基準該当就労継続支援Ｂ型の事 条から第１６７条まで及び第１７１条の規定は、基準該当就労継続支援Ｂ型の事

業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する 業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する

運営規程」とあるのは「第１７７条に規定する重要事項に関する規程」と、第２ 運営規程」とあるのは「第１７７条に規定する重要事項に関する規程」と、第２

０条第２項ただし書中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第１７９条に ０条第２項ただし書中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第１７９条に

おいて準用する第１２７条第２項及び第３項」と、第２３条第２項中「第２１条 おいて準用する第１２７条第２項及び第３項」と、第２３条第２項中「第２１条

第２項」とあるのは「第１７９条において準用する第１２７条第２項」と、第５ 第２項」とあるのは「第１７９条において準用する第１２７条第２項」と、第５

８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７９条において読み替えて準用す ８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７９条において読み替えて準用す

る次条第１項」と、同項、第５９条及び第７６条第２項第１号中「療養介護計画 る次条第１項」と、 「療養介護計画

」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第６０条第１項 」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第５９条中「療養介護計画

中「前条」とある 」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第６０条中「前条」とある

のは「第１７９条において読み替えて準用する前条」と、第７６条第２項第２号 のは「第１７９条において読み替えて準用する前条」と、第７６条第２項第１号

中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、同項第２

中「第５４条第１項」とあるのは「第１７９条において準用する第１９条第１ 号中「第５４条第１項」とあるのは「第１７９条において準用する第１９条第１

項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１７９条において準用する第 項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１７９条において準用する第

８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１７９ ８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１７９

条」と、第９３条第１項中「運営規程」とあるのは「第１７７条に規定する重要 条」と、第９３条第１項中

事項に関する規程」と、「前条」とあるのは「第１７９条において準用する前条 「前条」とあるのは「第１７９条において準用する前条

」と、第１２７条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第５項中「第 」と、第１２７条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第５項中「第

１項から第３項まで」とあるのは「第２項及び第３項」と、第１６４条第６項中 １項から第３項まで」とあるのは「第２項及び第３項」と、第１６５条第１項

「賃金及び第３項」とあるのは「第１７８条第１項」と、第１６５条第１項中「 中「

第１７０条」とあるのは「第１７９条」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあるの 第１７０条」とあるのは「第１７９条」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあるの

は「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 は「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務）

第１７９条の６ （略） 第１７９条の６ （略）
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２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を

原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、利

用者への意思決定の支援が適切に行われるよう努めなければならない。

（実施主体） （実施主体）

第１７９条の７ 指定就労定着支援事業者は、生活介護等に係る指定障害福祉サー 第１７９条の７ 指定就労定着支援事業者は、過去３年間において平均１人以上、

ビス事業者であって過去３年以内に当該事業者の事業所の３人以上の利用者が新 通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護等に係る指定障害福祉サ

たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センターでなけれ ービス事業者 でなけれ

ばならない。 ばならない。

（準用） （準用）

第１７９条の１２ 第９条から第２３条まで、第２９条、第３３条から第３５条ま 第１７９条の１２ 第９条から第２３条まで、第２９条、第３３条から第３５条ま

で、第３６条から第４１条まで、第５８条、第５９条、第６１条及び第６７条の で、第３６条から第４１条まで、第５８条、第５９条、第６１条及び第６７条の

規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、第９条 規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、第９条

第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１７９条の１０に規定 第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１７９条の１０に規定

する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」とあ する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」とあ

るのは「第１７９条の１２において準用する次条第１項」と、第２３条第２項中 るのは「第１７９条の１２において準用する次条第１項」と、第２３条第２項中

「第２１条第２項」とあるのは「第１７９条の１２において準用する第２１条第 「第２１条第２項」とあるのは「第１７９条の１２において準用する第２１条第

２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７９条の１２にお ２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７９条の１２にお

いて読み替えて準用する次条第１項」と、同項及び第５９条中「療養介護計画」 いて読み替えて準用する次条第１項」と、「療養介護計画 」

とあるのは「就労定着支援計画」と とあるのは「就労定着支援計画」と、第５９条中「療養介護計画」とあるのは「

読み替えるものとする。 就労定着支援計画」と読み替えるものとする。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第１７９条の１４ 指定自立生活援助の事業を行う者（以下「指定自立生活援助事 第１７９条の１４ 指定自立生活援助の事業を行う者（以下「指定自立生活援助事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立生活援助事業所」と 業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立生活援助事業所」と

いう。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 いう。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに、次のア又はイに掲げ (2) サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに、次のア又はイに掲げ

る場合の 区分に応じ、当該ア又はイに定める数 る利用者の数の区分に応じ、当該ア又はイに定める数

ア サービス管理責任者が常勤である場合 次の(ｱ) 又は(ｲ) に掲げる利用者 ア 利用者の数が３０以下 １以上
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の数の区分に応じ、当該(ｱ) 又は(ｲ) に定める数

(ｱ) 利用者の数が６０以下 １以上

(ｲ) 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて６０又はその

端数を増すごとに１を加えて得た数以上

イ アに掲げる場合以外の場合 次の(ｱ) 又は(ｲ) に掲げる利用者の数の区分 イ 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数が３０を超えて３０又はその端

に応じ、当該(ｱ) 又は(ｲ) に定める数 数を増すごとに１を加えて得た数以上

(ｱ) 利用者の数が３０以下 １以上

(ｲ) 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数が３０を超えて３０又はその

端数を増すごとに１を加えて得た数以上

２ （略） ２ （略）

３ 指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業者（障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及

び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２７号。以下この条において「

指定地域相談支援基準」という。）第２条第３項に規定する指定地域移行支援事

業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域

移行支援（指定地域相談支援基準第１条第１１号に規定する指定地域移行支援を

いう。）の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、

指定地域相談支援基準第３条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門

員（同条第２項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。）を第１項第２号

の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。

４ 指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業者（指定地域相談支援基準第

３９条第３項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。）の指定を併せて受け、

かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域定着支援（指定地域相談支援基準第１

条第１２号に規定する指定地域定着支援をいう。）の事業とを同一の事業所にお

いて一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第４０条にお

いて準用する指定地域相談支援基準第３条の規定により当該事業所に配置された

相談支援専門員を第１項第２号の規定により置くべきサービス管理責任者とみな

すことができる。

５・６ （略） ３・４ （略）
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（実施主体）

第１７９条の１７ 削除 第１７９条の１７ 指定自立生活援助事業者は、指定障害福祉サービス事業者（居

宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、施行規則第２５条第７号に規定す

る宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を行う者に限る。）、指定障害者支援

施設又は指定相談支援事業者（法第５１条の２２第１項に規定する指定相談支援

事業者をいう。）でなければならない。

（定期的な訪問等による支援） （定期的な訪問 による支援）

第１７９条の１８ 指定自立生活援助事業者は、定期的に 利用者の 第１７９条の１８ 指定自立生活援助事業者は、おおむね週に１回以上、利用者の

居宅を訪問することにより、又はテレビ電話装置等を活用して、当該利用者の心 居宅を訪問することにより 、当該利用者の心

身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要 身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要

な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等 な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等

との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営 との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営

むために必要な援助を行わなければならない。 むために必要な援助を行わなければならない。

（準用） （準用）

第１７９条の２０ 第９条から第２３条まで、第２９条、第３３条から第３５条ま 第１７９条の２０ 第９条から第２３条まで、第２９条、第３３条から第３５条ま

で、第３６条から第４１条まで、第５８条、第５９条、第６１条、第６７条、第 で、第３６条から第４１条まで、第５８条、第５９条、第６１条、第６７条、第

１７９条の６、第１７９条の１０及び第１７９条の１１の規定は、指定自立生活 １７９条の６、第１７９条の１０及び第１７９条の１１の規定は、指定自立生活

援助の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に 援助の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に

規定する運営規程」とあるのは「第１７９条の２０において準用する第１７９条 規定する運営規程」とあるのは「第１７９条の２０において準用する第１７９条

の１０に規定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条 の１０に規定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条

第１項」とあるのは「第１７９条の２０において準用する次条第１項」と、第２ 第１項」とあるのは「第１７９条の２０において準用する次条第１項」と、第２

３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１７９条の２０において準用す ３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１７９条の２０において準用す

る第２１条第２項」と、第３５条第１項中「運営規程」とあるのは「第１７９条 る第２１条第２項」と、第５８条第１項

の２０において準用する第１７９条の１０に規定する重要事項に関する規程」と、

第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７９条の２０において読み替 中「次条第１項」とあるのは「第１７９条の２０において読み替

えて準用する次条第１項」と、同項及び第５９条中「療養介護計画」とあるのは えて準用する次条第１項」と、「療養介護計画 」とあるのは

「自立生活援助計画」と、同条第１０項 「自立生活援助計画」と、第５９条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援

中「６月」とあるのは「３月」と、第１７９条の６第１ 助計画」と、同条第９項中「６月」とあるのは「３月」と、第１７９条の６中

項中「第１７９条の１２」とあるのは「第１７９条の２０」と、第１７９条の１ 「第１７９条の１２」とあるのは「第１７９条の２０」と、第１７９条の１
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１第２項 中「次条」とあるのは「第１７９条の２０」と、同項第１号中「 １第２項第１号中「次条」とあるのは「第１７９条の２０」と、「就労定着支援

就労定着支援計画」とあるのは「自立生活援助計画」と 計画 」とあるのは「自立生活援助計画」と、同項第２号から第５号

読み替えるものとする。 までの規定中「次条」とあるのは「第１７９条の２０」と読み替えるものとする。

第１４章 （略） 第１４章 （略）

第１節 （略） 第１節 （略）

第１８０条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定共同生活援助 第１８０条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定共同生活援助

」という。）の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社 」という。）の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置 会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置

かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事 かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事

の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行い、又はこれに併せて、 の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行う

居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき当該日常生活へ

の移行及び移行後の定着に関する相談、住居の確保に係る援助その他居宅におけ

る自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に

行うものでなければならない。 ものでなければならない。

第２節 （略） 第２節 （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第１８１条 指定共同生活援助の事業を行う者（以下「指定共同生活援助事業者」 第１８１条 指定共同生活援助の事業を行う者（以下「指定共同生活援助事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定共同生活援助事業所」という。 という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定共同生活援助事業所」という。

）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 ）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のアから (2) 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のアから

エまでに掲げる数の合計数以上 エまでに掲げる数の合計数以上

ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命 ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省

令（平成２６年厚生労働省令第５号。以下この章並びに附則第２３項及び第 令（平成２６年厚生労働省令第５号。以下この章並びに附則第２３項及び第

２４項において「区分命令」という。）第１条第４号に規定する区分３に該 ２４項において「区分省令」という。）第１条第４号に規定する区分３に該

当する利用者の数を９で除した数 当する利用者の数を９で除した数

イ 区分命令第１条第５号に規定する区分４に該当する利用者の数を６で除し イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に該当する利用者の数を６で除し

た数 た数

ウ 区分命令第１条第６号に規定する区分５に該当する利用者の数を４で除し ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に該当する利用者の数を４で除し

た数 た数

-30-



エ 区分命令第１条第７号に規定する区分６に該当する利用者の数を２．５で エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に該当する利用者の数を２．５で

除した数 除した数

(3) （略） (3) （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（入退居） （入退居）

第１８４条 （略） 第１８４条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上 ３ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上

で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行い、又は で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を

これに併せて居宅における自立した日常生活への移行後の定着に必要な援助を行 行

わなければならない。 わなければならない。

４ （略） ４ （略）

（指定共同生活援助の取扱方針） （指定共同生活援助の取扱方針）

第１８７条 （略） 第１８７条 （略）

２ 指定共同生活援助事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

３～５ （略） ２～４ （略）

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務）

第１８８条 （略） 第１８８条 （略）

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を

原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、利

用者への意思決定の支援が適切に行われるよう努めなければならない。

（地域との連携等）

第１８８条の２ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たって

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流

を図らなければならない。

２ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者及

びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市
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の担当者等により構成される協議会（以下この条及び第１９６条の１０において

「地域連携推進会議」という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携

推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助

言等を聴く機会を設けなければならない。

３ 地域連携推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

４ 指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね１年に

１回以上、当該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する

機会を設けなければならない。

５ 指定共同生活援助事業者は、第２項に規定する報告、要望、助言等についての

記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

６ 第２項から前項までの規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共

同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこ

れに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第１９５条 （略） 第１９５条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定共同生活援助事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指

定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新

興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規

定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。

）が発生した場合等における対応を取り決めるように努めなければならない。

４ 指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場

合には、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症が発生した場合等に

おける対応について協議を行わなければならない。

（準用） （準用）

第１９６条 第９条、第１１条、第１２条、第１４条から第１７条まで、第２０条、 第１９６条 第９条、第１１条、第１２条、第１４条から第１７条まで、第２０条、

第２３条、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５４条、 第２３条、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５４条、

第５９条、第６１条、第６７条、第７１条 、第７６条、第８９条、第 第５９条、第６１条、第６７条、第７１条、第７５条、第７６条、第８９条、第
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９１条、第９３条及び第１４０条の規定は、指定共同生活援助の事業について準 ９１条、第９３条及び第１４０条の規定は、指定共同生活援助の事業について準

用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」と 用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」と

あるのは「第１９１条に規定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項た あるのは「第１９１条に規定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項た

だし書中「次条第１項」とあるのは「第１８６条第１項」と、第２３条第２項中 だし書中「次条第１項」とあるのは「第１８６条第１項」と、第２３条第２項中

「第２１条第２項」とあるのは「第１８６条第２項」と、第５９条及び第７６条 「第２１条第２項」とあるのは「第１８６条第２項」と、第５９条及び第７６条

第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第２ 第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第２

号中「第５４条第１項」とあるのは「第１９６条において準用する第５４条第１ 号中「第５４条第１項」とあるのは「第１９６条において準用する第５４条第１

項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１９６条において準用する第 項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１９６条において準用する第

８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１９６ ８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１９６

条」と、第９３条第１項中「運営規程」とあるのは「第１９１条に規定する重要 条」と、第９３条第１項中「前条

事項に関する規程」と、「前条の協力医療機関」とあるのは「第１９５条第１項 の協力医療機関」とあるのは「第１９５条第１項

の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１４０条第１項中「 の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１４０条第１項中「

支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準 支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準

第１７０条の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるの 第１７０条の２第１項に規定する主務大臣 が定める者に限る。）」とあるの

は「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。 は「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。

）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指 ）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指

定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定める 定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する主務大臣 が定める

者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援 者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援

助を受けている者に限る。）」と読み替えるものとする。 助を受けている者に限る。）」と読み替えるものとする。

第５節 （略） 第５節 （略）

第１款 （略） 第１款 （略）

（この節の趣旨） （この節の趣旨）

第１９６条の２ 第１節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支援型指 第１９６条の２ 第１節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支援型指

定共同生活援助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定 定共同生活援助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定

共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援 共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援

体制を確保した上で行われる相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日 体制を確保した上で行われる入浴、排せつ、 食事の介護その他の日

常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移 常生活上の援助を

行及び移行後の定着に必要な援助をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「 いう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。）の基本方針並びに人員、 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。）の基本方針並びに人員、

設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。 設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
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（基本方針） （基本方針）

第１９６条の３ 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制 第１９６条の３ 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制

を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との

交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者 交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者

の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居におい の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居におい

て相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに て相談、入浴、排せつ又は食事 の介護その他の日常生活上の援助を

併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要

な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第２款 （略） 第２款 （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第１９６条の４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業を行う事 第１９６条の４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業を行う事

業所（以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。）に置くべ 業所（以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は、次のとおりとする。 き従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援 (2) 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援

型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型 型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型

指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる

数の合計数以上 数の合計数以上

ア 区分命令第１条第４号に規定する区分３に該当する利用者の数を９で除し ア 区分省令第１条第４号に規定する区分３に該当する利用者の数を９で除し

た数 た数

イ 区分命令第１条第５号に規定する区分４に該当する利用者の数を６で除し イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に該当する利用者の数を６で除し

た数 た数

ウ 区分命令第１条第６号に規定する区分５に該当する利用者の数を４で除し ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に該当する利用者の数を４で除し

た数 た数

エ 区分命令第１条第７号に規定する区分６に該当する利用者の数を２．５で エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に該当する利用者の数を２．５で

除した数 除した数

(3) （略） (3) （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

（地域との連携等） （協議の場の設置等）
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第１９６条の１０ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス 第１９６条の１０

支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等

との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同

生活援助の提供に当たっては、地域連携推進会議を開催し、おおむね１年に１回

以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、

必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

３ 地域連携推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほ

か、おおむね１年に１回以上、当該地域連携推進会議の構成員が日中サービス支

援型指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。

５ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、第２項に規定する報告、要望、

助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

６ 第２項から前項までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が

その提供する日中サービス支援型指定共同生活援助の質に係る外部の者による評

価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるもの

（次項に規定するものを除く。）を講じている場合には、適用しない。

７ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同

、法第８９条の３第１項に規定する協議会その他市 生活援助の提供に当たっては、法第８９条の３第１項に規定する協議会その他市

長がこれに準ずるものとして特に認めるもの（以下「協議会等」という。）に対 長がこれに準ずるものとして特に認めるもの（以下「協議会等」という。）に対

して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況及び第２項 して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等

に規定する報告、要望、助言等の内容又は前項の評価の結果等を報告し、協議会 を報告し、協議会

等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を 等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を

設けなければならない。 設けなければならない。

８ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項に規定する協議会等にお ２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項に規定する

ける報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。 報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。

（準用） （準用）

第１９６条の１１ 第９条、第１１条、第１２条、第１４条から第１７条まで、第 第１９６条の１１ 第９条、第１１条、第１２条、第１４条から第１７条まで、第

２０条、第２３条、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、 ２０条、第２３条、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、

第５４条、第５９条、第６１条、第６７条、第７１条 、第７６条、第 第５４条、第５９条、第６１条、第６７条、第７１条、第７５条、第７６条、第
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８９条、第９１条、第９３条、第１４０条、第１８４条から第１８８条まで及び ８９条、第９１条、第９３条、第１４０条、第１８４条から第１８８条まで及び

第１９１条から第１９５条までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助 第１９１条から第１９５条までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助

の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定 の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定

する運営規程」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第１９１条に規 する運営規程」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第１９１条に規

定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」と 定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」と

あるのは「第１９６条の１１において準用する第１８６条第１項」と、第２３条 あるのは「第１９６条の１１において準用する第１８６条第１項」と、第２３条

第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第 第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第

１８６条第２項」と、第５９条及び第７６条第２項第１号中「療養介護計画」と １８６条第２項」と、第５９条及び第７６条第２項第１号中「療養介護計画」と

あるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５４条 あるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５４条

第１項」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第５４条第１項」と、 第１項」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第５４条第１項」と、

同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第８ 同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第８

９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１９６条 ９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１９６条

の１１」と、第９３条第１項中「運営規程」とあるのは「第１９６条の１１にお の１１」と、第９３条第１項中「前条

いて準用する第１９１条に規定する重要事項に関する規程」と、「前条の協力医 の協力医

療機関」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第１９５条第１項の協 療機関」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第１９５条第１項の協

力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１４０条第１項中「支給 力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１４０条第１項中「支給

決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１ 決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１

７０条の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「 ７０条の２第１項に規定する主務大臣 が定める者に限る。）」とあるのは「

支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受け 支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受け

ている者を除く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練 ている者を除く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練

を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する厚生 を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する主務

労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的 大臣 が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的

な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と、第１８ な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と、第１８

７条第１項及び第１８８条第１項中「第１９６条」とあるのは「第１９６条の１ ７条第１項及び第１８８条中 「第１９６条」とあるのは「第１９６条の１

１」と読み替えるものとする。 １」と読み替えるものとする。

第６節 （略） 第６節 （略）

第１款 （略） 第１款 （略）

（この節の趣旨） （この節の趣旨）

第１９７条 第１節から第４節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定 第１９７条 第１節から第４節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定

共同生活援助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共 共同生活援助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共
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同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画 同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画

（第２０７条において読み替えて準用する第５９条第１項に規定する外部サービ （第２０７条において読み替えて準用する第５９条第１項に規定する外部サービ

ス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。）の作成、相談その他の日常生活 ス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。）の作成、相談その他の日常生活

上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び 上の援助

移行後の定着に必要な援助（第１９９条第１項において「基本サービス」という。 （第１９９条第１項において「基本サービス」という。

）及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅 ）及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅

介護事業者（以下「受託居宅介護サービス事業者」という。）により、当該外部 介護事業者（以下「受託居宅介護サービス事業者」という。）により、当該外部

サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ又は食事の介護 サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ又は食事の介護

その他の日常生活上の援助（以下「受託居宅介護サービス」という。）という。 その他の日常生活上の援助（以下「受託居宅介護サービス」という。）という。

以下同じ。）の事業を行うものの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基 以下同じ。）の事業を行うものの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基

準については、この節に定めるところによる。 準については、この節に定めるところによる。

（基本方針） （基本方針）

第１９８条 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型 第１９８条 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型

共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サ 共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サ

ービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自 ービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自

立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精 立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精

神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、 神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、

排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる 排せつ又は食事 の介護その他の日常生活上の援助を

居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切か 適切か

つ効果的に行うものでなければならない。 つ効果的に行うものでなければならない。

（準用） （準用）

第２０７条 第１１条、第１２条、第１４条から第１７条まで、第２０条、第２３ 第２０７条 第１１条、第１２条、第１４条から第１７条まで、第２０条、第２３

条、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５４条、第５ 条、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５４条、第５

９条、第６１条、第６７条、第７１条 、第７６条、第８９条、第９１ ９条、第６１条、第６７条、第７１条、第７５条、第７６条、第８９条、第９１

条、第９３条、第１４０条、第１８４条から第１９０条まで及び第１９３条から 条、第９３条、第１４０条、第１８４条から第１９０条まで及び第１９３条から

第１９５条までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について 第１９５条までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について

準用する。この場合において、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」とある 準用する。この場合において、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」とある

のは「第２０７条において準用する第１８６条第１項」と、第２３条第２項中「 のは「第２０７条において準用する第１８６条第１項」と、第２３条第２項中「

第２１条第２項」とあるのは「第２０７条において準用する第１８６条第２項」 第２１条第２項」とあるのは「第２０７条において準用する第１８６条第２項」
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と、第５９条及び第７６条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「外部サ と、第５９条及び第７６条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「外部サ

ービス利用型共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５４条第１項」とあるの ービス利用型共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５４条第１項」とあるの

は「第２０７条において準用する第５４条第１項」と、同項第３号中「第６６条 は「第２０７条において準用する第５４条第１項」と、同項第３号中「第６６条

」とあるのは「第２０７条において準用する第８９条」と、同項第４号から第６ 」とあるのは「第２０７条において準用する第８９条」と、同項第４号から第６

号までの規定中「次条」とあるのは「第２０７条」と、第９３条第１項中「運営 号までの規定中「次条」とあるのは「第２０７条」と、第９３条第１項中「前条

規程」とあるのは「第２０４条に規定する重要事項に関する規程」と、「前条の の

協力医療機関」とあるのは「第２０７条において準用する第１９５条第１項の協 協力医療機関」とあるのは「第２０７条において準用する第１９５条第１項の協

力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１４０条第１項中「支給 力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１４０条第１項中「支給

決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１ 決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１

７０条の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「 ７０条の２第１項に規定する主務大臣 が定める者に限る。）」とあるのは「

支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受け 支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受け

ている者を除く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練 ている者を除く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練

を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する厚生 を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する主務

労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的 大臣 が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的

な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と、第１８ な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と、第１８

７条第１項中「第１９６条において読み替えて準用する第５９条第１項に規定す ７条第１項中「第１９６条において読み替えて準用する第５９条第１項に規定す

る共同生活援助計画（以下「共同生活援助計画」という。）」とあるのは「外部 る共同生活援助計画（以下「共同生活援助計画」という。）」とあるのは「外部

サービス利用型共同生活援助計画」と、同条第３項中「共同生活援助計画」とあ サービス利用型共同生活援助計画」と、同条第２項中「共同生活援助計画」とあ

るのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第１８８条第１項中「第１ るのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第１８８条 中「第１

９６条」とあるのは「第２０７条」と、第１８９条第３項中「当該指定共同生活 ９６条」とあるのは「第２０７条」と、第１８９条第３項中「当該指定共同生活

援助事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事 援助事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事

業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。 業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。

第１５章 （略） 第１５章 （略）

（従業者の員数等に関する特例） （従業者の員数等に関する特例）

第２０８条 多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業 第２０８条 多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業

所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続 所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続

支援Ａ型事業所及び指定就労継続支援Ｂ型事業所（指定就労継続支援Ｂ型事業者 支援Ａ型事業所及び指定就労継続支援Ｂ型事業所（指定就労継続支援Ｂ型事業者

が指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。）並びに指定児童発達支援 が指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。）並びに指定児童発達支援

事業所 事業所、指定医療型児童発達支援事業所（指定通所支援等基準条例第６７条第１

及び 項に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。次項において同じ。）及び

-38-



指定放課後等デイサービス事業所（以下これらを「多機能型事業所」という。） 指定放課後等デイサービス事業所（以下これらを「多機能型事業所」という。）

は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が２０人未満である は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が２０人未満である

場合は、第７９条第６項、第１２４条第６項及び第７項、第１３５条第６項、第 場合は、第７９条第６項、第１２４条第６項及び第７項、第１３５条第６項、第

１４７条第４項並びに第１５８条第４項（第１７２条において準用する場合を含 １４７条第４項並びに第１５８条第４項（第１７２条において準用する場合を含

む。）の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者（医師及びサ む。）の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者（医師及びサ

ービス管理責任者を除く。）のうち、１人以上の者を常勤でなければならないと ービス管理責任者を除く。）のうち、１人以上の者を常勤でなければならないと

することができる。 することができる。

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所 及 ２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及

び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。 び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。

以下この条において同じ。）は、第７９条第１項第３号及び第７項、第１２４条 以下この条において同じ。）は、第７９条第１項第３号及び第７項、第１２４条

第１項第２号及び第８項、第１３５条第１項第３号及び第７項、第１４７条第１ 第１項第２号及び第８項、第１３５条第１項第３号及び第７項、第１４７条第１

項第３号及び第５項並びに第１５８条第１項第２号及び第５項（これらの規定を 項第３号及び第５項並びに第１５８条第１項第２号及び第５項（これらの規定を

第１７２条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的に事業 第１７２条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的に事業

を行う多機能型事業所のうち指定障害福祉サービス基準第２１５条第２項に規定 を行う多機能型事業所のうち指定障害福祉サービス基準第２１５条第２項に規定

する厚生労働大臣が定める多機能型事業所を１の事業所であるとみなして、当該 する主務大臣 が定める多機能型事業所を１の事業所であるとみなして、当該

１の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号 １の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号

に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定め に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定め

る数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、 る数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、

１人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 １人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

（離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準） （離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準）

第２１０条 指定障害福祉サービス基準第２１９条に規定する厚生労働大臣が定め 第２１０条 指定障害福祉サービス基準第２１９条に規定する主務大臣 が定め

る離島その他の地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長 る離島その他の地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長

が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害 が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害

福祉サービスを利用することが困難なものにおける生活介護に係る基準該当障害 福祉サービスを利用することが困難なものにおける生活介護に係る基準該当障害

福祉サービス（以下この章において「特定基準該当生活介護」という。）、自立 福祉サービス（以下この章において「特定基準該当生活介護」という。）、自立

訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定 訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定

基準該当自立訓練（機能訓練）」という。）、自立訓練（生活訓練）（宿泊型自 基準該当自立訓練（機能訓練）」という。）、自立訓練（生活訓練）（宿泊型自

立訓練を除く。）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定 立訓練を除く。）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定

-39-



基準該当自立訓練（生活訓練）」という。）又は就労継続支援Ｂ型に係る基準該 基準該当自立訓練（生活訓練）」という。）又は就労継続支援Ｂ型に係る基準該

当障害福祉サービス（以下この章において「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」と 当障害福祉サービス（以下この章において「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」と

いう。）（以下これらを「特定基準該当障害福祉サービス」という。）の事業の いう。）（以下これらを「特定基準該当障害福祉サービス」という。）の事業の

うち２以上の事業を一体的に行う事業者（以下「特定基準該当障害福祉サービス うち２以上の事業を一体的に行う事業者（以下「特定基準該当障害福祉サービス

事業者」という。）が当該特定基準該当障害福祉サービスの事業に関して満たす 事業者」という。）が当該特定基準該当障害福祉サービスの事業に関して満たす

べき基準は、次条から第２１４条までに定めるところによる。 べき基準は、次条から第２１４条までに定めるところによる。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第２１１条 特定基準該当障害福祉サービス事業者が特定基準該当障害福祉サービ 第２１１条 特定基準該当障害福祉サービス事業者が特定基準該当障害福祉サービ

スを行う事業所（以下この章において「特定基準該当障害福祉サービス事業所」 スを行う事業所（以下この章において「特定基準該当障害福祉サービス事業所」

という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １以上（特定基準該当生活介護を (3) 理学療法士又は作業療法士 １以上（特定基準該当生活介護を

提供する事業所における利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退 提供する事業所における利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退

を防止するための訓練又は特定基準該当自立訓練（機能訓練）を提供する事業 を防止するための訓練又は特定基準該当自立訓練（機能訓練）を提供する事業

所に限る。） 所に限る。）

(4) ～(6) （略） (4) ～(6) （略）

２ 前項第３号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な ２ 前項第３号の理学療法士又は作業療法士 を確保することが困難な

特定基準該当障害福祉サービス事業所（特定基準該当自立訓練（機能訓練）を提 特定基準該当障害福祉サービス事業所（特定基準該当自立訓練（機能訓練）を提

供する事業所を除く。）は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機 供する事業所を除く。）は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練 能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練

指導員として置くことができる。 指導員として置くことができる。

３・４ （略） ３・４ （略）

（管理者） （管理者）

第２１２条 特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サー 第２１２条 特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サー

ビス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただ ビス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただ

し、当該管理者は、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場 し、当該管理者は、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場

合は、当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務に従事し、又は当該 合は、当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務に

特定基準該当障害福祉サービス事業所以外の事業所、施設等の職務に従事するこ 従事するこ

とができるものとする。 とができるものとする。
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（準用） （準用）

第２１４条 第９条から第１２条まで、第１４条から第１７条まで、第１９条、第 第２１４条 第９条から第１２条まで、第１４条から第１７条まで、第１９条、第

２０条、第２３条第２項、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条 ２０条、第２３条第２項、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条

まで、第５８条から第６１条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７ まで、第５８条から第６１条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７

５条、第７６条、第８２条、第８７条から第８９条まで、第９０条（第１０号を ５条、第７６条、第８２条、第８７条から第８９条まで、第９０条（第１０号を

除く。）及び第９１条から第９３条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービ 除く。）及び第９１条から第９３条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービ

スの事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条」と スの事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条」と

あるのは「第２１４条第１項において準用する第９０条」と、第１５条中「介護 あるのは「第２１４条第１項において準用する第９０条」と、第１５条中「介護

給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第２０条第２ 給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第２０条第２

項ただし書中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第２１４条第２項にお 項ただし書中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第２１４条第２項にお

いて準用する第８３条第２項及び第３項、第２１４条第３項及び第５項において いて準用する第８３条第２項及び第３項、第２１４条第３項及び第５項において

準用する第１２７条第２項及び第３項並びに第２１４条第４項において準用する 準用する第１２７条第２項及び第３項並びに第２１４条第４項において準用する

第１３９条第２項及び第３項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とある 第１３９条第２項及び第３項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とある

のは「第２１４条第２項において準用する第８３条第２項、第２１４条第３項及 のは「第２１４条第２項において準用する第８３条第２項、第２１４条第３項及

び第５項において準用する第１２７条第２項並びに第２１４条第４項において準 び第５項において準用する第１２７条第２項並びに第２１４条第４項において準

用する第１３９条第２項」と、第３６条第３項中「指定居宅介護事業者等」とあ 用する第１３９条第２項」と、第３６条第３項中「指定居宅介護事業者等」とあ

るのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第４１条中「指定居宅介護事業 るのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第４１条中「指定居宅介護事業

所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の 所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の

会計を」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、 会計を」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、

その会計を」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第２１４条第１ その会計を」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第２１４条第１

項において読み替えて準用する次条第１項」と、同項、第５９条及び第７６条第 項において読み替えて準用する次条第１項」と、

２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画 「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画

」と、第５９条第１０項 」と、第５９条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス

中「６月」とあるのは「６月（特定基準該当障害福祉サー 計画」と、同条第９項中「６月」とあるのは「６月（特定基準該当障害福祉サー

ビス計画のうち特定基準該当自立訓練（機能訓練）に係る計画又は特定基準該当 ビス計画のうち特定基準該当自立訓練（機能訓練）に係る計画又は特定基準該当

自立訓練（生活訓練）に係る計画にあっては、３月）」と、第６０条第１項中「 自立訓練（生活訓練）に係る計画にあっては、３月）」と、第６０条 中「

前条」とあるのは「第２１４条第１項において読み替えて準用する前条」と、第 前条」とあるのは「第２１４条第１項において読み替えて準用する前条」と、第

７６条第２項第２号 ７６条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サー

中「第５４条第１項」とあるのは「第２１４条第１項 ビス計画」と、同項第２号中「第５４条第１項」とあるのは「第２１４条第１項

において準用する第１９条第１項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「 において準用する第１９条第１項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「
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第２１４条第１項において準用する第８９条」と、同項第４号から第６号までの 第２１４条第１項において準用する第８９条」と、同項第４号から第６号までの

規定中「次条」とあるのは「第２１４条第１項」と、第８９条第２号中「介護給 規定中「次条」とあるのは「第２１４条第１項」と、第８９条第２号中「介護給

付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」 付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」

と、第９０条中「第９３条第１項」とあるのは「第２１４条第１項において準用 と、第９０条中「第９３条第１項」とあるのは「第２１４条第１項において準用

する第９３条第１項」と、第９３条第１項中「前条」とあるのは「第２１４条第 する第９３条第１項」と、第９３条第１項中「前条」とあるのは「第２１４条第

１項において準用する前条」と読み替えるものとする。 １項において準用する前条」と読み替えるものとする。

２～５ （略） ２～５ （略）

第１７章 （略） 第１７章 （略）

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第２１５条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他こ 第２１５条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄 れらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄

本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができ 本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行 る情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行

うことが規定され、又は想定されるもの（第１０条第１項（第４３条第１項及び うことが規定され、又は想定されるもの（第１０条第１項（第４３条第１項及び

第２項、第４３条の４、第４８条第１項及び第２項、第９４条、第９４条の５、 第２項、第４３条の４、第４８条第１項及び第２項、第９４条、第９４条の５、

第１２２条、第１３０条、第１３０条の５、第１４２条、第１４２条の４、第１ 第１２２条、第１３０条、第１３０条の４、第１４２条、第１４２条の４、第１

５６条、第１７０条、第１７５条、第１７９条、第１７９条の１２、第１７９条 ５６条、第１７０条、第１７５条、第１７９条、第１７９条の１２、第１７９条

の２０並びに前条第１項において準用する場合を含む。）、第１４条（第４３条 の２０並びに前条第１項において準用する場合を含む。）、第１４条（第４３条

第１項及び第２項、第４３条の４、第４８条第１項及び第２項、第７７条、第９ 第１項及び第２項、第４３条の４、第４８条第１項及び第２項、第７７条、第９

４条、第９４条の５、第１０９条、第１０９条の４、第１２２条、第１３０条、 ４条、第９４条の５、第１０９条、第１０９条の４、第１２２条、第１３０条、

第１３０条の５、第１４２条、第１４２条の４、第１５６条、第１７０条、第１ 第１３０条の４、第１４２条、第１４２条の４、第１５６条、第１７０条、第１

７５条、第１７９条、第１７９条の１２、第１７９条の２０、第１９６条、第１ ７５条、第１７９条、第１７９条の１２、第１７９条の２０、第１９６条、第１

９６条の１１、第２０７条並びに前条第１項において準用する場合を含む。）、 ９６条の１１、第２０７条並びに前条第１項において準用する場合を含む。）、

第５３条第１項、第１０３条第１項（第１０９条の４において準用する場合を含 第５３条第１項、第１０３条第１項（第１０９条の４において準用する場合を含

む。）、第１８５条第１項（第１９６条の１１及び第２０７条において準用する む。）、第１８５条第１項（第１９６条の１１及び第２０７条において準用する

場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、 場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては 当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処 認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。

２ （略） ２ （略）
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附 則 附 則

１ （略） １ （略）

（経過措置） （経過措置）

２ 当分の間、第１号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供する指 ２ 当分の間、第１号の主務大臣 が定める者に対し指定生活介護を提供する指

定生活介護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をい 定生活介護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をい

う。以下この項において同じ。）、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び う。以下この項において同じ。）、理学療法士又は作業療法士 及び

生活支援員の総数は、第７９条第１項第２号アの規定にかかわらず、指定生活介 生活支援員の総数は、第７９条第１項第２号アの規定にかかわらず、指定生活介

護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。 護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。

(1) 次のアからウまでに掲げる利用者（指定障害福祉サービス基準附則第４条第 (1) 次のアからウまでに掲げる利用者（指定障害福祉サービス基準附則第４条第

１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同 １項第１号に規定する主務大臣 が定める者を除く。以下この号において同

じ。）の平均障害支援区分に応じ、当該アからウまでに掲げる数 じ。）の平均障害支援区分に応じ、当該アからウまでに掲げる数

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

(2) 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した数 (2) 前号の主務大臣 が定める者である利用者の数を１０で除した数

３～１９ （略） ３～１９ （略）

（地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等） （地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等）

２０ 地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等について第１９６ ２０ 地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等について第１９６

条又は第２０７条において読み替えて準用する第５９条の規定を適用する場合に 条又は第２０７条において読み替えて準用する第５９条の規定を適用する場合に

おいては、同条第２項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第１ おいては、同条第２項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第１

８項に定める期間内に附則第１９項に規定する住宅等に移行すること」と、同条 ８項に定める期間内に附則第１９項に規定する住宅等に移行すること」と、同条

第５項中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービ 第４項中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービ

スの利用その他の活動」とする。 スの利用その他の活動」とする。

２１・２２ （略） ２１・２２ （略）

（指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所にお （指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所にお

いて個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例） いて個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例）

２３ 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の ２３ 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の

利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けるこ 利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けるこ

とができる者であって、区分命令第１条第５号に規定する区分４、同条第６号に とができる者であって、区分省令第１条第５号に規定する区分４、同条第６号に

規定する区分５又は同条第７号に規定する区分６に該当するものが、共同生活住 規定する区分５又は同条第７号に規定する区分６に該当するものが、共同生活住

居内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生 居内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生

活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望す 活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望す
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る場合には、当該利用者については、令和９年３月３１日までの間、第１８９条 る場合には、当該利用者については、令和６年３月３１日までの間、第１８９条

第３項及び第１９６条の８第４項の規定は、適用しない。 第３項及び第１９６条の８第４項の規定は、適用しない。

２４ 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の ２４ 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の

利用者のうち、区分命令第１条第５号に規定する区分４、同条第６号に規定する 利用者のうち、区分省令第１条第５号に規定する区分４、同条第６号に規定する

区分５又は同条第７号に規定する区分６に該当するものが、共同生活住居内にお 区分５又は同条第７号に規定する区分６に該当するものが、共同生活住居内にお

いて、当該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援 いて、当該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援

助事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下こ 助事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下こ

の項において同じ。）の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当 の項において同じ。）の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当

する場合には、当該利用者については、令和９年３月３１日までの間、第１８９ する場合には、当該利用者については、令和６年３月３１日までの間、第１８９

条第３項及び第１９６条の８第４項の規定は、適用しない。 条第３項及び第１９６条の８第４項の規定は、適用しない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

２５ （略） ２５ （略）
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○ 川口市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（第２条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

目次 目次

第１章～第８章 （略） 第１章～第８章 （略）

第８章の２ 就労選択支援

第１節 基本方針（第１４５条の２）

第２節 人員に関する基準（第１４５条の３・第１４５条の４）

第３節 設備に関する基準（第１４５条の５）

第４節 運営に関する基準（第１４５条の６―第１４５条の９）

第９章 就労移行支援 第９章 就労移行支援

第１０章～第１７章 （略） 第１０章～第１７章 （略）

附則 附則

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 支給決定障害者等 法第５条第２４項に規定する支給決定障害者等をいう。 (3) 支給決定障害者等 法第５条第２３項に規定する支給決定障害者等をいう。

(4) ～(17) （略） (4) ～(17) （略）

（指定障害福祉サービス事業者の一般原則及び資格） （指定障害福祉サービス事業者の一般原則及び資格）

第３条 指定障害福祉サービス事業者（第３章、第４章、第７章、第８章及び第９ 第３条 指定障害福祉サービス事業者（第３章、第４章及び第７章

章から第１４章までに掲げる事業を行うものに限る。）は、利用者の意向、適性、 から第１４章までに掲げる事業を行うものに限る。）は、利用者の意向、適性、

障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」という。）を作 障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」という。）を作

成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、 成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、

その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより

利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならな 利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならな
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い。 い。

２～５ （略） ２～５ （略）

（居宅介護計画の作成） （居宅介護計画の作成）

第２６条 （略） 第２６条 （略）

２ サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の ２ サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の

家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の 家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の

家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援（法第５１ 家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援（法第５１

条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。）又は指定障害 条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。）又は 指定障害

児相談支援（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第２項に 児相談支援（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第２項に

規定する指定障害児相談支援をいう。）を行う者（以下「指定特定相談支援事業 規定する指定障害児相談支援をいう。）を行う者（以下「指定特定相談支援事業

者等」という。）に交付しなければならない。 者等」という。）に交付しなければならない。

３・４ （略） ３・４ （略）

第８章の２ 就労選択支援

第１節 基本方針

第１４５条の２ 就労選択支援に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労選択

支援」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、施行規則第６条の７の２に規定する者につき、短期間の生産活動

その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並

びに施行規則第６条の７の３に規定する事項の整理を行い、又はこれに併せて、

当該評価及び当該整理の結果に基づき、施行規則第６条の７の４に規定する便宜

を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

第２節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第１４５条の３ 指定就労選択支援の事業を行う者（以下「指定就労選択支援事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定就労選択支援事業所」とい

う。）に置くべき就労選択支援員（指定障害福祉サービス基準第１７３条の３第

１項に規定する厚生労働大臣が定める者をいう。以下同じ。）の数は、指定就労

選択支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を１５で除した数以上とす
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る。

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場

合は、推定数による。

３ 第１項の就労選択支援員は、専ら当該指定就労選択支援事業所の職務に従事す

る者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限り

でない。

（準用）

第１４５条の４ 第５１条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用する。

第３節 設備に関する基準

（準用）

第１４５条の５ 第８２条（第２項第６号及び第４項を除く。）の規定は、指定就

労選択支援の事業について準用する。この場合において、同条第１項中「静養室、

医務室」とあるのは、「静養室」と読み替えるものとする。

第４節 運営に関する基準

（実施主体）

第１４５条の６ 指定就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に係

る指定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に当該事業者の事業所の

３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等

の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると市長が認める者でなければ

ならない。

（評価及び整理の実施）

第１４５条の７ 指定就労選択支援事業者は、短期間の生産活動その他の活動の機

会を通じて、利用者についての就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに施

行規則第６条の７の３に規定する事項の整理（以下この節において「アセスメン

ト」という。）を行うものとする。

２ 障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同様の評価及び

整理を実施した場合には、指定就労選択支援事業者は、当該同様の評価及び整理

の実施をもって、アセスメントの実施に代えることができる。この場合において、

指定就労選択支援事業者は、次項の規定による会議の開催、アセスメントの結果

の作成又は指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たり、
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当該障害者就業・生活支援センターその他の機関に対し、当該会議への参加その

他の必要な協力を求めることができる。

３ 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び

市町村、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所その他の関係機関の担当者

等を招集して会議を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認すると

ともに、当該担当者等に意見を求めるものとする。

４ 前項の会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

５ 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、当該結果

に係る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならない。

（関係機関との連絡調整等の実施）

第１４５条の８ 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を踏まえ、必要

に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関との

連絡調整を行わなければならない。

２ 指定就労選択支援事業者は、法第８９条の３第１項に規定する協議会への定期

的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会

資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対し

て進路の選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。

（準用）

第１４５条の９ 第９条から第２０条まで、第２３条、第２８条、第３３条の２、

第３５条の２から第４１条まで、第５８条、第６１条、第６７条、第６９条から

第７１条まで、第７５条、第７６条（第２項第１号を除く。）、第８５条、第８

６条、第８７条から第９３条まで、第１２７条及び第１４０条の規定は、指定就

労選択支援の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３

１条」とあるのは「第１４５条の９において準用する第９０条」と、第２０条第

２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１４５条の９において準用する第

１２７条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１４

５条の９において準用する第１２７条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１

項に規定する療養介護計画に基づき、利用者」とあるのは「利用者」と、第７６

条第２項第２号中「第５４条第１項」とあるのは「第１４５条の９において準用

する第１９条第１項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１４５条の
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９において準用する第８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」

とあるのは「第１４５条の９」と、第９０条中「第９３条第１項」とあるのは「

第１４５条の９において準用する第９３条第１項」と、第９３条第１項中「前条

」とあるのは「第１４５条の９において準用する前条」と、第１４０条第１項中

「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基

準第１７０条の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」とある

のは「支給決定障害者（指定障害福祉サービス基準第１７３条の９において読み

替えて準用する指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第１項に規定する厚生

労働大臣が定める者に限る。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊

型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規

定する厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（指定

障害福祉サービス基準第１７３条の９において読み替えて準用する指定障害福祉

サービス基準第１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。

）」と読み替えるものとする。

（就労選択支援に関する情報提供）

第１５５条の２ 指定就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を

行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。

（準用） （準用）

第１７０条 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２２条、第２３条、 第１７０条 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２２条、第２３条、

第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１ 第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１

条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条、第８７条 条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条、第８７条

から第８９条まで、第９１条から第９３条まで、第１２７条、第１２８条及び第 から第８９条まで、第９１条から第９３条まで、第１２７条及び第１２８条

１５５条の２の規定は、指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この場 の規定は、指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この場

合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１ 合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１

６９条に規定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条 ６９条に規定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条

第１項」とあるのは「第１７０条において準用する第１２７条第１項」と、第２ 第１項」とあるのは「第１７０条において準用する第１２７条第１項」と、第２

３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１７０条において準用する第１ ３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１７０条において準用する第１

２７条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７０条に ２７条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７０条に
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おいて読み替えて準用する次条第１項」と、同項、第５９条及び第７６条第２項 おいて読み替えて準用する次条第１項」と、同項、第５９条及び第７６条第２項

第１号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第６０条第 第１号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第６０条第

１項中「前条」とあるのは「第１７０条において読み替えて準用する前条」と、 １項中「前条」とあるのは「第１７０条において読み替えて準用する前条」と、

第７６条第２項第２号中「第５４条第１項」とあるのは「第１７０条において準 第７６条第２項第２号中「第５４条第１項」とあるのは「第１７０条において準

用する第１９条第１項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１７０条 用する第１９条第１項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１７０条

において準用する第８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」と において準用する第８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」と

あるのは「第１７０条」と、第９３条第１項中「運営規程」とあるのは「第１６ あるのは「第１７０条」と、第９３条第１項中「運営規程」とあるのは「第１６

９条に規定する重要事項に関する規程」と、「前条」とあるのは「第１７０条に ９条に規定する重要事項に関する規程」と、「前条」とあるのは「第１７０条に

おいて準用する前条」と読み替えるものとする。 おいて準用する前条」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第１７５条 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２２条、第２３条、 第１７５条 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２２条、第２３条、

第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１ 第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１

条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条、第８５条、 条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条、第８５条、

第８７条から第９３条まで、第１２７条、第１２８条、第１５５条の２、第１６ 第８７条から第９３条まで、第１２７条、第１２８条 、第１６

４条第６項及び第１６５条から第１６７条までの規定は、指定就労継続支援Ｂ型 ４条第６項及び第１６５条から第１６７条までの規定は、指定就労継続支援Ｂ型

の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条」とあ の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条」とあ

るのは「第１７５条において準用する第９０条」と、第２０条第２項ただし書中 るのは「第１７５条において準用する第９０条」と、第２０条第２項ただし書中

「次条第１項」とあるのは「第１７５条において準用する第１２７条第１項」と、 「次条第１項」とあるのは「第１７５条において準用する第１２７条第１項」と、

第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１７５条において準用する 第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１７５条において準用する

第１２７条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７５ 第１２７条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７５

条において読み替えて準用する次条第１項」と、同項、第５９条及び第７６条第 条において読み替えて準用する次条第１項」と、同項、第５９条及び第７６条第

２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第６０ ２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第６０

条第１項中「前条」とあるのは「第１７５条において読み替えて準用する前条」 条第１項中「前条」とあるのは「第１７５条において読み替えて準用する前条」

と、第７６条第２項第２号中「第５４条第１項」とあるのは「第１７５条におい と、第７６条第２項第２号中「第５４条第１項」とあるのは「第１７５条におい

て準用する第１９条第１項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１７ て準用する第１９条第１項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１７

５条において準用する第８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条 ５条において準用する第８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条

」とあるのは「第１７５条」と、第９０条中「第９３条第１項」とあるのは「第 」とあるのは「第１７５条」と、第９０条中「第９３条第１項」とあるのは「第

１７５条において準用する第９３条第１項」と、第９３条第１項中「前条」とあ １７５条において準用する第９３条第１項」と、第９３条第１項中「前条」とあ

るのは「第１７５条において準用する前条」と、第１６４条第６項中「賃金及び るのは「第１７５条において準用する前条」と、第１６４条第６項中「賃金及び

-50-



第３項」とあるのは「第１７４条第１項」と、第１６５条第１項中「第１７０条 第３項」とあるのは「第１７４条第１項」と、第１６５条第１項中「第１７０条

」とあるのは「第１７５条」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継 」とあるのは「第１７５条」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継

続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第１７９条 第９条から第１２条まで、第１４条から第１７条まで、第１９条、第 第１７９条 第９条から第１２条まで、第１４条から第１７条まで、第１９条、第

２０条、第２３条（第１項を除く。）、第２８条、第３３条の２、第３５条の２ ２０条、第２３条（第１項を除く。）、第２８条、第３３条の２、第３５条の２

から第４１条まで、第５１条、第５８条から第６１条まで、第６９条、第７１条、 から第４１条まで、第５１条、第５８条から第６１条まで、第６９条、第７１条、

第７５条、第７６条、第８５条、第８８条、第８９条、第９１条から第９３条ま 第７５条、第７６条、第８５条、第８８条、第８９条、第９１条から第９３条ま

で、第１２７条（第１項を除く。）、第１２８条、第１５５条の２、第１６４条 で、第１２７条（第１項を除く。）、第１２８条 、第１６４条

第６項、第１６５条から第１６７条まで及び第１７１条の規定は、基準該当就労 第６項、第１６５条から第１６７条まで及び第１７１条の規定は、基準該当就労

継続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第 継続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第

３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１７７条に規定する重要事項に関す ３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１７７条に規定する重要事項に関す

る規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項から第３項まで」とあるの る規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項から第３項まで」とあるの

は「第１７９条において準用する第１２７条第２項及び第３項」と、第２３条第 は「第１７９条において準用する第１２７条第２項及び第３項」と、第２３条第

２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１７９条において準用する第１２７条 ２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１７９条において準用する第１２７条

第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７９条において 第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７９条において

読み替えて準用する次条第１項」と、同項、第５９条及び第７６条第２項第１号 読み替えて準用する次条第１項」と、同項、第５９条及び第７６条第２項第１号

中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第６０条 中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第６０条

第１項中「前条」とあるのは「第１７９条において読み替えて準用する前条」と、 第１項中「前条」とあるのは「第１７９条において読み替えて準用する前条」と、

第７６条第２項第２号中「第５４条第１項」とあるのは「第１７９条において準 第７６条第２項第２号中「第５４条第１項」とあるのは「第１７９条において準

用する第１９条第１項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１７９条 用する第１９条第１項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１７９条

において準用する第８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」と において準用する第８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」と

あるのは「第１７９条」と、第９３条第１項中「運営規程」とあるのは「第１７ あるのは「第１７９条」と、第９３条第１項中「運営規程」とあるのは「第１７

７条に規定する重要事項に関する規程」と、「前条」とあるのは「第１７９条に ７条に規定する重要事項に関する規程」と、「前条」とあるのは「第１７９条に

おいて準用する前条」と、第１２７条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、 おいて準用する前条」と、第１２７条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、

同条第５項中「第１項から第３項まで」とあるのは「第２項及び第３項」と、第 同条第５項中「第１項から第３項まで」とあるのは「第２項及び第３項」と、第

１６４条第６項中「賃金及び第３項」とあるのは「第１７８条第１項」と、第１ １６４条第６項中「賃金及び第３項」とあるのは「第１７８条第１項」と、第１

６５条第１項中「第１７０条」とあるのは「第１７９条」と、「就労継続支援Ａ ６５条第１項中「第１７０条」とあるのは「第１７９条」と、「就労継続支援Ａ

型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。
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○ 川口市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２９年条例第６４号）（第３条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（指定障害者支援施設の一般原則及び設置者の資格） （指定障害者支援施設の一般原則及び設置者の資格）

第３条 （略） 第３条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 指定障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮し

つつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確

認するとともに、法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援

事業若しくは特定相談支援事業を行う者との連携を図りつつ、利用者の希望に沿

って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。

５ 指定障害者支援施設は、利用者の当該指定障害者支援施設以外における指定障

害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及

び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該指定障害者支援施設以外における

指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事

業又は特定相談支援事業を行う者との連携を図りつつ、必要な援助を行わなけれ

ばならない。

６・７ （略） ４・５ （略）

第２章 （略） 第２章 （略）

第１節 （略） 第１節 （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第４条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 第４条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 生活介護を行う場合 (1) 生活介護を行う場合

ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(ｱ) （略） (ｱ) （略）

(ｲ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。）、 (ｲ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。）、

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 理学療法士又は作業療法士 及び生活支援員
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ａ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士 及び生活支援員の

総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(a) 及び(b) に 総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(a) 及び(b) に

掲げる数を合計した数以上とする。 掲げる数を合計した数以上とする。

(a) 次のⅰからⅲまでに掲げる平均障害支援区分（障害者の日常生活及 (a) 次のⅰからⅲまでに掲げる平均障害支援区分（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施 び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施

設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第 設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

１７２号。以下「指定障害者支援施設基準」という。）第４条第１項 １７２号。以下「指定障害者支援施設基準」という。）第４条第１項

第１号イ(2) (一)(ｲ) に規定する厚生労働大臣が定めるところにより 第１号イ(2) (一)(ｲ) に規定する主務大臣 が定めるところにより

算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、当該ⅰ 算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、当該ⅰ

からⅲまでに定める数 からⅲまでに定める数

ⅰ 平均障害支援区分が４未満 利用者（指定障害者支援施設基準第 ⅰ 平均障害支援区分が４未満 利用者（指定障害者支援施設基準第

４条第１項第１号イ(2) (一)(ｲ) (ｉ)に規定する厚生労働大臣が定 ４条第１項第１号イ(2) (一)(ｲ) (ｉ)に規定する主務大臣 が定

める者を除く。ⅱ及びⅲにおいて同じ。）の数を６で除した数 める者を除く。ⅱ及びⅲにおいて同じ。）の数を６で除した数

ⅱ・ⅲ （略） ⅱ・ⅲ （略）

(b) (a) ⅰの厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した (b) (a) ⅰの主務大臣 が定める者である利用者の数を１０で除した

数 数

ｂ （略） ｂ （略）

ｃ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常 ｃ 理学療法士又は作業療法士 の数は、利用者に対して日常

生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、 生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、

生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。 生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。

ｄ （略） ｄ （略）

(ｳ) サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理 (ｳ) サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理

を行う者として指定障害者支援施設基準第４条第１項第１号イ(3) に規定 を行う者として指定障害者支援施設基準第４条第１項第１号イ(3) に規定

する厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。） 次のａ又はｂに掲 する主務大臣 が定めるものをいう。以下同じ。） 次のａ又はｂに掲

げる利用者の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数 げる利用者の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

イ （略） イ （略）

ウ ア(ｲ) の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な ウ ア(ｲ) の理学療法士又は作業療法士 を確保することが困難な

場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防 場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員と 止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員と
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して置くことができる。 して置くことができる。

エ・オ （略） エ・オ （略）

(2) 自立訓練（機能訓練）（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する (2) 自立訓練（機能訓練）（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下「施行規則」と ための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下「施行規則」と

いう。）第６条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ。 いう。）第６条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ。

）を行う場合 ）を行う場合

ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次の ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次の

とおりとする。 とおりとする。

(ｱ) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 (ｱ) 看護職員、理学療法士又は作業療法士 及び生活支援員

ａ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士 及び生活支援員の

総数は、常勤換算方法で、利用者の数を６で除した数以上とする。 総数は、常勤換算方法で、利用者の数を６で除した数以上とする。

ｂ （略） ｂ （略）

ｃ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、１以上とする。 ｃ 理学療法士又は作業療法士 の数は、１以上とする。

ｄ （略） ｄ （略）

(ｲ) （略） (ｲ) （略）

イ （略） イ （略）

ウ ア(ｱ) の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な ウ ア(ｱ) の理学療法士又は作業療法士 を確保することが困難な

場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防 場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員と 止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員と

して置くことができる。 して置くことができる。

エ～カ （略） エ～カ （略）

(3) ～(5) （略） (3) ～(5) （略）

(6) 施設入所支援を行う場合 (6) 施設入所支援を行う場合

ア 施設入所支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりと ア 施設入所支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりと

する。 する。

(ｱ) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、次のａ又はｂに掲げる利用者 (ｱ) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、次のａ又はｂに掲げる利用者

の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数とする。ただし、自立訓練（ の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数とする。ただし、自立訓練（

機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援若しくは就労継続支援 機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援若しくは就労継続支援

Ｂ型を受ける利用者又は指定障害者支援施設基準第４条第１項第６号イ(1 Ｂ型を受ける利用者又は指定障害者支援施設基準第４条第１項第６号イ(1

) に規定する厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単 ) に規定する主務大臣 が定める者に対してのみその提供が行われる単
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位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を１以上とする。 位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を１以上とする。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

(ｲ) （略） (ｲ) （略）

イ （略） イ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数） （複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設は、第４条第１項第１号ア ２ 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設は、第４条第１項第１号ア

(ｳ) 及びオ、第２号ア(ｲ) 及びカ、第３号ア(ｲ) 及びオ、第４号ア(ｳ) 、イ(ｲ) (ｳ) 及びオ、第２号ア(ｲ) 及びカ、第３号ア(ｲ) 及びオ、第４号ア(ｳ) 、イ(ｲ)

及びエ並びに第５号ア(ｲ) 及びウの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数 及びエ並びに第５号ア(ｲ) 及びウの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数

を、次の各号に掲げる当該指定障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのう を、次の各号に掲げる当該指定障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのう

ち指定障害者支援施設基準第５条第２項に規定する厚生労働大臣が定めるものの ち指定障害者支援施設基準第５条第２項に規定する主務大臣 が定めるものの

利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この規定により置く 利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この規定により置く

べきものとされるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら べきものとされるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ないとすることができる。 ないとすることができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第２２条 （略） 第２２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定障害者支援施設は、前２項の支払を受ける額のほか、施設障害福祉サービ ３ 指定障害者支援施設は、前２項の支払を受ける額のほか、施設障害福祉サービ

スにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決 スにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決

定障害者から受けることができる。 定障害者から受けることができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 施設入所支援を行う場合 次のアからオまでに掲げる費用 (3) 施設入所支援を行う場合 次のアからオまでに掲げる費用

ア （略） ア （略）

イ 指定障害者支援施設基準第１９条第３項第３号ロの規定により厚生労働大 イ 指定障害者支援施設基準第１９条第３項第３号ロの規定により主務大臣

臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室（国若しくは地方公共 の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室（国若しくは地方公共

団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収さ 団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収さ
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れ、又は改造されたものを除く。）の提供を行ったことに伴い必要となる費 れ、又は改造されたものを除く。）の提供を行ったことに伴い必要となる費

用 用

ウ～オ （略） ウ～オ （略）

４ 前項第１号ア、第２号ア及び第３号アに掲げる費用については、指定障害者支 ４ 前項第１号ア、第２号ア及び第３号アに掲げる費用については、指定障害者支

援施設基準第１９条第４項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるもの 援施設基準第１９条第４項の規定により主務大臣 が定めるところによるもの

とする。 とする。

５・６ （略） ５・６ （略）

（施設障害福祉サービスの取扱方針） （施設障害福祉サービスの取扱方針）

第２５条 （略） 第２５条 （略）

２ 指定障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

３・４ （略） ２・３ （略）

（施設障害福祉サービス計画の作成等） （施設障害福祉サービス計画の作成等）

第２６条 （略） 第２６条 （略）

２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切 ２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切

な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の状況 な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の状況

等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握（以下「アセスメント 等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握（以下「アセスメント

」という。）を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配 」という。）を行い

慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での 、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での

適切な支援内容の検討をしなければならない。この場合において、サービス管理 適切な支援内容の検討をしなければならない。

責任者は、第２７条の３第１項の地域移行等意向確認担当者（第６項において「

地域移行等意向確認担当者」という。）が把握した利用者の地域生活への移行に

関する意向等を踏まえるものとする。

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定

することに困難を抱える場合には、意思決定の支援を適切に行うため、当該利用

者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

４・５ （略） ３・４ （略）

６ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利用者 ５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利用者

及び当該利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に当たる担当者等（地域移 に対する施設障害福祉サービスの提供に当たる担当者等
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行等意向確認担当者を含む。）を招集して行う会議をいう。）を開催し、当該利 を招集して行う会議をいう。）を開催し

用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する施設障害 、前項に規定する施設障害

福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

７ （略） ６ （略）

８ サービス管理責任者は、第５項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の ７ サービス管理責任者は、第４項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の

内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得 内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得

なければならない。 なければならない。

９ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施 ８ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施

設障害福祉サービス計画を利用者及び当該利用者に対して指定計画相談支援（法 設障害福祉サービス計画を利用者

第５１条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。）を行う者に交付し に交付し

なければならない。 なければならない。

１０・１１ （略） ９・１０ （略）

１２ 第２項から第９項までの規定は、第１０項に規定する施設障害福祉サービス １１ 第２項から第８項までの規定は、第９項 に規定する施設障害福祉サービス

計画の変更について準用する。 計画の変更について準用する。

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務）

第２７条 （略） 第２７条 （略）

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を

原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、利

用者への意思決定の支援が適切に行われるよう努めなければならない。

（地域との連携等）

第２７条の２ 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、

地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図

らなければならない。

２ 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及

びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有する者

並びに市の担当者等により構成される協議会（以下この条において「地域連携推

進会議」という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議にお

いて、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機

会を設けなければならない。

３ 地域連携推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。
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４ 指定障害者支援施設は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね１年に１回

以上、当該地域連携推進会議の構成員が指定障害者支援施設を見学する機会を設

けなければならない。

５ 指定障害者支援施設は、第２項に規定する報告、要望、助言等についての記録

を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

６ 第２項から前項までの規定は、指定障害者支援施設がその提供する施設障害福

祉サービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこ

れに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。

（地域移行等意向確認担当者の選任等）

第２７条の３ 指定障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関する意向の

把握、利用者の当該指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の

利用状況等の把握及び利用者の当該指定障害者支援施設以外における指定障害福

祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認（以下この条において「地域移

行等意向確認等」という。）を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する

指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任しなければならない。

２ 前項の地域移行等意向確認担当者は、同項の指針に基づき、地域移行等意向確

認等を実施し、アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握し、又は

確認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、当該内容を第２６条第

６項に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しなければな

らない。

３ 第１項の地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、

法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定

相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用

に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければなら

ない。

（給付金として支払を受けた金銭の管理） （給付金として支払を受けた金銭の管理）

第４２条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設の設置者が利用者に係 第４２条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設の設置者が利用者に係

る指定障害者支援施設基準第３８条の２に規定する厚生労働大臣が定める給付金 る指定障害者支援施設基準第３８条の２に規定する主務大臣 が定める給付金

（以下この条において「給付金」という。）の支給を受けたときは、給付金とし （以下この条において「給付金」という。）の支給を受けたときは、給付金とし
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て支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。 て支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第５０条 （略） 第５０条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定障害者支援施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医

療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感

染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定す

る指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）

が発生した場合等における対応を取り決めるように努めなければならない。

４ 指定障害者支援施設は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合に

は、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症が発生した場合等におけ

る対応について協議を行わなければならない。

（地域との連携等）

第５７条 削除 第５７条 指定障害者支援施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発

的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

-59-



○ 川口市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第６５号）（第４条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 多機能型 生活介護の事業、自立訓練（機能訓練）（障害者の日常生活及び (3) 多機能型 生活介護の事業、自立訓練（機能訓練）（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第 社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第

１９号。以下「施行規則」という。）第６条の６第１号に規定する自立訓練（ １９号。以下「施行規則」という。）第６条の６第１号に規定する自立訓練（

機能訓練）をいう。以下同じ。）の事業、自立訓練（生活訓練）（同条第２号 機能訓練）をいう。以下同じ。）の事業、自立訓練（生活訓練）（同条第２号

に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以下同じ。）の事業、就労移行支援 に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以下同じ。）の事業、就労移行支援

の事業、就労継続支援Ａ型（施行規則第６条の１０第１号に規定する就労継続 の事業、就労継続支援Ａ型（施行規則第６条の１０第１号に規定する就労継続

支援Ａ型をいう。以下同じ。）の事業及び就労継続支援Ｂ型（同条第２号に規 支援Ａ型をいう。以下同じ。）の事業及び就労継続支援Ｂ型（同条第２号に規

定する就労継続支援Ｂ型をいう。以下同じ。）の事業並びに児童発達支援（児 定する就労継続支援Ｂ型をいう。以下同じ。）の事業並びに児童発達支援（児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２第２項に規定する児童 童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２第２項に規定する児童

発達支援をいう。）の事業 発達支援をいう。）の事業、医療型児童発達支援（同条第３項に規定する医療

、放課後等デイサービス（同条第３項に規定 型児童発達支援をいう。）の事業、放課後等デイサービス（同条第４項に規定

する放課後等デイサービスをいう。）の事業、居宅訪問型児童発達支援（同条 する放課後等デイサービスをいう。）の事業、居宅訪問型児童発達支援（同条

第４項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。）の事業及び保育所等訪問 第５項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。）の事業及び保育所等訪問

支援（同条第５項に規定する保育所等訪問支援をいう。）の事業のうち２以上 支援（同条第６項に規定する保育所等訪問支援をいう。）の事業のうち２以上

の事業を一体的に行うこと（同法に規定する事業のみを行う場合を除く。）を の事業を一体的に行うこと（同法に規定する事業のみを行う場合を除く。）を

いう。 いう。

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準）

第１２条 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次の 第１２条 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次の

とおりとする。 とおりとする。
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(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) サービス管理責任者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた (5) サービス管理責任者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成１ めの法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成１

８年厚生労働省令第１７４号。以下「障害福祉サービス基準」という。）第１ ８年厚生労働省令第１７４号。以下「障害福祉サービス基準」という。）第１

２条第１項第５号に規定する厚生労働大臣が定める者をいう。以下同じ。） ２条第１項第５号に規定する主務大臣 が定める者をいう。以下同じ。）

療養介護事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、当該 療養介護事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、当該

ア又はイに定める数 ア又はイに定める数

ア・イ （略） ア・イ （略）

２～７ （略） ２～７ （略）

（療養介護の取扱方針） （療養介護の取扱方針）

第１６条 （略） 第１６条 （略）

２ 療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

３・４ （略） ２・３ （略）

（療養介護計画の作成等） （療養介護計画の作成等）

第１７条 （略） 第１７条 （略）

２ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、 ２ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、

利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状 利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状

況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この章において 況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この章において

「アセスメント」という。）を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思 「アセスメント」という。）を行い

決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように 、利用者が自立した日常生活を営むことができるように

支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定

することに困難を抱える場合には、意思決定の支援を適切に行うため、当該利用

者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

４・５ （略） ３・４ （略）

６ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者及び当該利用 ５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者

者に対する療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開 に対する療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開

催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定 催し 、前項に規定
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する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

７ （略） ６ （略）

８ サービス管理責任者は、第５項に規定する療養介護計画の原案の内容について ７ サービス管理責任者は、第４項に規定する療養介護計画の原案の内容について

利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければなら 利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければなら

ない。 ない。

９ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を ８ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を

利用者及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援（法第５１ 利用者

条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。）又は指定障害児相談支援

（児童福祉法第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援をいう。）を

行う者に交付しなければならない。 に交付しなければならない。

１０・１１ （略） ９・１０ （略）

１２ 第２項から第９項までの規定は、第１０項に規定する療養介護計画の変更に １１ 第２項から第８項までの規定は、第９項 に規定する療養介護計画の変更に

ついて準用する。 ついて準用する。

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務）

第１８条 （略） 第１８条 （略）

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を

原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、利

用者への意思決定の支援が適切に行われるよう努めなければならない。

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準）

第３９条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次の 第３９条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次の

とおりとする。 とおりとする。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章から第５ (3) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章から第５

章までにおいて同じ。）、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支 章までにおいて同じ。）、理学療法士又は作業療法士 及び生活支

援員 援員

ア 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数 ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士 及び生活支援員の総数

は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(ｱ) から(ｳ) までに掲げ は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(ｱ) から(ｳ) までに掲げ

る利用者の平均障害支援区分（障害福祉サービス基準第３９条第１項第３号 る利用者の平均障害支援区分（障害福祉サービス基準第３９条第１項第３号

イに規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平 イに規定する主務大臣 が定めるところにより算定した障害支援区分の平
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均値をいう。以下同じ。）に応じ、当該(ｱ) から(ｳ) までに定める数とする。 均値をいう。以下同じ。）に応じ、当該(ｱ) から(ｳ) までに定める数とする。

(ｱ) ～(ｳ) （略） (ｱ) ～(ｳ) （略）

イ （略） イ （略）

ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活 ウ 理学療法士又は作業療法士 の数は、利用者に対して日常生活

を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護 を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護

の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。 の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。

エ （略） エ （略）

(4) （略） (4) （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 第１項第３号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難 ４ 第１項第３号の理学療法士又は作業療法士 を確保することが困難

な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止 な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置 するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置

くことができる。 くことができる。

５～８ （略） ５～８ （略）

（準用） （準用）

第５０条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま 第５０条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま

で及び第２８条から第３２条の２までの規定は、生活介護の事業について準用す で及び第２８条から第３２条の２までの規定は、生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「 る。この場合において、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「

第５０条において読み替えて準用する第１７条第１項」と、同号及び第１７条中 第５０条において読み替えて準用する第１７条第１項」と、

「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第２号中「第２８条第２ 「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第２号中「第２８条第２

項」とあるのは「第５０条において準用する第２８条第２項」と、同項第３号中 項」とあるのは「第５０条において準用する第２８条第２項」と、同項第３号中

「第３０条第２項」とあるのは「第５０条において準用する第３０条第２項」と、 「第３０条第２項」とあるのは「第５０条において準用する第３０条第２項」と、

同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第５０条において準用する第３２ 同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第５０条において準用する第３２

条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第５０条において 条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第５０条において

読み替えて準用する次条第１項」と、第１８条第１項 読み替えて準用する次条第１項」と、第１７条中「療養介護計画」とあるのは「

中「前条」とあるのは「第５０条において読み替え 生活介護計画」と、第１８条中「前条」とあるのは「第５０条において読み替え

て準用する前条」と読み替えるものとする。 て準用する前条」と読み替えるものとする。

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準）
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第５２条 自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（機能訓練）事 第５２条 自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（機能訓練）事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「自立訓練（機能訓練）事業所 業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「自立訓練（機能訓練）事業所

」という。）に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 」という。）に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 (2) 看護職員、理学療法士又は作業療法士 及び生活支援員

ア 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数 ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士 及び生活支援員の総数

は、自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を６ は、自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を６

で除した数以上とする。 で除した数以上とする。

イ （略） イ （略）

ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、自立訓練（機能訓練）事 ウ 理学療法士又は作業療法士 の数は、自立訓練（機能訓練）事

業所ごとに、１以上とする。 業所ごとに、１以上とする。

エ （略） エ （略）

(3) （略） (3) （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 第１項第２号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難 ４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療法士 を確保することが困難

な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止 な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置 するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置

くことができる。 くことができる。

５～９ （略） ５～９ （略）

（地域生活への移行のための支援） （地域生活への移行のための支援）

第５４条 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した日常生 第５４条 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、第６１条の２ に規定する就労移行支 活又は社会生活を営むことができるよう、第６３条第１項に規定する就労移行支

援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わ 援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わ

なければならない。 なければならない。

２ （略） ２ （略）

（準用） （準用）

第５５条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま 第５５条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま

で、第２８条から第３２条の２まで、第３４条から第３８条まで、第４０条、第 で、第２８条から第３２条の２まで、第３４条から第３８条まで、第４０条、第

４１条及び第４４条の２から第４９条までの規定は、自立訓練（機能訓練）の事 ４１条及び第４４条の２から第４９条までの規定は、自立訓練（機能訓練）の事
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業について準用する。この場合において、第９条第２項第１号中「第１７条第１ 業について準用する。この場合において、第９条第２項第１号中「第１７条第１

項」とあるのは「第５５条において読み替えて準用する第１７条第１項」と、同 項」とあるのは「第５５条において読み替えて準用する第１７条第１項」と、

号及び第１７条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、 「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、

同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第５５条において準用する第２８ 同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第５５条において準用する第２８

条第２項」と、同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第５５条において 条第２項」と、同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第５５条において

準用する第３０条第２項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第 準用する第３０条第２項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第

５５条において準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」 ５５条において準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」

とあるのは「第５５条において読み替えて準用する次条第１項」と、第１７条第 とあるのは「第５５条において読み替えて準用する次条第１項」と、第１７条中

１０項 中「 「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同条第９項中「

６月」とあるのは「３月」と、第１８条第１項中「前条」とあるのは「第５５条 ６月」とあるのは「３月」と、第１８条 中「前条」とあるのは「第５５条

において読み替えて準用する前条」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する前条」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第６０条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま 第６０条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま

で、第２８条から第３２条の２まで、第３４条から第３６条まで、第４０条、第 で、第２８条から第３２条の２まで、第３４条から第３６条まで、第４０条、第

４１条、第４４条の２から第４９条まで、第５３条及び第５４条の規定は、自立 ４１条、第４４条の２から第４９条まで、第５３条及び第５４条の規定は、自立

訓練（生活訓練）の事業について準用する。この場合において、第９条第２項第 訓練（生活訓練）の事業について準用する。この場合において、第９条第２項第

１号中「第１７条第１項」とあるのは「第６０条において読み替えて準用する第 １号中「第１７条第１項」とあるのは「第６０条において読み替えて準用する第

１７条第１項」と、同号及び第１７条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練 １７条第１項」と、 「療養介護計画」とあるのは「自立訓練

（生活訓練）計画」と、同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６０条 （生活訓練）計画」と、同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６０条

において準用する第２８条第２項」と、同項第３号中「第３０条第２項」とある において準用する第２８条第２項」と、同項第３号中「第３０条第２項」とある

のは「第６０条において準用する第３０条第２項」と、同項第４号中「第３２条 のは「第６０条において準用する第３０条第２項」と、同項第４号中「第３２条

第２項」とあるのは「第６０条において準用する第３２条第２項」と、第１６条 第２項」とあるのは「第６０条において準用する第３２条第２項」と、第１６条

第１項中「次条第１項」とあるのは「第６０条において読み替えて準用する次条 第１項中「次条第１項」とあるのは「第６０条において読み替えて準用する次条

第１項」と、第１７条第１０項 第１項」と、第１７条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計

中「６月」とあるのは「３月」と、第１８条第１項中「前条 画」と、同条第９項中「６月」とあるのは「３月」と、第１８条 中「前条

」とあるのは「第６０条において読み替えて準用する前条」と、第４０条第２項 」とあるのは「第６０条において読み替えて準用する前条」と、第４０条第２項

中「６人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）につい 中「６人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）につい

ては６人以上、宿泊型自立訓練については１０人以上」と読み替えるものとする。 ては６人以上、宿泊型自立訓練については１０人以上」と読み替えるものとする。
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（規模）

第６１条の２ 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」という。

）が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）は、１０人

以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準）

第６３条 就労移行支援事業者が就労移行支援事業所 第６３条 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」という。）

に置くべき職 が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）に置くべき職

員及びその員数は、次のとおりとする。 員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

（準用） （準用）

第６９条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま 第６９条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま

で、第２８条から第３２条の２まで、第３４条から第３６条まで、第３８条（第 で、第２８条から第３２条の２まで、第３４条から第３７条まで、第３８条（第

２項第６号及び第４項を除く。）、第４０条、第４１条、第４３条、第４４条、 ２項第６号及び第４項を除く。）、第４０条、第４１条、第４３条、第４４条、

第４５条から第４９条まで及び第５３条の規定は、就労移行支援の事業について 第４５条から第４９条まで及び第５３条の規定は、就労移行支援の事業について

準用する。この場合において、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とある 準用する。この場合において、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とある

のは「第６９条において読み替えて準用する第１７条第１項」と、同号及び第１ のは「第６９条において読み替えて準用する第１７条第１項」と、

７条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第２号中「第 「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第２号中「第

２８条第２項」とあるのは「第６９条において準用する第２８条第２項」と、同 ２８条第２項」とあるのは「第６９条において準用する第２８条第２項」と、同

項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第６９条において準用する第３０条 項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第６９条において準用する第３０条

第２項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第６９条において準 第２項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第６９条において準

用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第６ 用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第６

９条において読み替えて準用する次条第１項」と、第１７条第１０項 ９条において読み替えて準用する次条第１項」と、第１７条中「療養介護計画」

中「６月」とあるのは「３月」 とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第９項中「６月」とあるのは「３月」

と、第１８条第１項中「前条」とあるのは「第６９条において読み替えて準用す と、第１８条 中「前条」とあるのは「第６９条において読み替えて準用す

る前条」と、第３８条第１項中「静養室、医務室」とあるのは「静養室」と、第 る前条」と、第３８条第１項中「静養室、医務室」とあるのは「静養室」と、第

４０条第１項中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所（認定就労 ４０条第１項中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所（認定就労

移行支援事業所を除く。）」と読み替えるものとする。 移行支援事業所を除く。）」と読み替えるものとする。
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（厚生労働大臣が定める事項の評価等） （主務大臣 が定める事項の評価等）

第７２条の２ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継続支援Ａ型事業所ごとに、おお 第７２条の２ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継続支援Ａ型事業所ごとに、おお

むね１年に１回以上、利用者の労働時間その他の障害福祉サービス基準第７２条 むね１年に１回以上、利用者の労働時間その他の障害福祉サービス基準第７２条

の３に規定する厚生労働大臣が定める事項について、同条に規定する厚生労働大 の３に規定する主務大臣 が定める事項について、同条に規定する主務大臣

臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用そ が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用そ

の他の方法により公表しなければならない。 の他の方法により公表しなければならない。

（準用） （準用）

第８５条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま 第８５条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま

で、第２８条から第３２条の２まで、第３４条、第４１条、第４５条から第４９ で、第２８条から第３２条の２まで、第３４条、第４１条、第４５条から第４９

条まで及び第５３条の規定は、就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この 条まで及び第５３条の規定は、就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この

場合において、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第８５条 場合において、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第８５条

において読み替えて準用する第１７条第１項」と、同号及び第１７条中「療養介 において読み替えて準用する第１７条第１項」と、 「療養介

護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中「第２８条第２ 護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中「第２８条第２

項」とあるのは「第８５条において準用する第２８条第２項」と、同項第３号中 項」とあるのは「第８５条において準用する第２８条第２項」と、同項第３号中

「第３０条第２項」とあるのは「第８５条において準用する第３０条第２項」と、 「第３０条第２項」とあるのは「第８５条において準用する第３０条第２項」と、

同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第８５条において準用する第３２ 同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第８５条において準用する第３２

条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第８５条において 条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第８５条において

読み替えて準用する次条第１項」と、第１８条第１項 読み替えて準用する次条第１項」と、第１７条中「療養介護計画」とあるのは「

中「前条」とあるのは「第８５条において 就労継続支援Ａ型計画」と、第１８条中「前条」とあるのは「第８５条において

読み替えて準用する前条」と読み替えるものとする。 読み替えて準用する前条」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第８８条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま 第８８条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま

で、第２８条から第３２条の２まで、第３４条、第３６条、第３７条、第４１条、 で、第２８条から第３２条の２まで、第３４条、第３６条、第３７条、第４１条、

第４３条、第４５条から第４９条まで、第５３条、第７１条、第７４条から第７ 第４３条、第４５条から第４９条まで、第５３条、第７１条、第７４条から第７

６条まで及び第８１条から第８３条までの規定は、就労継続支援Ｂ型の事業につ ６条まで及び第８１条から第８３条までの規定は、就労継続支援Ｂ型の事業につ

いて準用する。この場合において、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」と いて準用する。この場合において、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」と

あるのは「第８８条において読み替えて準用する第１７条第１項」と、同号及び あるのは「第８８条において読み替えて準用する第１７条第１項」と、
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第１７条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、同項第２ 「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、同項第２

号中「第２８条第２項」とあるのは「第８８条において準用する第２８条第２項 号中「第２８条第２項」とあるのは「第８８条において準用する第２８条第２項

」と、同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８８条において準用する 」と、同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８８条において準用する

第３０条第２項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第８８条に 第３０条第２項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第８８条に

おいて準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」とあるの おいて準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」とあるの

は「第８８条において読み替えて準用する次条第１項」と、第１８条第１項 は「第８８条において読み替えて準用する次条第１項」と、第１７条中「療養介

中「前条」とあるの 護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第１８条中「前条」とあるの

は「第８８条において読み替えて準用する前条」と、第８１条第１項中「第８５ は「第８８条において読み替えて準用する前条」と、第８１条第１項中「第８５

条」とあるのは「第８８条」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継 条」とあるのは「第８８条」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継

続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。

第９章 （略） 第９章 （略）

（規模に関する特例） （規模に関する特例）

第８９条 多機能型による生活介護事業所（以下「多機能型生活介護事業所」とい 第８９条 多機能型による生活介護事業所（以下「多機能型生活介護事業所」とい

う。）、自立訓練（機能訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（機能訓練）事 う。）、自立訓練（機能訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（機能訓練）事

業所」という。）、自立訓練（生活訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（生 業所」という。）、自立訓練（生活訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（生

活訓練）事業所」という。）、就労移行支援事業所（以下「多機能型就労移行支 活訓練）事業所」という。）、就労移行支援事業所（以下「多機能型就労移行支

援事業所」という。）、就労継続支援Ａ型事業所（以下「多機能型就労継続支援 援事業所」という。）、就労継続支援Ａ型事業所（以下「多機能型就労継続支援

Ａ型事業所」という。）及び就労継続支援Ｂ型事業所（以下「多機能型就労継続 Ａ型事業所」という。）及び就労継続支援Ｂ型事業所（以下「多機能型就労継続

支援Ｂ型事業所」という。）（以下これらを「多機能型事業所」という。）は、 支援Ｂ型事業所」という。）（以下これらを「多機能型事業所」という。）は、

一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員（多機能型による指定児童発達支 一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員（多機能型による指定児童発達支

援（川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める 援（川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（令和元年条例第４３号。以下「指定通所支援等基準条例」という。）第４ 条例（令和元年条例第４３号。以下「指定通所支援等基準条例」という。）第４

条に規定する指定児童発達支援をいう。）の事業 条に規定する指定児童発達支援をいう。）の事業、指定医療型児童発達支援（指

定通所支援等基準条例第６６条に規定する指定医療型児童発達支援をいう。）の

又は指定放課後等デイサービス（指定通所支援等基準条例第７７条に規定す 事業又は指定放課後等デイサービス（指定通所支援等基準条例第７７条に規定す

る指定放課後等デイサービスをいう。）の事業（以下「多機能型児童発達支援事 る指定放課後等デイサービスをいう。）の事業（以下「多機能型児童発達支援事

業等」という。）を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用 業等」という。）を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用

定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。）の合計が２０人以上 定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。）の合計が２０人以上

である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多機能型事 である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多機能型事

業所の区分に応じ、当該各号に定める人数とすることができる。 業所の区分に応じ、当該各号に定める人数とすることができる。
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(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（職員の員数等の特例） （職員の員数等の特例）

第９０条 （略） 第９０条 （略）

２ 多機能型事業所は、第３９条第１項第４号及び第８項、第５２条第１項第３号 ２ 多機能型事業所は、第３９条第１項第４号及び第８項、第５２条第１項第３号

及び第９項、第５９条第１項第４号及び第８項、第６３条第１項第４号及び第６ 及び第９項、第５９条第１項第４号及び第８項、第６３条第１項第４号及び第６

項並びに第７５条第１項第３号及び第６項（これらの規定を第８８条において準 項並びに第７５条第１項第３号及び第６項（これらの規定を第８８条において準

用する場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所 用する場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所

のうち障害福祉サービス基準第９０条第２項に規定する厚生労働大臣が定める多 のうち障害福祉サービス基準第９０条第２項に規定する主務大臣 が定める多

機能型事業所を１の事業所であるとみなして、当該１の事業所とみなされた事業 機能型事業所を１の事業所であるとみなして、当該１の事業所とみなされた事業

所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所 所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所

の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。こ の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。こ

の場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者 の場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者

のうち、１人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 のうち、１人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

附 則 附 則

１・２ （略） １・２ （略）

３ 当分の間、第１号の厚生労働大臣が定める者に対し生活介護を提供する生活介 ３ 当分の間、第１号の主務大臣 が定める者に対し生活介護を提供する生活介

護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下 護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下

この項において同じ。）、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援 この項において同じ。）、理学療法士又は作業療法士 及び生活支援

員の総数は、第３９条第１項第３号アの規定にかかわらず、生活介護の単位ごと 員の総数は、第３９条第１項第３号アの規定にかかわらず、生活介護の単位ごと

に、常勤換算方法で、次に掲げる数の合計以上の数とする。 に、常勤換算方法で、次に掲げる数の合計以上の数とする。

(1) 次のアからウまでに掲げる利用者（障害福祉サービス基準附則第３条第１項 (1) 次のアからウまでに掲げる利用者（障害福祉サービス基準附則第３条第１項

第１号に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。 第１号に規定する主務大臣 が定める者を除く。以下この号において同じ。

）の平均障害支援区分に応じ、当該アからウまでに定める数 ）の平均障害支援区分に応じ、当該アからウまでに定める数

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

(2) 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した数 (2) 前号の主務大臣 が定める者である利用者の数を１０で除した数

４～９ （略） ４～９ （略）
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○ 川口市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（第５条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

目次 目次

第１章～第４章 （略） 第１章～第４章 （略）

第５章 自立訓練（生活訓練）（第５６条―第６０条） 第５章 自立訓練（生活訓練）（第５６条―第６０条）

第５章の２ 就労選択支援（第６０条の２―第６０条の８）

第６章～第１０章 （略） 第６章～第１０章 （略）

附則 附則

（障害福祉サービス事業者の一般原則） （障害福祉サービス事業者の一般原則）

第３条 障害福祉サービス事業を行う者（以下「障害福祉サービス事業者」という。 第３条 障害福祉サービス事業を行う者（以下「障害福祉サービス事業者」という。

）（次章から第５章まで及び第６章から第８章までに掲げる事業を行うものに限 ）（次章から 第８章までに掲げる事業を行うものに限

る。）は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下 る。）は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下

「個別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サ 「個別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サ

ービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその ービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその

他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービス 他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービス

を提供しなければならない。 を提供しなければならない。

２～４ （略） ２～４ （略）

（療養介護計画の作成等） （療養介護計画の作成等）

第１７条 （略） 第１７条 （略）

２～８ （略） ２～８ （略）

９ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を ９ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を

利用者及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援（法第５１ 利用者及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援（法第５１

条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。）又は指定障害 条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。）又は 指定障害

児相談支援（児童福祉法第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援を 児相談支援（児童福祉法第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援を
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いう。）を行う者（以下「指定特定相談支援事業者等」という。）に交付しなけ いう。）を行う者 に交付しなけ

ればならない。 ればならない。

１０～１２ （略） １０～１２ （略）

第５章の２ 就労選択支援

（基本方針）

第６０条の２ 就労選択支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、施行規則第６条の７の２に規定する者につき、短期間の

生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力

の評価並びに施行規則第６条の７の３に規定する事項の整理を行い、又はこれに

併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、施行規則第６条の７の４に規定

する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

（規模）

第６０条の３ 就労選択支援の事業を行う者（以下「就労選択支援事業者」という。

）が当該事業を行う事業所（以下「就労選択支援事業所」という。）は、１０人

以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

（職員の配置の基準）

第６０条の４ 就労選択支援事業者が就労選択支援事業所に置くべき職員及びその

員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 １

(2) 就労選択支援員（障害福祉サービス基準第６１条の４第１項第２号に規定す

る厚生労働大臣が定める者をいう。以下同じ。） 就労選択支援事業所ごとに、

常勤換算方法で、利用者の数を１５で除した数以上

２ 前項第２号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開

始する場合は、推定数による。

３ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし、就労選択支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労選択支援事業所

の他の業務に従事し、又は当該就労選択支援事業所以外の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。

４ 第１項第２号の就労選択支援員は、専ら当該就労選択支援事業所の職務に従事
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する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限

りでない。

（実施主体）

第６０条の５ 就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定

障害福祉サービス事業者（法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事

業者をいう。以下同じ。）であって、過去３年以内に当該事業者の事業所の３人

以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障

害者に対する就労支援の経験及び実績を有する者でなければならない。

（評価及び整理の実施）

第６０条の６ 就労選択支援事業者は、短期間の生産活動その他の活動の機会を通

じて、利用者についての就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに施行規則

第６条の７の３に規定する事項の整理（以下この章において「アセスメント」と

いう。）を行うものとする。

２ 障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同様の評価及び

整理を実施した場合には、就労選択支援事業者は、当該同様の評価及び整理の実

施をもって、アセスメントの実施に代えることができる。この場合において、就

労選択支援事業者は、次項の規定による会議の開催、アセスメントの結果の作成

又は指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たり、当該

障害者就業・生活支援センターその他の機関に対し、当該会議への参加その他の

必要な協力を求めることができる。

３ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び市町

村、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所その他の関係機関の担当者等を

招集して会議を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するととも

に、当該担当者等に意見を求めるものとする。

４ 前項の会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

５ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、当該結果に係

る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならない。

（関係機関との連絡調整等の実施）

第６０条の７ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を踏まえ、必要に応じ

て公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関との連絡調
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整を行わなければならない。

２ 就労選択支援事業者は、法第８９条の３第１項に規定する協議会への定期的な

参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、

雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路

の選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。

（準用）

第６０条の８ 第８条、第９条（第２項第１号を除く。）、第１３条から第１６条

まで、第１９条、第２４条から第２６条まで、第２８条から第３２条の２まで、

第３４条から第３６条まで、第３８条（第２項第６号及び第４項を除く。）、第

４１条、第４３条、第４４条及び第４５条から第４９条までの規定は、就労選択

支援の事業について準用する。この場合において、第９条第２項第２号中「第２

８条第２項」とあるのは「第６０条の８において準用する第２８条第２項」と、

同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第６０条の８において準用する第

３０条第２項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第６０条の８

において準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項に規定す

る療養介護計画に基づき、利用者」とあるのは「利用者」と、第３８条第１項中

「静養室、医務室」とあるのは「静養室」と読み替えるものとする。

（就労選択支援に関する情報提供）

第６８条の２ 就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者

と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。

（準用） （準用）

第８５条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま 第８５条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま

で、第２８条から第３２条の２まで、第３４条、第４１条、第４５条から第４９ で、第２８条から第３２条の２まで、第３４条、第４１条、第４５条から第４９

条まで、第５３条及び第６８条の２の規定は、就労継続支援Ａ型の事業について 条まで及び第５３条 の規定は、就労継続支援Ａ型の事業について

準用する。この場合において、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とある 準用する。この場合において、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とある

のは「第８５条において読み替えて準用する第１７条第１項」と、同号及び第１ のは「第８５条において読み替えて準用する第１７条第１項」と、同号及び第１

７条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中 ７条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中

「第２８条第２項」とあるのは「第８５条において準用する第２８条第２項」と、 「第２８条第２項」とあるのは「第８５条において準用する第２８条第２項」と、
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同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８５条において準用する第３０ 同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８５条において準用する第３０

条第２項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第８５条において 条第２項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第８５条において

準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第 準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

８５条において読み替えて準用する次条第１項」と、第１８条第１項中「前条」 ８５条において読み替えて準用する次条第１項」と、第１８条第１項中「前条」

とあるのは「第８５条において読み替えて準用する前条」と読み替えるものとす とあるのは「第８５条において読み替えて準用する前条」と読み替えるものとす

る。 る。

（準用） （準用）

第８８条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま 第８８条 第８条、第９条、第１３条から第１９条まで、第２４条から第２６条ま

で、第２８条から第３２条の２まで、第３４条、第３６条、第３７条、第４１条、 で、第２８条から第３２条の２まで、第３４条、第３６条、第３７条、第４１条、

第４３条、第４５条から第４９条まで、第５３条、第６８条の２、第７１条、第 第４３条、第４５条から第４９条まで、第５３条 、第７１条、第

７４条から第７６条まで及び第８１条から第８３条までの規定は、就労継続支援 ７４条から第７６条まで及び第８１条から第８３条までの規定は、就労継続支援

Ｂ型の事業について準用する。この場合において、第９条第２項第１号中「第１ Ｂ型の事業について準用する。この場合において、第９条第２項第１号中「第１

７条第１項」とあるのは「第８８条において読み替えて準用する第１７条第１項 ７条第１項」とあるのは「第８８条において読み替えて準用する第１７条第１項

」と、同号及び第１７条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画 」と、同号及び第１７条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画

」と、同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第８８条において準用する 」と、同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第８８条において準用する

第２８条第２項」と、同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８８条に 第２８条第２項」と、同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８８条に

おいて準用する第３０条第２項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあるの おいて準用する第３０条第２項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあるの

は「第８８条において準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次条第 は「第８８条において準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次条第

１項」とあるのは「第８８条において読み替えて準用する次条第１項」と、第１ １項」とあるのは「第８８条において読み替えて準用する次条第１項」と、第１

８条第１項中「前条」とあるのは「第８８条において読み替えて準用する前条」 ８条第１項中「前条」とあるのは「第８８条において読み替えて準用する前条」

と、第８１条第１項中「第８５条」とあるのは「第８８条」と、「就労継続支援 と、第８１条第１項中「第８５条」とあるのは「第８８条」と、「就労継続支援

Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。
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○ 川口市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第６６号）（第６条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（障害者支援施設の一般原則） （障害者支援施設の一般原則）

第３条 （略） 第３条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、

利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認する

とともに、法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若

しくは特定相談支援事業を行う者との連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地

域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。

５ 障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サ

ービス等（法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同

じ。）の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定

の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サ

ービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談

支援事業を行う者との連携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。

６ （略） ４ （略）

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準）

第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 生活介護を行う場合 (2) 生活介護を行う場合

ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(ｱ) （略） (ｱ) （略）

(ｲ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。）、 (ｲ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。）、

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 理学療法士又は作業療法士 及び生活支援員
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ａ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士 及び生活支援員の

総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(a) 及び(b) に 総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(a) 及び(b) に

掲げる数を合計した数以上とする。 掲げる数を合計した数以上とする。

(a) 次のⅰからⅲまでに掲げる平均障害支援区分（障害者の日常生活及 (a) 次のⅰからⅲまでに掲げる平均障害支援区分（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の

設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号。以 設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号。以

下「障害者支援施設基準」という。）第１１条第１項第２号イ(2)(一 下「障害者支援施設基準」という。）第１１条第１項第２号イ(2)(一

) (ｲ) に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支 ) (ｲ) に規定する主務大臣 が定めるところにより算定した障害支

援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、当該ⅰからⅲまでに定 援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、当該ⅰからⅲまでに定

める数 める数

ⅰ 平均障害支援区分が４未満 利用者（障害者支援施設基準第１１ ⅰ 平均障害支援区分が４未満 利用者（障害者支援施設基準第１１

条第１項第２号イ(2) (一)(ｲ) (ｉ)に規定する厚生労働大臣が定め 条第１項第２号イ(2) (一)(ｲ) (ｉ)に規定する主務大臣 が定め

る者を除く。ⅱ及びⅲにおいて同じ。）の数を６で除した数 る者を除く。ⅱ及びⅲにおいて同じ。）の数を６で除した数

ⅱ・ⅲ （略） ⅱ・ⅲ （略）

(b) (a) ⅰの厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した (b) (a) ⅰの主務大臣 が定める者である利用者の数を１０で除した

数 数

ｂ （略） ｂ （略）

ｃ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常 ｃ 理学療法士又は作業療法士 の数は、利用者に対して日常

生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、 生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、

生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。 生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。

ｄ （略） ｄ （略）

(ｳ) サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理 (ｳ) サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理

を行う者として障害者支援施設基準第１１条第１項第２号イ(3) に規定す を行う者として障害者支援施設基準第１１条第１項第２号イ(3) に規定す

る厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。） 次のａ又はｂに掲げ る主務大臣 が定めるものをいう。以下同じ。） 次のａ又はｂに掲げ

る利用者の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数 る利用者の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

イ （略） イ （略）

ウ ア(ｲ) の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な ウ ア(ｲ) の理学療法士又は作業療法士 を確保することが困難な

場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防 場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員と 止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員と
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して置くことができる。 して置くことができる。

エ・オ （略） エ・オ （略）

(3) 自立訓練（機能訓練）を行う場合 (3) 自立訓練（機能訓練）を行う場合

ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のと ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のと

おりとする。 おりとする。

(ｱ) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 (ｱ) 看護職員、理学療法士又は作業療法士 及び生活支援員

ａ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士 及び生活支援員の

総数は、常勤換算方法で、利用者の数を６で除した数以上とする。 総数は、常勤換算方法で、利用者の数を６で除した数以上とする。

ｂ （略） ｂ （略）

ｃ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、１以上とする。 ｃ 理学療法士又は作業療法士 の数は、１以上とする。

ｄ （略） ｄ （略）

(ｲ) （略） (ｲ) （略）

イ （略） イ （略）

ウ ア(ｱ) の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な ウ ア(ｱ) の理学療法士又は作業療法士 を確保することが困難な

場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防 場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員と 止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員と

して置くことができる。 して置くことができる。

エ～カ （略） エ～カ （略）

(4) ～(6) （略） (4) ～(6) （略）

(7) 施設入所支援を行う場合 (7) 施設入所支援を行う場合

ア 施設入所支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとす ア 施設入所支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとす

る。 る。

(ｱ) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、次のａ又はｂに掲げる利用者 (ｱ) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、次のａ又はｂに掲げる利用者

の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数とする。ただし、自立訓練（ の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数とする。ただし、自立訓練（

機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援若しくは就労継続支援 機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援若しくは就労継続支援

Ｂ型を受ける利用者又は障害者支援施設基準第１１条第１項第７号イ(1) Ｂ型を受ける利用者又は障害者支援施設基準第１１条第１項第７号イ(1)

に規定する厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位 に規定する主務大臣 が定める者に対してのみその提供が行われる単位

にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を１以上とする。 にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を１以上とする。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

(ｲ) （略） (ｲ) （略）
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イ （略） イ （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数） （複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数）

第１２条 （略） 第１２条 （略）

２ 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、前条第１項第２号ア(ｳ) 及 ２ 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、前条第１項第２号ア(ｳ) 及

びオ、第３号ア(ｲ) 及びカ、第４号ア(ｲ) 及びオ、第５号ア(ｳ) 、イ(ｲ) 及びエ びオ、第３号ア(ｲ) 及びカ、第４号ア(ｲ) 及びオ、第５号ア(ｳ) 、イ(ｲ) 及びエ

並びに第６号ア(ｲ) 及びウの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次 並びに第６号ア(ｲ) 及びウの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次

の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち障害者支 の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち障害者支

援施設基準第１２条第２項に規定する厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の 援施設基準第１２条第２項に規定する主務大臣 が定めるものの利用者の数の

合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この規定により置くべきものとさ 合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この規定により置くべきものとさ

れるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならないとするこ れるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならないとするこ

とができる。 とができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

（施設障害福祉サービスの取扱方針） （施設障害福祉サービスの取扱方針）

第１８条 （略） 第１８条 （略）

２ 障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

３・４ （略） ２・３ （略）

（施設障害福祉サービス計画の作成等） （施設障害福祉サービス計画の作成等）

第１９条 （略） 第１９条 （略）

２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切 ２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切

な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の状況 な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の状況

等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下「アセスメント」 等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下「アセスメント」

という。）を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮 という。）を行い

しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適 、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適

切な支援内容の検討をしなければならない。この場合において、サービス管理責 切な支援内容の検討をしなければならない。

任者は、第２０条の３第１項の地域移行等意向確認担当者（第６項において「地

域移行等意向確認担当者」という。）が把握した利用者の地域生活への移行に関

する意向等を踏まえるものとする。
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３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定

することに困難を抱える場合には、意思決定の支援を適切に行うため、当該利用

者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

４・５ （略） ３・４ （略）

６ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利用者 ５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利用者

及び当該利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に当たる担当者等（地域移 に対する施設障害福祉サービスの提供に当たる担当者等

行等意向確認担当者を含む。）を招集して行う会議をいう。）を開催し、当該利 を招集して行う会議をいう。）を開催し

用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する施設障害 、前項に規定する施設障害

福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

７ （略） ６ （略）

８ サービス管理責任者は、第５項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の ７ サービス管理責任者は、第４項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の

内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得 内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得

なければならない。 なければならない。

９ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施 ８ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施

設障害福祉サービス計画を利用者及び当該利用者に対して指定計画相談支援（法 設障害福祉サービス計画を利用者

第５１条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。）を行う者に交付し に交付し

なければならない。 なければならない。

１０・１１ （略） ９・１０ （略）

１２ 第２項から第９項までの規定は、第１０項に規定する施設障害福祉サービス １１ 第２項から第８項までの規定は、第９項 に規定する施設障害福祉サービス

計画の変更について準用する。 計画の変更について準用する。

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務）

第２０条 （略） 第２０条 （略）

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を

原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、利

用者への意思決定の支援が適切に行われるよう努めなければならない。

（地域との連携等）

第２０条の２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地

域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ら

なければならない。

２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及びそ
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の家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有する者並び

に市の担当者等により構成される協議会（以下この条において「地域連携推進会

議」という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議において、

事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設

けなければならない。

３ 地域連携推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

４ 障害者支援施設は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね１年に１回以上、

当該地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学する機会を設けなければ

ならない。

５ 障害者支援施設は、第２項に規定する報告、要望、助言等についての記録を作

成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

６ 第２項から前項までの規定は、障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サ

ービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに

準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。

（地域移行等意向確認担当者の選任等）

第２０条の３ 障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、

利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等

の把握及び利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の

利用に関する意向の定期的な確認（以下この条において「地域移行等意向確認等

」という。）を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めると

ともに、地域移行等意向確認担当者を選任しなければならない。

２ 前項の地域移行等意向確認担当者は、同項の指針に基づき、地域移行等意向確

認等を実施し、アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握し、又は

確認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、当該内容を第１９条第

６項に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しなければな

らない。

３ 第１項の地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、

法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定

相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用

に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければなら
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ない。

（給付金として支払を受けた金銭の管理） （給付金として支払を受けた金銭の管理）

第３５条 障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る障害者 第３５条 障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る障害者

支援施設基準第３３条の２に規定する厚生労働大臣が定める給付金（以下この条 支援施設基準第３３条の２に規定する主務大臣 が定める給付金（以下この条

において「給付金」という。）の支給を受けたときは、給付金として支払を受け において「給付金」という。）の支給を受けたときは、給付金として支払を受け

た金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。 た金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第４０条 （略） 第４０条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 障害者支援施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機

関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症

（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指

定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）が発

生した場合等における対応を取り決めるように努めなければならない。

４ 障害者支援施設は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合には、

当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症が発生した場合等における対

応について協議を行わなければならない。

（地域との連携等）

第４４条 削除 第４４条 障害者支援施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
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議案第 ７４号参考資料

川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和元年条例第４３号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

目次 目次

第１章・第２章 （略） 第１章・第２章 （略）

第３章 削除 第３章 医療型児童発達支援

第１節 基本方針（第６６条）

第２節 人員に関する基準（第６７条・第６８条）

第３節 設備に関する基準（第６９条）

第４節 運営に関する基準（第７０条―第７６条）

第４章～第８章 （略） 第４章～第８章 （略）

附則 附則

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通所給付決定保護者 法第６条の２の２第８項に規定する通所給付決定保護 (1) 通所給付決定保護者 法第６条の２の２第９項に規定する通所給付決定保護

者をいう。 者をいう。

(2) 指定障害児通所支援事業者 法第２１条の５の３第１項に規定する指定障 (2) 指定障害児通所支援事業者等 法第２１条の５の３第１項に規定する指定障

害児通所支援事業者 をいう。 害児通所支援事業者等をいう。

(3) ～(9) （略） (3) ～(9) （略）

(10) 法定代理受領 法第２１条の５の７第１１項（法第２１条の５の１３第２ (10) 法定代理受領 法第２１条の５の７第１１項（法第２１条の５の１３第２

項の規定により、同条第１項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付 項の規定により、同条第１項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付

費等の支給について適用する場合を含む。）の規定により通所給付決定保護者 費等の支給について適用する場合を含む。）の規定により通所給付決定保護者

に代わり市町村（特別区を含む。以下同じ。）が支払う指定通所支援に要した に代わり市町村（特別区を含む。以下同じ。）が支払う指定通所支援に要した

費用の額又は法第２１条の５の２９第３項の規定により通所給付決定保護者に 費用の額又は法第２１条の５の２９第３項の規定により通所給付決定保護者に
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代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障 代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障

害児通所支援事業者 が受けることをいう。 害児通所支援事業者等が受けることをいう。

(11)・(12) （略） (11)・(12) （略）

(13) 多機能型事業所 第４条に規定する指定児童発達支援の事業 (13) 多機能型事業所 第４条に規定する指定児童発達支援の事業、第６６条に

、第７７条に規定する指定放課後等デ 規定する指定医療型児童発達支援の事業、第７７条に規定する指定放課後等デ

イサービスの事業、第８９条に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及 イサービスの事業、第８９条に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及

び第９７条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに川口市指定障害福祉 び第９７条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに川口市指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２ サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２

９年条例第６３号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。）第７ ９年条例第６３号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。）第７

８条に規定する指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス等基準条例第１２ ８条に規定する指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス等基準条例第１２

３条に規定する指定自立訓練（機能訓練）の事業、指定障害福祉サービス等基 ３条に規定する指定自立訓練（機能訓練）の事業、指定障害福祉サービス等基

準条例第１３４条に規定する指定自立訓練（生活訓練）の事業、指定障害福祉 準条例第１３４条に規定する指定自立訓練（生活訓練）の事業、指定障害福祉

サービス等基準条例第１４６条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害 サービス等基準条例第１４６条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害

福祉サービス等基準条例第１５７条に規定する指定就労継続支援Ａ型の事業及 福祉サービス等基準条例第１５７条に規定する指定就労継続支援Ａ型の事業及

び指定障害福祉サービス等基準条例第１７１条に規定する指定就労継続支援Ｂ び指定障害福祉サービス等基準条例第１７１条に規定する指定就労継続支援Ｂ

型の事業のうち２以上の事業を一体的に行う事業所（指定障害福祉サービス等 型の事業のうち２以上の事業を一体的に行う事業所（指定障害福祉サービス等

基準条例に規定する事業のみを行う事業所を除く。）をいう。 基準条例に規定する事業のみを行う事業所を除く。）をいう。

（指定障害児通所支援事業者 の一般原則及び資格） （指定障害児通所支援事業者等の一般原則及び資格）

第３条 指定障害児通所支援事業者 は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、 第３条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、

障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（第２７条第１項におい 障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（第２７条第１項におい

て「通所支援計画」という。）を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所 て「通所支援計画」という。）を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所

支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他 支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他

の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供 の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供

しなければならない。 しなければならない。

２ 指定障害児通所支援事業者 は、当該指定障害児通所支援事業者 を利用する ２ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する

障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援 障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援

の提供に努めなければならない。 の提供に努めなければならない。

３ 指定障害児通所支援事業者 は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を ３ 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を

行い、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（ 行い、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（

平成１７年法律第１２３号）第５条第１項に規定する障害福祉サービス（以下「 平成１７年法律第１２３号）第５条第１項に規定する障害福祉サービス（以下「
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障害福祉サービス」という。）を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービ 障害福祉サービス」という。）を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

４ 指定障害児通所支援事業者 は、当該指定障害児通所支援事業者 を利用する ４ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する

障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、 障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、

その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

５ 指定障害児通所支援事業者 は、当該指定障害児通所支援事業者 を利用する ５ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する

障害児の安全を確保するため、事故の防止及び防犯に関する措置を講ずるよう努 障害児の安全を確保するため、事故の防止及び防犯に関する措置を講ずるよう努

めなければならない。 めなければならない。

６ 法第２１条の５の１５第３項第１号の条例で定める者は、法人とする。ただし、 ６ 法第２１条の５の１５第３項第１号の条例で定める者は、法人とする。ただし、

児童発達支援 （病院又は診療所により行われるものに限る。）に係る指定 医療型児童発達支援（病院又は診療所により行われるものに限る。）に係る指定

の申請にあっては、この限りでない。 の申請にあっては、この限りでない。

第２章 （略） 第２章 （略）

第１節 （略） 第１節 （略）

第４条 児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定児童発達支援」という。） 第４条 児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定児童発達支援」という。）

の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに

集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びに 集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びに

その置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援をし、又はこれに併せて治 その置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練

療（上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるものに限る。

以下同じ。）を行うものでなければならない。 を行うものでなければならない。

第２節 （略） 第２節 （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活 ２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活

を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日常生活を営むの を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日常生活を営むの

に必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）を、日常生活及び社会生 に必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）を、日常生活及び社会生

活を営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他児童福 活を営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他児童福
かくたん かくたん

祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２ 祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２

４年厚生労働省令第１５号。以下「指定通所支援基準」という。）第５条第２項 ４年厚生労働省令第１５号。以下「指定通所支援基準」という。）第５条第２項

に規定するこども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。）を恒常的に に規定する内閣総理大臣 が定める医療行為をいう。以下同じ。）を恒常的に

受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員（保健師、 受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員（保健師、
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助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）を、それぞれ置かなければな 助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）を、それぞれ置かなければな

らない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かない らない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かない

ことができる。 ことができる。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

３～９ （略） ３～９ （略）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前２項に規定する従業者のほか、指定児童発達支援事業所において治療を行う

場合には、医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する診療所として必要と

される数の従業者を置かなければならない。

４ 第２項の規定により機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓 ３ 前項 の規定により機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓

練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。 練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

４ 前２項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業

所には、第１項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者（第２項各

号のいずれかに該当する場合にあっては、第３号に掲げる看護職員を除く。）を

置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、

その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

(1) 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに４以上

(2) 機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。

） 機能訓練を行うために必要な数

(3) 看護職員（日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受ける

ことが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。） 医療的ケアを

行うために必要な数

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指

定児童発達支援事業所には、第１項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げ

る従業者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者

については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

(1) 看護職員 １以上

(2) 機能訓練担当職員 １以上

５ 前項 の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１項第２ ６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１項第２
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号アの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなけ 号アの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなけ

ればならない。 ればならない。

６ 第１項第２号ア 及び次項の指定児童発達支援の単位は、指定児 ７ 第１項第２号ア、第４項第１号及び次項の指定児童発達支援の単位は、指定児

童発達支援であって、その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体的に行 童発達支援であって、その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体的に行

われるものをいう。 われるものをいう。

７ 第１項（第１号を除く。）、第２項及び第４項 に規定する従業者は、専ら当 ８ 第１項から第５項まで（第１項第１号を除く。）に規定する従業者は、専ら当

該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごと 該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごと

に専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障 に専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障

害児の支援に支障がない場合は、第１項第３号の栄養士及び同項第４号の調理員 害児の支援に支障がない場合は、第１項第３号の栄養士及び同項第４号の調理員

については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。 については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

８ 第３項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事す

る者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の

保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従

事させることができる。

９ 前２項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又 ９ 前項 の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又

は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通わ は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通わ

せている障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、 せている障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、

障害児の支援に直接従事する従業者については、当該児童の保育に併せて従事さ 障害児の支援に直接従事する従業者については、当該児童の保育に併せて従事さ

せることができる。 せることができる。

（管理者） （管理者）

第７条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務 第７条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務

に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定児童発 に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定児童発

達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援 達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援

事業所の他の職務に従事し、又は当該指定児童発達支援事業所以外の事業所、施 事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の 事業所、施

設等の職務に従事することができる。 設等の職務に従事することができる。

（設備） （設備）

第９条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものを除く。）は、 第９条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものを除く。）は、

発達支援室、相談室及び便所並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備 指導訓練室、相談室及び便所並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備

品等を備えなければならない。 品等を備えなければならない。
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２ 前項に規定する発達支援室は、障害児１人当たりの床面積を２．４７平方メー ２ 前項に規定する指導訓練室は、障害児１人当たりの床面積を２．４７平方メー

トル以上とし、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。 トル以上とし、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

３ （略） ３ （略）

第１０条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。以 第１０条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。以

下この条において同じ。）は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場（指定児童発達 下この条において同じ。）は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場（指定児童発達

支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む 支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下この項におい

。）、医務室、相談室、調理室、便所及び静養室並びに指定児童発達支援 て同じ。）、医務室、相談室、調理室及び便所 並びに指定児童発達支援

の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。 の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。ただし、主として重症

心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、遊戯室、屋外遊戯場、

医務室及び相談室は、障害児の支援に支障がない場合は、設けないことができる。

２ 指定児童発達支援事業所において治療を行う場合には、前項に規定する設備（

医務室を除く。）のほか、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けなけ

ればならない。

３ 第１項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 ２ 前項 に規定する設備の基準は、次のとおりとする。ただし、主として難聴児

を通わせる指定児童発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通わせる指定

児童発達支援事業所にあっては、この限りでない。

(1) 発達支援室 (1) 指導訓練室

ア・イ （略） ア・イ （略）

(2) （略） (2) （略）

３ 第１項に規定する設備のほか、主として知的障害のある児童を通わせる指定児

童発達支援事業所は静養室を、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業

所は聴力検査室を設けなければならない。

４ 第１項及び第２項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に ４ 第１項及び前項 に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に

供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同 供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は

項に規定する設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねること 、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねること

ができる。 ができる。

第４節 （略） 第４節 （略）

（利用定員） （利用定員）

第１１条 指定児童発達支援事業所は、その利用定員を１０人以上とする。ただし、 第１１条 指定児童発達支援事業所は、その利用定員を１０人以上とする。ただし、

主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所（児童発達支援セン 主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所
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ターであるものを除く。）にあっては、利用定員を５人以上とすることができる。 にあっては、利用定員を５人以上とすることができる。

（通所利用者負担額の受領） （通所利用者負担額の受領）

第２３条 （略） 第２３条 （略）

２ 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供 ２ 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供

した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費

定める額の支払を受けるものとする。 用基準額の支払を受けるものとする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費

用基準額

(2) 治療を行う場合 前号に規定する額のほか、当該指定児童発達支援のうち肢

体不自由児通所医療（食事療養（健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６

３条第２項第１号に規定する食事療養をいう。）を除く。以下同じ。）に係る

ものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費

用の額

３ （略） ３ （略）

４ 前項第１号に掲げる費用については、指定通所支援基準第２３条第４項の規定 ４ 前項第１号に掲げる費用については、指定通所支援基準第２３条第４項の規定

によりこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。 により内閣総理大臣 が定めるところによるものとする。

５・６ （略） ５・６ （略）

（通所利用者負担額に係る管理） （通所利用者負担額に係る管理）

第２４条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当 第２４条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当

該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所 該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所

支援事業者 が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所 支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所

給付決定保護者から依頼を受けたときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指 給付決定保護者から依頼を受けたときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指

定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額（以下この条において「通所利用者 定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額（以下この条において「通所利用者

負担額合計額」という。）を算定しなければならない。この場合において、当該 負担額合計額」という。）を算定しなければならない。この場合において、当該

指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の

状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通 状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通

所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業 所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業

者 に通知しなければならない。 者等に通知しなければならない。

（障害児通所給付費の額に係る通知等） （障害児通所給付費の額に係る通知等）
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第２５条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係 第２５条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係

る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給 る障害児通所給付費の支給 を受けた場合は、通所給

付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体 付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額

不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。 を通知しなければならない。

２ （略） ２ （略）

（指定児童発達支援の取扱方針） （指定児童発達支援の取扱方針）

第２６条 指定児童発達支援事業者は、第２７条第１項に規定する児童発達支援計 第２６条 指定児童発達支援事業者は、次条第１項 に規定する児童発達支援計

画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うととも 画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うととも

に、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなけ に、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなけ

ればならない。 ればならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するた

めの配慮をしなければならない。

３ （略） ２ （略）

４ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえ

た指定児童発達支援（治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同じ。

）の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切

な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関す

る領域を含む総合的な支援を行わなければならない。

５ （略） ３ （略）

６ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支 ４ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支

援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、指定児童 援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価

発達支援事業所の従業者による評価を受けた上で、自らによる評価（次項におい

て「自己評価」という。）を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用 を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用

する障害児の通所給付決定保護者（以下この条において「保護者」という。）に する障害児の保護者による評価

よる評価（次項において「保護者評価」という。）を受けて、その改善を図らな を受けて、その改善を図らな

ければならない。 ければならない。

(1) ～(7) （略） (1) ～(7) （略）

７ 指定児童発達支援事業者は、おおむね１年に１回以上、自己評価及び保護者評 ５ 指定児童発達支援事業者は、おおむね１年に１回以上、前項の評価及び改善の

価並びに前項に規定する改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネット 内容を インターネット
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の利用その他の方法により公表しなければならない。 の利用その他の方法により公表しなければならない。

第２６条の２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児

童発達支援プログラム（前条第４項に規定する領域との関連性を明確にした指定

児童発達支援の実施に関する計画をいう。）を策定し、インターネットの利用そ

の他の方法により公表しなければならない。

（障害児の地域社会への参加及び包摂の推進）

第２６条の３ 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用する

ことにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、

障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会

への参加及び包摂（以下「インクルージョン」という。）の推進に努めなければ

ならない。

（児童発達支援計画の作成等） （児童発達支援計画の作成等）

第２７条 （略） 第２７条 （略）

２ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方 ２ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方

法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生 法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生

活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並 活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並

びに課題等の把握（以下この条において「アセスメント」という。）を行うとと びに課題等の把握（以下この条において「アセスメント」という。）を行い、

もに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の

利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支 障害児の発達を支

援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

３ （略） ３ （略）

４ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、 ４ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、

通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支 通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支

援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、第２６条第４ 援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、

項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた指定児童発 指定児童発

達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な 達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な

事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合に 事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合に

おいて、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する おいて、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する

指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児 指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児

童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
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５ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児の ５ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児

意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障

害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開 に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開

催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。 催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。

６・７ （略） ６・７ （略）

８ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発 ８ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発

達支援計画を通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者に対して指定障害 達支援計画を通所給付決定保護者

児相談支援（法第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援をいう。）

を提供する者に交付しなければならない。 に交付しなければならない。

９～１１ （略） ９～１１ （略）

（児童発達支援管理責任者の責務） （児童発達支援管理責任者の責務）

第２８条 （略） 第２８条 （略）

２ 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意

思をできる限り尊重するよう努めなければならない。

（支援） （指導、訓練等）

第３０条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立 第３０条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立

の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援 を行わ の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わ

なければならない。 なければならない。

２ （略） ２ （略）

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な ３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な

社会生活を営むことができるよう、より適切に支援 を行わなければなら 社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなければなら

ない。 ない。

４ 指定児童発達支援事業者は、常時１人以上の従業者を支援 に従事させ ４ 指定児童発達支援事業者は、常時１人以上の従業者を指導、訓練等に従事させ

なければならない。 なければならない。

５ 指定児童発達支援事業者は、その障害児に対して、当該障害児に係る通所給付 ５ 指定児童発達支援事業者は、その障害児に対して、当該障害児に係る通所給付

決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による支援 決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、

を受けさせてはならない。 訓練等を受けさせてはならない。
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（通所給付決定保護者に関する市町村への通知） （通所給付決定保護者に関する市町村への通知）

第３５条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係 第３５条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係

る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しく る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しく

は特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けよ は特例障害児通所給付費の支給 を受け、又は受けよ

うとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなら うとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなら

ない。 ない。

（定員の遵守） （定員の遵守）

第３９条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び発達支援室の定員を超えて、 第３９条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、

指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむ 指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむ

を得ない事情がある場合は、この限りでない。 を得ない事情がある場合は、この限りでない。

（安全計画の策定等） （安全計画の策定等）

第４０条の２ （略） 第４０条の２ （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して通所給付決定保護者 ３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者

との連携が図られるよう、通所給付決定保護者に対し、安全計画に基づく取組の との連携が図られるよう、保護者 に対し、安全計画に基づく取組の

内容等について周知しなければならない。 内容等について周知しなければならない。

４ （略） ４ （略）

（協力医療機関） （協力医療機関）

第４２条 指定児童発達支援事業者（治療を行うものを除く。）は、障害児の病状 第４２条 指定児童発達支援事業者 は、障害児の病状

の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならな の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならな

い。 い。

（利益供与等の禁止） （利益供与等の禁止）

第４９条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者の日 第４９条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第１９項に規定する一 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第１８項に規定する一

般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者（次項において「障害児相談 般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者（次項において「障害児相談

支援事業者等」という。）、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、 支援事業者等」という。）、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、
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障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償 障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償

として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

２ （略） ２ （略）

（設備） （設備）

第６０条 基準該当児童発達支援事業所は、発達支援を行う場所を確保するととも 第６０条 基準該当児童発達支援事業所は、指導訓練を行う場所を確保するととも

に、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならな に、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならな

い。 い。

２ 前項に規定する発達支援を行う場所は、支援に必要な機械器具等を備えなけれ ２ 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えなけれ

ばならない。 ばならない。

３ （略） ３ （略）

第３章 削除 第３章 医療型児童発達支援

第６６条から第７６条まで 削除 第１節 基本方針

第６６条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定医療型児童発達支

援」という。）の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を

習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精

神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練並

びに治療を行うものでなければならない。

第２節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第６７条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者（以下「指定医療型児童発達支

援事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定医療型児童発達支援

事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する診療所として必要とされる

従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数

(2) 児童指導員 １以上

(3) 保育士 １以上

(4) 看護職員 １以上

(5) 理学療法士又は作業療法士 １以上
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(6) 児童発達支援管理責任者 １以上

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日常

生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなけ

ればならない。

３ 第１項各号及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援事

業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がな

い場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会

福祉施設の職務に従事させることができる。

４ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は

幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に

通わせている障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限

り、障害児の支援に直接従事する従業者については、当該児童の保育に併せて従

事させることができる。

（準用）

第６８条 第７条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。

第３節 設備に関する基準

（設備）

第６９条 指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。

(2) 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を有すること。

(3) 浴室及び便所の手すり等身体の不自由な者の利用に適した設備を有すること。

２ 指定医療型児童発達支援事業所は、その階段の傾斜を緩やかにしなければなら

ない。

３ 第１項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供

するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項

第１号に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねるこ

とができる。

第４節 運営に関する基準

（利用定員）

第７０条 指定医療型児童発達支援事業所は、その利用定員を１０人以上とする。
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（通所利用者負担額の受領）

第７１条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を提供した

際は、通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所利用者負

担額の支払を受けるものとする。

２ 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童発

達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から次に掲げる費用の額の支払を受

けるものとする。

(1) 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額

(2) 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療（食事療養（健康

保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第２項第１号に規定する食事療養

をいう。）を除く。以下同じ。）に係るものにつき健康保険の療養に要する費

用の額の算定方法の例により算定した費用の額

３ 指定医療型児童発達支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定医療

型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の

額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) 前２号に掲げるもののほか、指定医療型児童発達支援において提供される便

宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

４ 前項第１号に掲げる費用については、指定通所支援基準第６０条第４項の規定

により内閣総理大臣が定めるところによるものとする。

５ 指定医療型児童発達支援事業者は、第１項から第３項までの費用の額の支払を

受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保

護者に対し交付しなければならない。

６ 指定医療型児童発達支援事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当た

っては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用

について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

（障害児通所給付費の額に係る通知等）

第７２条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定医療型児童
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発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場

合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給

付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。

２ 指定医療型児童発達支援事業者は、前条第２項の法定代理受領を行わない指定

医療型児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定医

療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサー

ビス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

（通所給付決定保護者に関する市町村への通知）

第７３条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を受けてい

る障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所

給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、

又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しな

ければならない。

（運営規程）

第７４条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかな

ければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用

の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域（当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定

医療型児童発達支援を提供する地域をいう。）

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
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（情報の提供等）

第７５条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を利用しよ

うとする障害児が、適切かつ円滑に利用できるように、当該指定医療型児童発達

支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければな

らない。

２ 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業者について広

告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならな

い。

（準用）

第７６条 第１２条から第２２条まで、第２４条、第２６条（第４項及び第５項を

除く。）から第３４条まで、第３６条、第３８条から第４１条まで、第４３条か

ら第４５条まで、第４７条、第４９条から第５２条まで及び第５４条の規定は、

指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第１２条

第１項中「第３７条」とあるのは「第７４条」と、第２２条第２項中「次条第１

項から第３項まで」とあるのは「第７１条第１項から第３項まで」と、第２６条

第１項及び第２７条中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計

画」と、第３４条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第４３条

第１項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤

務の体制」と、第５４条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「医療

型児童発達支援計画」と、同項第３号中「第３５条」とあるのは「第７３条」と

読み替えるものとする。

第４章 （略） 第４章 （略）

第１節 （略） 第１節 （略）

第７７条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援（以下「指定放課後等デイサ 第７７条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援（以下「指定放課後等デイサ

ービス」という。）の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な支援を行 ービス」という。）の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行

い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状 い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状

況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援 を行うも 況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うも

のでなければならない。 のでなければならない。

（設備） （設備）
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第８０条 指定放課後等デイサービス事業所は、発達支援室、相談室及び便所並び 第８０条 指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室、相談室及び便所並び

に指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければなら に指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。 ない。

２ 前項に規定する発達支援室は、障害児１人当たりの床面積を２．４７平方メー ２ 前項に規定する指導訓練室は、障害児１人当たりの床面積を２．４７平方メー

トル以上とし、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。 トル以上とし、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

３ （略） ３ （略）

（設備） （設備）

第８６条 基準該当放課後等デイサービス事業所は、発達支援を行う場所を確保す 第８６条 基準該当放課後等デイサービス事業所は、指導訓練を行う場所を確保す

るとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備 るとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備

えなければならない。 えなければならない。

２ 前項に規定する発達支援を行う場所は、支援に必要な機械器具等を備えなけれ ２ 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えなけれ

ばならない。 ばならない。

３ （略） ３ （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第９０条 （略） 第９０条 （略）

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看 ２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理担当職員 護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員

（学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、 （学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、

心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者 心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者

であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力 であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力

を有すると認められる者をいう。）として配置された日以後、障害児について、 を有すると認められる者をいう。）として配置された日以後、障害児について、

入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対し 入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対し

て介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作及び知識技能 て介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識

の習得 、生活能力の向上のために必要な支援その他の支援（以下この項にお 技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援（以下

いて「支援 」という。）を行い、並びに当該障害児の支援 を行う者に対して 「訓練等」という。）を行い、及び 当該障害児の訓練等を行う者に対して

支援 に関する指導を行う業務その他職業訓練若しくは職業教育に係る業務に３ 訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育 に係る業務に３

年以上従事した者でなければならない。 年以上従事した者でなければならない。

３ （略） ３ （略）
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（準用） （準用）

第９６条 第１２条から第２２条まで、第２４条、第２５条、第２６条（第６項及 第９６条 第１２条から第２２条まで、第２４条、第２５条、第２６条（第４項及

び第７項を除く。）、第２６条の２、第２７条から第３０条まで、第３２条、第 び第５項を除く。） 、第２７条から第３０条まで、第３２条、第

３４条から第３６条まで、第３８条、第３８条の２、第４０条の２、第４０条の ３４条から第３６条まで、第３８条、第３８条の２、第４０条の２、第４０条の

３第１項、第４１条から第４５条まで、第４７条から第５０条まで 、第５１ ３第１項、第４１条から第４５条まで、第４７条、第４９条、第５０条、第５１

条第１項及び第５２条から第５４条まで の規定は、指定居宅訪問型 条第１項、第５２条 から第５４条まで及び第７５条の規定は、指定居宅訪問型

児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第１２条第１項中「 児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第１２条第１項中「

第３７条」とあるのは「第９５条」と、第２２条第２項中「次条第１項から第３ 第３７条」とあるのは「第９５条」と、第２２条第２項中「次条第１項から第３

項まで」とあるのは「第９４条第１項から第３項まで」と、第２５条第２項中「 項まで」とあるのは「第９４条第１項から第３項まで」と、第２５条第２項中「

第２３条第２項」とあるのは「第９４条第２項」と、第２６条第１項、第２７条 第２３条第２項」とあるのは「第９４条第２項」と、第２６条第１項、第２７条

及び第５４条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童 及び第５４条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童

発達支援計画」と、第２７条第４項中「関連性及びインクルージョンの観点」と 発達支援計画」と読み替える

あるのは「関連性」と、第４８条第１項中「行わなければ」とあるのは「行うよ

う努めなければ」と読み替えるものとする。 ものとする。

（準用） （準用）

第１０１条 第１２条から第２２条まで、第２４条、第２５条、第２６条（第４項 第１０１条 第１２条から第２２条まで、第２４条、第２５条、第２６条（第４項

を除く。）、第２６条の３ から第３０条まで、第３２条、第３４条から第 及び第５項を除く。）、第２７条から第３０条まで、第３２条、第３４条から第

３６条まで、第３８条、第３８条の２、第４０条の２、第４０条の３第１項、第 ３６条まで、第３８条、第３８条の２、第４０条の２、第４０条の３第１項、第

４１条、第４３条から第４５条まで、第４７条から第５０条まで 、第５１条 ４１条、第４３条から第４５条まで、第４７条、第４９条、第５０条、第５１条

第１項、第５２条から第５４条まで 及び第９３条から第９５条までの 第１項、第５２条から第５４条まで、第７５条及び第９３条から第９５条までの

規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第 規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第

１２条第１項中「第３７条」とあるのは「第１０１条において準用する第９５条 １２条第１項中「第３７条」とあるのは「第１０１条において準用する第９５条

」と、第２２条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第１０１条 」と、第２２条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第１０１条

において準用する第９４条第１項から第３項まで」と、第２５条第２項中「第２ において準用する第９４条第１項から第３項まで」と、第２５条第２項中「第２

３条第２項」とあるのは「第１０１条において準用する第９４条第２項」と、第 ３条第２項」とあるのは「第１０１条において準用する第９４条第２項」と、第

２６条第１項、第２７条及び第５４条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあ ２６条第１項及び第２７条 中「児童発達支援計画」とあ

るのは「保育所等訪問支援計画」と、第２６条第６項中「を受けて」とあるのは るのは「保育所等訪問支援計画」と、第４３条第１項

「及び当該指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が当該障害児に対して指定
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保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設（以下「訪問先施設」という。

）による評価（以下「訪問先施設評価」という。）を受けて」と、同項第５号中

「保護者」とあるのは「保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第７項中「及び

保護者評価」とあるのは「、保護者評価及び訪問先施設評価」と、「保護者に」

とあるのは「保護者及び訪問先施設に」と、第２７条第４項中「第２６条第４項

に規定する領域との関連性及びインクルージョン」とあるのは「インクルージョ

ン」と、同条第５項中「担当者等」とあるのは「担当者、当該障害児に係る訪問

先施設の担当者等」と、第４３条第１項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医 中「従業者の勤務の体制、前条の協力医

療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第４８条第１項中「行わなけれ 療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第５４条第２項第２号中「児童

ば」とあるのは「行うよう努めなければ 」と読み替えるものとする。 発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。

第７章 （略） 第７章 （略）

（従業者の員数に関する特例） （従業者の員数に関する特例）

第１０２条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所 第１０２条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所

に限る。）に係る事業を行う者に対する第５条第１項から第３項まで、第５項及 に限る。）に係る事業を行う者に対する第５条第１項から第３項まで、第５項及

び第９項、第６条（第４項及び第５項を除く。）、第７８条第１項から第３項ま び第９項、第６条（第３項及び第６項を除く。）、第６７条、第７８条第１項か

で及び第５項、第９０条第１項並びに第９８条第１項の規定の適用については、 ら第３項まで及び第５項、第９０条第１項並びに第９８条第１項の規定の適用に

第５条第１項中「事業所（以下「指定児童発達支援事業所」という。）」とある ついては、第５条第１項中「事業所（以下「指定児童発達支援事業所」という。

のは「多機能型事業所」と、同項第１号、同条第３項及び第５項並びに第６条第 ）」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１号中「指定児童発達支援」とあ

１項第２号ア、第６項及び第７項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所 るのは「指定通所支援」と、同条第２項中「指定児童発達支援事業所」とあるの

支援」と、第５条第２項及び第９項並びに第６条第１項から第３項まで及び第７ は「多機能型事業所」と、同条第３項及び第５項中「指定児童発達支援」とある

項から第９項までの規定中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事 のは「指定通所支援」と、同条第９項及び第６条第１項中「指定児童発達支援事

業所」と、第７８条第１項中「事業所（以下「指定放課後等デイサービス事業所 業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第２号ア中「指定児童発達支援」

」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１号並びに同条第３項 とあるのは「指定通所支援」と、同条第２項及び第４項中「指定児童発達支援事

及び第５項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、同 業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１号中「指定児童発達支援」と

条第２項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」 あるのは「指定通所支援」と、同条第５項中「指定児童発達支援事業所」とある

と、第９０条第１項中「事業所（以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」と のは「多機能型事業所」と、同条第７項中「指定児童発達支援」とあるのは「指

いう。）」とあるのは「多機能型事業所」と、第９８条第１項中「事業所（以下 定通所支援」と、同条第８項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能

「指定保育所等訪問支援事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と 型事業所」と、「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第９

する。 項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第６７条第

１項中「事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。）」とあり、
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及び同条第２項から第４項までの規定中「指定医療型児童発達支援事業所」とあ

るのは「多機能型事業所」と、第７８条第１項中「事業所（以下「指定放課後等

デイサービス事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１

号中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、同条第２項

中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条

第３項及び第５項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」

と、第９０条第１項中「事業所（以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」と

いう。）」とあるのは「多機能型事業所」と、第９８条第１項中「事業所（以下

「指定保育所等訪問支援事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と

する。

２ （略） ２ （略）

（利用定員に関する特例） （利用定員に関する特例）

第１０４条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所 第１０４条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所

に限る。）は、第１１条 及び第８１条の規定にかかわらず、その利用 に限る。）は、第１１条、第７０条及び第８１条の規定にかかわらず、その利用

定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて１０人以 定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて１０人以

上とすることができる。 上とすることができる。

２ 利用定員の合計が２０人以上である多機能型事業所（この条例に規定する事業 ２ 利用定員の合計が２０人以上である多機能型事業所（この条例に規定する事業

のみを行う多機能型事業所を除く。）は、第１１条 及び第８１条の規 のみを行う多機能型事業所を除く。）は、第１１条、第７０条及び第８１条の規

定にかかわらず、指定児童発達支援又は 指定放課後等 定にかかわらず、指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援又は指定放課後等

デイサービスの利用定員を５人以上（指定児童発達支援の事業 デイサービスの利用定員を５人以上（指定児童発達支援の事業、指定医療型児童

又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあって 発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあって

は、これらの事業を通じて５人以上）とすることができる。 は、これらの事業を通じて５人以上）とすることができる。

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業 ３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業

所は、第１１条 及び第８１条の規定にかかわらず、その利用定員を５ 所は、第１１条、第７０条及び第８１条の規定にかかわらず、その利用定員を５

人以上とすることができる。 人以上とすることができる。

４ 第２項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び ４ 第２項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び

重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介 重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介

護の事業を併せて行う場合にあっては、第１１条 及び第８１条の規定 護の事業を併せて行う場合にあっては、第１１条、第７０条及び第８１条の規定

にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて
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５人以上とすることができる。 ５人以上とすることができる。

第８章 （略） 第８章 （略）

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第１０５条 指定障害児通所支援事業者 及びその従業者は、作成、保存その他こ 第１０５条 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄 れらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄

本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができ 本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行 る情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行

うことが規定され、又は想定されるもの（第１３条第１項及び第１７条（これら うことが規定され、又は想定されるもの（第１３条第１項及び第１７条（これら

の規定を第５８条、第６２条 、第８３条、第８４条、第８８条、第９ の規定を第５８条、第６２条、第７６条、第８３条、第８４条、第８８条、第９

６条及び第１０１条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するもの ６条及び第１０１条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するもの

を除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、 を除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行 録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行

うことができる。 うことができる。

２ 指定障害児通所支援事業者 及びその従業者は、交付、説明、同意その他これ ２ 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これ

らに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例において書面で行 らに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例において書面で行

うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾 うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾

を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当 を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当

該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な 該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な

配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の 配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の

知覚によっては認識することができない方法をいう。）により行うことができる。 知覚によっては認識することができない方法をいう。）により行うことができる。
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議案第 ７５号参考資料

川口市介護保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市介護保険条例（平成１２年条例第３３号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（保険料率） （保険料率）

第４条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、次の各号に 第４条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は、次の各号に

掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下 掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下

同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３ (1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３

９条第１項第１号に掲げる者 ３３，１７０円 ９条第１項第１号に掲げる者 ３４，０２０円

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４９，９５０円 (2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４９，６２０円

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５０，３１０円 (3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５３，１６０円

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６１，９８０円 (4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６０，２５０円

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ７２，９２０円 (5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ７０，８９０円

(6) 次のいずれかに該当する者 ８０，２１０円 (6) 次のいずれかに該当する者 ７７，９７０円

ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項 ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項

第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（ 第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（当該合計所得金額

に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得

又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場

合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、

同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３５条第２項第

１号の規定によって計算した金額の合計額から１００，０００円を控除して

租税 得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）によるものとし、租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、 特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１ 第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用が 項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用が

ある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別 ある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別
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控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零 控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零

とする。以下この項において同じ。）が１，２００，０００円未満である者 とする。以下この項において同じ。）が１，２５０，０００円未満である者

であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ （略） イ （略）

(7) 次のいずれかに該当する者 ９４，７９０円 (7) 次のいずれかに該当する者 ８８，６１０円

ア 合計所得金額が２，１００，０００円未満である者であり、かつ、前各号 ア 合計所得金額が１，５００，０００円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しない者 のいずれにも該当しない者

イ （略） イ （略）

(8) 次のいずれかに該当する者 １０９，３８０円 (8) 次のいずれかに該当する者 ９９，２４０円

ア 合計所得金額が３，２００，０００円未満である者であり、かつ、前各号 ア 合計所得金額が２，０００，０００円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しない者 のいずれにも該当しない者

イ （略） イ （略）

(9) 次のいずれかに該当する者 １２３，９６０円 (9) 次のいずれかに該当する者 １０６，３３０円

ア 合計所得金額が４，２００，０００円未満である者であり、かつ、前各号 ア 合計所得金額が２，５００，０００円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しない者 のいずれにも該当しない者

イ （略） イ （略）

(10) 次のいずれかに該当する者 １３８，５４０円 (10) 次のいずれかに該当する者 １１３，４２０円

ア 合計所得金額が５，２００，０００円未満である者であり、かつ、前各号 ア 合計所得金額が３，０００，０００円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しない者 のいずれにも該当しない者

イ （略） イ （略）

(11) 次のいずれかに該当する者 １５３，１３０円 (11) 次のいずれかに該当する者 １２０，５１０円

ア 合計所得金額が６，２００，０００円未満である者であり、かつ、前各号 ア 合計所得金額が３，５００，０００円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しない者 のいずれにも該当しない者

イ （略） イ （略）

(12) 次のいずれかに該当する者 １６７，７１０円 (12) 次のいずれかに該当する者 １２７，６００円

ア 合計所得金額が７，２００，０００円未満である者であり、かつ、前各号 ア 合計所得金額が４，０００，０００円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しない者 のいずれにも該当しない者

イ （略） イ （略）

(13) 次のいずれかに該当する者 １７５，０００円 (13) 次のいずれかに該当する者 １３４，６９０円

ア 合計所得金額が８，２００，０００円未満である者であり、かつ、前各号 ア 合計所得金額が４，５００，０００円未満である者であり、かつ、前各号
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のいずれにも該当しない者 のいずれにも該当しない者

イ （略） イ （略）

(14) 次のいずれかに該当する者 １８９，５９０円 (14) 次のいずれかに該当する者 １４１，７８０円

ア 合計所得金額が１０，０００，０００円未満である者であり、かつ、前各 ア 合計所得金額が５，０００，０００円 未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しない者 号のいずれにも該当しない者

イ （略） イ （略）

(15) 次のいずれかに該当する者 １９６，８８０円 (15) 次のいずれかに該当する者 １４８，８６０円

ア 合計所得金額が１５，０００，０００円未満である者であり、かつ、前各 ア 合計所得金額が６，０００，０００円 未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しない者 号のいずれにも該当しない者

イ （略） イ （略）

(16) 次のいずれかに該当する者 ２０４，１７０円 (16) 次のいずれかに該当する者 １５５，９５０円

ア 合計所得金額が２０，０００，０００円未満である者であり、かつ、前各 ア 合計所得金額が８，０００，０００円 未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しない者 号のいずれにも該当しない者

イ （略） イ （略）

(17) 前各号のいずれにも該当しない者 ２１８，７６０円 (17) 前各号のいずれにも該当しない者 １６３，０４０円

（賦課期日後に第１号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合の取扱い） （賦課期日後に第１号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合の取扱い）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号イの老齢福祉年金の受 ３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号イの老齢福祉年金の受

給権を有するに至った者及び同号イ(1) に規定する者を除く。）、ロ若しくはニ、 給権を有するに至った者及び同号イ(1) に規定する者を除く。）、ロ若しくはニ、

第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第 第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は

９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ又は第１３号ロに該当するに至っ 第９号ロ に該当するに至っ

た第１号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前 た第１号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前

月まで月割により算定した当該第１号被保険者に係る保険料の額及び当該該当す 月まで月割により算定した当該第１号被保険者に係る保険料の額及び当該該当す

るに至った日の属する月から同項第１号から第１３号までのいずれかに該当する るに至った日の属する月から同項第１号から第９号まで のいずれかに該当する

者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。 者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

４ （略） ４ （略）

附 則 附 則
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（令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率の特例） （令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率の特例）

第１０条 当分の間、第４条第１号に掲げる第１号被保険者については、保険料の 第１０条 当分の間、第４条第１号に掲げる第１号被保険者については、保険料の

減額賦課を行い、当該第１号被保険者の各年度における保険料率については、同 減額賦課を行い、当該第１号被保険者の各年度における保険料率については、同

号の規定にかかわらず、２０，７８０円とする。 号の規定にかかわらず、１９，８４０円とする。

２ 前項の規定は、第４条第２号に掲げる第１号被保険者について準用する。この ２ 前項の規定は、第４条第２号に掲げる第１号被保険者について準用する。この

場合において、同項中「２０，７８０円」とあるのは、「３５，３６０円」と読 場合において、同項中「１９，８４０円」とあるのは、「３１，９００円」と読

み替えるものとする。 み替えるものとする。

３ 第１項の規定は、第４条第３号に掲げる第１号被保険者について準用する。こ ３ 第１項の規定は、第４条第３号に掲げる第１号被保険者について準用する。こ

の場合において、同項中「２０，７８０円」とあるのは、「４９，９５０円」と の場合において、同項中「１９，８４０円」とあるのは、「４９，６２０円」と

読み替えるものとする。 読み替えるものとする。
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議案第 ７６号参考資料

川口市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２５年条例第１６号）（第１条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則及び事業者の資格） （指定地域密着型サービスの事業の一般原則及び事業者の資格）

第３条 （略） 第３条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は、法人とする。ただし、病床 ５ 法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は、法人とする。ただし、病床

を有する診療所により行われる法第８条第２３項第１号に規定するサービス を有する診療所により行われる介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６

号。以下「施行規則」という。）第１７条の１２に規定する看護小規模多機能型

に係る指定の申請にあっては、この限りでない。 居宅介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） （指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護）

第５条 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看 第５条 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。 護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護 (1) 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護

福祉士又は介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」とい 福祉士又は介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」とい

う。）第３条第１項第１号に規定する者（介護保険法施行規則（平成１１年厚 う。）第３条第１項第１号に規定する者（施行規則

生省令第３６号。以下「施行規則」という。）第２２条の２３第１項に規定す 第２２条の２３第１項に規定す

る介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。）をいう。以下この章におい る介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。）をいう。以下この章におい

て同じ。）が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話（以下 て同じ。）が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話（以下

この章において「定期巡回サービス」という。） この章において「定期巡回サービス」という。）

(2) ～(4) （略） (2) ～(4) （略）

第２節 （略） 第２節 （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第６条 （略） 第６条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）
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５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次の各号のいず ５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次の各号のいず

れかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場 れかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場

合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充 合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充

てることができる。 てることができる。

(1) ～(10) （略） (1) ～(10) （略）

(11) 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１

３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６

条の規定による改正前の介護保険法第４８条第１項第３号に規定する指定介護

療養型医療施設（以下「指定介護療養型医療施設」という。）

(11) （略） (12) （略）

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に ６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に

当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該 当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設

内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従 内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従

事することができる。 事することができる。

７～１２ （略） ７～１２ （略）

（管理者） （管理者）

第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対 第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけ 応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし、当該管理者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ればならない。ただし、当該管理者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の他の職務に従事し、又は 他の事業所、施設等の職務に 事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものとする。 従事することができるものとする。

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第９条 （略） 第９条 （略）

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族か ２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族か

らの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定 らの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定

めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記す めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記す

べき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用 べき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用
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する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。 する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。

）により提供することができる。この場合において、当該指定定期巡回・随時対 ）により提供することができる。この場合において、当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 応型訪問介護看護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) （略） (1) （略）

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ 事項を確実に記録しておくことができる物

る情報処理の用に供されるものをいう。第２０４条第１項において同じ。）に

係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項 をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項

を記録したものを交付する方法 を記録したものを交付する方法

３～６ （略） ３～６ （略）

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針） （指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針）

第２４条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対 第２４条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の方針は、次に掲げるところによる。 応型訪問介護看護の方針は、次に掲げるところによる。

(1) ～(7) （略） (1) ～(7) （略）

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。

）を行ってはならないこと。

(9) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(10)・(11) （略） (8) ・(9) （略）

（掲示） （掲示）

第３４条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時 第３４条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時 対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に 対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項（以下この条において「重要事項」という。）を掲 資すると認められる重要事項 を掲

示しなければならない。 示しなければならない。

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、 重要事項を ２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する重要事項を
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記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、 記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、

かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による

掲示に代えることができる。 掲示に代えることができる。

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、重要事項をウェブサイトに

掲載するものとする。

（記録の整備） （記録の整備）

第４２条 （略） 第４２条 （略）

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡 ２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結 回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から５年間保存しなければならない。 の日から５年間保存しなければならない。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 第２４条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(6) ～(8) （略） (5) ～(7) （略）

（訪問介護員等の員数） （訪問介護員等の員数）

第４７条 （略） 第４７条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次の各号のいずれかの施設等が ４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次の各号のいずれかの施設等が

ある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文 ある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文

の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができ の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができ

る。 る。

(1) ～(10) （略） (1) ～(10) （略）

(11) 指定介護療養型医療施設

(11) （略） (12) （略）

５～７ （略） ５～７ （略）

（管理者） （管理者）

第４８条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごと 第４８条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該 に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該
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管理者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定 管理者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定

夜間対応型訪問介護事業所の他の職務又は 他の事業所、施設等（当 夜間対応型訪問介護事業所の他の職務又は同一敷地内の他の事業所、施設等（当

該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事 該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者の指定を併せて受け、かつ、当該 他の事業所、施設等と一体的 業者の指定を併せて受け、かつ、当該同一敷地内の他の事業所、施設等と一体的

に運営している場合に限る。）の職務に従事することができるものとし、日中の に運営している場合に限る。）の職務に従事することができるものとし、日中の

オペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者 オペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者

（指定居宅サービス等基準条例第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者をい （指定居宅サービス等基準条例第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者をい

う。第８３条第１項において同じ。）の指定を併せて受けて、一体的に運営する う。第８３条第１項において同じ。）の指定を併せて受けて、一体的に運営する

ときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができるものとする。 ときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができるものとする。

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針） （指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針）

第５１条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次 第５１条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次

に掲げるところによる。 に掲げるところによる。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を

行ってはならないこと。

(6) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(7) ～(9) （略） (5) ～(7) （略）

（運営規程） （運営規程）

第５５条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごと 第５５条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程 に、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章におい

を定めておかなければならない。 て「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

(1) ～(9) （略） (1) ～(9) （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第５８条 （略） 第５８条 （略）

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の ２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の
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提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければ 提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 ならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 第５１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) ～(6) （略） (3) ～(5) （略）

（準用） （準用）

第５９条 第９条から第２２条まで、第２７条、第２８条、第３２条の２から第３ 第５９条 第９条から第２２条まで、第２７条、第２８条、第３２条の２から第３

８条まで及び第４０条から第４１条までの規定は、指定夜間対応型訪問介護の事 ８条まで及び第４０条から第４１条までの規定は、指定夜間対応型訪問介護の事

業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する 業について準用する。この場合において、第９条第１項

運営規程」とあるのは「第５５条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、 、

第１９条、第３２条の２第２項、第３３条第１項及び第３項、第３４条第１項並 第１９条、第３２条の２第２項、第３３条第１項及び第３項、第３４条第１項並

びに第４０条の２第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある びに第４０条の２第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第１４条中「計画作成責任者」とあるの のは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第１４条中「計画作成責任者」とあるの

は「オペレーションセンター従業者（オペレーションセンターを設置しない場合 は「オペレーションセンター従業者（オペレーションセンターを設置しない場合

にあっては、訪問介護員等）」と、第２７条中「定期巡回・随時対応型訪問介護 にあっては、訪問介護員等）」と、第２７条中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護 看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護（随時対応サービスを除く。）」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と、第 看護（随時対応サービスを除く。）」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と

３４条第１項中「運営規程」とあるのは「第５５条に規定する重要事項に関する

規程」と読み替えるものとする。 読み替えるものとする。

（管理者） （管理者）

第５９条の４ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所 第５９条の４ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、 ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、

当該管理者は、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該 当該管理者は、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該

指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は 他の 指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針）

第５９条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによる。 第５９条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによる。
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(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を

行ってはならないこと。

(6) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(7) ・(8) （略） (5) ・(6) （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第５９条の１９ （略） 第５９条の１９ （略）

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の ２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の

提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければ 提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 ならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 第５９条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) ～(7) （略） (3) ～(6) （略）

（準用） （準用）

第５９条の２０ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２０条、 第５９条の２０ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２８条、第３２条の２、第３４条から第３８条まで、第４０条の２、 第２２条、第２８条、第３２条の２、第３４条から第３８条まで、第４０条の２、

第４１条及び第５３条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用す 第４１条及び第５３条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とある る。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とある

のは「第５９条の１２に規定する重要事項に関する規程」と、同項 のは「第５９条の１２に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時

、第３ 対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と、第３

２条の２第２項、第３４条第１項及び第４０条の２第１項中「定期巡回・随時対 ２条の２第２項、第３４条第１項及び第４０条の２第１項中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と、第３４ 応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替え

条第１項中「運営規程」とあるのは「第５９条の１２に規定する重要事項に関す る

る規程」と読み替えるものとする。 ものとする。

（準用） （準用）
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第５９条の２０の３ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２ 第５９条の２０の３ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２

０条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第３４条から第３８条まで、第４０ ０条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第３４条から第３８条まで、第４０

条の２、第４１条、第５３条、第５９条の２、第５９条の４、第５９条の５第４ 条の２、第４１条、第５３条、第５９条の２、第５９条の４、第５９条の５第４

項及び前節（第５９条の２０を除く。）の規定は、共生型地域密着型通所介護の 項及び前節（第５９条の２０を除く。）の規定は、共生型地域密着型通所介護の

事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定す 事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定す

る運営規程」とあるのは「第５９条の２０の３において準用する第５９条の１２ る運営規程」とあるのは「第５９条の２０の３において準用する第５９条の１２

に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従 に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共 業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共

生型地域密着型通所介護従業者」という。）」と、第３２条の２第２項、第３４ 生型地域密着型通所介護従業者」という。）」と、第３２条の２第２項

条第１項及び第４０条の２第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者 及び第４０条の２第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第３４条第１項中「運営 」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第３４条第１項中「運営

規程」とあるのは「第５９条の２０の３において準用する第５９条の１２に規定 規程」とあるのは「第５９条の２０の３において準用する第５９条の１２に規定

する重要事項に関する規程」と する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

、第５９条の５第４項中「前 とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第５９条の５第４項中「前

項ただし書の場合において、指定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設 項ただし書の場合において、指定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設

備」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護 備」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護

事業所の設備」と、第５９条の９第４号、第５９条の１０第５項、第５９条の１ 事業所の設備」と、第５９条の９第４号、第５９条の１０第５項、第５９条の１

３第３項及び第４項並びに第５９条の１６第２項中「地域密着型通所介護従業者 ３第３項及び第４項並びに第５９条の１６第２項中「地域密着型通所介護従業者

」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第５９条の１８第４項中 」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第５９条の１８第４項中

「第５９条の５第４項」とあるのは「第５９条の２０の３において読み替えて準 「第５９条の５第４項」とあるのは「第５９条の２０の３において読み替えて準

用する第５９条の５第４項」と、第５９条の１９第２項第２号、第４号及び第５ 用する第５９条の５第４項」と、第５９条の１９第２項第２号から第４号までの

号 中「次条」とあるのは「第５９条の２０の３」と、同項第３号中「第５９条 規定中「次条」とあるのは「第５９条の２０の３」と、同項第５号

の９第６号」とあるのは「第５９条の２０の３において準用する第５９条の９第

６号」と、同項第６号中「前条第２項」とあるのは「第５９条の２０の３におい 中「前条第２項」とあるのは「第５９条の２０の３におい

て準用する前条第２項」と、同項第７号中「第５９条の１７第３項」とあるのは て準用する前条第２項」と、同項第６号中「第５９条の１７第３項」とあるのは

「第５９条の２０の３において準用する第５９条の１７第３項」と読み替えるも 「第５９条の２０の３において準用する第５９条の１７第３項」と読み替えるも

のとする。 のとする。

（管理者） （管理者）

第５９条の２４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専ら 第５９条の２４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専ら
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その職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者 その職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者

は、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護 は、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護

事業所の他の職務に従事し、又は 他の事業所、施設等の職務に 事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものとする。 従事することができるものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（指定療養通所介護の具体的取扱方針） （指定療養通所介護の具体的取扱方針）

第５９条の３０ 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによる。 第５９条の３０ 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならないこと。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(5) ～(7) （略） (3) ～(5) （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第５９条の３７ （略） 第５９条の３７ （略）

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する ２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) 第５９条の３０第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) ～(8) （略） (4) ～(7) （略）

（準用） （準用）

第５９条の３８ 第１０条から第１３条まで、第１６条から第１８条まで、第２０ 第５９条の３８ 第１０条から第１３条まで、第１６条から第１８条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第３４条から第３８条まで、第４０条 条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第３４条から第３８条まで、第４０条

の２、第４１条、第５９条の７（第３項第２号を除く。）、第５９条の８及び第 の２、第４１条、第５９条の７（第３項第２号を除く。）、第５９条の８及び第

５９条の１３から第５９条の１８までの規定は、指定療養通所介護の事業につい ５９条の１３から第５９条の１８までの規定は、指定療養通所介護の事業につい

て準用する。この場合において、第３２条の２第２項、第３４条第１項及び第４ て準用する。この場合において、第３２条の２第２項 及び第４
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０条の２第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療 ０条の２第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療

養通所介護従業者」と、第３４条第１項中「運営規程」とあるのは「第５９条の 養通所介護従業者」と、第３４条第１項中「運営規程」とあるのは「第５９条の

３４に規定する重要事項に関する規程」と ３４に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看

、第５９条の１３第３項及び第 護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第５９条の１３第３項及び第

４項並びに第５９条の１６第２項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「 ４項並びに第５９条の１６第２項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「

療養通所介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護につい 療養通所介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「 て知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「

６月」とあるのは「１２月」と、同条第４項中「当たっては」とあるのは「当た ６月」とあるのは「１２月」と、同条第４項中「当たっては」とあるのは「当た

っては、利用者の状態に応じて」と、第５９条の１８第４項中「第５９条の５第 っては、利用者の状態に応じて」と、第５９条の１８第４項中「第５９条の５第

４項」とあるのは「第５９条の２６第４項」と読み替えるものとする。 ４項」とあるのは「第５９条の２６第４項」と読み替えるものとする。

（管理者） （管理者）

第６２条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指 第６２条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置 定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、当該管理者は、単独型・併設型指定認知症対応型 かなければならない。ただし、当該管理者は、単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応 通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は 他の事業所、施設 型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設

等の職務に従事することができるものとする。 等の職務に従事することができるものとする。

２ （略） ２ （略）

（利用定員等） （利用定員等）

第６５条 （略） 第６５条 （略）

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス（法第４１条第 ２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス（法第４１条第

１項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型サービ １項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型サービ

ス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス（法第５３条第１項に規定する指 ス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス（法第５３条第１項に規定する指

定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型介護予防サービス（ 定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型介護予防サービス（

法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下 法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下

同じ。）若しくは指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防 同じ。）若しくは指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防

支援をいう。）の事業又は介護保険施設若しくは健康保険法等の一部を改正する 支援をいう。）の事業又は介護保険施設若しくは

法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法第４８条第１
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項第３号に規定する指定介護療養型医療施設の運営（第８２条第７項、第１１０ 指定介護療養型医療施設の運営（第８２条第７項、第１１０

条第９項及び第１９１条第８項において「指定居宅サービス事業等」という。） 条第９項及び第１９１条第８項において「指定居宅サービス事業等」という。）

について３年以上の経験を有する者でなければならない。 について３年以上の経験を有する者でなければならない。

（管理者） （管理者）

第６６条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通 第６６条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通

所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな 所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、当該管理者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支 い。ただし、当該管理者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務若しく 障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務若しく

は 他の事業所、施設等の職務に従事し、又は当該共用型指定認 は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事し、又は当該共用型指定認

知症対応型通所介護事業所の他の職務及び 他の本体事業所等の 知症対応型通所介護事業所の他の職務及び同一敷地内にある他の本体事業所等の

職務に従事することができるものとする。 職務に従事することができるものとする。

２ （略） ２ （略）

（指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） （指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針）

第７０条 指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲げるところによる。 第７０条 指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲げるところによる。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならないこと。

(6) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(7) ・(8) （略） (5) ・(6) （略）

（認知症対応型通所介護計画の作成） （認知症対応型通所介護計画の作成）

第７１条 指定認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型指定認知症対応型通 第７１条 指定認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。） 所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）

の管理者（第６２条又は第６６条の管理者をいう。以下この条 において の管理者（第６２条又は第６６条の管理者をいう。以下この条及び次条において

同じ。）は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、 同じ。）は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載 機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載

した認知症対応型通所介護計画（以下「認知症対応型通所介護計画」という。） した認知症対応型通所介護計画（以下「認知症対応型通所介護計画」という。）

を作成しなければならない。 を作成しなければならない。
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２～５ （略） ２～５ （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第７９条 （略） 第７９条 （略）

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介 ２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介

護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ 護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。 ればならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 第７０条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) ～(7) （略） (3) ～(6) （略）

（準用） （準用）

第８０条 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２０条、第２ 第８０条 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２０条、第２

２条、第２８条、第３２条の２、第３４条から第３８条まで、第４０条の２、第 ２条、第２８条、第３２条の２、第３４条から第３８条まで、第４０条の２、第

４１条、第５３条、第５９条の６、第５９条の７、第５９条の１１及び第５９条 ４１条、第５３条、第５９条の６、第５９条の７、第５９条の１１及び第５９条

の１３から第５９条の１８までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業につ の１３から第５９条の１８までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規 いて準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規

程」とあるのは「第７３条に規定する重要事項に関する規程」と、同項 程」とあるのは「第７３条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・

、 随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、

第３２条の２第２項、第３４条第１項及び第４０条の２第１項中「定期巡回・随 第３２条の２第２項、第３４条第１項及び第４０条の２第１項中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、 時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、

第３４条第１項中「運営規程」とあるのは「第７３条に規定する重要事項に関す 第５９条の１３第３項

る規程」と、第５９条の１３第３項及び第４項並びに第５９条の１６第２項中「 及び第４項並びに第５９条の１６第２項中「

地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第 地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第

５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるの ５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるの

は「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第５９条の１８第４項 は「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第５９条の１８第４項

中「第５９条の５第４項」とあるのは「第６３条第４項」と読み替えるものとす 中「第５９条の５第４項」とあるのは「第６３条第４項」と読み替えるものとす

る。 る。

（従業者の員数等） （従業者の員数等）
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第８２条 （略） 第８２条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 次の表の設置状況の欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基 ６ 次の表の設置状況の欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基

準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の併設施設等の欄に 準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の併設施設等の欄に

掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の従 掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の従

業者の欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の併設施設等の欄 業者の欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の併設施設等の欄

に掲げる施設等の職務に従事することができる。 に掲げる施設等の職務に従事することができる。

項 設置状況 併設施設等 従業者 項 設置状況 併設施設等 従業者

１ 当該指定小規模多機能型 指定認知症対応型共同生活介 （略） １ 当該指定小規模多機能型 指定認知症対応型共同生活介 （略）
居宅介護事業所に併設施 護事業所、指定地域密着型特 居宅介護事業所に併設施 護事業所、指定地域密着型特
設等の欄に掲げる施設等 定施設、指定地域密着型介護 設等の欄に掲げる施設等 定施設、指定地域密着型介護
のいずれかが併設されて 老人福祉施設、指定介護老人 のいずれかが併設されて 老人福祉施設、指定介護老人
いる場合 福祉施設、介護老人保健施設 いる場合 福祉施設、介護老人保健施設、

指定介護療養型医療施設（医
療法（昭和２３年法律第２０
５号）第７条第２項第４号に
規定する療養病床を有する診
療所であるものに限る。以下

又は この表において同じ。）又は
介護医療院 介護医療院

２ 当該指定小規模多機能型 指定認知症対応型共同生活介 （略） ２ 当該指定小規模多機能型 指定認知症対応型共同生活介 （略）
居宅介護事業所の同一敷 護事業所、指定地域密着型特 居宅介護事業所の同一敷 護事業所、指定地域密着型特
地内に併設施設等の欄に 定施設、指定地域密着型介護 地内に併設施設等の欄に 定施設、指定地域密着型介護
掲げる施設等のいずれか 老人福祉施設 掲げる施設等のいずれか 老人福祉施設、指定介護療養
がある場合 、指定居宅サービ がある場合 型医療施設、指定居宅サービ

スの事業を行う事業所、指定 スの事業を行う事業所、指定
定期巡回・随時対応型訪問介 定期巡回・随時対応型訪問介
護看護事業所、指定地域密着 護看護事業所、指定地域密着
型通所介護事業所、指定認知 型通所介護事業所、指定認知
症対応型通所介護事業所、指 症対応型通所介護事業所、指
定介護老人福祉施設、介護老 定介護老人福祉施設、介護老
人保健施設又は介護医療院 人保健施設又は介護医療院

７～１３ （略） ７～１３ （略）

（管理者） （管理者）

第８３条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事 第８３条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事
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業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ 業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、当該管理者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合 し、当該管理者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業 は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定

所、施設等の職務に従事することができるものとする。 小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第６項の表の１の項の併設施設等

の欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜

間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を

併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含

む。）若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総

合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）に従事する

ことができるものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） （指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針）

第９２条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによる。 第９２条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによる。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供 (5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊 に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等 急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（

を行ってはならないこと。 以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならないこと。

(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、 身体的拘束等を行う場合には、 (6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由 その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録しなければならないこと。 を記録しなければならないこと。

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならないこと。

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、小規模多機能型居宅介護従業者その他

の従業者に周知徹底を図ること。

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

ウ 小規模多機能型居宅介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適
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正化のための研修を定期的に実施すること。

(8) 前号アの委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(9) ・(10) （略） (7) ・(8) （略）

（利用者の安全並びに指定小規模多機能型居宅介護の質の確保及び従業者への負

担の軽減に資する方策を検討するための委員会の設置）

第１０６条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所における業務の効率化、指定小規模多機能型居宅介護の質の向上

その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所における利用者の安全並びに指定小規模多機能型居宅介護の質の

確保及び従業者への負担の軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に

開催しなければならない。

２ 前項の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

（準用） （準用）

第１０８条 第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条、第２８条、第３２条 第１０８条 第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条、第２８条、第３２条

の２、第３４条から第３８条まで、第４０条から第４１条まで、第５９条の１１、 の２、第３４条から第３８条まで、第４０条から第４１条まで、第５９条の１１、

第５９条の１３、第５９条の１６及び第５９条の１７の規定は、指定小規模多機 第５９条の１３、第５９条の１６及び第５９条の１７の規定は、指定小規模多機

能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第 能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第

３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１００条に規定する重要事項に関す ３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１００条に規定する重要事項に関す

る規程」と、同項 る規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模

、第３２条の２第２項、第３４条第１項及び第４０ 多機能型居宅介護従業者」と、第３２条の２第２項、第３４条第１項及び第４０

条の２第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規 条の２第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規

模多機能型居宅介護従業者」と、第３４条第１項中「運営規程」とあるのは「第 模多機能型居宅介護従業者」と、第５９条の１１第２項

１００条に規定する重要事項に関する規程」と、第５９条の１１第２項中「この 中「この

節」とあるのは「第５章第４節」と、第５９条の１３第３項及び第４項並びに第 節」とあるのは「第５章第４節」と、第５９条の１３第３項及び第４項並びに第

５９条の１６第２項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能 ５９条の１６第２項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能

型居宅介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について 型居宅介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者 知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者

」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス 」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス
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及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。 及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。

（管理者） （管理者）

第１１１条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らそ 第１１１条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、 の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、

共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、 共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、

又は 他の事業所、施設等 又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型

の職務に従事す 居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事す

ることができるものとする。 ることができるものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（管理者による管理） （管理者による管理）

第１２１条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、 第１２１条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、

指定地域密着型サービス（サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の 指定地域密着型サービス（サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の

場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。）、指定 場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。）、指定

介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、 介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、

病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、 病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これ

当該共同生活住居の管理上 らの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上

支障がない場合は、この限りでない。 支障がない場合は、この限りでない。

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第１２５条 （略） 第１２５条 （略）

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定により協力医療機関を定

めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めな

ければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を常時確保していること。

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合に

おいて診療を行う体制を常時確保していること。

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関との
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間で利用者の病状が急変した場合等における対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を市長に届け出なければならない。

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する

第２種協定指定医療機関（以下「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、

新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に

規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）が

発生した場合等における対応を取り決めるように努めなければならない。

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協定指定医療

機関である場合には、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症が発生

した場合等における対応について協議を行わなければならない。

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療

機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院することができることと

なった場合においては、当該利用者を再び当該指定認知症対応型共同生活介護事

業所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。

７・８ （略） ２・３ （略）

（準用） （準用）

第１２８条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３ 第１２８条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３

２条の２、第３４条から第３６条まで、第３８条、第４０条から第４１条まで、 ２条の２、第３４条から第３６条まで、第３８条、第４０条から第４１条まで、

第５９条の１１、第５９条の１６、第５９条の１７第１項から第５項まで、第９ 第５９条の１１、第５９条の１６、第５９条の１７第１項から第５項まで、第９

９条、第１０２条、第１０４条及び第１０６条の２の規定は、指定認知症対応型 ９条、第１０２条及び第１０４条 の規定は、指定認知症対応型

共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第 共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第

３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１２２条に規定する重要事項に関す ３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１２２条に規定する重要事項に関す

る規程」と、同項 る規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従

、第３２条の２第２項、第３４条第１項及び第４０条の２第１項中「定 業者」と、第３２条の２第２項、第３４条第１項及び第４０条の２第１項中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第３４ 期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第５９

条第１項中「運営規程」とあるのは「第１２２条に規定する重要事項に関する規 条の１１第２項

程」と、第５９条の１１第２項中「この節」とあるのは「第６章第４節」と、第 中「この節」とあるのは「第６章第４節」と、第

５９条の１６第２項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」 ５９条の１６第２項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」
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と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」と と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「６月」と あるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「６月」と

あるのは「２月」と、第９９条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは あるのは「２月」と、第９９条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と読み替えるものとする。 「介護従業者」と読み替えるものとする。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第１３０条 （略） 第１３０条 （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前項の規定にかかわらず、サテライト ７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前項の規定にかかわらず、サテライト

型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者については、次に 型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者については、次に

掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職 掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職

員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められ 員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められ

るときは、これを置かないことができる。 るときは、これを置かないことができる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 病院 介護支援専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。）

(2) （略） (3) （略）

８～１０ （略） ８～１０ （略）

１１ 次に掲げる要件をいずれも満たす場合における第１項第２号アの規定の適用

については、同号ア中「１以上」とあるのは、「０．９以上」とする。

(1) 第１４９条において準用する第１０６条の２第１項の委員会において、利用

者の安全並びに指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の確保及び従業者

への負担の軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討

を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

ア 利用者の安全及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の確保

イ 地域密着型特定施設従業者への負担の軽減及び勤務の状況への配慮

ウ 緊急時の体制整備

エ 業務の効率化、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の向上等に資

する機器（次号において「介護機器」という。）の定期的な点検

オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修

(2) 複数の種類の介護機器を活用していること。
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(3) 利用者の安全並びに指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の確保及び

従業者への負担の軽減を図るため、地域密着型特定施設従業者の間で適切な役

割分担を行っていること。

(4) 利用者の安全並びに指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の確保及び

従業者への負担の軽減を図る取組による指定地域密着型特定施設入居者生活介

護の質の確保及び従業者への負担の軽減が行われていると認められること。

（管理者） （管理者）

第１３１条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特 第１３１条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特

定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、 定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、

当該管理者は、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地 当該管理者は、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地

域密着型特定施設における他の職務、 他の事業所、施設等若し 域密着型特定施設における他の職務、同一敷地内にある他の事業所、施設等若し

くは本体施設の職務（本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務 くは本体施設の職務（本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務

を除く。）又は併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小 を除く。）又は併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。 規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針） （指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針）

第１３８条 （略） 第１３８条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図 ６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、地域密着型特定施設従業者その他の従業者 するとともに、その結果について、介護職員 その他の従業者

に周知徹底を図ること。 に周知徹底を図ること。

(2) （略） (2) （略）

(3) 地域密着型特定施設従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化の (3) 介護職員 その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化の

ための研修を定期的に実施すること。 ための研修を定期的に実施すること。

７・８ （略） ７・８ （略）

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第１４７条 （略） 第１４７条 （略）
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２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定により協力医療

機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよう

に努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を常時確保していること。

(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を常時確保していること。

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療

機関との間で利用者の病状が急変した場合等における対応を確認するとともに、

協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第２種協定指定医療機関と

の間で、新興感染症が発生した場合等における対応を取り決めるように努めなけ

ればならない。

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協定

指定医療機関である場合には、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染

症が発生した場合等における対応について協議を行わなければならない。

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その

他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院することができ

ることとなった場合においては、当該利用者を再び当該指定地域密着型特定施設

に速やかに入居させることができるように努めなければならない。

７ （略） ２ （略）

（準用） （準用）

第１４９条 第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第３４条 第１４９条 第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第３４条

から第３８条まで、第４０条から第４１条まで、第５９条の１１、第５９条の１ から第３８条まで、第４０条から第４１条まで、第５９条の１１、第５９条の１

６、第５９条の１７第１項から第５項まで、第９９条、第１０２条及び第１０６ ６、第５９条の１７第１項から第５項まで、第９９条及び第１０２条

条の２の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用す の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第３２条の２第２項、第３４条第１項及び第４０条の２ る。この場合において、第３２条の２第２項、第３４条第１項及び第４０条の２

第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型 第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型

特定施設従業者」と、第３４条第１項中「運営規程」とあるのは「第１４５条に 特定施設従業者」と、第５９条の１１第２項
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規定する重要事項に関する規程」と、第５９条の１１第２項中「この節」とある 中「この節」とある

のは「第７章第４節」と、第５９条の１６第２項中「地域密着型通所介護従業者 のは「第７章第４節」と、第５９条の１６第２項中「地域密着型通所介護従業者

」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第５９条の１７第１項中「地域 」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第５９条の１７第１項中「地域

密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居 密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居

者生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、第９ 者生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と

９条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業

者」と読み替えるものとする。 読み替えるものとする。

第１５１条 （略） 第１５１条 （略）

２～７ （略） ２～７ （略）

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定にかかわらず、サテライト型居 ８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定にかかわらず、サテライト型居

住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援 住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援

専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応 専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適 じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 病院 栄養士又は 管理栄養士（病床数１００以上の病院の場合に限る。 (3) 病院 栄養士若しくは管理栄養士（病床数１００以上の病院の場合に限る。

） ）又は介護支援専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。）

(4) （略） (4) （略）

９～１７ （略） ９～１７ （略）

第３節 （略） 第３節 （略）

第１５２条 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。 第１５２条 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) ～(5) （略） (1) ～(5) （略）

(6) 医務室 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定する (6) 医務室 医療法 第１条の５第２項に規定する

診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を 診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を

備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指 備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指

定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型 定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型

居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬 居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬

品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足り 品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足り

るものとする。 るものとする。
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(7) ～(9) （略） (7) ～(9) （略）

２ （略） ２ （略）

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応）

第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老 第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者に病状の急変が生じ 人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者に病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１５１条第１項第１号に掲げる た場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１５１条第１項第１号に掲げる

医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方 医師 との連携方

法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得

て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて

緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

（管理者による管理） （管理者による管理）

第１６６条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着 第１６６条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着

型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当 型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当

該指定地域密着型介護老人福祉施設の管埋上支障がない場合は、 該指定地域密着型介護老人福祉施設の管埋上支障がない場合は、同一敷地内にあ

他の事業所、施設等又は本体施設の職務（本体施設が病院又は診療所の場合は、 る他の事業所、施設等又は本体施設の職務（本体施設が病院又は診療所の場合は、

管理者としての職務を除く。）に従事することができる。 管理者としての職務を除く。）に従事することができる。

（計画担当介護支援専門員の責務） （計画担当介護支援専門員の責務）

第１６７条 計画担当介護支援専門員は、第１５８条に規定する業務のほか、次に 第１６７条 計画担当介護支援専門員は、第１５８条に規定する業務のほか、次に

掲げる業務を行うものとする。 掲げる業務を行うものとする。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 第１５７条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所 (5) 第１５７条第５項に規定する 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行うこと。 者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する こと。

(6) 第１７７条において準用する第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記 (6) 第１７７条において準用する第３８条第２項に規定する 苦情の内容等を記

録を行うこと。 録する こと。

(7) 第１７５条第４項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につ (7) 第１７５条第４項に規定する 事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録を行うこと。 いて記録する こと。

（協力医療機関等） （協力病院等）
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第１７２条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備える 第１７２条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者の

ため、あらかじめ、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めておかなければ ために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。

ならない。この場合において、複数の協力医療機関を定めることにより当該要件

を満たすこととすることができる。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を常時確保していること。

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合におい

て診療を行う体制を常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要

すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している病

院であること。

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で

入所者の病状が急変した場合等における対応を確認するとともに、協力医療機関

の名称等を市長に届け出なければならない。

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第２種協定指定医療機関との間で、新興

感染症が発生した場合等における対応を取り決めるように努めなければならない。

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関

である場合には、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症が発生した

場合等における対応について協議を行わなければならない。

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関

に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院することができることとなっ

た場合においては、当該入所者を再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速

やかに入所させることができるように努めなければならない。

６ （略） ２ （略）

（準用） （準用）

第１７７条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３ 第１７７条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３

２条の２、第３４条、第３６条、第３８条、第４０条の２、第４１条、第５９条 ２条の２、第３４条、第３６条、第３８条、第４０条の２、第４１条、第５９条

の１１、第５９条の１７第１項から第５項まで、第１０２条及び第１０６条の２ の１１、第５９条の１７第１項から第５項まで及び第１０２条
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の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合におい の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合におい

て、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１６８条に て、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１６８条に

規定する重要事項に関する規程」と、同項、第３２条の２第２項、第３４条第１ 規定する重要事項に関する規程」と、

項及び第４０条の２第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「従業者」と、第１３条第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看 るのは「従業者」と、第１３条第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第２項中「指定居 護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第２項中「指定居

宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるとき 宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるとき

は、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第３４条第１項中「運営規程」 は、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第３２条の２第２項、第３４条

とあるのは「第１６８条に規定する重要事項に関する規程 第１項及び第４０条の２第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

」と、第５９条の１１第２項中「この節」とあるのは「第８ とあるのは「従業者」と、第５９条の１１第２項中「この節」とあるのは「第８

章第４節」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有 章第４節」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見 する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と読み替えるものとする。 を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と読み替えるものとする。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第１８７条 （略） 第１８７条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管

理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

６ （略） ５ （略）

（準用） （準用）

第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３ 第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３

２条の２、第３４条、第３６条、第３８条、第４０条の２、第４１条、第５９条 ２条の２、第３４条、第３６条、第３８条、第４０条の２、第４１条、第５９条

の１１、第５９条の１７第１項から第５項まで、第１０２条、第１０６条の２、 の１１、第５９条の１７第１項から第５項まで、第１０２条 、

第１５３条から第１５５条まで、第１５８条、第１６１条、第１６３条から第１ 第１５３条から第１５５条まで、第１５８条、第１６１条、第１６３条から第１

６７条まで及び第１７１条から第１７６条までの規定は、ユニット型指定地域密 ６７条まで及び第１７１条から第１７６条までの規定は、ユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第９条第１項中「 着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第９条第１項中「

第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１８６条に規定する重要事項に関 第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１８６条に規定する重要事項に関

する規程」と、同項、第３２条の２第２項、第３４条第１項及び第４０条の２第 する規程」と、
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１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、

第１３条第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、 第１３条第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、

」とあるのは「入居の際に」と、同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対 」とあるのは「入居の際に」と、同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対

して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とある して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とある

のは「要介護認定」と、第３４条第１項中「運営規程」とあるのは「第１８６条 のは「要介護認定」と、第３２条の２第２項、第３４条第１項及び第４０条の２

に規定する重要事項に関する規程 」と、 第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、

第５９条の１１第２項中「この節」とあるのは「第８章第５節」と、第５９条の 第５９条の１１第２項中「この節」とあるのは「第８章第５節」と、第５９条の

１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域 １７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「６月」 密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「２月」と、第１６７条中「第１５８条」とあるのは「第１８９条に とあるのは「２月」と、第１６７条中「第１５８条」とあるのは「第１８９条に

おいて準用する第１５８条」と、同条第５号中「第１５７条第５項」とあるのは おいて準用する第１５８条」と、同条第５号中「第１５７条第５項」とあるのは

「第１８２条第７項」と、同条第６号中「第１７７条」とあるのは「第１８９条 「第１８２条第７項」と、同条第６号中「第１７７条」とあるのは「第１８９条

」と、同条第７号中「第１７５条第４項」とあるのは「第１８９条において準用 」と、同条第７号中「第１７５条第４項」とあるのは「第１８９条において準用

する第１７５条第４項」と、第１７６条第２項第２号中「第１５５条第２項」と する第１７５条第４項」と、第１７６条第２項第２号中「第１５５条第２項」と

あるのは「第１８９条において準用する第１５５条第２項」と、同項第３号中「 あるのは「第１８９条において準用する第１５５条第２項」と、同項第３号中「

第１５７条第５項」とあるのは「第１８２条第７項」と、同項第４号、第５号及 第１５７条第５項」とあるのは「第１８２条第７項」と、同項第４号及び第５号

び第７号中「次条」とあるのは「第１８９条」と、同項第６号中「前条第４項」 中「次条」とあるのは「第１８９条」と、同項第６号中「前条第４項」

とあるのは「第１８９条において準用する前条第４項」と とあるのは「第１８９条において準用する前条第４項」と、同項第７号中「次条

読み替えるものとする。 」とあるのは「第１８９条」と読み替えるものとする。

第９章 （略） 第９章 （略）

第１節 （略） 第１節 （略）

第１９０条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（法第８条第２３ 第１９０条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（施行規則第１７

項第１号に規定するもの に限る。以下この章において「 条の１２に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「

指定看護小規模多機能型居宅介護」という。）の事業は、指定居宅サービス等基 指定看護小規模多機能型居宅介護」という。）の事業は、指定居宅サービス等基

準条例第６３条に規定する訪問看護の基本方針及び第８１条に規定する小規模多 準条例第６３条に規定する訪問看護の基本方針及び第８１条に規定する小規模多

機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。 機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

第２節 （略） 第２節 （略）

（従業者の員数等） （従業者の員数等）

第１９１条 （略） 第１９１条 （略）

２～６ （略） ２～６ （略）
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７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等 ７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等

が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護 が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護

小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関 小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関

する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護 する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護

従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。 従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) 指定介護療養型医療施設（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床を

有する診療所であるものに限る。）

(4) （略） (5) （略）

８～１４ （略） ８～１４ （略）

（管理者） （管理者）

第１９２条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型 第１９２条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなら 居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなら

ない。ただし、当該管理者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上 ない。ただし、当該管理者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上

支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従 支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従

事し、又は 他の事業所、施設等 事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは当該指定看護小規模多

の職務に従事す 機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設等の職務に従事す

ることができるものとする。 ることができるものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） （指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針）

第１９７条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによる。 第１９７条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによる。

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継 (1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継

続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれて 続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に いる環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に

組み合わせることにより、当該利用者の居宅において、又はサービスの拠点に 組み合わせることにより、療養上の管理の下で

通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養

上の世話又は必要な診療の補助を妥当適切に行うこと。 妥当適切に行うこと。

(2) ～(6) （略） (2) ～(6) （略）

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた
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め、次に掲げる措置を講じなければならないこと。

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等

の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(8) 前号アの委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(9) ～(13) （略） (7) ～(11) （略）

（準用） （準用）

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条、第２８条、第３２条 第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条、第２８条、第３２条

の２、第３４条から第３８条まで、第４０条から第４１条まで、第５９条の１１、 の２、第３４条から第３８条まで、第４０条から第４１条まで、第５９条の１１、

第５９条の１３、第５９条の１６、第５９条の１７、第８７条から第９０条まで、 第５９条の１３、第５９条の１６、第５９条の１７、第８７条から第９０条まで、

第９３条から第９５条まで、第９７条、第９８条、第１００条から第１０４条ま 第９３条から第９５条まで、第９７条、第９８条、第１００条から第１０４条ま

で、第１０６条及び第１０６条の２の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護 で及び第１０６条 の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護

の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定 の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定

する運営規程」とあるのは「第２０２条において準用する第１００条に規定する する運営規程」とあるのは「第２０２条において準用する第１００条に規定する

重要事項に関する規程」と、同項、第３２条の２第２項、第３４条第１項及び第 重要事項に関する規程」と、

４０条の２第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「

看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第３４条第１項中「運営規程」とある 看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第３２条の２第２項、第３４条第１項

のは「第２０２条において準用する第１００条に規定する重要事項に関する規程 及び第４０条の２第１項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

」と、第５９条の１１第２項中「この のは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第５９条の１１第２項中「この

節」とあるのは「第９章第４節」と、第５９条の１３第３項及び第４項並びに第 節」とあるのは「第９章第４節」と、第５９条の１３第３項及び第４項並びに第

５９条の１６第２項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多 ５９条の１６第２項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多

機能型居宅介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護につ 機能型居宅介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護につ

いて知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を いて知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を

有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通い 有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通い

サービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第８７条第１項中「第 サービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第８７条第１項中「第

８２条第１２項」とあるのは「第１９１条第１３項」と、第８９条及び第９７条 ８２条第１２項」とあるのは「第１９１条第１３項」と、第８９条及び第９７条
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中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護 中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第１０６条中「第８２条第６項の表の併設施設等の欄」とあるのは 従業者」と、第１０６条中「第８２条第６項の表の併設施設等の欄」とあるのは

「第１９１条第７項各号」と読み替えるものとする。 「第１９１条第７項各号」と読み替えるものとする。

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第２０４条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に 第２０４条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に

当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書 当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書

面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の 面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。 知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第１ 以下この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第１

２条第１項（第５９条、第５９条の２０、第５９条の２０の３、第５９条の３８、 ２条第１項（第５９条、第５９条の２０、第５９条の２０の３、第５９条の３８、

第８０条、第１０８条、第１２８条、第１４９条、第１７７条、第１８９条及び 第８０条、第１０８条、第１２８条、第１４９条、第１７７条、第１８９条及び

第２０２条において準用する場合を含む。）、第１１５条第１項、第１３６条第 第２０２条において準用する場合を含む。）、第１１５条第１項、第１３６条第

１項及び第１５５条第１項（第１８９条において準用する場合を含む。）並びに １項及び第１５５条第１項（第１８９条において準用する場合を含む。）並びに

次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁 次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁

的記録 的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも

により行うことができる。 のをいう。）により行うことができる。

２ （略） ２ （略）
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○ 川口市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例（平成２５年条例第１７号）（第２条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（管理者） （管理者）

第６条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併 第６条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常 設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、単独型・併設型指 勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型 定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型

・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は ・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

２ （略） ２ （略）

（利用定員等） （利用定員等）

第９条 （略） 第９条 （略）

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス（法第 ２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス（法第

４１条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着 ４１条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着

型サービス（法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービスをいう。 型サービス（法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービスをいう。

以下同じ。）、指定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支 以下同じ。）、指定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支

援をいう。）、指定介護予防サービス（法第５３条第１項に規定する指定介護予 援をいう。）、指定介護予防サービス（法第５３条第１項に規定する指定介護予

防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指 防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指

定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事 定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事

業又は介護保険施設若しくは 健康保険法等の一部を改 業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改

正する法律（平成１８年法律第８３号） 正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定により

第２６条の規定による改正前の法第４８ なおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８

条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設 条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第４４条第６項にお

の運営（第４４条第７項及び第７１条第９項において「指定居宅サ いて同じ。）の運営（第４４条第７項及び第７１条第９項において「指定居宅サ
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ービス事業等」という。）について３年以上の経験を有する者でなければならな ービス事業等」という。）について３年以上の経験を有する者でなければならな

い。 い。

（管理者） （管理者）

第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護予 第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置 防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、当該管理者は、共用型指定介護予防認知症対応型 かなければならない。ただし、当該管理者は、共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応 通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の他の職務若しくは 他の事業所、施設等の職 型通所介護事業所の他の職務若しくは同一敷地内にある他の事業所、施設等の職

務に従事し、又は当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職 務に従事し、又は当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職

務及び 他の本体事業所等の職務に従事することができるものと 務及び同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することができるものと

する。 する。

２ （略） ２ （略）

第３節 （略） 第３節 （略）

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第１１条 （略） 第１１条 （略）

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用申込者又はその家族からの ２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用申込者又はその家族からの

申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定める 申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定める

ところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき ところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき

重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する 重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）に 方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）に

より提供することができる。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型 より提供することができる。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 通所介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) （略） (1) （略）

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ 事項を確実に記録しておくことができる物

る情報処理の用に供されるものをいう。第９２条第１項において同じ。）に係

る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を

記録したものを交付する方法 記録したものを交付する方法

３～６ （略） ３～６ （略）
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（掲示） （掲示）

第３２条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応 第３２条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対応型通 型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対応型通

所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め 所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項（以下この条において「重要事項」という。）を掲示しなければ られる重要事項 を掲示しなければ

ならない。 ならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、 重要事項を記載 ２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載

した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、こ した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、こ

れをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代 れをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代

えることができる。 えることができる。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、重要事項をウェブサイトに掲載

するものとする。

（記録の整備） （記録の整備）

第４０条 （略） 第４０条 （略）

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認 ２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認

知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から 知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から

５年間保存しなければならない。 ５年間保存しなければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 第４２条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) ～(7) （略） (3) ～(6) （略）

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） （指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針）

第４２条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第４条に規定する基本方 第４２条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第４条に規定する基本方

針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。 針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。

(1) ～(9) （略） (1) ～(9) （略）

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身
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体的拘束等を行ってはならないこと。

(11) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(12)～(15) （略） (10)～(13) （略）

(16) 第１号から第１４号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型 (14) 第１号から第１２号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型

通所介護計画の変更について準用する。 通所介護計画の変更について準用する。

（従業者の員数等） （従業者の員数等）

第４４条 （略） 第４４条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 次の表の設置状況の欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基 ６ 次の表の設置状況の欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基

準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の併設施設 準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の併設施設

等の欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、 等の欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、

同表の従業者の欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表 同表の従業者の欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表

の併設施設等の欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。 の併設施設等の欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

項 設置状況 併設施設等 従業者 項 設置状況 併設施設等 従業者

１ 当該指定介護予防小規模 指定認知症対応型共同生活介 （略） １ 当該指定介護予防小規模 指定認知症対応型共同生活介 （略）
多機能型居宅介護事業所 護事業所、指定地域密着型特 多機能型居宅介護事業所 護事業所、指定地域密着型特
に併設施設等の欄に掲げ 定施設、指定地域密着型介護 に併設施設等の欄に掲げ 定施設、指定地域密着型介護
る施設等のいずれかが併 老人福祉施設、指定介護老人 る施設等のいずれかが併 老人福祉施設、指定介護老人
設されている場合 福祉施設、介護老人保健施設 設されている場合 福祉施設、介護老人保健施設、

指定介護療養型医療施設（医
療法（昭和２３年法律第２０
５号）第７条第２項第４号に
規定する療養病床を有する診
療所であるものに限る。以下

又は この表において同じ。）又は
介護医療院 介護医療院

２ 当該指定介護予防小規模 指定認知症対応型共同生活介 （略） ２ 当該指定介護予防小規模 指定認知症対応型共同生活介 （略）
多機能型居宅介護事業所 護事業所、指定地域密着型特 多機能型居宅介護事業所 護事業所、指定地域密着型特
の同一敷地内に併設施設 定施設、指定地域密着型介護 の同一敷地内に併設施設 定施設、指定地域密着型介護
等の欄に掲げる施設等の 老人福祉施設 等の欄に掲げる施設等の 老人福祉施設、指定介護療養
いずれかがある場合 、指定居宅サービ いずれかがある場合 型医療施設、指定居宅サービ

スの事業を行う事業所、指定 スの事業を行う事業所、指定
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定期巡回・随時対応型訪問介 定期巡回・随時対応型訪問介
護看護事業所、指定地域密着 護看護事業所、指定地域密着
型通所介護事業所、指定認知 型通所介護事業所、指定認知
症対応型通所介護事業所、指 症対応型通所介護事業所、指
定介護老人福祉施設、介護老 定介護老人福祉施設、介護老
人保健施設又は介護医療院 人保健施設又は介護医療院

７～１３ （略） ７～１３ （略）

（管理者） （管理者）

第４５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多 第４５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ 機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、当該管理者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業 ばならない。ただし、当該管理者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるも の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併

のとする。 設する前条第６項の表の１の項の併設施設等の欄に掲げる施設等の職務、同一敷

地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サービス

基準条例第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

をいう。）の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（同項に規定する指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者をいう。）が、指定夜間対応型訪問介護事業者（指

定地域密着型サービス基準条例第４７条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介

護事業者をいう。）、指定訪問介護事業者（川口市指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２９年条例第７９号）第

５条第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。）又は指定訪問看護事業者（

同条例第６４条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。）の指定を併せて

受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。）

若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）に従事することが

できるものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止）
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第５３条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多 第５３条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身 機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等 体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動

を行ってはならない。 を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

２ （略） ２ （略）

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護予防小規模多機能型居宅介護従業者そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

４ 前項第１号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

（利用者の安全並びに指定介護予防小規模多機能型居宅介護の質の確保及び従業

者への負担の軽減に資する方策を検討するための委員会の設置）

第６３条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の質の確保及び従業者への負担の軽減に資す

る方策を検討するための委員会を定期的に開催しなければならない。

２ 前項の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

（準用） （準用）

第６５条 第１１条から第１５条まで、第２１条、第２３条、第２４条、第２６条、 第６５条 第１１条から第１５条まで、第２１条、第２３条、第２４条、第２６条、

第２８条、第２８条の２、第３１条から第３６条まで及び第３７条（第４項を除 第２８条、第２８条の２、第３１条から第３６条まで及び第３７条（第４項を除

く。）から第３９条までの規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業 く。）から第３９条までの規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業

について準用する。この場合において、第１１条第１項中「第２７条に規定する について準用する。この場合において、第１１条第１項中「第２７条に規定する
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運営規程」とあるのは「第５７条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、 運営規程」とあるのは「第５７条に規定する重要事項に関する規程」と、

第２８条第３項及び第４項、第２８条の２第２項、第３１条第２項、第３２条第

１項並びに第３７条の２第１項中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあ 「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあ

るのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第２６条第２項中「この るのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第２６条第２項中「この

節」とあるのは「第３章第４節」と、第３２条第１項中「運営規程」とあるのは 節」とあるのは「第３章第４節」と、第２８条第３項及び第４項、第２８条の２

「第５７条に規定する重要事項に関する規程 第２項、第３１条第２項、第３２条第１項並びに第３７条の２第１項中「介護予

防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護

」と、第３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を 従業者」と、第３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を

有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する 有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する

者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービ 者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービ

ス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。 ス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。

（管理者） （管理者）

第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに 第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管 専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管

理者は、管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は 理者は、管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は

他の事業所、施設等 同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅

の職務に従事することができるものとする。 介護事業所の職務に従事することができるものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（管理者による管理） （管理者による管理）

第７９条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指 第７９条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指

定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防 定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防

サービス（サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、 サービス（サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、

本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。）の事業 本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。）の事業

を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。 を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。

ただし、 当該共同生活 ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活

住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。 住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

-141-



第８３条 （略） 第８３条 （略）

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定により協力医療

機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよう

に努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を常時確保していること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を常時確保していること。

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療

機関との間で利用者の病状が急変した場合等における対応を確認するとともに、

協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に

規定する第２種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」と

いう。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感

染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をい

う。次項において同じ。）が発生した場合等における対応を取り決めるように努

めなければならない。

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協定

指定医療機関である場合には、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染

症が発生した場合等における対応について協議を行わなければならない。

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その

他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院することができ

ることとなった場合においては、当該利用者を再び当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努めなければな

らない。

７・８ （略） ２・３ （略）

（準用） （準用）

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第１５条、第２３条、第２４条、第２ 第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第１５条、第２３条、第２４条、第２
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６条、第２８条の２、第３１条から第３４条まで、第３６条、第３７条（第４項 ６条、第２８条の２、第３１条から第３４条まで、第３６条、第３７条（第４項

を除く。）から第３９条（第６項を除く。）まで、第５６条、第５９条、第６１ を除く。）から第３９条（第６項を除く。）まで、第５６条、第５９条及び第６

条及び第６３条の２の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業に １条 の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１１条第１項中「第２７条に規定する運 ついて準用する。この場合において、第１１条第１項中「第２７条に規定する運

営規程」とあるのは「第８０条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第 営規程」とあるのは「第８０条に規定する重要事項に関する規程」と、

２８条の２第２項、第３１条第２項、第３２条第１項及び第３７条の２第１項中

「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第２６ 「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第２６

条、第２８条の２第２項中「この節」とあるのは「第４章第４節」と、第３２条 条、第２８条の２第２項中「この節」とあるのは「第４章第４節」と、第２８条

第１項中「運営規程」とあるのは「第８０条に規定する重要事項に関する規程 の２第２項、第３１条第２項、第３２条第１項及び第３７条の２第１項中「介護

」と、第３９条第１ 予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第３９条第１

項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介 項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介

護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「６月」とある 護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「６月」とある

のは「２月」と、第５６条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とある のは「２月」と、第５６条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とある

のは「介護従業者」と読み替えるものとする。 のは「介護従業者」と読み替えるものとする。

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第９２条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サ 第９２条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サ

ービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この ービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この

条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文 条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文

字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の 字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定さ 有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定さ

れるもの（第１４条第１項（第６５条及び第８６条において準用する場合を含む。 れるもの（第１４条第１項（第６５条及び第８６条において準用する場合を含む。

）及び第７６条第１項並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に ）及び第７６条第１項並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に

代えて、当該書面に係る電磁的記録 代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

により行うことができる。 る情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。

２ （略） ２ （略）
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○ 川口市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２７年条例第

２７号）（第３条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（従業者の員数） （従業者の員数）

第５条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、当該指 第５条 指定介護予防支援事業者 は、当該指

定に係る事業所 ごとに１以上の員 定に係る事業所（以下「指定介護予防支援事業所」という。）ごとに１以上の員

数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支 数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支

援に関する知識を有する職員（以下「担当職員」という。）を置かなければなら 援に関する知識を有する職員（以下「担当職員」という。）を置かなければなら

ない。 ない。

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事

業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援

専門員を置かなければならない。

（管理者） （管理者）

第６条 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定介護予防 第６条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所

支援事業所」という。）ごとに常勤の管理者を置かなければならない。 ごとに常勤の管理者を置かなければならない。

２ 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規定に ２ 前項に規定する

より置く管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、指 管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、指

定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援事業所 定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援事業所

の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援セン の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援セン

ターの職務に従事することができるものとする。 ターの職務に従事することができるものとする。

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定により

置く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条

の６６第１号イ(3) に規定する主任介護支援専門員（以下この項において「主任

介護支援専門員」という。）でなければならない。ただし、主任介護支援専門員

の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援

専門員（主任介護支援専門員を除く。）を第１項に規定する管理者とすることが
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できる。

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次

に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従

事する場合

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防支援

事業所の管理に支障がない場合に限る。）

第３章 （略） 第３章 （略）

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第７条 （略） 第７条 （略）

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじ ２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、介護予防サービス計画（法第８条の２第１６項 め 、介護予防サービス計画（法第８条の２第１６項

に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。）が第３条に規定する基本 に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。）が第３条に規定する基本

方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定介護 方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定介護

予防サービス事業者（法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者 予防サービス事業者（法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者

をいう。以下同じ。）等を紹介するよう求めることができること等につき説明を をいう。以下同じ。）等を紹介するよう求めることができること等につき説明を

行い、理解を得なければならない。 行い、理解を得なければならない。

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじ ３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必 め、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必

要が生じた場合には、担当職員（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支 要が生じた場合には、担当職員

援事業者の場合にあっては、介護支援専門員。以下この章及び次章において同じ。

）の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。

４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合に ４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合に

は、第１項の規定による文書の交付に代えて、第７項で定めるところにより、当 は、第１項の規定による文書の交付に代えて、第７項で定めるところにより、当

該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情 該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に 報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に

掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供すること 掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供すること

ができる。この場合において、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付 ができる。この場合において、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付

したものとみなす。 したものとみなす。

(1) （略） (1) （略）
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(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ 事項を確実に記録しておくことができる物

る情報処理の用に供されるものをいう。第３６条第１項において同じ。）に係

る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに第１項に規定する重要事項 をもって調製するファイルに第１項に規定する重要事項

を記録したものを交付する方法 を記録したものを交付する方法

５～８ （略） ５～８ （略）

（利用料等の受領） （利用料等の受領）

第１３条 （略） 第１３条 （略）

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、利用料のほか、利

用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定介護予

防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることがで

きる。

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定する費

用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に

対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なけ

ればならない。

（保険給付の請求のための証明書の交付） （保険給付の請求のための証明書の交付）

第１４条 指定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について 第１４条 指定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について前条の

利用料の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を記載した指定介護予防支援 利用料の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を記載した指定介護予防支援

提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託）

第１５条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、法第 第１５条 指定介護予防支援事業者 は、法第

１１５条の２３第３項の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合には、 １１５条の２３第３項の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合には、

次に掲げる事項を遵守しなければならない。 次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指定介護予防支援の業務を実施す (4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指定介護予防支援の業務を実施す

る介護支援専門員が、第３条、この章及び次章（第３３条第２９号を除く。） る介護支援専門員が、第３条、この章及び次章

の規定を遵守するよう措置させなければならないこと。 の規定を遵守するよう措置させなければならないこと。
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（掲示） （掲示）

第２４条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所の見やすい場所に、 第２４条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所の見やすい場所に、

運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に 運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項（以下この条において「重要事項」という。）を掲 資すると認められる重要事項 を掲

示しなければならない。 示しなければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は、 重要事項を記載した書面を当該指 ２ 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指

定介護予防支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ 定介護予防支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 せることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

３ 指定介護予防支援事業者は、重要事項をウェブサイトに掲載するものとする。

（記録の整備） （記録の整備）

第３１条 （略） 第３１条 （略）

２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する ２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳 (2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

エ 第３３条第１５号の規定による評価の結果の記録 エ 第３３条第１５号に規定する 評価の結果の記録

オ （略） オ （略）

(3) 第３３条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する

行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第１８条の規定による市への通知に係る記録 (3) 第１８条に規定する 市への通知に係る記録

(5) 第２８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 (4) 第２８条第２項に規定する 苦情の内容等の記録

(6) 第２９条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につい (5) 第２９条第２項に規定する 事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録 ての記録

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） （指定介護予防支援の具体的取扱方針）

第３３条 指定介護予防支援の方針は、第３条に規定する基本方針及び前条に規定 第３３条 指定介護予防支援の方針は、第３条に規定する基本方針及び前条に規定

する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。 する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。
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(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(2) の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を

行ってはならないこと。

(2) の３ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(3) ～(15) （略） (3) ～(15) （略）

(16) 担当職員は、第１４号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」 (16) 担当職員は、第１４号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」

という。）に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者 という。）に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者

等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるとこ 等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるとこ

ろにより行わなければならないこと。 ろにより行わなければならないこと。

ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１回 ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１回及

びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があっ

、利用者に面接すること。 たときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。

ただし、次の(ｱ) 及び(ｲ) のいずれにも該当する場合であって、サービスの

提供を開始する月の翌月から起算して３月ごとの期間（以下この号において

「期間」という。）について、少なくとも連続する２の期間に１回、利用者

の居宅を訪問して面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間において

は、テレビ電話装置等を活用して利用者に面接することができる。

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用

者の同意を得ていること。

(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、

担当者その他の関係者の合意を得ていること。

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができるこ

と。

ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握する

ことができない情報について、担当者から提供を受けること。

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があった
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ときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

エ 利用者の居宅を訪問しない月（イただし書の規定によりテレビ電話装置等 イ 利用者の居宅を訪問しない月

を活用して利用者に面接する月を除く。）においては、可能な限り、指定介 においては、可能な限り、指定介

護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス等基準条例第 護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス等基準条例第

７７条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。 ７７条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。

）を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面 ）を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面

接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。 接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。

オ （略） ウ （略）

(17)～(28) （略） (17)～(28) （略）

(29) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、市町村長（特

別区にあっては、区長）から法第１１５条の３０の２第１項の規定により情報

の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。

（準用） （準用）

第３５条 第３条、第４条及び第２章から前章（第２８条第６項及び第７項を除く。 第３５条 第３条、第４条及び第２章から前章（第２８条第６項及び第７項を除く。

）までの規定は、基準該当介護予防支援（法第５９条第１項第１号に規定する基 ）までの規定は、基準該当介護予防支援（法第５９条第１項第１号に規定する基

準該当介護予防支援をいう。以下同じ。）の事業について準用する。この場合に 準該当介護予防支援をいう。以下同じ。）の事業について準用する。この場合に

おいて、第７条第１項中「第２０条」とあるのは「第３５条において準用する第 おいて、第７条第１項中「第２０条」とあるのは「第３５条において準用する第

２０条」と、第１３条第１項中「指定介護予防支援（法第５８条第４項の規定に ２０条」と、第１３条 中「指定介護予防支援（法第５８条第４項の規定に

基づき介護予防サービス計画費（法第５８条第１項に規定する介護予防サービス 基づき介護予防サービス計画費（法第５８条第１項に規定する介護予防サービス

計画費をいう。以下同じ。）が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に 計画費をいう。以下同じ。）が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に

係るものを除く。）」とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「介護予防サー 係るものを除く。）」とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「介護予防サー

ビス計画費の支給」とあるのは「特例介護予防サービス計画費（法第５９条第３ ビス計画費の支給」とあるのは「特例介護予防サービス計画費（法第５９条第３

項に規定する特例介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。）の支給」と、「 項に規定する特例介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。）の支給」と、「

介護予防サービス計画費の額」とあるのは「特例介護予防サービス計画費の額」 介護予防サービス計画費の額」とあるのは「特例介護予防サービス計画費の額」

と読み替えるものとする。 と読み替えるものとする。

第６章 （略） 第６章 （略）

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第３６条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、作 第３６条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、作

成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、 成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、
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文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識 文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識

することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条におい することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第１０条（前条におい て同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第１０条（前条におい

て準用する場合を含む。）及び第３３条第２６号（前条において準用する場合を て準用する場合を含む。）及び第３３条第２６号（前条において準用する場合を

含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該 含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該

書面に係る電磁的記録 書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

により行うことができる。 用に供されるものをいう。）により行うことができる。

２ （略） ２ （略）
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○ 川口市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第６０号）（第４条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準）

第１２条 （略） 第１２条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 第１項第１号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならな ５ 第１項第１号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならな

い。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合は、 い。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合は、同一敷地内にある

他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

６～１２ （略） ６～１２ （略）

（協力医療機関等） （協力病院等）

第２５条 養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、 第２５条 養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、

次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めておかなければならない。この場合 協力病院を定めておかなければならない。

において、複数の協力医療機関を定めることにより当該要件を満たすこととする

ことができる。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を常時確保していること。

(2) 当該養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制

を常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該養護老人ホームの医師又は協

力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた

入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している病院であること。

２ 養護老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急

変した場合等における対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に

届け出なければならない。

３ 養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機

関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症

（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指

定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）が発

生した場合等における対応を取り決めるように努めなければならない。

４ 養護老人ホームは、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合には、

当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症が発生した場合等における対

応について協議を行わなければならない。

５ 養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、

当該入所者の病状が軽快し、退院することができることとなった場合においては、

当該入所者を再び当該養護老人ホームに速やかに入所させることができるように

努めなければならない。

６ （略） ２ （略）
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○ 川口市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第６１号）（第５条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

目次 目次

第１章 （略） 第１章 （略）

第２章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準（第２条―第３１条の 第２章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準（第２条―第３１条の

３） ２）

第３章～第６章 （略） 第３章～第６章 （略）

附則 附則

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応）

第２２条の２ 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者に病状 第２２条の２ 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者に病状

の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１１条第１項第２ の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１１条第１項第２

号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関 号に掲げる医師

との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

２ 特別養護老人ホームは、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、１年に１

回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等にお

ける対応方法の変更を行わなければならない。

（施設長の責務） （施設長の責務）

第２３条 （略） 第２３条 （略）

２ 施設長は、職員に第７条から第９条まで、第１２条から前条まで及び次条から ２ 施設長は、職員に第７条から第９条まで、第１２条から前条まで及び次条から

第３１条の３までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 第３１条の２までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

（協力医療機関等） （協力病院等）

第２７条 特別養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじ 第２７条 特別養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらか

め、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めておかなければならない。この じめ、協力病院を定めておかなければならない。

場合において、複数の協力医療機関を定めることにより当該要件を満たすことと
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することができる。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を常時確保していること。

(2) 当該特別養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う

体制を常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該特別養護老人ホームの医師又

は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認めら

れた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している病院であること。

２ 特別養護老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で入所者の病状

が急変した場合等における対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市

長に届け出なければならない。

３ 特別養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医

療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感

染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定す

る指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）

が発生した場合等における対応を取り決めるように努めなければならない。

４ 特別養護老人ホームは、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合に

は、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症が発生した場合等におけ

る対応について協議を行わなければならない。

５ 特別養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後

に、当該入所者の病状が軽快し、退院することができることとなった場合におい

ては、当該入所者を再び当該特別養護老人ホームに速やかに入所させることがで

きるように努めなければならない。

６ （略） ２ （略）

（入所者の安全並びにサービスの質の確保及び職員への負担の軽減に資する方策

を検討するための委員会の設置）

第３１条の３ 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおける業務の効

率化、サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、
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当該特別養護老人ホームにおける入所者の安全並びにサービスの質の確保及び職

員への負担の軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催しなけれ

ばならない。

２ 前項の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第４０条 （略） 第４０条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管理等に係る研

修を受講するよう努めなければならない。

６ （略） ５ （略）

（準用） （準用）

第４２条 第３条から第６条まで、第８条、第９条、第１２条から第１４条まで、 第４２条 第３条から第６条まで、第８条、第９条、第１２条から第１４条まで、

第１８条、第２０条から第２３条まで、第２４条の２及び第２６条から第３１条 第１８条、第２０条から第２３条まで、第２４条の２及び第２６条から第３１条

の３までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合 の２までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合

において、第９条第２項第３号中「第１５条第５項」とあるのは「第３６条第７ において、第９条第２項第３号中「第１５条第５項」とあるのは「第３６条第７

項」と、同項第４号中「第２９条第２項」とあるのは「第４２条において準用す 項」と、同項第４号中「第２９条第２項」とあるのは「第４２条において準用す

る第２９条第２項」と、同項第５号中「第３１条第４項」とあるのは「第４２条 る第２９条第２項」と、同項第５号中「第３１条第４項」とあるのは「第４２条

において準用する第３１条第４項」と、第２３条第２項中「第７条から第９条ま において準用する第３１条第４項」と、第２３条第２項中「第７条から第９条ま

で、第１２条から前条まで及び次条から第３１条の３まで」とあるのは「第３４ で、第１２条から前条まで及び次条から第３１条の２まで」とあるのは「第３４

条及び第３６条から第４１条まで並びに第４２条において準用する第８条、第９ 条及び第３６条から第４１条まで並びに第４２条において準用する第８条、第９

条、第１２条から第１４条まで、第１８条、第２０条から前条まで、第２４条の 条、第１２条から第１４条まで、第１８条、第２０条から前条まで、第２４条の

２及び第２６条から第３１条の３まで」と読み替えるものとする。 ２及び第２６条から第３１条の２まで」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第４８条 第２条から第９条まで、第１２条から第１５条まで、第１７条から第２ 第４８条 第２条から第９条まで、第１２条から第１５条まで、第１７条から第２

９条まで、第３１条から第３１条の３までの規定は、地域密着型特別養護老人ホ ９条まで、第３１条及び第３１条の２ の規定は、地域密着型特別養護老人ホ

ームについて準用する。この場合において、第９条第２項第３号中「第１５条第 ームについて準用する。この場合において、第９条第２項第３号中「第１５条第

５項」とあるのは「第４８条において準用する第１５条第５項」と、同項第４号 ５項」とあるのは「第４８条において準用する第１５条第５項」と、同項第４号
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中「第２９条第２項」とあるのは「第４８条において準用する第２９条第２項」 中「第２９条第２項」とあるのは「第４８条において準用する第２９条第２項」

と、同項第５号中「第３１条第４項」とあるのは「第４８条において準用する第 と、同項第５号中「第３１条第４項」とあるのは「第４８条において準用する第

３１条第４項」と、第２３条第２項中「第７条から第９条まで、第１２条から前 ３１条第４項」と、第２３条第２項中「第７条から第９条まで、第１２条から前

条まで及び次条から第３１条の３まで」とあるのは「第４６条及び第４７条並び 条まで及び次条から第３１条の２まで」とあるのは「第４６条及び第４７条並び

に第４８条において準用する第７条から第９条まで、第１２条から第１５条まで、 に第４８条において準用する第７条から第９条まで、第１２条から第１５条まで、

第１７条から前条まで、次条から第２９条まで、第３１条から第３１条の３まで 第１７条から前条まで、次条から第２９条まで、第３１条及び第３１条の２

」と読み替えるものとする。 」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第５２条 第３条から第６条まで、第８条、第９条、第１２条から第１４条まで、 第５２条 第３条から第６条まで、第８条、第９条、第１２条から第１４条まで、

第１８条、第２０条から第２３条まで、第２４条の２、第２６条から第２９条ま 第１８条、第２０条から第２３条まで、第２４条の２、第２６条から第２９条ま

で、第３１条から第３１条の３まで、第３３条、第３４条、第３６条、第３８条 で、第３１条、第３１条の２ 、第３３条、第３４条、第３６条、第３８条

から第４１条まで及び第４７条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホ から第４１条まで及び第４７条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホ

ームについて準用する。この場合において、第９条第２項第３号中「第１５条第 ームについて準用する。この場合において、第９条第２項第３号中「第１５条第

５項」とあるのは「第５２条において準用する第３６条第７項」と、同項第４号 ５項」とあるのは「第５２条において準用する第３６条第７項」と、同項第４号

中「第２９条第２項」とあるのは「第５２条において準用する第２９条第２項」 中「第２９条第２項」とあるのは「第５２条において準用する第２９条第２項」

と、同項第５号中「第３１条第４項」とあるのは「第５２条において準用する第 と、同項第５号中「第３１条第４項」とあるのは「第５２条において準用する第

３１条第４項」と、第２３条第２項中「第７条から第９条まで、第１２条から前 ３１条第４項」と、第２３条第２項中「第７条から第９条まで、第１２条から前

条まで及び次条から第３１条の３まで」とあるのは「第５１条並びに第５２条に 条まで及び次条から第３１条の２まで」とあるのは「第５１条並びに第５２条に

おいて準用する第８条、第９条、第１２条から第１４条まで、第１８条、第２０ おいて準用する第８条、第９条、第１２条から第１４条まで、第１８条、第２０

条から前条まで、第２４条の２、第２６条から第２９条まで、第３１条から第３ 条から前条まで、第２４条の２、第２６条から第２９条まで、第３１条、第３１

１条の３まで、第３４条、第３６条、第３８条から第４１条まで及び第４７条」 条の２ 、第３４条、第３６条、第３８条から第４１条まで及び第４７条」

と読み替えるものとする。 と読み替えるものとする。
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○ 川口市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第６２号）（第６条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（職員配置の基準） （職員配置の基準）

第１１条 （略） 第１１条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 第１項第１号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならな ４ 第１項第１号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならな

い。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合は、 い。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合は、同一敷地内にある

他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

５～１３ （略） ５～１３ （略）

（入所申込者等に対する説明等） （入所申込者等に対する説明等）

第１２条 （略） 第１２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第 ３ 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第

１項の規定による文書の交付に代えて、第６項で定めるところにより、当該入所 １項の規定による文書の交付に代えて、第６項で定めるところにより、当該入所

申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理 申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げる 組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げる

もの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができ もの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができ

る。この場合において、当該軽費老人ホームは、当該文書を交付したものとみな る。この場合において、当該軽費老人ホームは、当該文書を交付したものとみな

す。 す。

(1) （略） (1) （略）

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ 事項を確実に記録しておくことができる物

る情報処理の用に供されるものをいう。第４０条第１項において同じ。）に係

る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに第１項に規定する重要事項 をもって調製するファイルに第１項に規定する重要事項

を記録したものを交付する方法 を記録したものを交付する方法

４～７ （略） ４～７ （略）
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（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第２７条 （略） 第２７条 （略）

２ 軽費老人ホームは、前項の規定により協力医療機関を定めるに当たっては、次

に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を常時確保していること。

(2) 当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制

を常時確保していること。

３ 軽費老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急

変した場合等における対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に

届け出なければならない。

４ 軽費老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機

関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症

（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指

定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）が発

生した場合等における対応を取り決めるように努めなければならない。

５ 軽費老人ホームは、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合には、

当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症が発生した場合等における対

応について協議を行わなければならない。

６ 軽費老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、

当該入所者の病状が軽快し、退院することができることとなった場合においては、

当該入所者を再び当該軽費老人ホームに速やかに入所させることができるように

努めなければならない。

７ （略） ２ （略）

（掲示） （掲示）

第２８条 軽費老人ホームは、軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、 第２８条 軽費老人ホームは、軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、

職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他の入所申込者のサービスの選択 職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他の入所申込者のサービスの選択

に資すると認められる重要事項（以下この条において「重要事項」という。）を に資すると認められる重要事項 を
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掲示しなければならない。 掲示しなければならない。

２ 軽費老人ホームは、 重要事項を記載した書面を当該軽費老人ホ ２ 軽費老人ホームは、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該軽費老人ホ

ームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、 ームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、

前項の規定による掲示に代えることができる。 同項の規定による掲示に代えることができる。

３ 軽費老人ホームは、重要事項をウェブサイトに掲載するものとする。

（この章の趣旨） （この章の趣旨）

第３４条 前章の規定にかかわらず、都市型軽費老人ホーム（小規模な軽費老人ホ 第３４条 前章の規定にかかわらず、都市型軽費老人ホーム（小規模な軽費老人ホ

ームであって、原則として既成市街地等（租税特別措置法（昭和３２年法律第２ ームであって、原則として既成市街地等（租税特別措置法（昭和３２年法律第２

６号）第３７条第１項の表の第２号の上欄に規定する既成市街地等をいう。）に ６号）第３７条第１項の表の第１号の上欄に規定する既成市街地等をいう。）に

設置され、かつ、市長が地域の実情を勘案して指定するものをいう。以下同じ。 設置され、かつ、市長が地域の実情を勘案して指定するものをいう。以下同じ。

）の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 ）の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

（職員配置の基準） （職員配置の基準）

第３７条 （略） 第３７条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項第１号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならな ３ 第１項第１号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならな

い。ただし、当該都市型軽費老人ホームの管理上支障がない場合は、当該都市型 い。ただし、当該都市型軽費老人ホームの管理上支障がない場合は、当該都市型

軽費老人ホームの他の職務（第１項第３号の介護職員の職務は除く。）に従事し、 軽費老人ホームの他の職務（第１項第３号の介護職員の職務は除く。）に従事し、

又は 他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

４～７ （略） ４～７ （略）

（準用） （準用）

第３９条 第３条から第９条まで及び第１２条から第３３条の２までの規定は、都 第３９条 第３条から第９条まで及び第１２条から第３３条の２までの規定は、都

市型軽費老人ホームについて準用する。この場合において、第９条第２項第３号 市型軽費老人ホームについて準用する。この場合において、第９条第２項第３号

中「第１７条第４項」とあるのは「第３９条において準用する第１７条第４項」 中「第１７条第４項」とあるのは「第３９条において準用する第１７条第４項」

と、同項第４号及び第２３条第１項第２号中「第３１条第２項」とあるのは「第 と、同項第４号 中「第３１条第２項」とあるのは「第

３９条において準用する第３１条第２項」と、第９条第２項第５号及び第２３条 ３９条において準用する第３１条第２項」と、同項第５号

第１項第３号中「第３３条第４項」とあるのは「第３９条において準用する第３ 中「第３３条第４項」とあるのは「第３９条において準用する第３

３条第４項」と、第２２条第２項中「第７条から第９条まで、第１２条から前条 ３条第４項」と、第２２条第２項中「第７条から第９条まで、第１２条から前条
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まで及び次条から第３３条の２まで」とあるのは「第３８条並びに第３９条にお まで及び次条から第３３条の２まで」とあるのは「第３８条並びに第３９条にお

いて準用する第７条から第９条まで、第１２条から前条まで及び次条から第３３ いて準用する第７条から第９条まで、第１２条から前条まで及び次条から第３３

条の２まで」と 条の２まで」と、第２３条第１項第２号中「第３１条第２項」とあるのは「第３

９条において準用する第３１条第２項」と、同項第３号中「第３３条第４項」と

読み替えるものとする。 あるのは「第３９条において準用する第３３条第４項」と読み替えるものとする。

第４章 （略） 第４章 （略）

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第４０条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成 、保存その他これらに類す 第４０条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、交付、保存その他これらに類す

るもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、 るもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記 副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規 載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規

定され、又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。）については、書面 定され、又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。）については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録 に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に

により行うことができる。 よる情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。

２ （略） ２ （略）
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○ 川口市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２９年条例第７９号）（第７条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（管理者） （管理者）

第６条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事す 第６条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定訪問介護 る常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定訪問介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、 事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、

又は 他の事業所、施設等の職務に従事することができるものと 又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものと

する。 する。

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第８条 （略） 第８条 （略）

２ 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、 ２ 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、

前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用 前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用

申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理 申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げる 組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げる

もの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができ もの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができ

る。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものと る。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものと

みなす。 みなす。

(1) （略） (1) （略）

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ 事項を確実に記録しておくことができる物

る情報処理の用に供されるものをいう。第２５９条第１項において同じ。）に

係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項 をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項

を記録したものを交付する方法 を記録したものを交付する方法

３～６ （略） ３～６ （略）
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（指定訪問介護の具体的取扱方針） （指定訪問介護の具体的取扱方針）

第２３条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによる。 第２３条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならないこ

と。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(5) ・(6) （略） (3) ・(4) （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第４１条 （略） 第４１条 （略）

２ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げ ２ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 第２３条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) ～(6) （略） (3) ～(5) （略）

（準用） （準用）

第４１条の３ 第４条、第５条（第１項を除く。）、第６条及び前節の規定は、共 第４１条の３ 第４条、第５条（第１項を除く。）、第６条及び前節の規定は、共

生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第５条第２項中「利 生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第５条第２項中「利

用者（」とあるのは「利用者（共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重 用者（」とあるのは「利用者（共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重

度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定訪問介護 度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定訪問介護

又は」とあるのは「共生型訪問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係 又は」とあるのは「共生型訪問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係

る指定障害福祉サービス又は」と、第８条第１項中「第２９条」とあるのは「第 る指定障害福祉サービス又は」と、第８条第１項中「第２９条」とあるのは「第

４１条の３において準用する第２９条」と、第４１条第２項第２号中「第１９条 ４１条の３において準用する第２９条」と、第４１条第２項第２号中「第１９条

第２項」とあるのは「第４１条の３において準用する第１９条第２項」と、同項 第２項」とあるのは「第４１条の３において準用する第１９条第２項」と、同項

第３号中「第２３条第４号」とあるのは「第４１条の３において準用する第２３ 第３号中
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条第４号」と、同項第４号中「第２６条」とあるのは「第４１条の３において準 「第２６条」とあるのは「第４１条の３において準

用する第２６条」と、同項第５号中「第３７条第２項」とあるのは「第４１条の 用する第２６条」と、同項第４号中「第３７条第２項」とあるのは「第４１条の

３において準用する第３７条第２項」と、同項第６号中「第３９条第２項」とあ ３において準用する第３７条第２項」と、同項第５号中「第３９条第２項」とあ

るのは「第４１条の３において準用する第３９条第２項」と読み替えるものとす るのは「第４１条の３において準用する第３９条第２項」と読み替えるものとす

る。 る。

（管理者） （管理者）

第４３条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職 第４３条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職

務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、基準該当 務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、基準該当

訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の 訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の

職務に従事し、又は 他の事業所、施設等の職務に従事すること 職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。 ができるものとする。

（準用） （準用）

第４６条 第３条（第６項を除く。）、第１節及び第４節（第１５条、第２０条第 第４６条 第３条（第６項を除く。）、第１節及び第４節（第１５条、第２０条第

１項、第２５条、第３０条並びに第３７条第５項及び第６項を除く。）の規定は、 １項、第２５条、第３０条並びに第３７条第５項及び第６項を除く。）の規定は、

基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第８条第１項中 基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第８条第１項中

「第２９条」とあるのは「第４６条において準用する第２９条」と、第１９条第 「第２９条」とあるのは「第４６条において準用する第２９条」と、第１９条第

１項中「内容、当該指定訪問介護について法第４１条第６項の規定により利用者 １項中「内容、当該指定訪問介護について法第４１条第６項の規定により利用者

に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第２ に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第２

０条第２項及び第２１条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」 ０条第２項及び第２１条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」

とあるのは「基準該当訪問介護」と、第２０条第３項中「前２項」とあるのは「 とあるのは「基準該当訪問介護」と、第２０条第３項中「前２項」とあるのは「

前項」と、第２３条第１号中「次条第１項」とあるのは「第４６条において準用 前項」と、第２３条第１号中「次条第１項」とあるのは「第４６条において準用

する次条第１項」と、第２４条第１項中「第５条第２項」とあるのは「第４２条 する次条第１項」と、第２４条第１項中「第５条第２項」とあるのは「第４２条

第２項」と、「第２８条」とあるのは「第４６条において準用する第２８条」と、 第２項」と、「第２８条」とあるのは「第４６条において準用する第２８条」と、

第４１条第２項第２号中「第１９条第２項」とあるのは「第４６条において準用 第４１条第２項第２号中「第１９条第２項」とあるのは「第４６条において準用

する第１９条第２項」と、同項第３号中「第２３条第４号」とあるのは「第４６ する第１９条第２項」と、同項第３号中

条において準用する第２３条第４号」と、同項第４号中「第２６条」とあるのは 「第２６条」とあるのは

「第４６条において準用する第２６条」と、同項第５号中「第３７条第２項」と 「第４６条において準用する第２６条」と、同項第４号中「第３７条第２項」と

あるのは「第４６条において準用する第３７条第２項」と、同項第６号中「第３ あるのは「第４６条において準用する第３７条第２項」と、同項第５号中「第３
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９条第２項」とあるのは「第４６条において準用する第３９条第２項」と読み替 ９条第２項」とあるのは「第４６条において準用する第３９条第２項」と読み替

えるものとする。 えるものとする。

（管理者） （管理者）

第４９条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職 第４９条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指 務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指

定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所 定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所

の他の職務に従事し、又は 他の事業所、施設等の職務に従事す の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができるものとする。 ることができるものとする。

（指定訪問入浴介護の具体的取扱方針） （指定訪問入浴介護の具体的取扱方針）

第５３条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるとこ 第５３条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるとこ

ろによる。 ろによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならないこと。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(5) ～(7) （略） (3) ～(5) （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第５７条 （略） 第５７条 （略）

２ 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する ２ 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第５３条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) ～(5) （略） (2) ～(4) （略）

（準用） （準用）
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第５８条 第８条から第１９条まで、第２１条、第２６条、第３１条の２から第３ 第５８条 第８条から第１９条まで、第２１条、第２６条、第３１条の２から第３

５条まで及び第３６条から第４０条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業につ ５条まで及び第３６条から第４０条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業につ

いて準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは いて準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは

「訪問入浴介護従業者」と、第８条第１項中「第２９条に規定する運営規程」と 「訪問入浴介護従業者」と、第８条第１項中「第２９条に規定する運営規程」と

あるのは「第５６条に規定する重要事項に関する規程」と、第３２条第２項中「 あるのは「第５６条に規定する重要事項に関する規程」と、第３２条第２項中「

設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び 設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び

備品等」と、第３３条第１項中「運営規程」とあるのは「第５６条に規定する重 備品等」と読み替える

要事項に関する規程」と読み替えるものとする。 ものとする。

（管理者） （管理者）

第６０条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専 第６０条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専

らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、 らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、

基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴 基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴

介護事業所の他の職務に従事し、又は 他の事業所、施設等の職 介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとする。 務に従事することができるものとする。

（準用） （準用）

第６２条 第３条（第６項を除く。）、第８条から第１４条まで、第１６条から第 第６２条 第３条（第６項を除く。）、第８条から第１４条まで、第１６条から第

１９条まで、第２１条、第２６条、第３１条の２から第３５条まで、第３６条、 １９条まで、第２１条、第２６条、第３１条の２から第３５条まで、第３６条、

第３７条（第５項及び第６項を除く。）、第３８条から第４０条まで、第４７条 第３７条（第５項及び第６項を除く。）、第３８条から第４０条まで、第４７条

及び前節（第５１条第１項及び第５８条を除く。）の規定は、基準該当訪問入浴 及び前節（第５１条第１項及び第５８条を除く。）の規定は、基準該当訪問入浴

介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員 介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員

等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者」と、第８条第１ 等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者」と、第８条第１

項中「第２９条に規定する運営規程」とあるのは「第６２条において準用する第 項中「第２９条に規定する運営規程」とあるのは「第６２条において準用する第

５６条に規定する重要事項に関する規程」と、第１９条第１項中「内容、当該指 ５６条に規定する重要事項に関する規程」と、第１９条第１項中「内容、当該指

定訪問介護について法第４１条第６項の規定により利用者に代わって支払を受け 定訪問介護について法第４１条第６項の規定により利用者に代わって支払を受け

る居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第２１条中「法定代理受領 る居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第２１条中「法定代理受領

サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、 サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、

第３２条第２項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用い 第３２条第２項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用い

る浴槽その他の設備及び備品等」と、第３３条第１項中「運営規程」とあるのは る浴槽その他の設備及び備品等」と、
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「第６２条において準用する第５６条に規定する重要事項に関する規程」と、第 第

５１条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とある ５１条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とある

のは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」 のは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」

と、第５７条第２項第１号及び第３号から第５号までの規定中「次条」とあるの と、第５７条第２項 中「次条」とあるの

は「第６２条」と、同項第２号中「第５３条第４号」とあるのは「第６２条にお は「第６２条」と

いて準用する第５３条第４号」と読み替えるものとする。 読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第７８条 第８条、第９条、第１１条から第１３条まで、第１５条から第１９条ま 第７８条 第８条、第９条、第１１条から第１３条まで、第１５条から第１９条ま

で、第２１条、第２６条、第３１条から第３５条まで、第３６条から第４０条ま で、第２１条、第２６条、第３１条から第３５条まで、第３６条から第４０条ま

で及び第５５条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合にお で及び第５５条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第８条第１ いて、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第８条第１

項中「第２９条に規定する運営規程」とあるのは「第７６条に規定する重要事項 項中「第２９条に規定する運営規程」とあるのは「第７６条に規定する重要事項

に関する規程」と、第１３条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」 に関する規程」と、第１３条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」

と、第３３条第１項中「運営規程」とあるのは「第７６条に規定する重要事項に と

関する規程」と読み替えるものとする。 読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第８８条 第８条から第１３条まで、第１５条から第１９条まで、第２１条、第２ 第８８条 第８条から第１３条まで、第１５条から第１９条まで、第２１条、第２

６条、第３１条から第３４条まで、第３６条から第４０条まで、第５５条及び第 ６条、第３１条から第３４条まで、第３６条から第４０条まで、第５５条及び第

６８条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場 ６８条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場

合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療 合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士」と、第８条第１項中「第２９条に規定する運営規程」とあ 法士又は言語聴覚士」と、第８条第１項中「第２９条に規定する運営規程」とあ

るのは「第８６条に規定する重要事項に関する規程」と、第１３条中「心身の状 るのは「第８６条に規定する重要事項に関する規程」と、第１３条中「心身の状

況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第３３条第１項中「運営規程」とある 況」とあるのは「心身の状況、病歴」と

のは「第８６条に規定する重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。 読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第９７条 第８条から第１３条まで、第１６条、第１８条、第１９条、第２１条、 第９７条 第８条から第１３条まで、第１６条、第１８条、第１９条、第２１条、

第２６条、第３１条から第３４条まで、第３６条から第４０条まで、第５５条及 第２６条、第３１条から第３４条まで、第３６条から第４０条まで、第５５条及
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び第６８条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合 び第６８条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合

において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「第９０条第１項に規定 において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「第９０条第１項に規定

する従業者」と、第８条第１項中「第２９条に規定する運営規程」とあるのは「 する従業者」と、第８条第１項中「第２９条に規定する運営規程」とあるのは「

第９５条に規定する重要事項に関する規程」と、第１３条中「心身の状況」とあ 第９５条に規定する重要事項に関する規程」と、第１３条中「心身の状況」とあ

るのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第１８条中「初回訪問時及び利用者」 るのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第１８条中「初回訪問時及び利用者」

とあるのは「利用者」と、第３３条第１項中「運営規程」とあるのは「第９５条 とあるのは「利用者」と

に規定する重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。 読み替えるものとする。

（管理者） （管理者）

第１００条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従 第１００条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定通所 事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定通所

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従 介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従

事し、又は 他の事業所、施設等の職務に従事することができる 事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。 ものとする。

（指定通所介護の具体的取扱方針） （指定通所介護の具体的取扱方針）

第１０４条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによる。 第１０４条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはな

らないこと。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(5) ・(6) （略） (3) ・(4) （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第１１２条 （略） 第１１２条 （略）

２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げ ２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）
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(3) 第１０４条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) ～(6) （略） (3) ～(5) （略）

（準用） （準用）

第１１３条 第８条から第１７条まで、第１９条、第２１条、第２６条、第２７条、 第１１３条 第８条から第１７条まで、第１９条、第２１条、第２６条、第２７条、

第３１条の２、第３３条から第３５条まで、第３６条、第３７条、第３９条の２、 第３１条の２、第３３条から第３５条まで、第３６条、第３７条、第３９条の２、

第４０条及び第５５条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場 第４０条及び第５５条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場

合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、 合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、

第８条第１項中「第２９条に規定する運営規程」とあるのは「第１０６条に規定 第８条第１項中「第２９条に規定する運営規程」とあるのは「第１０６条に規定

する重要事項に関する規程」と、第３３条第１項中「運営規程」とあるのは「第 する重要事項に関する規程」と

１０６条に規定する重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。 読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第１１３条の３ 第８条から第１７条まで、第１９条、第２１条、第２６条、第２ 第１１３条の３ 第８条から第１７条まで、第１９条、第２１条、第２６条、第２

７条、第３１条の２、第３３条から第３５条まで、第３６条、第３７条、第３９ ７条、第３１条の２、第３３条から第３５条まで、第３６条、第３７条、第３９

条の２、第４０条、第５５条、第９８条、第１００条、第１０１条第４項から第 条の２、第４０条、第５５条、第９８条、第１００条、第１０１条第４項から第

８項まで及び前節（第１１３条を除く。）の規定は、共生型通所介護の事業につ ８項まで及び前節（第１１３条を除く。）の規定は、共生型通所介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第８条第１項中「第２９条に規定する運営規 いて準用する。この場合において、第８条第１項中「第２９条に規定する運営規

程」とあるのは「第１１３条の３において準用する第１０６条に規定する重要事 程」とあるのは「第１１３条の３において準用する第１０６条に規定する重要事

項に関する規程」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当 項に関する規程」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当

たる従業者（以下「共生型通所介護従業者」という。）」と、第２７条、第３１ たる従業者（以下「共生型通所介護従業者」という。）」と、第２７条、第３１

条の２第２項、第３３条第１項及び第３９条の２第１項中「訪問介護員等」とあ 条の２第２項 及び第３９条の２第１項中「訪問介護員等」とあ

るのは「共生型通所介護従業者」と、第３３条第１項中「運営規程」とあるのは るのは「共生型通所介護従業者」と、第３３条第１項中「運営規程」とあるのは

「第１１３条の３において準用する第１０６条に規定する重要事項に関する規程 「第１１３条の３において準用する第１０６条に規定する重要事項に関する規程

」と 、第１０１条第 」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第１０１条第

４項中「前項ただし書の場合において、指定通所介護事業者が第１項に掲げる設 ４項中「前項ただし書の場合において、指定通所介護事業者が第１項に掲げる設

備」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備」と、同 備」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備」と、同

条第６項中「第４項」とあるのは「第１１３条の３において読み替えて準用する 条第６項中「第４項」とあるのは「第１１３条の３において読み替えて準用する

第４項」と、同条第７項中「第３項ただし書の場合において、指定通所介護事業 第４項」と、同条第７項中「第３項ただし書の場合において、指定通所介護事業

者（当該指定通所介護事業者」とあるのは「共生型通所介護事業者（当該共生型 者（当該指定通所介護事業者」とあるのは「共生型通所介護事業者（当該共生型
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通所介護事業者」と、「第１項に規定する設備又は同項に規定する設備」とある 通所介護事業者」と、「第１項に規定する設備又は同項に規定する設備」とある

のは「共生型通所介護事業所の設備又は当該設備」と、同条第８項中「前項」と のは「共生型通所介護事業所の設備又は当該設備」と、同条第８項中「前項」と

あるのは「第１１３条の３において読み替えて準用する前項」と、第１０４条第 あるのは「第１１３条の３において読み替えて準用する前項」と、第１０４条第

２号、第１０５条第５項、第１０７条第３項及び第４項並びに第１１０条第２項 ２号、第１０５条第５項、第１０７条第３項及び第４項並びに第１１０条第２項

中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第１１１条第４ 中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第１１１条第４

項中「第１０１条第４項」とあるのは「第１１３条の３において読み替えて準用 項中「第１０１条第４項」とあるのは「第１１３条の３において読み替えて準用

する第１０１条第４項」と、第１１２条第２項第２号、第４号及び第５号 中「 する第１０１条第４項」と、第１１２条第２項第２号から第４号までの規定中「

次条」とあるのは「第１１３条の３」と、同項第３号中「第１０４条第４号」と 次条」とあるのは「第１１３条の３」と、同項第５号

あるのは「第１１３条の３において準用する第１０４条第４号」と、同項第６号

中「前条第２項」とあるのは「第１１３条の３において準用する前条第２項」と 中「前条第２項」とあるのは「第１１３条の３において準用する前条第２項」と

読み替えるものとする。 読み替えるものとする。

（管理者） （管理者）

第１１５条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かな 第１１５条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かな

ければならない。ただし、当該管理者は、基準該当通所介護事業所の管理上支障 ければならない。ただし、当該管理者は、基準該当通所介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

（準用） （準用）

第１１７条 第３条（第６項を除く。）、第８条から第１４条まで、第１６条、第 第１１７条 第３条（第６項を除く。）、第８条から第１４条まで、第１６条、第

１７条、第１９条、第２１条、第２６条、第２７条、第３１条の２、第３３条か １７条、第１９条、第２１条、第２６条、第２７条、第３１条の２、第３３条か

ら第３５条まで、第３６条、第３７条（第５項及び第６項を除く。）、第３９条 ら第３５条まで、第３６条、第３７条（第５項及び第６項を除く。）、第３９条

の２、第４０条、第５５条、第９８条及び第４節（第１０２条第１項及び第１１ の２、第４０条、第５５条、第９８条及び第４節（第１０２条第１項及び第１１

３条を除く。）の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合 ３条を除く。）の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合

において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「第１１４条第１項に規 において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「第１１４条第１項に規

定する従業者」と、第８条第１項中「第２９条に規定する運営規程」とあるのは 定する従業者」と、第８条第１項中「第２９条に規定する運営規程」とあるのは

「第１１７条において準用する第１０６条に規定する重要事項に関する規程」と、 「第１１７条において準用する第１０６条に規定する重要事項に関する規程」と、

第１９条第１項中「内容、当該指定訪問介護について法第４１条第６項の規定に 第１９条第１項中「内容、当該指定訪問介護について法第４１条第６項の規定に

より利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容 より利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容

」と、第２１条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるの 」と、第２１条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるの
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は「基準該当通所介護」と、第３３条第１項中「運営規程」とあるのは「第１１ は「基準該当通所介護」と、第１０２条第２項

７条において準用する第１０６条に規定する重要事項に関する規程」と、第１０

２条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「 中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「

基準該当通所介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第１０ 基準該当通所介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第１０

４条 中「次条第１項」とあるのは「第１１７条において準用する次条第１ ４条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１１７条において準用する次条第１

項」と、第１１２条第２項第２号、第４号及び第５号 中「次条」とあるのは「 項」と、第１１２条第２項第２号から第４号までの規定中「次条」とあるのは「

第１１７条」と、同項第３号中「第１０４条第４号」とあるのは「第１１７条に 第１１７条」と、同項第５号

おいて準用する第１０４条第４号」と、同項第６号中「前条第２項」とあるのは 中「前条第２項」とあるのは

「第１１７条において準用する前条第２項」と読み替えるものとする。 「第１１７条において準用する前条第２項」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第１２８条 第８条から第１３条まで、第１５条から第１７条まで、第１９条、第 第１２８条 第８条から第１３条まで、第１５条から第１７条まで、第１９条、第

２１条、第２６条、第２７条、第３１条の２、第３３条、第３４条、第３６条か ２１条、第２６条、第２７条、第３１条の２、第３３条、第３４条、第３６条か

ら第４０条まで、第６８条、第１０２条及び第１０７条から第１０９条までの規 ら第４０条まで、第６８条、第１０２条及び第１０７条から第１０９条までの規

定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、 定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、

これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」 これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」

と、第８条第１項中「第２９条に規定する運営規程」とあるのは「第１２５条に と、第８条第１項中「第２９条に規定する運営規程」とあるのは「第１２５条に

規定する重要事項に関する規程」と、第１３条中「心身の状況」とあるのは「心 規定する重要事項に関する規程」と、第１３条中「心身の状況」とあるのは「心

身の状況、病歴」と、第３３条第１項中「運営規程」とあるのは「第１２５条に 身の状況、病歴」と

規定する重要事項に関する規程」と、第１０７条第３項及び第４項中「通所介護 、第１０７条第３項及び第４項中「通所介護

従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。 従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。

（管理者） （管理者）

第１３１条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに 第１３１条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管 専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管

理者は、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期 理者は、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期

入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は 他の事業所、施 入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施

設等の職務に従事することができるものとする。 設等の職務に従事することができるものとする。

（指定短期入所生活介護の取扱方針） （指定短期入所生活介護の取扱方針）
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第１３７条 （略） 第１３７条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、 ４ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等 合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等

を行ってはならない。 」という。）を行ってはならない。

５ （略） ５ （略）

６ 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、短期入所生活介護従業者その他の従業者に

周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 短期入所生活介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。

７ 前項第１号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

８ （略） ６ （略）

（利用者の安全並びに指定短期入所生活介護の質の確保及び従業者への負担の軽

減に資する方策を検討するための委員会の設置）

第１４９条の２ 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業

所における業務の効率化、指定短期入所生活介護の質の向上その他の生産性の向

上に資する取組の促進を図るため、当該指定短期入所生活介護事業所における利

用者の安全並びに指定短期入所生活介護の質の確保及び従業者への負担の軽減に

資する方策を検討するための委員会を定期的に開催しなければならない。

２ 前項の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

（準用） （準用）

第１５１条 第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、 第１５１条 第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、

第２６条、第３１条の２、第３３条から第３５条まで、第３６条、第３７条、第 第２６条、第３１条の２、第３３条から第３５条まで、第３６条、第３７条、第
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３８条（第２項を除く。）から第４０条まで、第５５条、第１０７条及び第１１ ３８条（第２項を除く。）から第４０条まで、第５５条、第１０７条及び第１１

０条の規定は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合におい ０条の規定は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合におい

て、第３１条の２第２項、第３３条第１項及び第３９条の２第１項中「訪問介護 て、第３１条の２第２項、第３３条第１項及び第３９条の２第１項中「訪問介護

員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第３３条第１項中「運営規程 員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第１０７条第３項

」とあるのは「第１４６条に規定する重要事項に関する規程」と、第１０７条第

３項及び第４項並びに第１１０条第２項中「通所介護従業者」とあるのは「短期 及び第４項並びに第１１０条第２項中「通所介護従業者」とあるのは「短期

入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。 入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

（指定短期入所生活介護の取扱方針） （指定短期入所生活介護の取扱方針）

第１５７条 （略） 第１５７条 （略）

２～７ （略） ２～７ （略）

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、短期入所生活介護従業者その他の従業者に

周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 短期入所生活介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。

９ 前項第１号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

１０ （略） ８ （略）

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第１６２条 （略） 第１６２条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等

に係る研修を受講するよう努めなければならない。

６ （略） ５ （略）

（準用） （準用）

-172-



第１６４条 第１３４条、第１３５条、第１３８条、第１４１条から第１４３条ま 第１６４条 第１３４条、第１３５条、第１３８条、第１４１条から第１４３条ま

で、第１４５条、第１４８条から第１５０条まで及び第１５１条（第１０７条の で、第１４５条、第１４８条から第１５０条まで及び第１５１条（第１０７条の

準用に係る部分を除く。）の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業に 準用に係る部分を除く。）の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１３４条第１項中「第１４６条」とある ついて準用する。この場合において、第１３４条第１項中「第１４６条」とある

のは「第１６１条」と、第１５０条第２項第２号及び第４号から第６号までの規 のは「第１６１条」と、第１５０条第２項第２号

定中「次条」とあるのは「第１６４条において準用する次条」と、同項第３号中 中「次条」とあるのは「第１６４条において準用する次条」と、同項第３号中

「第１３７条第５項」とあるのは「第１５７条第７項」と 「第１３７条第５項」とあるのは「第１５７条第７項」と、同項第４号から第６

読み 号までの規定中「次条」とあるのは「第１６４条において準用する次条」と読み

替えるものとする。 替えるものとする。

（準用） （準用）

第１６４条の３ 第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２ 第１６４条の３ 第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２

１条、第２６条、第３１条の２、第３３条から第３５条まで、第３６条、第３７ １条、第２６条、第３１条の２、第３３条から第３５条まで、第３６条、第３７

条、第３８条（第２項を除く。）から第４０条まで、第５５条、第１０７条、第 条、第３８条（第２項を除く。）から第４０条まで、第５５条、第１０７条、第

１１０条、第１２９条、第１３１条及び第４節（第１５１条を除く。）の規定は、 １１０条、第１２９条、第１３１条及び第４節（第１５１条を除く。）の規定は、

共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第３１条 共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第３１条

の２第２項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当 の２第２項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当

たる従業者（以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。）」と、第３３条 たる従業者（以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。）」と、第３３条

第１項中「運営規程」とあるのは「第１６４条の３において準用する第１４６条 第１項中「運営規程」とあるのは「第１６４条の３において準用する第１４６条

に規定する重要事項に関する規程」と、同項及び に規定する重要事項に関する規程」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型短

第３９条の２第１項中「訪問介護員等」とあるのは 期入所生活介護従業者」と、第３９条の２第１項中「訪問介護員等」とあるのは

「共生型短期入所生活介護従業者」と、第１０７条第３項及び第４項並びに第１ 「共生型短期入所生活介護従業者」と、第１０７条第３項及び第４項並びに第１

１０条第２項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者 １０条第２項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者

」と、第１３４条第１項中「第１４６条」とあるのは「第１６４条の３において 」と、第１３４条第１項中「第１４６条」とあるのは「第１６４条の３において

準用する第１４６条」と、同項、第１３７条第３項及び第６項、第１３８条第１ 準用する第１４６条」と、同項、第１３７条第３項、第１３８条第１項及び

項並びに第１４５条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所 第１４５条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所

生活介護従業者」と、第１５０条第２項第２号及び第４号から第６号までの規定 生活介護従業者」と、第１５０条第２項第２号

中「次条」とあるのは「第１６４条の３」と、同項第３号中「第１３７条第５項 中「次条」とあるのは「第１６４条の３」と、同項第３号中「第１３７条第５項

」とあるのは「第１６４条の３において準用する第１３７条第５項」と 」とあるのは「第１６４条の３において準用する第１３７条第５項」と、同項第

読み替えるも ４号から第６号の規定中「次条」とあるのは「第１６４条の３」と読み替えるも
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のとする。 のとする。

（管理者） （管理者）

第１６７条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業 第１６７条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業

所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該 所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該

管理者は、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基 管理者は、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基

準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は 他の 準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

（準用） （準用）

第１７１条 第３条（第６項を除く。）、第９条から第１３条まで、第１６条、第 第１７１条 第３条（第６項を除く。）、第９条から第１３条まで、第１６条、第

１９条、第２１条、第２６条、第３１条の２、第３３条から第３５条まで、第３ １９条、第２１条、第２６条、第３１条の２、第３３条から第３５条まで、第３

６条、第３７条（第５項及び第６項を除く。）、第３８条（第２項を除く。）か ６条、第３７条（第５項及び第６項を除く。）、第３８条（第２項を除く。）か

ら第４０条まで、第５５条、第１０７条、第１１０条、第１２９条及び第４節（ ら第４０条まで、第５５条、第１０７条、第１１０条、第１２９条及び第４節（

第１３６条第１項及び第１５１条を除く。）の規定は、基準該当短期入所生活介 第１３６条第１項及び第１５１条を除く。）の規定は、基準該当短期入所生活介

護の事業について準用する。この場合において、第１９条第１項中「内容、当該 護の事業について準用する。この場合において、第１９条第１項中「内容、当該

指定訪問介護について法第４１条第６項の規定により利用者に代わって支払を受 指定訪問介護について法第４１条第６項の規定により利用者に代わって支払を受

ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第２１条中「法定代理受 ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第２１条中「法定代理受

領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護 領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護

」と、第３１条の２第２項、第３３条第１項及び第３９条の２第１項中「訪問介 」と、第３１条の２第２項、第３３条第１項及び第３９条の２第１項中「訪問介

護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第３３条第１項中「運営規 護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第１０７条第３項

程」とあるのは「第１７１条において準用する第１４６条に規定する重要事項に

関する規程」と、第１０７条第３項及び第４項並びに第１１０条第２項中「通所 及び第４項並びに第１１０条第２項中「通所

介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第１３４条中「第１４ 介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第１３４条中「第１４

６条」とあるのは「第１７１条において準用する第１４６条」と、第１３６条第 ６条」とあるのは「第１７１条において準用する第１４６条」と、第１３６条第

２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは ２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは

「基準該当短期入所生活介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」 「基準該当短期入所生活介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」

と、第１４２条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第１４７条 と、第１４２条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第１４７条

第２項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第１５０条第２項第２号及び第 第２項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第１５０条第２項第２号

４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１７１条」と、同項第３号 中「次条」とあるのは「第１７１条」と、同項第３号
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中「第１３７条第５項」とあるのは「第１７１条において準用する第１３７条第 中「第１３７条第５項」とあるのは「第１７１条において準用する第１３７条第

５項」と ５項」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１７１条

読み替えるものとする。 」と読み替えるものとする。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第１７３条 指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入所療養介護 第１７３条 指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入所療養介護

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所療養介護事業 事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所療養介護事業

所」という。）ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以 所」という。）ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以

下「短期入所療養介護従業者」という。）及びその員数は、次のとおりとする。 下「短期入所療養介護従業者」という。）及びその員数は、次のとおりとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３

０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条

の規定による改正前の法（以下「平成１８年旧介護保険法」という。）第４８

条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設（以下「指定介護療養型医

療施設」という。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定

短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養

士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護

療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成１８年旧介護保険法に

規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必

要な数以上とする。

(2) 療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。 (3) 療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。

）を有する病院又は診療所 である指定短期入 ）を有する病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）である指定短期入

所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医 所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医

師、薬剤師、看護職員、介護職員（同法に規定する看護補助者をいう。）、栄 師、薬剤師、看護職員、介護職員（同法に規定する看護補助者をいう。）、栄

養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病 養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病

床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数 床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数

以上とする。 以上とする。

(3) 診療所（前号 に該当するものを除く。）である指定短期入所療養介護事業 (4) 診療所（前２号に該当するものを除く。）である指定短期入所療養介護事業

所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員 所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員

又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者 の数が３ 又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が３
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又はその端数を増すごとに１以上とし、かつ、夜間における緊急連絡体制を整 又はその端数を増すごとに１以上とし、かつ、夜間における緊急連絡体制を整

備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を１人以上配置してい 備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を１人以上配置してい

ることとする。 ることとする。

(4) （略） (5) （略）

２ （略） ２ （略）

第３節 （略） 第３節 （略）

第１７４条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとす 第１７４条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとす

る。 る。

(1) （略） (1) （略）

(2) 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、平

成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる

設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（川口市指定介護療養型医療施設の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第８３号）第

４１条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）に

関するものを除く。）を有することとする。

(2) 療養病床を有する病院又は診療所 (3) 療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるものを除

である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養 く。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養

病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。 病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。

(3) （略） (4) （略）

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介 (5) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介

護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院（川口市介 護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院（川口市介

護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３ 護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３

０年条例第７８号）第４３条に規定するユニット型介護医療院をいう。第１９ ０年条例第７８号）第４３条に規定するユニット型介護医療院をいう。第１９

０条第４項及び第１９８条第２号 において同じ。）に関するものを除く。 ０条第１項第５号及び第１９８条第３号において同じ。）に関するものを除く。

）を有することとする。 ）を有することとする。

２ 前項第２号及び第３号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、同 ２ 前項第３号及び第４号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、同

項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有する 項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有する

ものとする。 ものとする。

３ （略） ３ （略）

第４節 （略） 第４節 （略）
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（対象者） （対象者）

第１７５条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状に 第１７５条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状に

より、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の より、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の

家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、 家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要があ 医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要があ

る者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床 る者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床

に係る病室又は診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室 に係る病室、診療所 の指定短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性

認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第

１項の規定によりなおその効力を有するものとされた政令第４条第２項に規定す

において指定短期入所療養介 る病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）において指定短期入所療養介

護を提供するものとする。 護を提供するものとする。

（指定短期入所療養介護の取扱方針） （指定短期入所療養介護の取扱方針）

第１７７条 （略） 第１７７条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、短期入所療養介護従業者その他の従業者に

周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 短期入所療養介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。

７ 前項第１号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

８ （略） ６ （略）

（定員の遵守） （定員の遵守）

第１８５条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に 第１８５条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に

対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待そ 対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待そ

の他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 の他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

-177-



(1) （略） (1) （略）

(2) 療養病床を有する病院又は診療所 (2) 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有す

である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床に係る る病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認

病床数及び療養病床に係る 知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に

病室の定員を超えることとなる利用者数 係る病室の定員を超えることとなる利用者数

(3) ・(4) （略） (3) ・(4) （略）

（準用） （準用）

第１８７条 第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、 第１８７条 第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、

第２６条、第３１条の２、第３３条、第３４条、第３６条、第３７条、第３８条 第２６条、第３１条の２、第３３条、第３４条、第３６条、第３７条、第３８条

（第２項を除く。）から第４０条まで、第５５条、第１０７条、第１２６条、第 （第２項を除く。）から第４０条まで、第５５条、第１０７条、第１２６条、第

１３４条、第１３５条第２項及び第１４８条から第１４９条の２までの規定は、 １３４条、第１３５条第２項、第１４８条及び第１４９条 の規定は、

指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第３１条の 指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第３１条の

２第２項、第３３条第１項及び第３９条の２第１項中「訪問介護員等」とあるの ２第２項、第３３条第１項及び第３９条の２第１項中「訪問介護員等」とあるの

は「短期入所療養介護従業者」と、第３３条第１項中「運営規程」とあるのは「 は「短期入所療養介護従業者」と、第１０７条第３項

第１８４条に規定する重要事項に関する規程」と、第１０７条第３項及び第４項 及び第４項

中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第１２６条第 中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第１２６条第

２項中「通所リハビリテーション従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者 ２項中「通所リハビリテーション従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者

」と、第１３４条第１項中「第１４６条」とあるのは「第１８４条」と、「短期 」と、第１３４条第１項中「第１４６条」とあるのは「第１８４条」と、「短期

入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるもの 入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるもの

とする。 とする。

第１９０条 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護の事業を行 第１９０条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニット型

う者（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を 指定短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニ

行う事業所（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。）の設備 ット型指定短期入所療養介護事業所」という。）の設備に関する基準は、次のと

に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設 おりとする。

備（ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有することとする。 (1) 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、

法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型

介護老人保健施設に関するものに限る。）を有することとする。

(2) 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあ
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っては、平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必

要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに限る。）

を有することとする。

(3) 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては、平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要

とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に

限る。）に関するものに限る。）を有することとする。

(4) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあ

っては、平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必

要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療

所に限る。）に関するものに限る。）を有することとする。

(5) 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に

規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院

に関するものに限る。）を有することとする。

２ 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に

関する基準は、次のとおりとする。

(1) 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、ユ

ニット及び浴室を有しなければならない。

(2) 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニ

ット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければなら

ない。

ア ユニット

(ｱ) 病室

ａ １の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定短期入

所療養介護の提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。

ｂ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニットの利用者

の定員は、原則としておおむね１０人以下とし、１５人を超えないもの

とすること。

ｃ １の病室の床面積等は、１０．６５平方メートル以上とすること。た
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だし、ａただし書の場合にあっては、２１．３平方メートル以上とする

こと。

ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(ｲ) 共同生活室

ａ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい

形状を有すること。

ｂ １の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属す

るユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

ｃ 必要な設備及び備品を備えること。

(ｳ) 洗面設備

ａ 病室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。

ｂ 身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

(ｴ) 便所

ａ 病室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。

ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者の

使用に適したものとすること。

イ 廊下幅 １．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２．７

メートル以上とすること。

ウ 機能訓練室 内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し、必
のり

要な器械及び器具を備えること。

エ 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

(3) 前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養介

護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定

短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

(4) 第２号ア(ｲ) の共同生活室は、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０

号）第２１条第３号に規定する食堂とみなす。

(5) 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定

短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を

設けるものとする。
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３ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備

に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、

ユニット及び浴室を有しなければならない。

(2) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユ

ニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければな

らない。

ア ユニット

(ｱ) 病室

ａ １の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定短期入

所療養介護の提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。

ｂ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニットの利用者

の定員は、原則としておおむね１０人以下とし、１５人を超えないもの

とすること。

ｃ １の病室の床面積等は、１０．６５平方メートル以上とすること。た

だし、ａただし書の場合にあっては、２１．３平方メートル以上とする

こと。

ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(ｲ) 共同生活室

ａ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい

形状を有すること。

ｂ １の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属す

るユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

ｃ 必要な設備及び備品を備えること。

(ｳ) 洗面設備

ａ 病室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。

ｂ 身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

(ｴ) 便所
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ａ 病室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。

ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者の

使用に適したものとすること。

イ 廊下幅 １．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２．７

メートル以上とすること。

ウ 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器

具を備えること。

エ 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

(3) 前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養介

護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定

短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

(4) 第２号ア(ｲ) の共同生活室は、医療法施行規則第２１条の４において準用す

る同令第２１条第３号に規定する食堂とみなす。

(5) 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指

定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を設けるものとする。

４ 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準

は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護

医療院に関するものに限る。）を有することとする。

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療 ２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第１５８条第１項に規定するユ 養介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第１５８条第１項に規定するユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併 ニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護 せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護

予防短期入所療養介護の事業（指定介護予防サービス等基準条例第１５６条に規 予防短期入所療養介護の事業（指定介護予防サービス等基準条例第１５６条に規

定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。）と 定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。）と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防 が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防

サービス等基準条例第１５８条第１項から第４項までに規定する設備に関する基 サービス等基準条例第１５８条第１項に規定する設備 に関する基

準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすこ 準を満たすことをもって、前項 に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 とができる。
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（指定短期入所療養介護の取扱方針） （指定短期入所療養介護の取扱方針）

第１９２条 （略） 第１９２条 （略）

２～７ （略） ２～７ （略）

８ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、短期入所療養介護従業者その他の従業者に

周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 短期入所療養介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。

９ 前項第１号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

１０ （略） ８ （略）

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第１９７条 （略） 第１９７条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等

に係る研修を受講するよう努めなければならない。

６ （略） ５ （略）

（定員の遵守） （定員の遵守）

第１９８条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者（当該 第１９８条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者（当該

ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養 ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養

介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業 介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業

とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一 とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期 体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期

入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この 入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この

条において同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行っ 条において同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行っ

てはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、こ てはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。 の限りでない。
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(1) （略） (1) （略）

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護

事業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患

者とみなした場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えることとなる

利用者数

(2) ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっ (3) ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入 ては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入

居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者

（準用） （準用）

第１９９条 第１７５条、第１７８条から第１８０条まで、第１８６条及び第１８ 第１９９条 第１７５条、第１７８条から第１８０条まで、第１８６条及び第１８

７条（第１０７条の準用に係る部分を除く。）の規定は、ユニット型指定短期入 ７条（第１０７条の準用に係る部分を除く。）の規定は、ユニット型指定短期入

所療養介護の事業について準用する。この場合において、第１８６条第２項第２ 所療養介護の事業について準用する。この場合において、第１８６条第２項第２

号及び第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１９９条において 号 中「次条」とあるのは「第１９９条において

準用する次条」と、同項第３号中「第１７７条第５項」とあるのは「第１９２条 準用する次条」と、同項第３号中「第１７７条第５項」とあるのは「第１９２条

第７項」と 第７項」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１９９

、第１８７条中「第１８４条」とあるのは「第１９ 条において準用する次条」と、第１８７条中「第１８４条」とあるのは「第１９

６条」と読み替えるものとする。 ６条」と読み替えるものとする。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第２０１条 （略） 第２０１条 （略）

２～８ （略） ２～８ （略）

９ 次に掲げる要件をいずれも満たす場合における第１項第２号ア及び第２項第２

号アの規定の適用については、これらの規定中「１以上」とあるのは、「０．９

以上」とする。

(1) 第２１９条において準用する第１４９条の２第１項の委員会において、利用

者の安全並びに指定特定施設入居者生活介護の質の確保及び従業者への負担の

軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及

び当該事項の実施を定期的に確認していること。

ア 利用者の安全及び指定特定施設入居者生活介護の質の確保

イ 特定施設従業者への負担の軽減及び勤務の状況への配慮
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ウ 緊急時の体制整備

エ 業務の効率化、指定特定施設入居者生活介護の質の向上等に資する機器（

次号において「介護機器」という。）の定期的な点検

オ 特定施設従業者に対する研修

(2) 複数の種類の介護機器を活用していること。

(3) 利用者の安全並びに指定特定施設入居者生活介護の質の確保及び従業者への

負担の軽減を図るため、特定施設従業者の間で適切な役割分担を行っているこ

と。

(4) 利用者の安全並びに指定特定施設入居者生活介護の質の確保及び従業者への

負担の軽減を図る取組による指定特定施設入居者生活介護の質の確保及び従業

者への負担の軽減が行われていると認められること。

（管理者） （管理者）

第２０２条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその 第２０２条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその

職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定特 職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定特

定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、 定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、

又は 他の事業所、施設等の職務に従事することができるものと 又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものと

する。 する。

（指定特定施設入居者生活介護の取扱方針） （指定特定施設入居者生活介護の取扱方針）

第２０８条 （略） 第２０８条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当た ３ 指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当た

っては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたとき っては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたとき

は、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければな は、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければな

らない。 らない。

４・５ （略） ４・５ （略）

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次 ６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、特定施設従業者その他の従業者に周知徹底 するとともに、その結果について、介護職員 その他の従業者に周知徹底
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を図ること。 を図ること。

(2) （略） (2) （略）

(3) 特定施設従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修 (3) 介護職員 その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。 を定期的に実施すること。

７・８ （略） ７・８ （略）

（口腔衛生の管理）

第２１０条の２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保

持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整

備し、利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第２１６条 （略） 第２１６条 （略）

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定により協力医療機関を定め

るに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなけ

ればならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を常時確保していること。

(2) 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合にお

いて診療を行う体制を常時確保していること。

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関との間

で利用者の病状が急変した場合等における対応を確認するとともに、協力医療機

関の名称等を市長に届け出なければならない。

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第

２種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）と

の間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条

第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項に

おいて同じ。）が発生した場合等における対応を取り決めるように努めなければ

ならない。
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５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協定指定医療機

関である場合には、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症が発生し

た場合等における対応について協議を行わなければならない。

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機

関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院することができることとな

った場合においては、当該利用者を再び当該指定特定施設に速やかに入居させる

ことができるように努めなければならない。

７ （略） ２ （略）

（準用） （準用）

第２１９条 第１１条、第１２条、第２１条、第２６条、第３１条の２、第３３条 第２１９条 第１１条、第１２条、第２１条、第２６条、第３１条の２、第３３条

から第３５条まで、第３６条、第３７条、第３９条から第４０条まで、第５４条、 から第３５条まで、第３６条、第３７条、第３９条から第４０条まで、第５４条、

第５５条、第１１０条、第１４１条、第１４８条及び第１４９条の２の規定は、 第５５条、第１１０条、第１４１条及び第１４８条 の規定は、

指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第３ 指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第３

１条の２第２項、第３３条第１項及び第３９条の２第１項中「訪問介護員等」と １条の２第２項、第３３条第１項及び第３９条の２第１項中「訪問介護員等」と

あるのは「特定施設従業者」と、第３３条第１項中「運営規程」とあるのは「第 あるのは「特定施設従業者」と、第５４条中

２１４条に規定する重要事項に関する規程」と、第５４条中「訪問入浴介護従業 「訪問入浴介護従業

者」とあるのは「特定施設従業者」と、第１１０条第２項中「通所介護従業者」 者」とあるのは「特定施設従業者」と、第１１０条第２項中「通所介護従業者」

とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。 とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

（管理者） （管理者）

第２２３条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定 第２２３条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定

施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当 施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当

該管理者は、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設におけ 該管理者は、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設におけ

る他の職務に従事し、又は 他の事業所、施設等の職務に従事す る他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができるものとする。 ることができるものとする。

（準用） （準用）

第２３０条 第１１条、第１２条、第２１条、第２６条、第３１条の２、第３３条 第２３０条 第１１条、第１２条、第２１条、第２６条、第３１条の２、第３３条

から第３５条まで、第３６条、第３７条、第３９条から第４０条まで、第５４条、 から第３５条まで、第３６条、第３７条、第３９条から第４０条まで、第５４条、
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第５５条、第１１０条、第１４８条、第２０５条から第２０９条まで、第２１２ 第５５条、第１１０条、第１４８条、第２０５条から第２０９条まで、第２１２

条、第２１３条及び第２１５条から第２１７条までの規定は、外部サービス利用 条、第２１３条及び第２１５条から第２１７条までの規定は、外部サービス利用

型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第 型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第

３１条の２第２項及び第３９条の２第１項中「訪問介護員等」とあるのは「指定 ３１条の２第２項及び第３９条の２第１項中「訪問介護員等」とあるのは「指定

特定施設の従業者」と、第３３条第１項中「運営規程」とあるのは「第２２７条 特定施設の従業者」と、第３３条第１項中

に規定する重要事項に関する規程」と、「訪問介護員等」とあるのは「外部サー 「訪問介護員等」とあるのは「外部サー

ビス利用型特定施設従業者」と、第３４条第１項及び第２項並びに第３５条中「 ビス利用型特定施設従業者」と、第３４条第１項及び第２項並びに第３５条中「

指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」 指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」

と、第５４条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、 と、第５４条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、

第１１０条第２項中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、 第１１０条第２項中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、

第２０６条第２項及び第２１５条（第４項を除く。）中「指定特定施設入居者生 第２０６条第２項及び第２１５条（第４項を除く。）中「指定特定施設入居者生

活介護」とあるのは「基本サービス」と、第２０８条第３項及び第６項中「特定 活介護」とあるのは「基本サービス」と

施設従業者」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第２０９条 、第２０９条

第３項及び第６項中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用 第３項及び第６項中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用

型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と読み替えるものとする。 型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と読み替えるものとする。

（管理者） （管理者）

第２３３条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその 第２３３条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、 職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、

指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業 指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業

所の他の職務に従事し、又は 他の事業所、施設等の職務に従事 所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。 することができるものとする。

（指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） （指定福祉用具貸与の具体的取扱方針）

第２３７条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げると 第２３７条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げると

ころによる。 ころによる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 福祉用具であって法第８条第１３項に規定する特定福祉用具に該当するもの

（以下「対象福祉用具」という。）に係る指定福祉用具貸与の提供に当たって

は、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択す
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ることができることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当

たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（同条第２

４項に規定する指定居宅サービス等をいう。）の担当者その他の関係者の意見

及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。

(3) ～(5) （略） (2) ～(4) （略）

(6) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならないこと。

(7) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(8) ・(9) （略） (5) ・(6) （略）

（福祉用具貸与計画の作成） （福祉用具貸与計画の作成）

第２３８条 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれて 第２３８条 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれて

いる環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的 いる環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下この条において「 なサービスの内容

モニタリング」という。）を行う時期等を記載した福祉用具貸与計画（以下「福 等を記載した福祉用具貸与計画（以下「福

祉用具貸与計画」という。）を作成しなければならない。この場合において、指 祉用具貸与計画」という。）を作成しなければならない。この場合において、指

定特定福祉用具販売の利用があるときは、第２５６条第１項に規定する特定福祉 定特定福祉用具販売の利用があるときは、第２５６条第１項に規定する特定福祉

用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。 用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリングを行うもの

とする。この場合において、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当た

っては、福祉用具貸与計画に基づくサービスの提供の開始時から６月以内に少な

くとも１回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとす

る。

６ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの

提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなけれ

ばならない。

７ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ ５ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の
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、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものと 実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものと

する。 する。

８ （略） ６ （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第２４４条 （略） 第２４４条 （略）

２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する ２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 第２３７条第７号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) ～(7) （略） (3) ～(6) （略）

（準用） （準用）

第２４５条 第８条から第１９条まで、第２１条、第２６条、第３１条の２、第３ 第２４５条 第８条から第１９条まで、第２１条、第２６条、第３１条の２、第３

４条、第３５条、第３６条から第４０条まで、第５５条並びに第１０７条第１項、 ４条、第３５条、第３６条から第４０条まで、第５５条並びに第１０７条第１項、

第２項及び第４項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場 第２項及び第４項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場

合において、第８条第１項中「第２９条」とあるのは「第２３９条」と、同項、 合において、第８条第１項中「第２９条」とあるのは「第２３９条」と、

第３１条の２第２項及び第３９条の２第１項中「訪問介護員等」とあるのは「福 「訪問介護員等」とあるのは「福

祉用具専門相談員」と、第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「 祉用具専門相談員」と、第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「

地域をいう。以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第１４条第２項中「 地域をいう。以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第１４条第２項中「

適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１８条中「訪問介護員等 適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１８条中「訪問介護員等

」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、 」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、

第１９条第１項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並び 第１９条第１項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並び

に種目及び品名」と、第２１条中「内容」とあるのは「種目、品名」と に種目及び品名」と、第２１条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第３１

条の２第２項及び第３９条の２第１項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具

、第１０７条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、 専門相談員」と、第１０７条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、

同条第４項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替え 同条第４項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替え

るものとする。 るものとする。

（準用） （準用）
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第２４７条 第３条（第６項を除く。）、第８条から第１４条まで、第１６条から 第２４７条 第３条（第６項を除く。）、第８条から第１４条まで、第１６条から

第１９条まで、第２１条、第２６条、第３１条の２、第３４条、第３５条、第３ 第１９条まで、第２１条、第２６条、第３１条の２、第３４条、第３５条、第３

６条、第３７条（第５項及び第６項を除く。）、第３８条から第４０条まで、第 ６条、第３７条（第５項及び第６項を除く。）、第３８条から第４０条まで、第

５５条、第１０７条第１項、第２項及び第４項、第２３１条、第２３３条、第２ ５５条、第１０７条第１項、第２項及び第４項、第２３１条、第２３３条、第２

３４条並びに前節（第２３５条第１項及び第２４５条を除く。）の規定は、基準 ３４条並びに前節（第２３５条第１項及び第２４５条を除く。）の規定は、基準

該当福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第８条第１項中 該当福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第８条第１項中

「第２９条」とあるのは「第２４７条において準用する第２３９条」と、同項、 「第２９条」とあるのは「第２４７条において準用する第２３９条」と、

第３１条の２第２項及び第３９条の２第１項中「訪問介護員等」とあるのは「福 「訪問介護員等」とあるのは「福

祉用具専門相談員」と、第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「 祉用具専門相談員」と、第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「

地域をいう。以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第１４条第２項中「 地域をいう。以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第１４条第２項中「

適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１８条中「訪問介護員等 適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１８条中「訪問介護員等

」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、 」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、

第１９条第１項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第４１条第６ 第１９条第１項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第４１条第６

項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とある 項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とある

のは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第２１条中「法定代理受領サ のは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第２１条中「法定代理受領サ

ービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、「 ービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、「

内容」とあるのは「種目、品名」と 内容」とあるのは「種目、品名」と、第３１条の２第２項及び第３９条の２第１

、第１０７条第２項 項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第１０７条第２項

中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第４項中「通所介護従業者」 中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第４項中「通所介護従業者」

とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第２３４条第１項中「第２４２条第３項 とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第２３４条第１項中「第２４２条第３項

」とあるのは「第２４７条において準用する第２４２条第３項」と、第２３５条 」とあるのは「第２４７条において準用する第２４２条第３項」と、第２３５条

第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「 第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「

基準該当福祉用具貸与」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第 基準該当福祉用具貸与」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第

２３７条第１号中「次条第１項」とあるのは「第２４７条において準用する次条 ２３７条第１号中「次条第１項」とあるのは「第２４７条において準用する次条

第１項」と、第２４４条第２項第２号中「第２４２条第４項」とあるのは「第２ 第１項」と、第２４４条第２項第２号中「第２４２条第４項」とあるのは「第２

４７条において準用する第２４２条第４項」と、同項第３号中「第２３７条第７ ４７条において準用する第２４２条第４項」と、同項第３号から第６号

号」とあるのは「第２４７条において準用する第２３７条第７号」と、同項第４

号から第７号までの規定中「次条」とあるのは「第２４７条」と読み替えるもの までの規定中「次条」とあるのは「第２４７条」と読み替えるもの

とする。 とする。
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（管理者） （管理者）

第２５０条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに 第２５０条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管 専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管

理者は、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定 理者は、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定

福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は 他の事業所、施 福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施

設等の職務に従事することができるものとする。 設等の職務に従事することができるものとする。

（指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針） （指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針）

第２５５条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げ 第２５５条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げ

るところによる。 るところによる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指

定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択することができる

ことについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情

報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サ

ービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第８条第２４項に規定

する指定居宅サービス等をいう。）の担当者その他の関係者の意見及び利用者

の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。

(3) ・(4) （略） (2) ・(3) （略）

(5) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等か

らの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとと

もに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めること。

(6) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならないこと。

(7) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(8) （略） (4) （略）

（特定福祉用具販売計画の作成） （特定福祉用具販売計画の作成）

第２５６条 （略） 第２５６条 （略）
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２～４ （略） ２～４ （略）

５ 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当

たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載し

た目標の達成状況の確認を行うものとする。

（記録の整備） （記録の整備）

第２５７条 （略） 第２５７条 （略）

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供 ２ 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 ない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 第２５５条第７号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) ～(6) （略） (3) ～(5) （略）

（準用） （準用）

第２５８条 第８条から第１４条まで、第１６条から第１８条まで、第２６条、第 第２５８条 第８条から第１４条まで、第１６条から第１８条まで、第２６条、第

３１条の２、第３２条、第３４条、第３５条、第３６条から第４０条まで、第５ ３１条の２、第３２条、第３４条、第３５条、第３６条から第４０条まで、第５

５条、第１０７条第１項、第２項及び第４項、第２３６条、第２３９条から第２ ５条、第１０７条第１項、第２項及び第４項、第２３６条、第２３９条から第２

４１条まで並びに第２４３条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準 ４１条まで並びに第２４３条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準

用する。この場合において、第８条第１項中「第２９条」とあるのは「第２５８ 用する。この場合において、第８条第１項中「第２９条」とあるのは「第２５８

条において準用する第２３９条」と、同項、第３１条の２第２項、第３２条第３ 条において準用する第２３９条」と、

項及び第３９条の２第１項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員 「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員

」と、第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下 」と、第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下

同じ。）、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第１４条第２項中「適切な指導」 同じ。）、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第１４条第２項中「適切な指導」

とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１８条及び第３２条第１項中「訪問介 とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１８条中「訪問介護員等」とあるのは

護員等」とあるのは「従業者」と、第１８条中「初回訪問時及び利用者」とある 「従業者」と、 「初回訪問時及び利用者」とある

のは「利用者」と のは「利用者」と、第３１条の２第２項及び第３９条の２第１項中「訪問介護員

等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第３２条第１項中「訪問介護員等」

とあるのは「従業者」と、同条第３項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具

、第１０７条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、 専門相談員」と、第１０７条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、

同条第４項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第２３ 同条第４項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第２３
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６条第２項、第２４０条第１項、第２４１条及び第２４３条第３項中「福祉用具 ６条第２項 中「福祉用具

」とあるのは「特定福祉用具」と、第２３６条第２項中「貸与」とあるのは「販 」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与 」とあるのは「販

売」と、第２３９条第４号及び第２４３条第３項中「利用料」とあるのは「販売 売」と、第２３９条第４号 中「利用料」とあるのは「販売

費用の額」と 費用の額」と、第２４０条第１項、第２４１条及び第２４３条第３項中「福祉用

具」とあるのは「特定福祉用具」と、同項中「利用料」とあるのは「販売費用の

読み替えるものとする。 額」と読み替えるものとする。

第１４章 （略） 第１４章 （略）

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第２５９条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、 第２５９条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、

作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書 作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書

類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって 類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条に 認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条に

おいて同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第１１条第１項（ おいて同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第１１条第１項（

第４１条の３、第４６条、第５８条、第６２条、第７８条、第８８条、第９７条、 第４１条の３、第４６条、第５８条、第６２条、第７８条、第８８条、第９７条、

第１１３条、第１１３条の３、第１１７条、第１２８条、第１５１条（第１６４ 第１１３条、第１１３条の３、第１１７条、第１２８条、第１５１条（第１６４

条において準用する場合を含む。）、第１６４条の３、第１７１条、第１８７条 条において準用する場合を含む。）、第１６４条の３、第１７１条、第１８７条

（第１９９条において準用する場合を含む。）、第２１９条、第２３０条、第２ （第１９９条において準用する場合を含む。）、第２１９条、第２３０条、第２

４５条、第２４７条及び前条において準用する場合を含む。）及び第２０６条第 ４５条、第２４７条及び前条において準用する場合を含む。）及び第２０６条第

１項（第２３０条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを １項（第２３０条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを

除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録 除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

により行 録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行

うことができる。 うことができる。

２ （略） ２ （略）

附 則 附 則

１～９ （略） １～９ （略）

１０ 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成１３年厚生労働省令第８号。 １０ 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成１３年厚生労働省令第８号。

以下「平成１３年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第３条に規定する 以下「平成１３年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第３条に規定する

既存病院建物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下 既存病院建物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下

「病床転換による旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する病院である指 「病床転換による旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する病院である指
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定短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則 定短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則

第２２条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、第１７ 第２２条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、第１７

４条第１項第２号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室 ４条第１項第３号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室

を有しなければならない。 を有しなければならない。

(1) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メ (1) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メ
のり

ートル以上の広さを有しなければならないこと。 ートル以上の広さを有しなければならないこと。

(2) （略） (2) （略）

１１ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所 １１ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所

療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第３条の規 療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第３条の規

定の適用を受けている病室を有するものについては、第１７４条第１項第２号の 定の適用を受けている病室を有するものについては、第１７４条第１項第３号の

規定にかかわらず、療養病床に係る１の病室の病床数は、４床以下としなければ 規定にかかわらず、療養病床に係る１の病室の病床数は、４床以下としなければ

ならない。 ならない。

１２ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所 １２ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所

療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第６条の規 療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第６条の規

定の適用を受けている病室を有するものについては、第１７４条第１項第２号の 定の適用を受けている病室を有するものについては、第１７４条第１項第３号の

規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患 規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患

者１人につき６．４平方メートル以上としなければならない。 者１人につき６．４平方メートル以上としなければならない。

１３ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所 １３ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所

療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第２１条の 療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第２１条の

規定の適用を受けるものについては、第１７４条第１項第２号の規定にかかわら 規定の適用を受けるものについては、第１７４条第１項第３号の規定にかかわら

ず、機能訓練室は、内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し、必 ず、機能訓練室は、内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し、必

要な器械及び器具を備えなければならない。 要な器械及び器具を備えなければならない。

１４ 平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第４条に規定する既存診療所建物 １４ 平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第４条に規定する既存診療所建物

内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換に 内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換に

よる診療所旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する診療所である指定短 よる診療所旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する診療所である指定短

期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第２ 期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第２

４条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、第１７４条 ４条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、第１７４条

第１項第２号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有 第１項第３号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有

しなければならない。 しなければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）
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１５ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定 １５ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定

短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第 短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第

４条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、第１７４条第１項 ４条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、第１７４条第１項

第２号の規定にかかわらず、療養病床に係る１の病室の病床数は、４床以下とし 第３号の規定にかかわらず、療養病床に係る１の病室の病床数は、４床以下とし

なければならない。 なければならない。

１６ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定 １６ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定

短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第 短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第

７条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、第１７４条第１項 ７条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、第１７４条第１項

第２号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、 第３号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、

入院患者１人につき６．４平方メートル以上としなければならない。 入院患者１人につき６．４平方メートル以上としなければならない。

１７～２５ （略） １７～２５ （略）
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○ 川口市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（第８条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（掲示） （掲示）

第３３条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規 第３３条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規

程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資 程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項（以下この条において「重要事項」という。）を掲示 すると認められる重要事項 を掲示

しなければならない。 しなければならない。

２ 指定訪問介護事業者は、 重要事項を記載した書面を当該指定訪 ２ 指定訪問介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定訪

問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること 問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること

により、前項の規定による掲示に代えることができる。 により、同項の規定による掲示に代えることができる。

３ 指定訪問介護事業者は、重要事項をウェブサイトに掲載するものとする。

（管理者） （管理者）

第６５条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務 第６５条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定 に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定

訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーショ 訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーショ

ンの他の職務に従事し、又は 他の事業所、施設等の職務に従事 ンの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。 することができるものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（指定訪問看護の具体的取扱方針） （指定訪問看護の具体的取扱方針）

第７１条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによる。 第７１条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはな

らないこと。
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(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(5) ～(7) （略） (3) ～(5) （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第７７条 （略） 第７７条 （略）

２ 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げ ２ 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 第７１条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(6) ～(8) （略） (5) ～(7) （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第８０条 （略） 第８０条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定訪問リハビリテーション事業所が法第７２条第１項の規定により法第４１

条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院

である場合については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関

する基準（平成１１年厚生省令第４０号。以下「介護老人保健施設基準」という。

）第２条第１項第１号又は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準（平成３０年厚生労働省令第５号。以下「介護医療院基準」という。）第４

条第１項第１号に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。

４ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事 ３ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者（指定介護予防サービス等基準条例第５９条第１項に規定する指定介護予防 業者（指定介護予防サービス等基準条例第５９条第１項に規定する指定介護予防

訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、 訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、

指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション（指 指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション（指

定介護予防サービス等基準条例第５８条に規定する指定介護予防訪問リハビリテ 定介護予防サービス等基準条例第５８条に規定する指定介護予防訪問リハビリテ

ーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ ーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ
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れている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第５９条第１項から れている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第５９条第１項に規

第３項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定す 定する人員 に関する基準を満たすことをもって、第１項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 る基準を満たしているものとみなすことができる。

（指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） （指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針）

第８４条 指定訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法士又は言 第８４条 指定訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによる。 語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

等を行ってはならないこと。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(5) ～(8) （略） (3) ～(6) （略）

（訪問リハビリテーション計画の作成） （訪問リハビリテーション計画の作成）

第８５条 （略） 第８５条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受

けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成

に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーションの実施に係る計画書

等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならな

い。

５ （略） ４ （略）

６ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（第 ５ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（第

１１９条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。）の指定 １１９条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。）の指定

を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、 を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、

心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪 心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪

問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえ 問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえ

たリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション たリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション

計画を作成した場合については、第１２３条第１項から第５項までに規定する運 計画を作成した場合については、第１２３条第１項から第４項までに規定する運
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営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているも 営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 のとみなすことができる。

（記録の整備） （記録の整備）

第８７条 （略） 第８７条 （略）

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテー ２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテー

ションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存し ションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存し

なければならない。 なければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 第８４条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) ～(6) （略） (3) ～(5) （略）

（指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針） （指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針）

第９４条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げると 第９４条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げると

ころによる。 ころによる。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならないこと。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(6) ～(9) （略） (4) ～(7) （略）

２ 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによる。 ２ 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならないこと。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。
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(5) ～(9) （略） (3) ～(7) （略）

３ 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げる ３ 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げる

ところによる。 ところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならないこと。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(5) ・(6) （略） (3) ・(4) （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第９６条 （略） 第９６条 （略）

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供 ２ 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 ない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第９４条第１項第５号、第２項第４号及び第３項第４号の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由の記録

(3) ～(5) （略） (2) ～(4) （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第１１９条 （略） 第１１９条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 指定通所リハビリテーション事業所が法第７２条第１項の規定により法第４１

条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院

である場合については、介護老人保健施設基準第２条第１項第１号又は介護医療

院基準第４条第１項第１号に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
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５ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事 ４ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護 業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護

予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営され 予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第７７条第１項から第 ている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第７７条第１項から第

４項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する ３項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 基準を満たしているものとみなすことができる。

（指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針） （指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針）

第１２２条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによる。 第１２２条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

等を行ってはならないこと。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(5) ・(6) （略） (3) ・(4) （略）

（通所リハビリテーション計画の作成） （通所リハビリテーション計画の作成）

第１２３条 （略） 第１２３条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利

用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作

成したリハビリテーションの実施に係る計画書等により、当該利用者に係るリハ

ビリテーションの情報を把握しなければならない。

５・６ （略） ４・５ （略）

７ 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指 ６ 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指

定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が参加した場合に限る。 定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が参加した場合に限る。

）の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環 ）の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環

境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテ 境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテ

ーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整 ーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整

合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第８５条 合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第８５条
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第１項から第５項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第１ 第１項から第４項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第１

項から第５項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 項から第４項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（記録の整備） （記録の整備）

第１２７条 （略） 第１２７条 （略）

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテー ２ 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテー

ションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存し ションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存し

なければならない。 なければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 第１２２条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) ～(6) （略） (3) ～(5) （略）

（掲示及び目録の備付け） （掲示及び目録の備付け）

第２４３条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所の見やすい場所 第２４３条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所の見やすい場所

に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項（以下この条において「重要事項」という。）を掲示しなければならな 重要事項 を掲示しなければならな

い。 い。

２ 指定福祉用具貸与事業者は、 重要事項を記載した書面を当該指 ２ 指定福祉用具貸与事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指

定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ 定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 せることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

３ 指定福祉用具貸与事業者は、重要事項をウェブサイトに掲載するものとする。

４ （略） ３ （略）

（準用） （準用）

第２５８条 第８条から第１４条まで、第１６条から第１８条まで、第２６条、第 第２５８条 第８条から第１４条まで、第１６条から第１８条まで、第２６条、第

３１条の２、第３２条、第３４条、第３５条、第３６条から第４０条まで、第５ ３１条の２、第３２条、第３４条、第３５条、第３６条から第４０条まで、第５

５条、第１０７条第１項、第２項及び第４項、第２３６条、第２３９条から第２ ５条、第１０７条第１項、第２項及び第４項、第２３６条、第２３９条から第２

４１条まで並びに第２４３条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準 ４１条まで並びに第２４３条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準

用する。この場合において、第８条第１項中「第２９条」とあるのは「第２５８ 用する。この場合において、第８条第１項中「第２９条」とあるのは「第２５８
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条において準用する第２３９条」と、同項、第３１条の２第２項、第３２条第３ 条において準用する第２３９条」と、同項、第３１条の２第２項、第３２条第３

項及び第３９条の２第１項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員 項及び第３９条の２第１項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員

」と、第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下 」と、第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下

同じ。）、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第１４条第２項中「適切な指導」 同じ。）、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第１４条第２項中「適切な指導」

とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１８条及び第３２条第１項中「訪問介 とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１８条及び第３２条第１項中「訪問介

護員等」とあるのは「従業者」と、第１８条中「初回訪問時及び利用者」とある 護員等」とあるのは「従業者」と、第１８条中「初回訪問時及び利用者」とある

のは「利用者」と、第１０７条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」 のは「利用者」と、第１０７条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」

と、同条第４項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第 と、同条第４項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第

２３６条第２項、第２４０条第１項、第２４１条及び第２４３条第４項中「福祉 ２３６条第２項、第２４０条第１項、第２４１条及び第２４３条第３項中「福祉

用具」とあるのは「特定福祉用具」と、第２３６条第２項中「貸与」とあるのは 用具」とあるのは「特定福祉用具」と、第２３６条第２項中「貸与」とあるのは

「販売」と、第２３９条第４号及び第２４３条第４項中「利用料」とあるのは「 「販売」と、第２３９条第４号及び第２４３条第３項中「利用料」とあるのは「

販売費用の額」と読み替えるものとする。 販売費用の額」と読み替えるものとする。
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○ 川口市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成２９年条例第８０号）（第９条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（基本方針） （基本方針）

第３条 （略） 第３条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村（特別区を含む。 ４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村（特別区を含む。

以下同じ。）、法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センター（以 以下同じ。）、法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センター

下「地域包括支援センター」という。）、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３ 、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２０条の７の２に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援 号）第２０条の７の２に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援

事業者、指定介護予防支援事業者（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支 事業者、指定介護予防支援事業者（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支

援事業者をいう。以下同じ。）、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活 援事業者をいう。以下同じ。）、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第 を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第

１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならな １項第１号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならな

い。 い。

５～７ （略） ５～７ （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数（当該指定居宅介護支援事業者が指 ２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が３５

定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の２３第３項の規

定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託

を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援（法第５８条

第１項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第１６条第２６号に

おいて同じ。）を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の

利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗

じて得た数を加えた数。次項において同じ。）が４４又はその端数を増すごとに 又はその端数を増すごとに
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１とする。 １とする。

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康

保険中央会が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス

事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等

のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合におけ

る第１項に規定する員数の基準は、利用者の数が４９又はその端数を増すごとに

１とする。

（管理者） （管理者）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。 ３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 管理者が 他の事業所の職務に従事する場合（その管理する (2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理する

指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）

第３章 （略） 第３章 （略）

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第７条 （略） 第７条 （略）

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじ ２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画（法第８条第２４項に規定す め 、居宅サービス計画（法第８条第２４項に規定す

る居宅サービス計画をいう。以下同じ。）が第３条に規定する基本方針及び利用 る居宅サービス計画をいう。以下同じ。）が第３条に規定する基本方針及び利用

者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業 者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業

者等を紹介するよう求めることができること 者等を紹介するよう求めることができること、当該説明を行う日前６月以内に当

該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数に訪問介

護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪

問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める

割合、同日前６月以内に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サ

ービス計画に位置付けられた訪問介護等がそれぞれ提供された回数に同一の指定

居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者（法第４２条の２第１項

に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。）によって提供されたものの
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等につき説明を行い、理解を得なければならない。 回数が占める割合等につき説明を行い、理解を得なければならない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、当該説明を行う日前６月以内に当該指定居宅介

護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数に訪問介護、通所介護、

福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」とい

う。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び同日前

６月以内に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に

位置付けられた訪問介護等がそれぞれ提供された回数に同一の指定居宅サービス

事業者又は指定地域密着型サービス事業者（法第４２条の２第１項に規定する指

定地域密着型サービス事業者をいう。）によって提供されたものの回数が占める

割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。

４ （略） ３ （略）

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合 ４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合

には、第１項の規定による文書の交付に代えて、第８項で定めるところにより、 には、第１項の規定による文書の交付に代えて、第７項で定めるところにより、

当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子 当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次 情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次

に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供するこ に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供するこ

とができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交 とができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交

付したものとみなす。 付したものとみなす。

(1) （略） (1) （略）

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ 事項を確実に記録しておくことができる物

る情報処理の用に供されるものをいう。第３４条第１項において同じ。）に係

る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに第１項に規定する重要事項 をもって調製するファイルに第１項に規定する重要事項

を記録したものを交付する方法 を記録したものを交付する方法

６ （略） ５ （略）

７ 第５項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に ６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に

係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通 係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

８ 指定居宅介護支援事業者は、第５項の規定により第１項に規定する重要事項を ７ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定により第１項に規定する重要事項を
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提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、そ 提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、そ

の用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法によ の用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法によ

る承諾を得なければならない。 る承諾を得なければならない。

(1) 第５項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの (1) 第４項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの

(2) （略） (2) （略）

９ （略） ８ （略）

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） （指定居宅介護支援の具体的取扱方針）

第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第３条に規定する基本方針及び前条に規定 第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第３条に規定する基本方針及び前条に規定

する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。 する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(2) の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その

他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行っては

ならないこと。

(2) の３ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(3) ～(13) （略） (3) ～(13) （略）

(13)の２ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報 (13)の２ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報

の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能 の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能
くう くう

その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、 その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、

利用者の同意を得て主治の医師等 又は薬剤師に提供するものと 利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものと

する。 する。

(14) 介護支援専門員は、第１３号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリ (14) 介護支援専門員は、第１３号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリ

ング」という。）に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業 ング」という。）に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業

者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めると 者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めると

ころにより行わなければならないこと。 ころにより行わなければならないこと。

ア 少なくとも１月に１回 、利用者に面接すること。 ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。

ただし、次の(ｱ) 及び(ｲ) のいずれにも該当する場合であって、少なくとも
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２月に１回、利用者の居宅を訪問して面接するときは、利用者の居宅を訪問

しない月においては、テレビ電話装置等を活用して利用者に面接することが

できるものとする。

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用

者の同意を得ていること。

(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、

担当者その他の関係者の合意を得ていること。

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができるこ

と。

ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把

握することができない情報について、担当者から提供を受けること。

ウ （略） イ （略）

(15)～(25) （略） (15)～(25) （略）

(26) 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定に基づき、 (26) 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定に基づき、

地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から 指定介護予防支援事業者から法第５８条

指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その 第１項に規定する指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その

業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業 業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業

務が適正に実施できるよう配慮しなければならないこと。 務が適正に実施できるよう配慮しなければならないこと。

(27) （略） (27) （略）

（掲示） （掲示）

第２５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、 第２５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、

運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの 運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項（以下この条において「重要事項」という。 選択に資すると認められる重要事項

）を掲示しなければならない。 を掲示しなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、 重要事項を記載した書面を当該指 ２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指

定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ 定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 せることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

３ 指定居宅介護支援事業者は、重要事項をウェブサイトに掲載するものとする。
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（記録の整備） （記録の整備）

第３２条 （略） 第３２条 （略）

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する ２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 第１６条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) ～(6) （略） (3) ～(5) （略）

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第３４条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作 第３４条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作

成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、 成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識 文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識

することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条におい することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第１０条（前条におい て同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第１０条（前条におい

て準用する場合を含む。）及び第１６条第２４号（前条において準用する場合を て準用する場合を含む。）及び第１６条第２４号（前条において準用する場合を

含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該 含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該

書面に係る電磁的記録 書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

により行うことができる。 用に供されるものをいう。）により行うことができる。

２ （略） ２ （略）
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○ 川口市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２９年条例第８１号）（第１０条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合に ２ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合に

は、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該 は、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該

入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報 入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲 処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲

げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することが げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することが

できる。この場合において、当該指定介護老人福祉施設は、当該文書を交付した できる。この場合において、当該指定介護老人福祉施設は、当該文書を交付した

ものとみなす。 ものとみなす。

(1) （略） (1) （略）

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ 事項を確実に記録しておくことができる物

る情報処理の用に供されるものをいう。第５５条第１項において同じ。）に係

る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を

記録したものを交付する方法 記録したものを交付する方法

３～６ （略） ３～６ （略）

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応）

第２４条の２ 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を 第２４条の２ 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を

行っているときに入所者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あ 行っているときに入所者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あ

らかじめ、第４条第１項第１号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当 らかじめ、第４条第１項第１号に掲げる医師

該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を との連携方法その他の緊急時等における対応方法を

定めておかなければならない。 定めておかなければならない。

２ 指定介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、１年に
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１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等に

おける対応方法の変更を行わなければならない。

（管理者による管理） （管理者による管理）

第２５条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職 第２５条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職

務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設 務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設

の管理上支障がない場合は、 他の事業所、施設等又は当該指定 の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定

介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。 介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。

（協力医療機関等） （協力病院等）

第３３条 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらか 第３３条 指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あら

じめ、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めておかなければならない。こ かじめ、協力病院を定めておかなければならない。

の場合において、複数の協力医療機関を定めることにより当該要件を満たすこと

とすることができる。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を常時確保していること。

(2) 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行

う体制を常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師

又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認め

られた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している病院であるこ

と。

２ 指定介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で入所者の病

状が急変した場合等における対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を

市長に届け出なければならない。

３ 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定

医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興

感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定

する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。

）が発生した場合等における対応を取り決めるように努めなければならない。
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４ 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合

には、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症が発生した場合等にお

ける対応について協議を行わなければならない。

５ 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した

後に、当該入所者の病状が軽快し、退院することができることとなった場合にお

いては、当該入所者を再び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させること

ができるように努めなければならない。

６ （略） ２ （略）

（掲示） （掲示）

第３４条 指定介護老人福祉施設は、指定介護老人福祉施設の見やすい場所に、運 第３４条 指定介護老人福祉施設は、指定介護老人福祉施設の見やすい場所に、運

営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他の入所申込者 営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院 、利用料その他の入所申込者

のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において「重要事 のサービスの選択に資すると認められる重要事項

項」という。）を掲示しなければならない。 を掲示しなければならない。

２ 指定介護老人福祉施設は、 重要事項を記載した書面を当該指定 ２ 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定

介護老人福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる 介護老人福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 ことにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

３ 指定介護老人福祉施設は、重要事項をウェブサイトに掲載するものとする。

（入所者の安全並びに指定介護福祉施設サービスの質の確保及び従業者への負担

の軽減に資する方策を検討するための委員会の設置）

第４０条の３ 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設における業務

の効率化、指定介護福祉施設サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する

取組の促進を図るため、当該指定介護老人福祉施設における入所者の安全並びに

指定介護福祉施設サービスの質の確保及び従業者への負担の軽減に資する方策を

検討するための委員会を定期的に開催しなければならない。

２ 前項の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第５２条 （略） 第５２条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）
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５ ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る

研修を受講するよう努めなければならない。

６ （略） ５ （略）

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第５５条 指定介護老人福祉施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類 第５５条 指定介護老人福祉施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類

するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、 するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記 副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規 載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規

定され、又は想定されるもの（第９条第１項（前条において準用する場合を含む。 定され、又は想定されるもの（第９条第１項（前条において準用する場合を含む。

）及び第１２条第１項（前条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定 ）及び第１２条第１項（前条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定

するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録 するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

により行うことができる。 ）により行うことができる。

２ （略） ２ （略）
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○ 川口市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第８２号）（第１１条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（従業者の員数） （従業者の員数）

第４条 （略） 第４条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老 ６ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老

人保健施設（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介 人保健施設（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介

護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所（以下「本体施設」 護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所（以下「本体施設」

という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入 という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入

所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員２９人以下の介護老人保健施設をい 所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員２９人以下の介護老人保健施設をい

う。以下同じ。）の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、 う。以下同じ。）の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、

栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設

の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サ の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サ

テライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められ テライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められ

るときは、これを置かないことができる。 るときは、これを置かないことができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 病院 栄養士又は管理栄養士（病床数１００以上の病院の場合に限る。） (3) 病院 栄養士若しくは管理栄養士（病床数１００以上の病院の場合に限る。

）又は介護支援専門員（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律

第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するもの

とされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規定す

る指定介護療養型医療施設の場合に限る。）

７ （略） ７ （略）

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第７条 （略） 第７条 （略）

２ 介護老人保健施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、 ２ 介護老人保健施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、
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前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該入所 前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該入所

申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理 申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げる 組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げる

もの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができ もの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができ

る。この場合において、当該介護老人保健施設は、当該文書を交付したものとみ る。この場合において、当該介護老人保健施設は、当該文書を交付したものとみ

なす。 なす。

(1) （略） (1) （略）

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ 事項を確実に記録しておくことができる物

る情報処理の用に供されるものをいう。第５５条第１項において同じ。）に係

る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を

記録したものを交付する方法 記録したものを交付する方法

３～６ （略） ３～６ （略）

（必要な医療の提供が困難な場合等の措置等） （必要な医療の提供が困難な場合等の措置等）

第１９条 介護老人保健施設の医師は、入所者の病状からみて当該介護老人保健施 第１９条 介護老人保健施設の医師は、入所者の病状からみて当該介護老人保健施

設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力医 設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力病

療機関その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の 院 その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の

医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

２～４ （略） ２～４ （略）

（管理者による管理） （管理者による管理）

第２６条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事 第２６条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事

する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障 する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障

のない場合は、 他の事業所、施設等の職務に従事することがで のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとし、管理者が本体施設（介護老人保健施設に限る。以下この条におい きるものとし、管理者が本体施設（介護老人保健施設に限る。以下この条におい

て同じ。）に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のない場合は、 て同じ。）に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のない場合は、

サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設（川口市指定地域 サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設（川口市指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成 密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２５年条例第１６号）第１３０条第４項に規定するサテライト型特定施設をいう。 ２５年条例第１６号）第１３０条第４項に規定するサテライト型特定施設をいう。
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）又はサテライト型居住施設（同条例第１５１条第４項に規定するサテライト型 ）又はサテライト型居住施設（同条例第１５１条第４項に規定するサテライト型

居住施設をいう。）の職務に従事することができるものとする。 居住施設をいう。）の職務に従事することができるものとする。

（衛生管理等） （衛生管理等）

第３３条 （略） 第３３条 （略）

２ 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生 ２ 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生

し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の (1) 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、そ ための対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の (2) 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 ための指針を整備すること。

(3) ・(4) （略） (3) ・(4) （略）

３ （略） ３ （略）

（協力医療機関等） （協力病院）

第３４条 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、 第３４条 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めておかなければならない。この場合 協力病院を定めておかなければならない。

において、複数の協力医療機関を定めることにより当該要件を満たすこととする

ことができる。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を常時確保していること。

(2) 当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体

制を常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は

協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められ

た入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している病院であること。

２ 介護老人保健施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が

急変した場合等における対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長

に届け出なければならない。

３ 介護老人保健施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
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律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療

機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染

症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する

指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）が

発生した場合等における対応を取り決めるように努めなければならない。

４ 介護老人保健施設は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合には、

当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症が発生した場合等における対

応について協議を行わなければならない。

５ 介護老人保健施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、

当該入所者の病状が軽快し、退院することができることとなった場合においては、

当該入所者を再び当該介護老人保健施設に速やかに入所させることができるよう

に努めなければならない。

６ （略） ２ （略）

（掲示） （掲示）

第３５条 介護老人保健施設は、介護老人保健施設の見やすい場所に、運営規程の 第３５条 介護老人保健施設は、介護老人保健施設の見やすい場所に、運営規程の

概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他の入所申込者のサービ 概要、従業者の勤務の体制、協力病院 、利用料その他の入所申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において「重要事項」とい スの選択に資すると認められる重要事項

う。）を掲示しなければならない。 を掲示しなければならない。

２ 介護老人保健施設は、 重要事項を記載した書面を当該介護老人 ２ 介護老人保健施設は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該介護老人

保健施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることによ 保健施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることによ

り、前項の規定による掲示に代えることができる。 り、同項の規定による掲示に代えることができる。

３ 介護老人保健施設は、重要事項をウェブサイトに掲載するものとする。

（入所者の安全並びに介護保健施設サービスの質の確保及び従業者への負担の軽

減に資する方策を検討するための委員会の設置）

第４０条の３ 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設における業務の効率化、

介護保健施設サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図

るため、当該介護老人保健施設における入所者の安全並びに介護保健施設サービ

スの質の確保及び従業者への負担の軽減に資する方策を検討するための委員会を

定期的に開催しなければならない。
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２ 前項の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第５２条 （略） 第５２条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ ユニット型介護老人保健施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修

を受講するよう努めなければならない。

６ （略） ５ （略）

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第５５条 介護老人保健施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類する 第５５条 介護老人保健施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副 もののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載 本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載

された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定 された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定

され、又は想定されるもの（第１０条第１項（前条において準用する場合を含む。 され、又は想定されるもの（第１０条第１項（前条において準用する場合を含む。

）及び第１３条第１項（前条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定 ）及び第１３条第１項（前条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定

するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録 するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

により行うことができる。 ）により行うことができる。

２ （略） ２ （略）
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○ 川口市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平

成２９年条例第８４号）（第１２条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（管理者） （管理者）

第６条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ご 第６条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当 とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当

該管理者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該 該管理者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該

指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は 他 指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他

の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第８条 （略） 第８条 （略）

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があ ２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があ

った場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところに った場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところに

より、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項 より、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項

を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供 って次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供

することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、 することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、

当該文書を交付したものとみなす。 当該文書を交付したものとみなす。

(1) （略） (1) （略）

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ 事項を確実に記録しておくことができる物

る情報処理の用に供されるものをいう。第２３２条第１項において同じ。）に

係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項 をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項

を記録したものを交付する方法 を記録したものを交付する方法

３～６ （略） ３～６ （略）
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（記録の整備） （記録の整備）

第３６条 （略） 第３６条 （略）

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介 ２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介

護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ 護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。 ればならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第３８条第４号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) ～(5) （略） (2) ～(4) （略）

（指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針） （指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針）

第３８条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、 第３８条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、

第４条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げ 第４条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げ

るところによる。 るところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならないこと。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(5) ～(7) （略） (3) ～(5) （略）

（管理者） （管理者）

第４０条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介 第４０条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介

護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、 護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、

当該管理者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、 当該管理者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は 当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
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（準用） （準用）

第４２条 第３条（第６項を除く。）、第１節、第４節（第１５条、第２０条第１ 第４２条 第３条（第６項を除く。）、第１節、第４節（第１５条、第２０条第１

項並びに第３２条第５項及び第６項を除く。）及び前節の規定は、基準該当介護 項並びに第３２条第５項及び第６項を除く。）及び前節の規定は、基準該当介護

予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中 予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において

「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護の

提供に当たる従業者」と、第８条第１項及び第２８条第１項中「第２５条」とあ 、第８条第１項及び第２８条第１項中「第２５条」とあ

るのは「第４２条において準用する第２５条」と、第１９条第１項中「内容、当 るのは「第４２条において準用する第２５条」と、第１９条第１項中「内容、当

該指定介護予防訪問入浴介護について法第５３条第４項の規定により利用者に代 該指定介護予防訪問入浴介護について法第５３条第４項の規定により利用者に代

わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第２０条 わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第２０条

第２項及び第２１条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入 第２項及び第２１条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入

浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、第２０条第３項中「 浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、第２０条第３項中「

前２項」とあるのは「前項」と、第３６条第２項第１号中「第１９条第２項」と 前２項」とあるのは「前項」と

あるのは「第４２条において準用する第１９条第２項」と、同項第２号中「第３

８条第４号」とあるのは「第４２条において準用する第３８条第４号」と、同項

第３号中「第２２条」とあるのは「第４２条において準用する第２２条」と、同

項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第４２条において準用する第３２条

第２項」と、同項第５号中「第３４条第２項」とあるのは「第４２条において準

用する第３４条第２項」と読み替えるものとする。 読み替えるものとする。

（指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） （指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針）

第６６条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法 第６６条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第５８条に規定する基本方針及 士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第５８条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。 び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。

(1) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若し (1) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若し

くは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーシ くは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーシ

ョン会議（第２号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画又は第９０ ョン会議（第２号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画又は第９０

条第２号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利 条第２号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利

用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言 用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、指定介護予防支援等基準条例第５条第１項に規定する担当職員及び 語聴覚士、指定介護予防支援等基準条例第５条 に規定する担当職員
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同条第２項に規定する介護支援専門員、介護予防サービス計画の原案に位置付 、介護予防サービス計画の原案に位置付

けた指定介護予防サービス等（法第８条の２第１６項に規定する指定介護予防 けた指定介護予防サービス等（法第８条の２第１６項に規定する指定介護予防

サービス等をいう。第２１６条第４号及び第２３０条第３号において同じ。） サービス等をいう 。）

の担当者その他の関係者（以下「構成員」という。）により構成される会議を の担当者その他の関係者（以下「構成員」という。）により構成される会議を

いう。以下同じ。）を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状 いう。以下同じ。）を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状

況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う 況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う

こと。 こと。

(1) の２～(14) （略） (1) の２～(14) （略）

（管理者） （管理者）

第９５条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介 第９５条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、当該管理者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がな ただし、当該管理者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は い場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止）

第１０１条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活 第１０１条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活

介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す 介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等 るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する

を行ってはならない。 行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

２ （略） ２ （略）

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護予防短期入所生活介護従業者その他の

従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護予防短期入所生活介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適

正化のための研修を定期的に実施すること。
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４ 前項第１号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

（定員の遵守） （定員の遵守）

第１０４条 （略） 第１０４条 （略）

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準条例第 ２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準条例第

５条第１項に規定する担当職員及び同条第２項に規定する介護支援専門員が、緊 ５条 に規定する担当職員 が、緊

急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護 急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護

予防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入所生活介護 予防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入所生活介護

を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がないときは、 を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がないときは、

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において

指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるものとする。 指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるものとする。

（利用者の安全並びに指定介護予防短期入所生活介護の質の確保及び従業者への

負担の軽減に資する方策を検討するための委員会の設置）

第１０７条の２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期

入所生活介護事業所における業務の効率化、指定介護予防短期入所生活介護の質

の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防

短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに指定介護予防短期入所生活

介護の質の確保及び従業者への負担の軽減に資する方策を検討するための委員会

を定期的に開催しなければならない。

２ 前項の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

（準用） （準用）

第１０９条 第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、 第１０９条 第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、

第２２条、第２４条、第２６条の２、第２８条から第３３条（第２項を除く。） 第２２条、第２４条、第２６条の２、第２８条から第３３条（第２項を除く。）

まで、第３４条から第３５条まで及び第８３条の規定は、指定介護予防短期入所 まで、第３４条から第３５条まで及び第８３条の規定は、指定介護予防短期入所

生活介護の事業について準用する。この場合において、第２６条の２第２項、第 生活介護の事業について準用する。この場合において、第２６条の２第２項

２８条第１項及び第３４条の２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とある 及び第３４条の２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とある

のは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第２８条第１項中「第２５条」と のは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第２８条第１項中「第２５条」と

あるのは「第１０３条」と あるのは「第１０３条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護
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、第８３条第３項及び第４項中「介護予防通所 予防短期入所生活介護従業者」と、第８３条第３項及び第４項中「介護予防通所

リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と

読み替えるものとする。 読み替えるものとする。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第１２４条 （略） 第１２４条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設

の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

６ （略） ５ （略）

（準用） （準用）

第１２６条 第９８条、第９９条、第１０１条、第１０２条、第１０５条から第１ 第１２６条 第９８条、第９９条、第１０１条、第１０２条、第１０５条から第１

０８条まで及び第１０９条（第８３条の準用に係る部分を除く。）の規定は、ユ ０８条まで及び第１０９条（第８３条の準用に係る部分を除く。）の規定は、ユ

ニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合にお ニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第９８条第１項中「第１０３条」とあるのは「第１２３条」と、第１０８ いて、第９８条第１項中「第１０３条」とあるのは「第１２３条」と、第１０８

条第２項第１号中「第１１１条第２号」とあるのは「第１３１条において準用す 条第２項第２号

る第１１１条第２号」と、同項第２号及び第４号から第６号までの規定中「次条 及び第４号から第６号までの規定中「次条

」とあるのは「第１２６条において準用する次条」と、同項第３号中「第１０１ 」とあるのは「第１２６条において準用する次条」と、同項第３号中「第１０１

条第２項」とあるのは「第１２６条において準用する第１０１条第２項」と読み 条第２項」とあるのは「第１２６条において準用する第１０１条第２項」と読み

替えるものとする。 替えるものとする。

（準用） （準用）

第１３１条の３ 第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２ 第１３１条の３ 第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２

１条、第２２条、第２４条、第２６条の２、第２８条から第３３条（第２項を除 １条、第２２条、第２４条、第２６条の２、第２８条から第３３条（第２項を除

く。）まで、第３４条から第３５条まで、第８３条、第９３条、第９５条、第４ く。）まで、第３４条から第３５条まで、第８３条、第９３条、第９５条、第４

節（第１０９条を除く。）及び第５節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介 節（第１０９条を除く。）及び第５節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介

護の事業について準用する。この場合において、第２６条の２第２項中「介護予 護の事業について準用する。この場合において、第２６条の２第２項中「介護予

防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に 防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に

当たる従業者（以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。）」と、 当たる従業者（以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。）」と、
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第２８条第１項中「第２５条」とあるのは「第１０３条」と、同項及び 第２８条第１項中「第２５条」とあるのは「第１０３条」と、「介護予防訪問入

第３ 浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第３

４条の２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防 ４条の２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防

短期入所生活介護従業者」と、第８３条第３項及び第４項中「介護予防通所リハ 短期入所生活介護従業者」と、第８３条第３項及び第４項中「介護予防通所リハ

ビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」 ビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」

と、第９８条第１項、第１０２条及び第１０６条第２項中「介護予防短期入所生 と、第９８条第１項、第１０２条及び第１０６条第２項中「介護予防短期入所生

活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第１ 活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第１

０８条第２項第１号中「第１１１条第２号」とあるのは「第１３１条の３におい ０８条第２項第１号中「第１１１条第２号」とあるのは「第１３１条の３におい

て準用する第１１１条第２号」と、同項第２号及び第４号から第６号までの規定 て準用する第１１１条第２号」と、同項第２号及び第４号から第６号までの規定

中「次条」とあるのは「第１３１条の３」と、同項第３号中「第１０１条第２項 中「次条」とあるのは「第１３１条の３」と、同項第３号中「第１０１条第２項

」とあるのは「第１３１条の３において準用する第１０１条第２項」と、第１１ 」とあるのは「第１３１条の３において準用する第１０１条第２項」と、第１１

１条中「第９３条」とあるのは「第１３１条の３において準用する第９３条」と、 １条中「第９３条」とあるのは「第１３１条の３において準用する第９３条」と、

「前条」とあるのは「第１３１条の３において準用する前条」と読み替えるもの 「前条」とあるのは「第１３１条の３において準用する前条」と読み替えるもの

とする。 とする。

（管理者） （管理者）

第１３４条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期 第１３４条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期

入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならな 入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならな

い。ただし、当該管理者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上 い。ただし、当該管理者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上

支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に 支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に

従事し、又は 他の事業所、施設等の職務に従事することができ 従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができ

るものとする。 るものとする。

（準用） （準用）

第１３８条 第３条（第６項を除く。）、第９条から第１３条まで、第１６条、第 第１３８条 第３条（第６項を除く。）、第９条から第１３条まで、第１６条、第

１９条、第２１条、第２２条、第２４条、第２６条の２、第２８条から第３１条 １９条、第２１条、第２２条、第２４条、第２６条の２、第２８条から第３１条

まで、第３２条（第５項及び第６項を除く。）、第３３条（第２項を除く。）か まで、第３２条（第５項及び第６項を除く。）、第３３条（第２項を除く。）か

ら第３５条まで、第８３条、第９３条、第４節（第１００条第１項及び第１０９ ら第３５条まで、第８３条、第９３条、第４節（第１００条第１項及び第１０９

条を除く。）及び第５節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業に 条を除く。）及び第５節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１９条第１項中「内容、当該指定介護予 ついて準用する。この場合において、第１９条第１項中「内容、当該指定介護予
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防訪問入浴介護について法第５３条第４項の規定により利用者に代わって支払を 防訪問入浴介護について法第５３条第４項の規定により利用者に代わって支払を

受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第２１条中「法定代理 受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第２１条中「法定代理

受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介 受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介

護予防短期入所生活介護」と、第２６条の２第２項、第２８条第１項及び第３４ 護予防短期入所生活介護」と、第２６条の２第２項 及び第３４

条の２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所 条の２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所

生活介護従業者」と、第２８条第１項中「第２５条」とあるのは「第１３８条に 生活介護従業者」と、第２８条第１項中「第２５条」とあるのは「第１３８条に

おいて準用する第１０３条」と おいて準用する第１０３条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「

、第８３条第３項及び第４項中「介護予防 介護予防短期入所生活介護従業者」と、第８３条第３項及び第４項中「介護予防

通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者 通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者

」と、第９８条第１項中「第１０３条」とあるのは「第１３８条において準用す 」と、第９８条第１項中「第１０３条」とあるのは「第１３８条において準用す

る第１０３条」と、第１００条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指 る第１０３条」と、第１００条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指

定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護 定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護

」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第１０４条第２項中「静 」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第１０４条第２項中「静

養室」とあるのは「静養室等」と、第１０８条第２項第１号中「第１１１条第２ 養室」とあるのは「静養室等」と、第１０８条第２項第１号中「第１１１条第２

号」とあるのは「第１３８条において準用する第１１１条第２号」と、同項第２ 号」とあるのは「第１３８条において準用する第１１１条第２号」と、同項第２

号及び第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１３８条」と、同 号及び第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１３８条」と、同

項第３号中「第１０１条第２項」とあるのは「第１３８条において準用する第１ 項第３号中「第１０１条第２項」とあるのは「第１３８条において準用する第１

０１条第２項」と、第１１１条中「第９３条」とあるのは「第１３８条において ０１条第２項」と、第１１１条中「第９３条」とあるのは「第１３８条において

準用する第９３条」と、「前条」とあるのは「第１３８条において準用する前条 準用する第９３条」と、「前条」とあるのは「第１３８条において準用する前条

」と、第１１５条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替える 」と、第１１５条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替える

ものとする。 ものとする。

第１４０条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定介護予防 第１４０条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定介護予防

短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護 短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護

予防短期入所療養介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防短期入所 予防短期入所療養介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防短期入所

療養介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防短期入所療養介護従業者」とい 療養介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防短期入所療養介護従業者」とい

う。）及びその員数は、次のとおりとする。 う。）及びその員数は、次のとおりとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３

０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条
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の規定による改正前の法（以下「平成１８年旧介護保険法」という。）第４８

条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設（以下「指定介護療養型医

療施設」という。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、

当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、

介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者

を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成１８年

旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保

されるために必要な数以上とする。

(2) 療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。 (3) 療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。

）を有する病院又は診療所 である指定介護予 ）を有する病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）である指定介護予

防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事 防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事

業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員（同法に規定する看護補助 業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員（同法に規定する看護補助

者をいう。）、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法 者をいう。）、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法

に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保され に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保され

るために必要な数以上とする。 るために必要な数以上とする。

(3) 診療所（前号 に該当するものを除く。）である指定介護予防短期入所療養 (4) 診療所（前２号に該当するものを除く。）である指定介護予防短期入所療養

介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に 介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に

置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者 置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び

の数が３又はその端数を増すごとに１以上とし、かつ、夜間における 入院患者の数が３又はその端数を増すごとに１以上とし、かつ、夜間における

緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を１ 緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を１

人以上配置していることとする。 人以上配置していることとする。

(4) （略） (5) （略）

２ （略） ２ （略）

第３節 （略） 第３節 （略）

第１４１条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のと 第１４１条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のと

おりとする。 おりとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっ

ては、平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要

とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（川口市指定介護療養型医
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療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第８

３号）第４１条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同

じ。）に関するものを除く。）を有することとする。

(2) 療養病床を有する病院又は診療所 (3) 療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるものを除

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定 く。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定

する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することと する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することと

する。 する。

(3) （略） (4) （略）

(4) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規 (5) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規

定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院（ 定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院（

川口市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 川口市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

（平成３０年条例第７８号）第４３条に規定するユニット型介護医療院をいう。 （平成３０年条例第７８号）第４３条に規定するユニット型介護医療院をいう。

第１５８条第４項及び第１６２条第２号 において同じ。）に関するもの 第１５８条第１項第５号及び第１６２条第３号において同じ。）に関するもの

を除く。）を有することとする。 を除く。）を有することとする。

２ 前項第２号及び第３号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっ ２ 前項第３号及び第４号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっ

ては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 ては、前項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を有するものとする。 を有するものとする。

３ （略） ３ （略）

第４節 （略） 第４節 （略）

（対象者） （対象者）

第１４２条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しく 第１４２条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しく

は病状により、又はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に は病状により、又はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に

入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を 入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を

受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、 受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、

病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供す 病院の療養病床に係る病室、診療所 の指定介護予防短期入所療養介護を提供す

る病室 る病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法

律附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた政

にお 令第４条第２項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）にお

いて指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。 いて指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。
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（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止）

第１４４条 （略） 第１４４条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護予防短期入所療養介護従業者その他の

従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護予防短期入所療養介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適

正化のための研修を定期的に実施すること。

４ 前項第１号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

（定員の遵守） （定員の遵守）

第１４６条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の 第１４６条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の

利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただ 利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただ

し、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 し、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 療養病床を有する病院又は診療所 (2) 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有す

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床に係 る病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は

る 病床数及び療養病床に係る 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療

病室の定員を超えることとなる利用者数 養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数

(3) ・(4) （略） (3) ・(4) （略）

（準用） （準用）

第１４８条 第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、 第１４８条 第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、

第２２条、第２４条、第２６条の２、第２８条、第２９条、第３１条から第３３ 第２２条、第２４条、第２６条の２、第２８条、第２９条、第３１条から第３３

条（第２項を除く。）まで、第３４条から第３５条まで、第８３条、第８６条、 条（第２項を除く。）まで、第３４条から第３５条まで、第８３条、第８６条、

第９８条、第９９条第２項、第１０５条、第１０７条及び第１０７条の２の規定 第９８条、第９９条第２項、第１０５条及び第１０７条 の規定

は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、 は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、
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第２６条の２第２項、第２８条第１項及び第３４条の２第１項中「介護予防訪問 第２６条の２第２項 及び第３４条の２第１項中「介護予防訪問

入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第２８条 入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第２８条

第１項中「第２５条」とあるのは「第１４５条」と 第１項中「第２５条」とあるのは「第１４５条」と、「介護予防訪問入浴介護従

、第８３条第３項及び 業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第８３条第３項及び

第４項並びに第８６条第２項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあ 第４項並びに第８６条第２項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあ

るのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第９８条第１項中「第１０３条 るのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第９８条第１項中「第１０３条

」とあるのは「第１４５条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるの 」とあるのは「第１４５条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるの

は「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。 は「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

第１５８条 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の 第１５８条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユ

事業を行う者（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。 ニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事

）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事 業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。）の設

業所」という。）の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として 備に関する基準は、次のとおりとする。

必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。 (1) 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に

）を有することとする。 あっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（

ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有することとする。

(2) 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業所にあっては、平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設

として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに

限る。）を有することとする。

(3) 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

所にあっては、平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設と

して必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有す

る病院に限る。）に関するものに限る。）を有することとする。

(4) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業所にあっては、平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設

として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有

する診療所に限る。）に関するものに限る。）を有することとする。

(5) 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあって

は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介
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護医療院に関するものに限る。）を有することとする。

２ 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所

の設備に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

(2) 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなけ

ればならない。

ア ユニット

(ｱ) 病室

ａ １の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定介護予

防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、２人とすること

ができる。

ｂ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニットの利用者

の定員は、原則としておおむね１０人以下とし、１５人を超えないもの

とすること。

ｃ １の病室の床面積等は、１０．６５平方メートル以上とすること。た

だし、ａただし書の場合にあっては、２１．３平方メートル以上とする

こと。

ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(ｲ) 共同生活室

ａ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい

形状を有すること。

ｂ １の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属す

るユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

ｃ 必要な設備及び備品を備えること。

(ｳ) 洗面設備

ａ 病室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。
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ｂ 身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

(ｴ) 便所

ａ 病室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。

ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者の

使用に適したものとすること。

イ 廊下幅 １．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２．７

メートル以上とすること。

ウ 機能訓練室 内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し、必
のり

要な器械及び器具を備えること。

エ 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

(3) 前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入

所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対

する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでな

い。

(4) 第２号ア(ｲ) の共同生活室は、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０

号）第２１条第３号に規定する食堂とみなす。

(5) 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定

介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要

な設備を設けるものとする。

３ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。

(1) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

(2) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさな

ければならない。

ア ユニット

(ｱ) 病室

ａ １の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定介護予

防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、２人とすること
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ができる。

ｂ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニットの利用者

の定員は、原則としておおむね１０人以下とし、１５人を超えないもの

とすること。

ｃ １の病室の床面積等は、１０．６５平方メートル以上とすること。た

だし、ａただし書の場合にあっては、２１．３平方メートル以上とする

こと。

ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(ｲ) 共同生活室

ａ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい

形状を有すること。

ｂ １の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属す

るユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

ｃ 必要な設備及び備品を備えること。

(ｳ) 洗面設備

ａ 病室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。

ｂ 身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

(ｴ) 便所

ａ 病室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。

ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者の

使用に適したものとすること。

イ 廊下幅 １．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２．７

メートル以上とすること。

ウ 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器

具を備えること。

エ 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

(3) 前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入

所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対
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する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでな

い。

(4) 第２号ア(ｲ) の共同生活室は、医療法施行規則第２１条の４において準用す

る同令第２１条第３号に規定する食堂とみなす。

(5) 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指

定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必

要な設備を設けるものとする。

４ 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関

する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニッ

ト型介護医療院に関するものに限る。）を有することとする。

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所 ２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所

療養介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第１９０条第１項に規定するユニ 療養介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第１９０条第１項に規定するユニ

ット型指定短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、ユニ ット型指定短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、ユニ

ット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護 ット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護

の事業（指定居宅サービス等基準条例第１８８条に規定するユニット型指定短期 の事業（指定居宅サービス等基準条例第１８８条に規定するユニット型指定短期

入所療養介護の事業をいう。）とが同一の事業所において一体的に運営されてい 入所療養介護の事業をいう。）とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定居宅サービス等基準条例第１９０条第１項から第４項ま る場合については、指定居宅サービス等基準条例第１９０条第１項に規定する設

でに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を 備 に関する基準を満たすことをもって、前項 に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 満たしているものとみなすことができる。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第１６１条 （略） 第１６１条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設

の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

６ （略） ５ （略）

（定員の遵守） （定員の遵守）

第１６２条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用 第１６２条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用

者（当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期 者（当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期

入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入 入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入
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所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所に 所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型 おいて一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型

指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護の利用者。 指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護の利用者。

以下この条において同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入 以下この条において同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入

所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情 所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情

がある場合は、この限りでない。 がある場合は、この限りでない。

(1) （略） (1) （略）

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設

の入院患者とみなした場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えるこ

ととなる利用者数

(2) （略） (3) （略）

（準用） （準用）

第１６３条 第１４２条、第１４４条、第１４７条及び第１４８条（第８３条の準 第１６３条 第１４２条、第１４４条、第１４７条及び第１４８条（第８３条の準

用に係る部分を除く。）の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の 用に係る部分を除く。）の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の

事業について準用する。この場合において、第１４７条第１項第１号中「第１５ 事業について準用する。この場合において、第１４７条第２項第２号

０条第２号」とあるのは「第１６８条において準用する第１５０条第２号」と、

同項第２号及び第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１６３条 及び第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１６３条

において準用する次条」と、同項第３号中「第１４４条第２項」とあるのは「第 において準用する次条」と、同項第３号中「第１４４条第２項」とあるのは「第

１６３条において準用する第１４４条第２項」と、第１４８条中「第１４５条」 １６３条において準用する第１４４条第２項」と、第１４８条中「第１４５条」

とあるのは「第１６０条」と読み替えるものとする。 とあるのは「第１６０条」と読み替えるものとする。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第１７０条 （略） 第１７０条 （略）

２～８ （略） ２～８ （略）

９ 次に掲げる要件をいずれも満たす場合における第１項第２号ア及び第２項第２

号アの規定の適用については、これらの規定中「１以上」とあるのは、「０．９

以上」とする。

(1) 第１８３条において準用する第１０７条の２第１項の委員会において、利用

者の安全並びに指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の確保及び従業者へ
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の負担の軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を

行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

ア 利用者の安全及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の確保

イ 介護予防特定施設従業者への負担の軽減及び勤務の状況への配慮

ウ 緊急時の体制整備

エ 業務の効率化、指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の向上等に資す

る機器（次号において「介護機器」という。）の定期的な点検

オ 介護予防特定施設従業者に対する研修

(2) 複数の種類の介護機器を活用していること。

(3) 利用者の安全並びに指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の確保及び従

業者への負担の軽減を図るため、介護予防特定施設従業者の間で適切な役割分

担を行っていること。

(4) 利用者の安全並びに指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の確保及び従

業者への負担の軽減を図る取組により指定介護予防特定施設入居者生活介護の

質の確保及び従業者への負担の軽減が行われていると認められること。

（管理者） （管理者）

第１７１条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施 第１７１条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施

設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該 設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該

管理者は、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防 管理者は、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防

特定施設における他の職務に従事し、又は 他の事業所、施設等 特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等

の職務に従事することができるものとする。 の職務に従事することができるものとする。

（口腔衛生の管理）

第１７６条の２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の

健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理

体制を整備し、利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければな

らない。

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止）

第１７７条 （略） 第１７７条 （略）

２ （略） ２ （略）
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３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る ３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。 ため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護予防特定施設従業者その他の従業者に するとともに、その結果について、介護職員 その他の従業者に

周知徹底を図ること。 周知徹底を図ること。

(2) （略） (2) （略）

(3) 介護予防特定施設従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた (3) 介護職員 その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。 めの研修を定期的に実施すること。

４ （略） ４ （略）

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第１８０条 （略） 第１８０条 （略）

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定により協力医療機

関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように

努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を常時確保していること。

(2) 当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった

場合において診療を行う体制を常時確保していること。

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機

関との間で利用者の病状が急変した場合等における対応を確認するとともに、協

力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規

定する第２種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」とい

う。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染

症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。

次項において同じ。）が発生した場合等における対応を取り決めるように努めな

ければならない。

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協定指
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定医療機関である場合には、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症

が発生した場合等における対応について協議を行わなければならない。

６ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他

の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院することができる

こととなった場合においては、当該利用者を再び当該指定介護予防特定施設に速

やかに入居させることができるように努めなければならない。

７ （略） ２ （略）

（準用） （準用）

第１８３条 第１１条、第１２条、第２１条から第２４条まで、第２６条の２、第 第１８３条 第１１条、第１２条、第２１条から第２４条まで、第２６条の２、第

２８条から第３２条まで、第３４条から第３５条まで、第１０５条、第１０６条 ２８条から第３２条まで、第３４条から第３５条まで、第１０５条及び第１０６

及び第１０７条の２の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業につ 条 の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第２３条、第２６条の２第２項、第２８条第 いて準用する。この場合において、第２３条、第２６条の２第２項

１項及び第３４条の２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介 及び第３４条の２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介

護予防特定施設従業者」と、第２８条第１項中「第２５条」とあるのは「第１７ 護予防特定施設従業者」と、第２８条第１項中「第２５条」とあるのは「第１７

８条」と ８条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業

、第１０６条第２項中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「 者」と、第１０６条第２項中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「

介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。 介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。

（管理者） （管理者）

第１９４条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、 第１９４条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければなら 指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければなら

ない。ただし、当該管理者は、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、 ない。ただし、当該管理者は、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、

当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は 他 当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他

の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

（準用） （準用）

第２００条 第１１条、第１２条、第２１条から第２４条まで、第２６条の２、第 第２００条 第１１条、第１２条、第２１条から第２４条まで、第２６条の２、第

２８条から第３２条まで、第３４条から第３５条まで、第１０５条、第１０６条、 ２８条から第３２条まで、第３４条から第３５条まで、第１０５条、第１０６条、

第１７４条から第１７６条まで、第１７７条及び第１７９条から第１８１条まで 第１７４条から第１７７条まで 及び第１７９条から第１８１条まで
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の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業につ の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第２３条、第２６条の２第２項及び第３４条 いて準用する。この場合において、第２３条、第２６条の２第２項及び第３４条

の２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施 の２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施

設の従業者」と、第２８条第１項中「第２５条」とあるのは「第１９７条」と、 設の従業者」と、第２８条第１項中「第２５条」とあるのは「第１９７条」と、

「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定 「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定

施設従業者」と、第２９条第１項及び第２項並びに第３０条中「指定介護予防訪 施設従業者」と、第２９条第１項及び第２項並びに第３０条中「指定介護予防訪

問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービ 問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービ

ス事業所」と、第１０６条第２項中「介護予防短期入所生活介護従業者」とある ス事業所」と、第１０６条第２項中「介護予防短期入所生活介護従業者」とある

のは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第１７５条第２項及び のは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第１７５条第２項及び

第１７９条第１項から第３項までの規定中「指定介護予防特定施設入居者生活介 第１７９条第１項から第３項までの規定中「指定介護予防特定施設入居者生活介

護」とあるのは「基本サービス」と、第１７７条第３項中「介護予防特定施設従 護」とあるのは「基本サービス」と

業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と読み替える 読み替える

ものとする。 ものとする。

（準用） （準用）

第２０２条 第１８４条、第１８５条、第１８８条及び第１８９条の規定は、外部 第２０２条 第１８４条、第１８５条、第１８８条及び第１８９条の規定は、外部

サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。 サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

この場合において、第１８５条中「第１６９条」とあるのは「第１９２条」と、 この場合において、第１８５条中

「前条」とあるのは「第２０２条において準用する前条」と、同条第２号及び第 「前条」とあるのは「第２０２条において準用する前条」と、同条第２号及び第

７号中「他の介護予防特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型介 ７号中「他の介護予防特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型介

護予防特定施設従業者及び受託介護予防サービス事業者」と読み替えるものとす 護予防特定施設従業者及び受託介護予防サービス事業者」と読み替えるものとす

る。 る。

（管理者） （管理者）

第２０５条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業 第２０５条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業

所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、 所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、

当該管理者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当 当該管理者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当

該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は 該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
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（記録の整備） （記録の整備）

第２１３条 （略） 第２１３条 （略）

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸 ２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸

与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ 与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。 ればならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第２１６条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) ～(7) （略） (2) ～(6) （略）

（準用） （準用）

第２１４条 第８条から第１９条まで、第２１条、第２２条、第２４条、第２６条 第２１４条 第８条から第１９条まで、第２１条、第２２条、第２４条、第２６条

の２、第２９条から第３５条まで並びに第８３条第１項、第２項及び第４項の規 の２、第２９条から第３５条まで並びに第８３条第１項、第２項及び第４項の規

定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、 定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、

第８条第１項中「第２５条」とあるのは「第２０８条」と、同項、第２６条の２ 第８条第１項中「第２５条」とあるのは「第２０８条」と、

第２項及び第３４条の２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「 「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「

福祉用具専門相談員」と、第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは 福祉用具専門相談員」と、第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは

「地域をいう。以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第１４条第２項中 「地域をいう。以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第１４条第２項中

「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１８条中「介護予防訪 「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１８条中「介護予防訪

問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とある 問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とある

のは「利用者」と、第１９条第１項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開 のは「利用者」と、第１９条第１項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開

始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第２１条中「内容」とあるのは「種目、 始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第２１条中「内容」とあるのは「種目、

品名」と 品名」と、第２６条の２第２項及び第３４条の２第１項中「介護予防訪問入浴介

、第８３条第２項中「処遇」と 護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第８３条第２項中「処遇」と

あるのは「サービスの利用」と、同条第４項中「介護予防通所リハビリテーショ あるのは「サービスの利用」と、同条第４項中「介護予防通所リハビリテーショ

ン従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。 ン従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針） （指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針）

第２１６条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第２ 第２１６条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第２

０３条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げ ０３条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げ

るところによる。 るところによる。
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(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) 福祉用具であって法第８条の２第１１項に規定する特定介護予防福祉用具に

該当するもの（以下「対象福祉用具」という。）に係る指定介護予防福祉用具

貸与の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介

護予防福祉用具販売のいずれかを選択することができることについて十分な説

明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、

医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に

位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者

の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。

(5) ～(7) （略） (4) ～(6) （略）

(8) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならないこと。

(9) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(10) （略） (7) （略）

（介護予防福祉用具貸与計画の作成） （介護予防福祉用具貸与計画の作成）

第２１７条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれて 第２１７条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与 いる環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与

の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を

行う期間、介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下この条において「 行う期間

モニタリング」という。）を行う時期等を記載した介護予防福祉用具貸与計画（ 等を記載した介護予防福祉用具貸与計画（

以下「介護予防福祉用具貸与計画」という。）を作成しなければならない。この 以下「介護予防福祉用具貸与計画」という。）を作成しなければならない。この

場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第２３１条 場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第２３１条

第１項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなけ 第１項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなけ

ればならない。 ればならない。

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービスの提供の ５ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供 の

開始時から、必要に応じ、モニタリング 開始時から、必要に応じ、当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以

を行うものとする。この場合にお 下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。
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いて、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護

予防福祉用具貸与計画に基づくサービスの提供の開始時から６月以内に少なくと

も１回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。

６～８ （略） ６～８ （略）

（準用） （準用）

第２１９条 第３条（第６項を除く。）、第８条から第１４条まで、第１６条から 第２１９条 第３条（第６項を除く。）、第８条から第１４条まで、第１６条から

第１９条まで、第２１条、第２２条、第２４条、第２６条の２、第２９条から第 第１９条まで、第２１条、第２２条、第２４条、第２６条の２、第２９条から第

３１条まで、第３２条（第５項及び第６項を除く。）、第３３条から第３５条ま ３１条まで、第３２条（第５項及び第６項を除く。）、第３３条から第３５条ま

で、第８３条第１項、第２項及び第４項、第１節、第２節（第２０４条を除く。 で、第８３条第１項、第２項及び第４項、第１節、第２節（第２０４条を除く。

）、第３節、第４節（第２０７条第１項及び第２１４条を除く。）並びに前節の ）、第３節、第４節（第２０７条第１項及び第２１４条を除く。）並びに前節の

規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合にお 規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合にお

いて、第８条第１項中「第２５条」とあるのは「第２１９条において準用する第 いて、第８条第１項中「第２５条」とあるのは「第２１９条において準用する第

２０８条」と、同項、第２６条の２第２項及び第３４条の２第１項中「介護予防 ２０８条」と、 「介護予防

訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第１０条中「地域 訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第１０条中「地域

をいう。以下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下同じ。）、取り扱う福祉 をいう。以下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下同じ。）、取り扱う福祉

用具の種目」と、第１４条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は 用具の種目」と、第１４条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は

助言」と、第１８条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、 助言」と、第１８条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、

「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第１９条第１項中「提供日 「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第１９条第１項中「提供日

及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第５３条第４項の規定によ 及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第５３条第４項の規定によ

り利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「提供の り利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「提供の

開始日及び終了日、種目、品名」と、第２１条中「法定代理受領サービスに該当 開始日及び終了日、種目、品名」と、第２１条中「法定代理受領サービスに該当

しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与 しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与

」と、「内容」とあるのは「種目、品名」と 」と、「内容」とあるのは「種目、品名」と、第２６条の２第２項及び第３４条

の２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員

、第８３条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第４項 」と、第８３条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第４項

中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員 中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員

」と、第２０６条第１項中「第２１１条第３項」とあるのは「第２１９条におい 」と、第２０６条第１項中「第２１１条第３項」とあるのは「第２１９条におい

て準用する第２１１条第３項」と、第２０７条第２項中「法定代理受領サービス て準用する第２１１条第３項」と、第２０７条第２項中「法定代理受領サービス

に該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用 に該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用
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具貸与」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第２１２条中「第 具貸与」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と

２０８条」とあるのは「第２１９条において準用する第２０８条」と、第２１３ 、第２１３

条第２項第１号中「第２１７条」とあるのは「第２１９条において準用する第２ 条第２項第１号中「第２１７条」とあるのは「第２１９条において準用する第２

１７条」と、同項第２号中「第２１６条第９号」とあるのは「第２１９条におい １７条」と、同項第２号中

て準用する第２１６条第９号」と、同項第３号中「第２１１条第４項」とあるの 「第２１１条第４項」とあるの

は「第２１９条において準用する第２１１条第４項」と、同項第４号から第７号 は「第２１９条において準用する第２１１条第４項」と、同項第３号から第６号

までの規定中「次条」とあるのは「第２１９条」と、第２１６条中「第２０３条 までの規定中「次条」とあるのは「第２１９条」と、第２１６条中「第２０３条

」とあるのは「第２１９条において準用する第２０３条」と、「前条」とあるの 」とあるのは「第２１９条において準用する第２０３条」と、「前条」とあるの

は「第２１９条において準用する前条」と、同条第２号中「次条第１項」とある は「第２１９条において準用する前条」と、同条第２号中「次条第１項」とある

のは「第２１９条において準用する次条第１項」と読み替えるものとする。 のは「第２１９条において準用する次条第１項」と読み替えるものとする。

（管理者） （管理者）

第２２２条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具 第２２２条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具

販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、当該管理者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がな ただし、当該管理者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がな

い場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は い場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

（記録の整備） （記録の整備）

第２２７条 （略） 第２２７条 （略）

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福 ２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福

祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保 祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 存しなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第２３０条第８号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) ～(6) （略） (2) ～(5) （略）

（準用） （準用）

第２２８条 第８条から第１４条まで、第１６条から第１８条まで、第２２条、第 第２２８条 第８条から第１４条まで、第１６条から第１８条まで、第２２条、第

２４条、第２６条の２、第２７条、第２９条から第３５条まで、第８３条第１項、 ２４条、第２６条の２、第２７条、第２９条から第３５条まで、第８３条第１項、
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第２項及び第４項、第２０８条から第２１０条まで並びに第２１２条の規定は、 第２項及び第４項、第２０８条から第２１０条まで並びに第２１２条の規定は、

指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第 指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第

８条第１項中「第２５条」とあるのは「第２２８条において準用する第２０８条 ８条第１項中「第２５条」とあるのは「第２２８条において準用する第２０８条

」と、同項、第２６条の２第２項、第２７条第１項及び第３項並びに第３４条の 」と、「介護予防訪問入浴介護従業者

２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」 」とあるのは「福祉用具専門相談員」

と、第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下同 と、第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下同

じ。）、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第１４条第２項中「適切な じ。）、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第１４条第２項中「適切な

指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１８条中「介護予防訪問入浴介 指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１８条中「介護予防訪問入浴介

護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利 護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利

用者」と 用者」と、第２６条の２第２項、第２７条第１項及び第３項並びに第３４条の２

、 第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、

第８３条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第４項中「介 第８３条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第４項中「介

護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、 護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、

第２０８条第４号及び第２１２条第３項中「利用料」とあるのは「販売費用の額 第２０８条第４号 中「利用料」とあるのは「販売費用の額

」と、第２０９条第１項、第２１０条及び第２１２条第３項中「福祉用具」とあ 」と、第２０９条第１項及び第２１０条 中「福祉用具」とあ

るのは「特定介護予防福祉用具」と、同条第１項 中「第２０８条」とある るのは「特定介護予防福祉用具」と、第２１２条第１項中「第２０８条」とある

のは「第２２８条において準用する第２０８条」と のは「第２２８条において準用する第２０８条」と、同条第２項中「福祉用具」

とあるのは「特定介護予防福祉用具」と、「利用料」とあるのは「販売費用の額

読み替えるものとする。 」と読み替えるものとする。

（指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針） （指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針）

第２３０条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、 第２３０条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、

次に掲げるところによる。 次に掲げるところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利

用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれ

かを選択することができることについて十分な説明を行った上で、利用者の当

該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サ

ービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、
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提案を行うこと。

(4) ・(5) （略） (3) ・(4) （略）

(6) 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利

用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努

めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めること。

(7) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならないこと。

(8) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(9) （略） (5) （略）

（特定介護予防福祉用具販売計画の作成） （特定介護予防福祉用具販売計画の作成）

第２３１条 （略） 第２３１条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の

提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該特定介護予防

福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。

第１２章 （略） 第１２章 （略）

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第２３２条 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当た 第２３２条 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当た

る者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面（ る者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面（

書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下 によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下

この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第１１条 この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第１１条

第１項（第４２条、第５４条、第６４条、第７３条、第８８条、第１０９条（第 第１項（第４２条、第５４条、第６４条、第７３条、第８８条、第１０９条（第

１２６条において準用する場合を含む。）、第１３１条の３、第１３８条、第１ １２６条において準用する場合を含む。）、第１３１条の３、第１３８条、第１

４８条（第１６３条において準用する場合を含む。）、第１８３条、第２００条、 ４８条（第１６３条において準用する場合を含む。）、第１８３条、第２００条、

第２１４条、第２１９条及び第２２８条において準用する場合を含む。）及び第 第２１４条、第２１９条及び第２２８条において準用する場合を含む。）及び第

１７５条第１項（第２００条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定 １７５条第１項（第２００条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定

するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録 するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電
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子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

により行うことができる。 ）により行うことができる。

２ （略） ２ （略）

附 則 附 則

１～７ （略） １～７ （略）

８ 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成１３年厚生労働省令第８号。以 ８ 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成１３年厚生労働省令第８号。以

下「平成１３年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第３条に規定する既 下「平成１３年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第３条に規定する既

存病院建物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「 存病院建物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「

病床転換による旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する病院である指定 病床転換による旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する病院である指定

介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省 介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省

令附則第２２条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、 令附則第２２条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、

第１４１条第１項第２号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及 第１４１条第１項第３号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及

び浴室を有しなければならない。 び浴室を有しなければならない。

(1) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メ (1) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メ
のり

ートル以上の広さを有しなければならない。 ートル以上の広さを有しなければならない。

(2) （略） (2) （略）

９ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短 ９ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短

期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第３ 期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第３

条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、第１４１条第１項第 条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、第１４１条第１項第

２号の規定にかかわらず、療養病床に係る１の病室の病床数は、４床以下としな ３号の規定にかかわらず、療養病床に係る１の病室の病床数は、４床以下としな

ければならない。 ければならない。

１０ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防 １０ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防

短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第 短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第

６条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、第１４１条第１項 ６条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、第１４１条第１項

第２号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、 第３号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、

入院患者１人につき６．４平方メートル以上としなければならない。 入院患者１人につき６．４平方メートル以上としなければならない。

１１ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防 １１ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防

短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第 短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第

２１条の規定の適用を受けるものについては、第１４１条第１項第２号の規定に ２１条の規定の適用を受けるものについては、第１４１条第１項第３号の規定に
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かかわらず、機能訓練室は、内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を かかわらず、機能訓練室は、内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を

有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。 有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

１２ 平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第４条に規定する既存診療所建物 １２ 平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第４条に規定する既存診療所建物

内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換に 内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換に

よる診療所旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する診療所である指定介 よる診療所旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する診療所である指定介

護予防短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令 護予防短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令

附則第２４条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、第 附則第２４条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、第

１４１条第１項第２号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び １４１条第１項第３号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び

浴室を有しなければならない。 浴室を有しなければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

１３ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定 １３ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定

介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省 介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省

令附則第４条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、第１４１ 令附則第４条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、第１４１

条第１項第２号の規定にかかわらず、療養病床に係る１の病室の病床数は、４床 条第１項第３号の規定にかかわらず、療養病床に係る１の病室の病床数は、４床

以下としなければならない。 以下としなければならない。

１４ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定 １４ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定

介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省 介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省

令附則第７条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、第１４１ 令附則第７条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、第１４１

条第１項第２号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法によ 条第１項第３号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法によ

る測定で、入院患者１人につき６．４平方メートル以上としなければならない。 る測定で、入院患者１人につき６．４平方メートル以上としなければならない。

１５～２２ （略） １５～２２ （略）
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○ 川口市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（第

１３条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（掲示） （掲示）

第２８条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所 第２８条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所

の見やすい場所に、第２５条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防 の見やすい場所に、第２５条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防

訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する 訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項（以下この条において「重要事項」という。）を掲示しな と認められる重要事項 を掲示しな

ければならない。 ければならない。

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、 重要事項を記載した書面 ２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面

を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係 を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、重要事項をウェブサイトに掲載するもの

とする。

（管理者） （管理者）

第４５条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションご 第４５条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当 とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当

該管理者は、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当 該管理者は、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当

該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は 該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にあ

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 る他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第５３条 （略） 第５３条 （略）

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供 ２ 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供
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に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 ない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第５６条第１３号に規定する介護予防訪問看護報告書 (2) 第５６条第１１号に規定する介護予防訪問看護報告書

(3) ・(4) （略） (3) ・(4) （略）

(5) 第５６条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(6) ～(8) （略） (5) ～(7) （略）

（指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針） （指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針）

第５６条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第４３条に規定する基 第５６条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第４３条に規定する基

本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。 本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。

(1) ～(7) （略） (1) ～(7) （略）

(8) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならないこと。

(9) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(10)～(15) （略） (8) ～(13) （略）

(16) 第１号から第１４号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問看護計画 (14) 第１号から第１２号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問看護計画

書の変更について準用すること。 書の変更について準用すること。

(17) 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療 (15) 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療

機関である場合にあっては、第２号から第６号まで、第９号及び第１２号から 機関である場合にあっては、第２号から第６号まで及び第１０号 から

前号までの規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護 前号までの規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護

報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録（以下「診療記録 報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録（以下「診療記録

」という。）への記載をもって代えることができること。 」という。）への記載をもって代えることができること。

（主治の医師との関係） （主治の医師との関係）

第５７条 （略） 第５７条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前条第１７号の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。 ４ 前条第１５号の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。
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第５９条 （略） 第５９条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第１１５条の１１において準

用する法第７２条第１項の規定により法第５３条第１項本文の指定があったもの

とみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人

保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚生省令第

４０号。以下「介護老人保健施設基準」という。）第２条第１項第１号又は介護

医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年厚生労働省令

第５号。以下「介護医療院基準」という。）第４条第１項第１号に規定する人員

に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。

４ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事 ３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事

業者（指定居宅サービス等基準条例第８０条第１項に規定する指定訪問リハビリ 業者（指定居宅サービス等基準条例第８０条第１項に規定する指定訪問リハビリ

テーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予 テーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予

防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション（指定居宅サー 防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション（指定居宅サー

ビス等基準条例第７９条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同 ビス等基準条例第７９条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、 じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、

指定居宅サービス等基準条例第８０条第１項から第３項までに規定する人員に関 指定居宅サービス等基準条例第８０条第１項に規定する人員 に関

する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基準を満たしているものとみ する基準を満たすことをもって、第１項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 なすことができる。

（記録の整備） （記録の整備）

第６３条 （略） 第６３条 （略）

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防 ２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防

訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日 訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から５年間保存しなければならない。 から５年間保存しなければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 第６６条第１１号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
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(4) ～(6) （略） (3) ～(5) （略）

（指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） （指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針）

第６６条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法 第６６条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第５８条に規定する基本方針及 士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第５８条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。 び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを

受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリテーショ

ン計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーションの実

施に係る計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握

しなければならないこと。

(6) （略） (5) （略）

(7) 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテ (6) 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテ

ーション事業者（第７７条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーシ ーション事業者（第７７条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の ョン事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の

開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境 開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境

に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予 に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予

防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション 防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション

提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成 提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成

した場合については、第９０条第２号から第６号までに規定する介護予防のた した場合については、第９０条第２号から第５号までに規定する介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第２号から前号 めの効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第２号から前号

までに規定する基準を満たしているものとみなすことができること。 までに規定する基準を満たしているものとみなすことができること。

(8) ・(9) （略） (7) ・(8) （略）

(10) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならないこと。

(11) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(12)～(16) （略） (9) ～(13) （略）
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(17) 第１号から第１５号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリ (14) 第１号から第１２号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリ

テーション計画の変更について準用すること。 テーション計画の変更について準用すること。

（記録の整備） （記録の整備）

第７２条 （略） 第７２条 （略）

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療 ２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療

養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保 養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 存しなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第７５条第１項第４号、第２項第４号及び第３項第４号の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由の記録

(3) ～(5) （略） (2) ～(4) （略）

（指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針） （指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針）

第７５条 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に 第７５条 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に

掲げるところによる。 掲げるところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならないこと。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(5) 第２号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療 (3) 前号 に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療

養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならないこと。 養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならないこと。

(6) ～(9) （略） (4) ～(7) （略）

２ 薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによ ２ 薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによ

る。 る。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利
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用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならないこと。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(5) ～(9) （略） (3) ～(7) （略）

３ 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次 ３ 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次

に掲げるところによる。 に掲げるところによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならないこと。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(5) ・(6) （略） (3) ・(4) （略）

第７７条 （略） 第７７条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第１１５条の１１において準

用する法第７２条第１項の規定により法第５３条第１項本文の指定があったもの

とみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人

保健施設基準第２条第１項第１号又は介護医療院基準第４条第１項第１号に規定

する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。

５ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事 ４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と 業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と

指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営され 指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定居宅サービス等基準条例第１１９条第１項から第４ ている場合については、指定居宅サービス等基準条例第１１９条第１項から第３

項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基 項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 準を満たしているものとみなすことができる。
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（記録の整備） （記録の整備）

第８７条 （略） 第８７条 （略）

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防 ２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防

通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日 通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から５年間保存しなければならない。 から５年間保存しなければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 第９０条第１１号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) ～(6) （略） (3) ～(5) （略）

（指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針） （指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針）

第９０条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第７６条に規定する基 第９０条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第７６条に規定する基

本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。 本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した

利用者に係る介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該

医療機関が作成したリハビリテーションの実施に係る計画書等により、当該利

用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならないこと。

(6) （略） (5) （略）

(7) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテ (6) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテ

ーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が ーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が

参加した場合に限る。）の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望 参加した場合に限る。）の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望

及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハ 及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハ

ビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏 ビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏

まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防通所リハ まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防通所リハ

ビリテーション計画を作成した場合については、第６６条第２号から第６号ま ビリテーション計画を作成した場合については、第６６条第２号から第５号ま

でに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすこと でに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすこと

をもって、第２号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすこ をもって、第２号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができること。 とができること。

(8) ・(9) （略） (7) ・(8) （略）
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(10) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならないこと。

(11) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(12)～(15) （略） (9) ～(12) （略）

(16) 第１号から第１４号までの規定は、前号に規定する介護予防通所リハビリ (13) 第１号から第１１号までの規定は、前号に規定する介護予防通所リハビリ

テーション計画の変更について準用すること。 テーション計画の変更について準用すること。

（掲示及び目録の備付け） （掲示及び目録の備付け）

第２１２条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業 第２１２条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業

所の見やすい場所に、第２０８条に規定する重要事項に関する規程の概要その他 所の見やすい場所に、第２０８条に規定する重要事項に関する規程の概要その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条にお の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

いて「重要事項」という。）を掲示しなければならない。 を掲示しなければならない。

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、 重要事項を記載した書面 ２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面

を当該指定介護予防福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係 を当該指定介護予防福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、重要事項をウェブサイトに掲載するもの

とする。

４ （略） ３ （略）

（準用） （準用）

第２２８条 第８条から第１４条まで、第１６条から第１８条まで、第２２条、第 第２２８条 第８条から第１４条まで、第１６条から第１８条まで、第２２条、第

２４条、第２６条の２、第２７条、第２９条から第３５条まで、第８３条第１項、 ２４条、第２６条の２、第２７条、第２９条から第３５条まで、第８３条第１項、

第２項及び第４項、第２０８条から第２１０条まで並びに第２１２条の規定は、 第２項及び第４項、第２０８条から第２１０条まで並びに第２１２条の規定は、

指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第 指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第

８条第１項中「第２５条」とあるのは「第２２８条において準用する第２０８条 ８条第１項中「第２５条」とあるのは「第２２８条において準用する第２０８条

」と、同項、第２６条の２第２項、第２７条第１項及び第３項並びに第３４条の 」と、同項、第２６条の２第２項、第２７条第１項及び第３項並びに第３４条の

２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」 ２第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」

と、第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下同 と、第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下同
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じ。）、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第１４条第２項中「適切な じ。）、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第１４条第２項中「適切な

指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１８条中「介護予防訪問入浴介 指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１８条中「介護予防訪問入浴介

護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利 護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利

用者」と、第８３条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第 用者」と、第８３条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第

４項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相 ４項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相

談員」と、第２０８条第４号及び第２１２条第４項中「利用料」とあるのは「販 談員」と、第２０８条第４号及び第２１２条第３項中「利用料」とあるのは「販

売費用の額」と、第２０９条第１項、第２１０条及び第２１２条第４項中「福祉 売費用の額」と、第２０９条第１項、第２１０条及び第２１２条第３項中「福祉

用具」とあるのは「特定介護予防福祉用具」と、同条第１項中「第２０８条」と 用具」とあるのは「特定介護予防福祉用具」と、同条第１項中「第２０８条」と

あるのは「第２２８条において準用する第２０８条」と読み替えるものとする。 あるのは「第２２８条において準用する第２０８条」と読み替えるものとする。
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○ 川口市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年条例第７８号）（第１４条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第７条 （略） 第７条 （略）

２ 介護医療院は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の ２ 介護医療院は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の

規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該入所申込者 規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該入所申込者

又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を 又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（ 使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（

以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。こ 以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。こ

の場合において、当該介護医療院は、当該文書を交付したものとみなす。 の場合において、当該介護医療院は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) （略） (1) （略）

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ 事項を確実に記録しておくことができる物

る情報処理の用に供されるものをいう。第５５条第１項において同じ。）に係

る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を

記録したものを交付する方法 記録したものを交付する方法

３～６ （略） ３～６ （略）

（必要な医療の提供が困難な場合等の措置等） （必要な医療の提供が困難な場合等の措置等）

第１９条 介護医療院の医師は、入所者の病状からみて当該介護医療院において自 第１９条 介護医療院の医師は、入所者の病状からみて当該介護医療院において自

ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力医療機関その他 ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力病院 その他

適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を 適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を

求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

２～４ （略） ２～４ （略）

（管理者による管理） （管理者による管理）
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第２６条 介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者 第２６条 介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者

でなければならない。ただし、当該介護医療院の管理上支障のない場合は、 でなければならない。ただし、当該介護医療院の管理上支障のない場合は、同一

他の事業所、施設等又はサテライト型特定施設（川口市指定地域密 敷地内にある他の事業所、施設等又はサテライト型特定施設（川口市指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２ 着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２

５年条例第１６号）第１３０条第４項に規定するサテライト型特定施設をいう。 ５年条例第１６号）第１３０条第４項に規定するサテライト型特定施設をいう。

）若しくはサテライト型居住施設（同条例第１５１条第４項に規定するサテライ ）若しくはサテライト型居住施設（同条例第１５１条第４項に規定するサテライ

ト型居住施設をいう。）の職務に従事することができるものとする。 ト型居住施設をいう。）の職務に従事することができるものとする。

（衛生管理等） （衛生管理等）

第３３条 （略） 第３３条 （略）

２ 介護医療院は、当該介護医療院において感染症又は食中毒が発生し、又はまん ２ 介護医療院は、当該介護医療院において感染症又は食中毒が発生し、又はまん

延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該介護医療院における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための (1) 当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果 対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該介護医療院における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための (2) 当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 指針を整備すること。

(3) ・(4) （略） (3) ・(4) （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

（協力医療機関等） （協力病院）

第３４条 介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次に 第３４条 介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力

掲げる要件を満たす協力医療機関を定めておかなければならない。この場合にお 病院を定めておかなければならない。

いて、複数の協力医療機関を定めることにより当該要件を満たすこととすること

ができる。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を常時確保していること。

(2) 当該介護医療院からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常

時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護医療院の医師又は協力医

療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所
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者の入院を原則として受け入れる体制を確保している病院であること。

２ 介護医療院は、１年に１回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変し

た場合等における対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け

出なければならない。

３ 介護医療院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平

成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機関（

次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同

条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感

染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）が発生し

た場合等における対応を取り決めるように努めなければならない。

４ 介護医療院は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合には、当該

第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症が発生した場合等における対応に

ついて協議を行わなければならない。

５ 介護医療院は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該

入所者の病状が軽快し、退院することができることとなった場合においては、当

該入所者を再び当該介護医療院に速やかに入所させることができるように努めな

ければならない。

６ （略） ２ （略）

（掲示） （掲示）

第３５条 介護医療院は、介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者 第３５条 介護医療院は、介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者

の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他の入所申込者のサービスの選択に資 の勤務の体制、協力病院 、利用料その他の入所申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項（以下この条において「重要事項」という。）を掲示 すると認められる重要事項 を掲示

しなければならない。 しなければならない。

２ 介護医療院は、 重要事項を記載した書面を当該介護医療院に備 ２ 介護医療院は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該介護医療院に備

え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規 え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規

定による掲示に代えることができる。 定による掲示に代えることができる。

３ 介護医療院は、重要事項をウェブサイトに掲載するものとする。

（入所者の安全並びに介護医療院サービスの質の確保及び従業者への負担の軽減

に資する方策を検討するための委員会の設置）
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第４０条の３ 介護医療院は、当該介護医療院における業務の効率化、介護医療院

サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該

介護医療院における入所者の安全並びに介護医療院サービスの質の確保及び従業

者への負担の軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催しなけれ

ばならない。

２ 前項の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第５２条 （略） 第５２条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ ユニット型介護医療院の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講

するよう努めなければならない。

６ （略） ５ （略）

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第５５条 介護医療院及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するものの 第５５条 介護医療院及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するものの

うち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複 うち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された 本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された

紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され、 紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され、

又は想定されるもの（第１０条第１項（前条において準用する場合を含む。）及 又は想定されるもの（第１０条第１項（前条において準用する場合を含む。）及

び第１３条第１項（前条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定する び第１３条第１項（前条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定する

ものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録 ものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

に れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。 より行うことができる。

２ （略） ２ （略）
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○ 川口市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例（令和３年条例第１５号）（第１５条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

１ （略） １ （略）

（虐待の防止に係る経過措置） （虐待の防止に係る経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日まで ２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日まで

の間における第１条の規定による改正後の川口市指定地域密着型サービスの事業 の間における第１条の規定による改正後の川口市指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定地域密着型サ の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定地域密着型サ

ービス基準条例」という。）第３条第３項及び第４０条の２第１項（新指定地域 ービス基準条例」という。）第３条第３項及び第４０条の２第１項（新指定地域

密着型サービス基準条例第５９条、第５９条の２０、第５９条の２０の３、第５ 密着型サービス基準条例第５９条、第５９条の２０、第５９条の２０の３、第５

９条の３８、第８０条、第１０８条、第１２８条、第１４９条、第１７７条、第 ９条の３８、第８０条、第１０８条、第１２８条、第１４９条、第１７７条、第

１８９条及び第２０２条において準用する場合を含む。）、第２条の規定による １８９条及び第２０２条において準用する場合を含む。）、第２条の規定による

改正後の川口市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並 改正後の川口市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方 びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例（以下「新指定地域密着型介護予防サービス基準 法に関する基準等を定める条例（以下「新指定地域密着型介護予防サービス基準

条例」という。）第３条第３項及び第３７条の２第１項（新指定地域密着型介護 条例」という。）第３条第３項及び第３７条の２第１項（新指定地域密着型介護

予防サービス基準条例第６５条及び第８６条において準用する場合を含む。）、 予防サービス基準条例第６５条及び第８６条において準用する場合を含む。）、

第３条の規定による改正後の川口市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並 第３条の規定による改正後の川口市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基 びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例（以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。）第３条第 準等を定める条例（以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。）第３条第

５項（新指定介護予防支援等基準条例第３５条において準用する場合を含む。） ５項（新指定介護予防支援等基準条例第３５条において準用する場合を含む。）

及び第２９条の２第１項（新指定介護予防支援等基準条例第３５条において準用 及び第２９条の２第１項（新指定介護予防支援等基準条例第３５条において準用

する場合を含む。）、第４条の規定による改正後の川口市養護老人ホームの設備 する場合を含む。）、第４条の規定による改正後の川口市養護老人ホームの設備

及び運営に関する基準を定める条例（以下「新養護老人ホーム基準条例」という。 及び運営に関する基準を定める条例（以下「新養護老人ホーム基準条例」という。

）第２条第４項及び第３０条第１項、第５条の規定による改正後の川口市特別養 ）第２条第４項及び第３０条第１項、第５条の規定による改正後の川口市特別養

護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新特別養護老人 護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新特別養護老人
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ホーム基準条例」という。）第２条第５項（新特別養護老人ホーム基準条例第４ ホーム基準条例」という。）第２条第５項（新特別養護老人ホーム基準条例第４

８条において準用する場合を含む。）、第３１条の２第１項（新特別養護老人ホ ８条において準用する場合を含む。）、第３１条の２第１項（新特別養護老人ホ

ーム基準条例第４２条、第４８条及び第５２条において準用する場合を含む。） ーム基準条例第４２条、第４８条及び第５２条において準用する場合を含む。）

及び第３３条第３項（新特別養護老人ホーム基準条例第５２条において準用する 及び第３３条第３項（新特別養護老人ホーム基準条例第５２条において準用する

場合を含む。）、第６条の規定による改正後の川口市軽費老人ホームの設備及び 場合を含む。）、第６条の規定による改正後の川口市軽費老人ホームの設備及び

運営に関する基準を定める条例（以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。） 運営に関する基準を定める条例（以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。）

第２条第４項及び第３３条の２第１項（新軽費老人ホーム基準条例第３９条にお 第２条第４項及び第３３条の２第１項（新軽費老人ホーム基準条例第３９条にお

いて準用する場合を含む。）、第７条の規定による改正後の川口市指定居宅サー いて準用する場合を含む。）、第７条の規定による改正後の川口市指定居宅サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定 ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定

居宅サービス等基準条例」という。）第３条第３項（新指定居宅サービス等基準 居宅サービス等基準条例」という。）第３条第３項（新指定居宅サービス等基準

条例第９０条第１項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用する場合を除 条例

き、新指定居宅サービス等基準条例第４６条、第６２条、第１１７条、第１７１ 第４６条、第６２条、第１１７条、第１７１

条及び第２４７条において準用する場合を含む。）及び第３９条の２第１項（新 条及び第２４７条において準用する場合を含む。）及び第３９条の２第１項（新

指定居宅サービス等基準条例第４１条の３、第４６条、第５８条、第６２条、第 指定居宅サービス等基準条例第４１条の３、第４６条、第５８条、第６２条、第

７８条、第８８条 、第１１３条、第１１３条の３、第１１７条、第１ ７８条、第８８条、第９７条、第１１３条、第１１３条の３、第１１７条、第１

２８条、第１５１条（新指定居宅サービス等基準条例第１６４条において準用す ２８条、第１５１条（新指定居宅サービス等基準条例第１６４条において準用す

る場合を含む。）、第１６４条の３、第１７１条、第１８７条（新指定居宅サー る場合を含む。）、第１６４条の３、第１７１条、第１８７条（新指定居宅サー

ビス等基準条例第１９９条において準用する場合を含む。）、第２１９条、第２ ビス等基準条例第１９９条において準用する場合を含む。）、第２１９条、第２

３０条、第２４５条、第２４７条及び第２５８条において準用する場合を含む。 ３０条、第２４５条、第２４７条及び第２５８条において準用する場合を含む。

）、第８条の規定による改正後の川口市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運 ）、第８条の規定による改正後の川口市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準等を定める条例（以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。 営に関する基準等を定める条例（以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。

）第３条第５項（新指定居宅介護支援等基準条例第３３条において準用する場合 ）第３条第５項（新指定居宅介護支援等基準条例第３３条において準用する場合

を含む。）及び第３０条の２第１項（新指定居宅介護支援等基準条例第３３条に を含む。）及び第３０条の２第１項（新指定居宅介護支援等基準条例第３３条に

おいて準用する場合を含む。）、第９条の規定による改正後の川口市指定介護老 おいて準用する場合を含む。）、第９条の規定による改正後の川口市指定介護老

人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定介 人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定介

護老人福祉施設基準条例」という。）第３条第４項、第４０条の２第１項（新指 護老人福祉施設基準条例」という。）第３条第４項、第４０条の２第１項（新指

定介護老人福祉施設基準条例第５４条において準用する場合を含む。）及び第４ 定介護老人福祉施設基準条例第５４条において準用する場合を含む。）及び第４

４条第３項、第１０条の規定による改正後の川口市介護老人保健施設の人員、施 ４条第３項、第１０条の規定による改正後の川口市介護老人保健施設の人員、施

設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新介護老人保健施設基 設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新介護老人保健施設基

準条例」という。）第３条第４項、第４０条の２第１項（新介護老人保健施設基 準条例」という。）第３条第４項、第４０条の２第１項（新介護老人保健施設基
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準条例第５４条において準用する場合を含む。）及び第４４条第３項、第１１条 準条例第５４条において準用する場合を含む。）及び第４４条第３項、第１１条

の規定による改正後の川口市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関 の規定による改正後の川口市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例（以下「新指定介護療養型医療施設基準条例」という。） する基準を定める条例（以下「新指定介護療養型医療施設基準条例」という。）

第３条第４項、第３８条の２第１項（新指定介護療養型医療施設基準条例第５３ 第３条第４項、第３８条の２第１項（新指定介護療養型医療施設基準条例第５３

条において準用する場合を含む。）及び第４２条第３項、第１２条の規定による 条において準用する場合を含む。）及び第４２条第３項、第１２条の規定による

改正後の川口市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定 改正後の川口市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等 介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例（以下「新指定介護予防サービス等基準条例」という。）第３条第 を定める条例（以下「新指定介護予防サービス等基準条例」という。）第３条第

３項（新指定介護予防サービス等基準条例第６８条第１項に規定する指定介護予 ３項（新指定介護予防サービス等基準条例

防居宅療養管理指導事業者に適用する場合を除き、新指定介護予防サービス等基

準条例第４２条、第１３８条及び第２１９条において準用する場合を含む。）及 第４２条、第１３８条及び第２１９条において準用する場合を含む。）及

び第３４条の２第１項（新指定介護予防サービス等基準条例第４２条、第５４条、 び第３４条の２第１項（新指定介護予防サービス等基準条例第４２条、第５４条、

第６４条 、第８８条、第１０９条（新指定介護予防サービス等基準条 第６４条、第７３条、第８８条、第１０９条（新指定介護予防サービス等基準条

例第１２６条において準用する場合を含む。）、第１３１条の３、第１３８条、 例第１２６条において準用する場合を含む。）、第１３１条の３、第１３８条、

第１４８条（新指定介護予防サービス等基準条例第１６３条において準用する場 第１４８条（新指定介護予防サービス等基準条例第１６３条において準用する場

合を含む。）、第１８３条、第２００条、第２１４条、第２１９条及び第２２８ 合を含む。）、第１８３条、第２００条、第２１４条、第２１９条及び第２２８

条において準用する場合を含む。）並びに第１３条の規定による改正後の川口市 条において準用する場合を含む。）並びに第１３条の規定による改正後の川口市

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「

新介護医療院基準条例」という。）第３条第４項、第４０条の２第１項（新介護 新介護医療院基準条例」という。）第３条第４項、第４０条の２第１項（新介護

医療院基準条例第５４条において準用する場合を含む。）及び第４４条第３項の 医療院基準条例第５４条において準用する場合を含む。）及び第４４条第３項の

規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよ 規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよ

う努めなければ」と、新指定地域密着型サービス基準条例第３１条、第５５条、 う努めなければ」と、新指定地域密着型サービス基準条例第３１条、第５５条、

第５９条の１２（新指定地域密着型サービス基準条例第５９条の２０の３におい 第５９条の１２（新指定地域密着型サービス基準条例第５９条の２０の３におい

て準用する場合を含む。）、第５９条の３４、第７３条、第１００条（新指定地 て準用する場合を含む。）、第５９条の３４、第７３条、第１００条（新指定地

域密着型サービス基準条例第２０２条において準用する場合を含む。）、第１２ 域密着型サービス基準条例第２０２条において準用する場合を含む。）、第１２

２条、第１４５条、第１６８条及び第１８６条、新地域密着型介護予防サービス ２条、第１４５条、第１６８条及び第１８６条、新地域密着型介護予防サービス

基準条例第２７条、第５７条及び第８０条、新指定介護予防支援等基準条例第２ 基準条例第２７条、第５７条及び第８０条、新指定介護予防支援等基準条例第２

０条（新指定介護予防支援等基準条例第３５条において準用する場合を含む。）、 ０条（新指定介護予防支援等基準条例第３５条において準用する場合を含む。）、

新養護老人ホーム基準条例第７条、新特別養護老人ホーム基準条例第７条（新特 新養護老人ホーム基準条例第７条、新特別養護老人ホーム基準条例第７条（新特

別養護老人ホーム基準条例第４８条において準用する場合を含む。）及び第３４ 別養護老人ホーム基準条例第４８条において準用する場合を含む。）及び第３４
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条（新特別養護老人ホーム基準条例第５２条において準用する場合を含む。）、 条（新特別養護老人ホーム基準条例第５２条において準用する場合を含む。）、

新軽費老人ホーム基準条例第７条（新軽費老人ホーム基準条例第３９条において 新軽費老人ホーム基準条例第７条（新軽費老人ホーム基準条例第３９条において

準用する場合を含む。）、新指定居宅サービス等基準条例第２９条（新指定居宅 準用する場合を含む。）、新指定居宅サービス等基準条例第２９条（新指定居宅

サービス等基準条例第４１条の３及び第４６条において準用する場合を含む。）、 サービス等基準条例第４１条の３及び第４６条において準用する場合を含む。）、

第５６条（新指定居宅サービス等基準条例第６２条において準用する場合を含む。 第５６条（新指定居宅サービス等基準条例第６２条において準用する場合を含む。

）、第７６条、第８６条 、第１０６条（新指定居宅サービス等基準条 ）、第７６条、第８６条、第９５条、第１０６条（新指定居宅サービス等基準条

例第１１３条の３及び第１１７条において準用する場合を含む。）、第１２５条、 例第１１３条の３及び第１１７条において準用する場合を含む。）、第１２５条、

第１４６条（新指定居宅サービス等基準条例第１６４条の３及び第１７１条にお 第１４６条（新指定居宅サービス等基準条例第１６４条の３及び第１７１条にお

いて準用する場合を含む。）、第１６１条、第１８４条、第１９６条、第２１４ いて準用する場合を含む。）、第１６１条、第１８４条、第１９６条、第２１４

条、第２２７条及び第２３９条（新指定居宅サービス等基準条例第２４７条及び 条、第２２７条及び第２３９条（新指定居宅サービス等基準条例第２４７条及び

第２５８条において準用する場合を含む。）、新指定居宅介護支援等基準条例第 第２５８条において準用する場合を含む。）、新指定居宅介護支援等基準条例第

２１条（新指定居宅介護支援等基準条例第３３条において準用する場合を含む。 ２１条（新指定居宅介護支援等基準条例第３３条において準用する場合を含む。

）、新指定介護老人福祉施設基準条例第２８条及び第５１条、新介護老人保健施 ）、新指定介護老人福祉施設基準条例第２８条及び第５１条、新介護老人保健施

設基準条例第２９条及び第５１条、新指定介護療養型医療施設基準条例第２７条 設基準条例第２９条及び第５１条、新指定介護療養型医療施設基準条例第２７条

及び第５０条、新指定介護予防サービス等基準条例第２５条（新指定介護予防サ 及び第５０条、新指定介護予防サービス等基準条例第２５条（新指定介護予防サ

ービス等基準条例第４２条において準用する場合を含む。）、第５２条、第６２ ービス等基準条例第４２条において準用する場合を含む。）、第５２条、第６２

条 、第８２条、第１０３条（新指定介護予防サービス等基準条例第１ 条、第７１条、第８２条、第１０３条（新指定介護予防サービス等基準条例第１

３１条の３及び第１３８条において準用する場合を含む。）、第１２３条、第１ ３１条の３及び第１３８条において準用する場合を含む。）、第１２３条、第１

４５条、第１６０条、第１７８条、第１９７条及び第２０８条（新指定介護予防 ４５条、第１６０条、第１７８条、第１９７条及び第２０８条（新指定介護予防

サービス等基準条例第２１９条及び第２２８条において準用する場合を含む。） サービス等基準条例第２１９条及び第２２８条において準用する場合を含む。）

並びに新介護医療院基準条例第２９条及び第５１条の規定の適用については、こ 並びに新介護医療院基準条例第２９条及び第５１条の規定の適用については、こ

れらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する規程を れらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する規程を

定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項 定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項

（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。 （虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。

３ 施行日から令和９年３月３１日までの間における新指定居宅サービス等基準条

例第３条第３項（新指定居宅サービス等基準条例第９０条第１項に規定する指定

居宅療養管理指導事業者に適用する場合に限る。）及び第３９条の２第１項（新

指定居宅サービス等基準条例第９７条において準用する場合に限る。）並びに新

指定介護予防サービス等基準条例第３条第３項（新指定介護予防サービス等基準

条例第６８条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用する
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場合に限る。）及び第３４条の２第１項（新指定介護予防サービス等基準条例第

７３条において準用する場合に限る。）の規定の適用については、これらの規定

中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新指定居宅サー

ビス等基準条例第９５条及び新指定介護予防サービス等基準条例第７１条の規定

の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のため

の措置に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」

とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とす

る。

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） （業務継続計画の策定等に係る経過措置）

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間における新指定地域密着型サービス基 ３ 施行日から令和６年３月３１日までの間における新指定地域密着型サービス基

準条例第３２条の２（新指定地域密着型サービス基準条例第５９条、第５９条の 準条例第３２条の２（新指定地域密着型サービス基準条例第５９条、第５９条の

２０、第５９条の２０の３、第５９条の３８、第８０条、第１０８条、第１２８ ２０、第５９条の２０の３、第５９条の３８、第８０条、第１０８条、第１２８

条、第１４９条、第１７７条、第１８９条及び第２０２条において準用する場合 条、第１４９条、第１７７条、第１８９条及び第２０２条において準用する場合

を含む。）、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第２８条の２（新指定 を含む。）、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第２８条の２（新指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第６５条及び第８６条において準用する場 地域密着型介護予防サービス基準条例第６５条及び第８６条において準用する場

合を含む。）、新指定介護予防支援等基準条例第２１条の２（新指定介護予防支 合を含む。）、新指定介護予防支援等基準条例第２１条の２（新指定介護予防支

援等基準条例第３５条において準用する場合を含む。）、新養護老人ホーム基準 援等基準条例第３５条において準用する場合を含む。）、新養護老人ホーム基準

条例第２３条の２、新特別養護老人ホーム基準条例第２４条の２（新特別養護老 条例第２３条の２、新特別養護老人ホーム基準条例第２４条の２（新特別養護老

人ホーム基準条例第４２条、第４８条及び第５２条において準用する場合を含む。 人ホーム基準条例第４２条、第４８条及び第５２条において準用する場合を含む。

）、新軽費老人ホーム基準条例第２４条の２（新軽費老人ホーム基準条例第３９ ）、新軽費老人ホーム基準条例第２４条の２（新軽費老人ホーム基準条例第３９

条において準用する場合を含む。）、新指定居宅サービス等基準条例第３１条の 条において準用する場合を含む。）、新指定居宅サービス等基準条例第３１条の

２（新指定居宅サービス等基準条例第４１条の３、第４６条、第５８条、第６２ ２（新指定居宅サービス等基準条例第４１条の３、第４６条、第５８条、第６２

条、第７８条、第８８条 、第１１３条、第１１３条の３、第１１７条、 条、第７８条、第８８条、第９７条、第１１３条、第１１３条の３、第１１７条、

第１２８条、第１５１条（新指定居宅サービス等基準条例第１６４条において準 第１２８条、第１５１条（新指定居宅サービス等基準条例第１６４条において準

用する場合を含む。）、第１６４条の３、第１７１条、第１８７条（新指定居宅 用する場合を含む。）、第１６４条の３、第１７１条、第１８７条（新指定居宅

サービス等基準条例第１９９条において準用する場合を含む。）、第２１９条、 サービス等基準条例第１９９条において準用する場合を含む。）、第２１９条、

第２３０条、第２４５条、第２４７条及び第２５８条において準用する場合を含 第２３０条、第２４５条、第２４７条及び第２５８条において準用する場合を含

む。）、新指定居宅介護支援等基準条例第２２条の２（新指定居宅介護支援等基 む。）、新指定居宅介護支援等基準条例第２２条の２（新指定居宅介護支援等基

準条例第３３条において準用する場合を含む。）、新指定介護老人福祉施設基準 準条例第３３条において準用する場合を含む。）、新指定介護老人福祉施設基準

条例第２９条の２（新指定介護老人福祉施設基準条例第５４条において準用する 条例第２９条の２（新指定介護老人福祉施設基準条例第５４条において準用する
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場合を含む。）、新介護老人保健施設基準条例第３０条の２（新介護老人保健施 場合を含む。）、新介護老人保健施設基準条例第３０条の２（新介護老人保健施

設基準条例第５４条において準用する場合を含む。）、新指定介護療養型医療施 設基準条例第５４条において準用する場合を含む。）、新指定介護療養型医療施

設基準条例第２８条の２（新指定介護療養型医療施設基準条例第５３条において 設基準条例第２８条の２（新指定介護療養型医療施設基準条例第５３条において

準用する場合を含む。）、新指定介護予防サービス等基準条例第２６条の２（新 準用する場合を含む。）、新指定介護予防サービス等基準条例第２６条の２（新

指定介護予防サービス等基準条例第４２条、第５４条、第６４条 、第 指定介護予防サービス等基準条例第４２条、第５４条、第６４条、第７３条、第

８８条、第１０９条（新指定介護予防サービス等基準条例第１２６条において準 ８８条、第１０９条（新指定介護予防サービス等基準条例第１２６条において準

用する場合を含む。）、第１３１条の３、第１３８条、第１４８条（新指定介護 用する場合を含む。）、第１３１条の３、第１３８条、第１４８条（新指定介護

予防サービス等基準条例第１６３条において準用する場合を含む。）、第１８３ 予防サービス等基準条例第１６３条において準用する場合を含む。）、第１８３

条、第２００条、第２１４条、第２１９条及び第２２８条において準用する場合 条、第２００条、第２１４条、第２１９条及び第２２８条において準用する場合

を含む。）及び新介護医療院基準条例第３０条の２（新介護医療院基準条例第５ を含む。）及び新介護医療院基準条例第３０条の２（新介護医療院基準条例第５

４条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中 ４条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中

「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ 「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ

」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう 」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう

努める」とする。 努める」とする。

５ 施行日から令和９年３月３１日までの間における新指定居宅サービス等基準条

例第３１条の２（新指定居宅サービス等基準条例第９７条において準用する場合

に限る。）及び新指定介護予防サービス等基準条例第２６条の２（新指定介護予

防サービス等基準条例第７３条において準用する場合に限る。）の規定の適用に

ついては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなけれ

ば」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行

う」とあるのは「行うよう努める」とする。

６・７ （略） ４・５ （略）

（ユニットの定員に係る経過措置） （ユニットの定員に係る経過措置）

８～１３ （略） ６～１１ （略）
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